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[新旧]総則-1 

総則編 
ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

総則編 

p.総則-1 

２．計画の構成 

この計画の構成は、目的、防災関係機関の業務の大綱等基本的事項及び各編共通の事項を

定める総則、被害を予防するため災害発生前に行うべき諸対策について定める災害予防対

策、災害発生直後または発生するおそれがある場合に、被害の拡大を防止するために行うべ

き諸対策について定める災害応急対策、災害発生から一定期間経過後、被災地の社会経済活

動を災害発生前の状態へ回復させるために行うべき諸対策について定める災害復旧･復興対

策の各編に分けることを基本的な構成とする。 

２．計画の構成 

この計画の構成は、目的、防災関係機関の業務の大綱等基本的事項及び各編共通の事項を

定める総則、被害を予防するため災害発生前に行うべき諸対策について定める災害予防対

策、災害発生直後、被害の拡大を防止するために行うべき諸対策について定める災害応急対

策、災害発生から一定期間経過後、被災地の社会経済活動を災害発生前の状態へ回復させる

ために行うべき諸対策について定めた災害復旧･復興対策の各編に分けることを基本的な構

成とする。 

 

総則編 

p.総則-2 

３．災害対策の強化と各段階での対応 

災害対策には、時系列的には、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の３段階があり、

計画的に災害対策を進めていく必要がある。そのためには、継続的にＰＤＣＡサイクルを適

用して、改善を図る努力が求められることから、最新の科学的知見に基づく被害想定の見直

しや、大規模災害の教訓等を踏まえ、絶えず災害対策の強化を図る。さらに、令和２年１月

に国内初の感染者が発表された新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当た

る職員等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点を

取り入れた防災対策を実施する。 

各段階での対応の内容は次のとおり。 

３．災害対策の改善と各段階での対応 

災害対策には、時系列的には、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の３段階があり、

計画的に災害対策を進めていく必要がある。そのためには、継続的にＰＤＣＡサイクルを適

用して、改善を図る努力が求められることから、最新の科学的知見に基づく被害想定の見直

しや、大規模災害の教訓等を踏まえ、絶えず災害対策の改善を図る。 

各段階での対応の内容は次のとおり。 

 

総則編 

p.総則-2 

３．災害対策の強化と各段階での対応 

(2) 災害応急 

迅速かつ円滑な対応が重要となる。まず災害が発生するおそれがある場合は、気象予警報

等の情報伝達等の災害未然防止活動や災害の危険性の予測を早期に行い、一旦被害が発生し

たときには、的確な避難誘導や要配慮者の保護はもとより、被害規模を可能な限り早期に把

握し、正確で詳細な情報収集を行う。 

３．災害対策の改善と各段階での対応 

(2) 災害応急 

迅速かつ円滑な対応が重要となる。まず災害発表直前の気象予警報等の情報伝達等の災害

未然防止活動を行い、一旦被害が発生したときには、的確な避難誘導や要配慮者の保護はも

とより、被害規模を可能な限り早期に把握し、正確で詳細な情報収集を行う。 

 

総則編 

p.総則-4 

１．位置及び面積 

（略） 

市域は東西約 5.4km、南北約 6.8km、面積 25.55km2となっている。 

１．位置及び面積 

（略） 

市域は東西 5.4km、南北 6.8km、面積 25.55km2となっている。 

 

総則編 

p.総則-5 

４．気 象 

本市の気象は、生駒山系を背にする大阪府東北部に位置し、瀬戸内気候に属している関係

から気候は概ね温暖で、年平均の気温は 15℃前後である。風はときおり強い季節風が吹くこ

とがあるが、概ね北東ないし西よりの風が吹き、年平均風速は２m/s 前後である。 

年降水量はアメダス（枚方）の 1976～2022 年の記録によると、600 ㎜強から 2000mm 弱ま

で大きく変動しており、年降水量の極値は 1979.0 ㎜（2021 年）となっている。近年でも

1,743.5mm（2013 年）、1,683.5mm（2015 年）を観測するとともに、2010 年以降、平均 1,500

㎜以上と一定して多い降雨量を記録している。 

日最大降水量や時間最大降水量はアメダス（枚方）の 1976～2022 年の記録によると、日最

大降水量の極値は 183.5 ㎜（2018 年）、時間最大降水量の極値は 91.0 ㎜（2012 年）と近年

に極値を更新している。また、交野市内の観測局においては、時間最大降水量は約 123 ㎜

（2012 年）を記録しており、短時間雨量（時間降水量、日降水量）は増加傾向となっている。 

４．気 象 

本市の気象は、生駒山系を背にする大阪府東北部に位置し、瀬戸内気候に属している関係

から気候は概ね温暖で、年平均の気温は 15℃前後である。風はときおり強い季節風が吹くこ

とがあるが、概ね北東ないし西よりの風が吹き、年平均風速は２m/s 前後である。 

年降水量はアメダス（枚方）の 1976～2019 年の記録によると、600 ㎜強から 1800 ㎜強ま

で大きく変動しており、年降水量の極値は 1,835 ㎜（1989 年）となっている。近年でも

1,743.5mm（2013 年）、1,683.5mm（2015 年）を観測するとともに、2010 年以降、平均 1,500

㎜以上と一定して多い降雨量を記録している。 

日最大降水量や時間最大降水量はアメダス（枚方）の 1976～2019 年の記録によると、日最

大降水量の極値は 183.5 ㎜（2018 年）、時間最大降水量の極値は 91.0 ㎜（2012 年）と近年

に極値を更新している。また、交野市の妙見東観測局においては、時間最大降水量の極値は

114 ㎜（2012 年）を記録しており、短時間雨量（時間降水量、日降水量）は増加傾向となっ

ている。 

 

総則編 

p.総則-5 

５．人口・世帯 

本市の人口は、昭和 35 年頃までは１万人強で推移していたが、昭和 40 年代に急速に増加

し、昭和 50 年には５万人を上回るようになった。その後も増加を続け、昭和 55 年には６万

人、平成７年には７万人、平成 17 年には７万９千人を上回るようになったが、徐々に増加の

程度は弱まり、平成 17 年～平成 22 年には頭打ち傾向となった。最近年は７万５千人で、若

干の減少傾向となっている。 

世帯数も人口と概ね同じ傾向が見られるが、増加傾向は人口よりも著しく、最近年の世帯

数は３万世帯強となっている。そのため、平均世帯人員は減少の一途を辿り、昭和 20 年代に

は５人弱であったものが平成 12 年以降は３人以下となり、最近年は 2.5 人程度まで減少す

るなど小世帯化の進行が続いている。 

５．人口・世帯 

本市の人口は、昭和 35 年頃までは１万人強で推移していたが、昭和 40 年代に急速に増加

し、昭和 50 年には５万人を上回るようになった。その後も増加を続け、昭和 55 年には６万

人、平成７年には７万人、平成 17 年には７万９千人を上回るようになったが、徐々に増加の

程度は弱まり、平成 17 年～平成 22 年には頭打ち傾向となった。最近年は７万９千人を下回

り、若干の減少傾向となっている。 

世帯数も人口と概ね同じ傾向が見られるが、増加傾向は人口よりも著しく、最近年の世帯

数は３万１千世帯強となっている。そのため、平均世帯人員は減少の一途を辿り、昭和 20 年

代には５人弱であったものが平成 12 年以降は３人以下となり、最近年は 2.5 人程度まで減

少するなど小世帯化の進行が続いている。 

 



[新旧]総則-2 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

総則編 

p.総則-7 

第５節 予想される災害の想定 

（略） 

この計画の作成にあたっては、本市における地勢・地質・気象等の自然的条件に加え、都市

開発の進捗状況等の社会的条件及び過去において発生した各種災害事例等を勘案して災害を

想定しこれを前提とする。この計画において想定する主な災害は、次のとおりであり、複合災

害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複合化することにより、被害が

深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）が発生する可能性も考慮するものとする。 

第５節 予想される災害の想定 

（略） 

この計画の作成にあたっては、本市における地勢・地質・気象等の自然的条件に加え、都市

開発の進捗状況等の社会的条件及び過去において発生した各種災害事例等を勘案して災害を

想定しこれを前提とする。この計画において想定する主な災害は、次のとおりであり、これら

の各災害が複合的に発生する可能性も考慮するものとする。 

 

総則編 

p.総則-7 

１．地震災害 

(1) 直下型地震（生駒断層帯地震） 

(2) 海溝型地震（南海トラフ巨大地震） 

２．風水害 

(1) 強風被害 

(2) 洪水被害 

(3) 内水被害 

(4) 土砂災害 

(5) ため池の欠壊 

３．林野火災 

４．市街地災害 

５．危険物等災害 

６．その他災害 

(1) 道路災害 

(2) 鉄道災害 

(3) 大規模断水 

(4) その他事故等 

１．地震災害 

(1) 地震による建造物及び公共施設等の破壊 

(2) 地震にともなう多発的・広域的火災 

２．台風等による災害 

(1) 強風による家屋の倒壊等 

(2) 大雨による河川のはん濫及び浸水並びにため池の決壊等 

３．豪雨等による災害 

(1) 土石流及び急傾斜地崩壊等 

(2) 河川及びため池等の決壊並びにはん濫による水害等 

４．大規模な市街地火災 

５．大規模な林野火災 

６．危険物の爆発等による災害 

７．その他の大規模な災害 

(1) 航空災害 

(2) 鉄道災害 

(3) 道路災害 

 

総則編 

p.総則-8 

交野市の被害想定 

地 震 

被害内容 

想 定 参 考 

生駒断層

帯 地 震 

東南海・ 

南海地震 

上町断層

帯地震Ａ 

上町断層

帯地震Ｂ 

有 馬 高 槻 

断層帯地震 

中央構造線 

断層帯地震 

気象庁ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 7.3～7.7 7.9～8.6 7.5～7.8 7.5～7.8 7.3～7.7 7.7～8.1 

震 度 階 級 4～7 4～6弱 4～7 4～7 3～7 3～7 

（略） 

震 災

廃棄物 

可 燃 物 82千トン 2千トン 21千トン 1千トン 12千トン 0ﾄﾝ 

不 燃 物 267千トン 7千トン 69千トン 2千トン 39千トン 0ﾄﾝ 

   

交野市の被害想定 

地 震 

被害内容 

想 定 参 考 

生駒断層

帯 地 震 

東南海・ 

南海地震 

上町断層

帯地震Ａ 

上町断層

帯地震Ｂ 

有 馬 高 槻 

断層帯地震 

中央構造線 

断層帯地震 

気象庁ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 7.3～7.7 7.9～8.6 7.5～7.8 7.5～7.8 7.3～7.7 7.7～8.1 

計 測 震 度 4～7 4～6弱 4～7 4～7 3～7 3～7 

（略） 

震 災

廃棄物 

可 燃 物 82千トン 2千トン 21千トン 1千トン 13千トン 0ﾄﾝ 

不 燃 物 267千トン 7千トン 69千トン 2千トン 39千トン 0ﾄﾝ 

   

 



[新旧]総則-3 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

総則編 

p.総則-9 

  

 

総則編 

p.総則-10 

２．平成 25 年度被害想定 

交野市の被害想定 

想定地震 南海トラフ巨大地震 

地震の規模 

マグニチュード（Ｍ） 

９．０～９．１ 

震度階級５弱～６強 

      

２．平成 25 年度被害想定 

交野市の被害想定 

想定地震 南海トラフ巨大地震 

地震の規模 

マグニチュード（Ｍ） 

９．０～９．１ 

計測震度５弱～６強 

      

 

総則編 

p.総則-12 

１．交野市 

(1) 危機管理室 

（略） 

□ 災害時の行方不明者の捜索に関すること。 

□ 地域緊急交通路等の選定に関すること。 

□ 災害時用井戸の運用管理に関すること。 

１．交野市 

(1) 危機管理室 

□ 情報システムの維持・管理に関すること。 

□ 地域緊急交通路等の選定に関すること。 

 

総則編 

p.総則-12 

(2) 財産管理室 

☐ 公用車両と燃料の確保に関すること。 

☐ 緊急通行車両の届出に関すること。 

☐ 運搬車両の確保に関すること。 

☐ 応急寝具及び日用品並びにその他生活必需品の調達、避難所等への供給に関すること。 

☐ 救援物資の受付け、仕分け、避難所等への供給に関すること。 

☐ 臨時ヘリポートの開設後の管理に関すること。 

☐ 建築物の被害実態調査、応急対策に関すること。 

（新設）  

総則編 

p.総則-12 

(3) 総務部 

（略） 

□ 庁舎等の保全・防災及び電話回線の確保に関すること。 

(2) 総務部 

（略） 

□ 庁舎等の保全・防災及び通信手段の確保に関すること。 

 

交野市 交野市 交野市 

交野市 交野市 交野市 

震度階級 

震度階級 震度階級 震度階級 

震度階級 震度階級 

震度階級 震度階級 震度階級 

震度階級 震度階級 震度階級 

交野市 交野市 交野市 

交野市 交野市 交野市 



[新旧]総則-4 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

総則編 

p.総則-13 

(4) 企画財政部 

□ 災害情報の収集・集約に関すること。 

□ 災害広報・広聴に関すること。 

（略） 

□ 災害視察団及び調査団の受け入れに関すること。 

□ 基幹系・情報系システムの維持に関すること。 

□ 災害対策関係予算その他財務に関すること。 

(3) 企画財政部 

□ 災害広報に関すること。 

（略） 

□ 災害視察団及び調査団の受け入れに関すること。 

□ 災害対策関係予算その他財務に関すること。 

□ 公用車両と燃料の確保に関すること。 

□ 緊急通行車両の届出に関すること。 

 

総則編 

p.総則-13 

(5) 市民部 

□ 遺体の埋火葬の許可等に関すること。 

□ 市税の減免に関すること。 

□ 被害家屋調査及びり災証明に関すること。 

□ 大阪府広域火葬計画に関すること。 

□ 避難所の初期被害把握、開設・運営に関すること。 

(4) 市民部 

□ 応急寝具及び日用品並びにその他生活必需品の調達、避難所等への供給に関すること。 

□ 救援物資の受付け、仕分け、避難所等への供給に関すること。 

□ 臨時ヘリポートの開設後の管理に関すること。 

□ 運搬車両の調達に関すること。 

□ 遺体の埋火葬の許可等に関すること。 

□ 市税の減免に関すること。 

□ 被害家屋調査及びり災証明に関すること。 

□ 大阪府広域火葬計画に関すること。 

 

総則編 

p.総則-13 

(6) 健やか部 

（略） 

□ 園児等の避難に関すること。 

□ 民間幼保施設の確認に関すること。 

□ 被災園児等の救護に関すること。 

(5) 健やか部 

（略） 

□ 園児等の避難に関すること。 

□ 被災園児等の救護に関すること。 

 

総則編 

p.総則-13 

(7) 福祉部 

□ 義援金の受付けに関すること。 

□ 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 

□ 災害ボランティアセンターに関すること。 

（略） 

□ 福祉避難所の初期被害把握、開設・運営に関すること。 

□ 日本赤十字社との連絡調整に関すること。 

(6) 福祉部 

□ 義援金の受付けに関すること。 

□ 社会福祉協議会（災害ボランティア含む）との連絡調整に関すること。 

（略） 

□ 福祉避難所の安全確認、開設・運営に関すること。 

 

総則編 

p.総則-13 

(8) 環境部 

□ 災害廃棄物等の処理に関すること。 

□ し尿・ごみの収集及び処理に関すること。 

□ 仮設トイレの設置に関すること。 

□ 防疫（消毒、鼠族・昆虫駆除等）に関すること。 

(7) 環境部 

□ 災害廃棄物等の処理に関すること。 

□ し尿・ごみの収集及び処理に関すること。 

□ 災害時の行方不明者の捜索に関すること。 

□ 防疫（消毒、鼠族・昆虫駆除等）に関すること。 

 

総則編 

p.総則-14 

(9) 都市計画部 

□ 宅地の防災パトロールに関すること。 

（略） 

□ 被災市営住宅の応急対策に関すること。 

□ 建築物の被害実態調査、応急対策に関すること。 

□ 建築物及び宅地の応急危険度判定、被害状況調査に関すること。 

(9) 都市計画部 

□ 水防活動に関すること。 

□ 宅地の防災パトロールに関すること。 

（略） 

□ 被災市営住宅の応急対策に関すること。 

□ 建築物及び宅地の応急危険度判定、被害状況調査に関すること。 

 

総則編 

p.総則-14 

 

(11) 教育総務室 

□ 避難所の初期被害把握、開設・運営に関すること。 

□ 災害時の応急教育に関すること。 

 

(10) 教育委員会 

□ 児童・生徒等の防災教育に関すること。 

□ 児童・生徒等の避難に関すること。 

□ 被災児童・生徒等の救護に関すること。 

□ 避難所の安全確認、開設・運営に関すること。 

□ 災害時の食料調達・供給に関すること。 

□ 文化財の応急対策に関すること。 

□ 災害時の応急教育に関すること。 

 



[新旧]総則-5 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

総則編 

p.総則-14 

 

(12) 学校教育部 

□ 児童・生徒等の避難に関すること。 

□ 被災児童・生徒等の救護に関すること。 

□ 児童・生徒等の防災教育に関すること。 

□ 災害時の食料調達・供給に関すること。 

□ 避難所の初期被害把握、開設・運営に関すること。 

□ 建築物の被害実態調査、応急対策に関すること。 

□ 災害時の応急教育に関すること。 

(13) 生涯学習推進部 

□ 避難所の初期被害把握、開設・運営に関すること。 

□ 文化財の応急対策に関すること。 

（新設）  

総則編 

p.総則-15 

 

(17) 会計室 

□ 避難所の初期被害把握及び開設・運営に関すること。 

□ 指定金融機関等との連絡調整に関すること。 

□ 支払に関すること。 

(14) 会計室、行政委員会事務局、他 

□ 避難所の安全確認及び開設・運営に関すること。 

 

総則編 

p.総則-15 

(18) 行政委員会事務局、他 

□ 避難所の初期被害把握、開設・運営に関すること。 

（新設）  

総則編 

p.総則-15 

３．大阪府警察本部（交野警察署） 

（略） 

□ 犯罪の予防・取締りその他治安の維持に関すること。 

□ 災害資機材の整備に関すること。 

３．大阪府警察本部（交野警察署） 

（略） 

□ 犯罪の予防・取締りその他治安の維持に関すること。 

 

総則編 

p.総則-16 

５．陸上自衛隊（第３師団第 36 普通科連隊） 

□ 地域防災計画に係る訓練の参加協力に関すること。 

□ 災害派遣に関すること。 

５．陸上自衛隊（第３師団第 36 普通科連隊） 

□ 地域防災計画に係る訓練の参加協力に関すること。 

□ 市、府及びその他の関係機関が実施する災害応急対策の支援、協力に関すること。 

□ 災害派遣に関すること。 

 

総則編 

p.総則-16 

６．指定地方行政機関 

(2) 近畿地方整備局 

□ 直轄公共土木施設の整備と防災管理に関すること。 

□ 応急復旧資機材の整備及び備蓄に関すること。 

□ 指定河川の洪水予報及び水防警報の発表及び伝達に関すること。 

□ 直轄公共土木施設の応急点検体制の整備に関すること。 

□ 災害時の道路通行禁止と制限及び道路交通の確保に関すること。 

□ 直轄公共土木施設の二次災害の防止に関すること。 

□ 直轄公共土木施設の復旧に関すること。 

□ 緊急物資及び人員輸送活動に関すること。 

□ 災害時における技術者、防災ヘリ、各災害対策車両等による支援に関すること。 

６．指定地方行政機関 

（新設） 

 

総則編 

p.総則-16 

７．指定公共機関及び指定地方公共機関 

(1) 西日本電信電話株式会社等（西日本電信電話株式会社（関西支店）及び株式会社ＮＴＴド

コモ（関西支社）） 

（略） 

(2) 関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社 

（略） 

(3) 大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社 

（略） 

(4) 西日本旅客鉄道株式会社等（西日本旅客鉄道株式会社（鉄道本部）・日本貨物鉄道株式会社

（関西支社）及び東海旅客鉄道株式会社（新幹線運行本部）） 

（略） 

７．指定公共機関及び指定地方公共機関 

(1) 西日本電信電話株式会社（大阪支店）、ＮＴＴコミュニケ－ションズ株式会社（関西営業支

店）及び株式会社ＮＴＴドコモ（関西支社） 

（略） 

(2) 関西電力送配電株式会社（枚方配電営業所） 

（略） 

(3) 大阪ガス株式会社（導管事業部北東部導管部） 

（略） 

(4) 西日本旅客鉄道株式会社（鉄道本部）・日本貨物鉄道株式会社（関西支社） 

（略） 

 



[新旧]総則-6 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

総則編 

p.総則-17 

(7) 日本赤十字社（大阪府支部） 

□ 災害医療体制の整備に関すること。 

□ 被災者等へのこころのケア活動の実施に関すること。 

□ 災害救護用医薬品並びに血液製剤等の供給に関すること。 

（略） 

(9) 日本郵便株式会社近畿支社 

（略） 

(7) 日本赤十字社（大阪府支部） 

□ 災害医療体制の整備に関すること。 

□ 災害救護用医薬品並びに血液製剤等の供給に関すること。 

□ 災害時における医療助産等救護活動の実施に関すること。 

（略） 

(9) 日本郵便株式会社近畿支社（交野郵便局） 

（略） 

 

総則編 

p.総則-18 

(14) 楽天モバイル株式会社 

☐ 電気通信設備の整備と防災管理に関すること。 
☐ 応急復旧用通信施設の整備に関すること。 
☐ 気象警報の伝達に関すること。 
☐ 災害時における重要通信確保に関すること。 
☐ 携帯電話料金の減免に関すること。 
☐ 被災電気通信設備の災害復旧事業の推進に関すること。 
☐ 「災害用伝言版サービス」の提供に関すること。 

（新設）  

総則編 

p.総則-18 

(15) 大阪広域水道企業団 

□ 水道用水・工業用水道施設の耐震化等に関すること。 
□ 水道用水・工業用水道の被害情報に関すること。 
□ 災害時の緊急物資（飲料水）の確保に関すること。 
□ 水道用水及び工業用水の供給確保に関すること。 
□ 応急給水及び応急復旧に関すること。 

（新設）  

総則編 

p.総則-18 

(16) 一般社団法人大阪府トラック協会 

□ 緊急輸送体制の整備に関すること 

□ 災害時における緊急物資輸送の協力に関すること 

□ 復旧資器材等の輸送協力に関すること 

（新設）  

総則編 

p.総則-18 

(17) 日本放送協会（大阪放送局） 

□ 防災知識の普及等に関すること 

□ 災害時における放送の確保対策に関すること 

□ 緊急放送・広報体制の整備に関すること 

□ 気象予警報等の放送周知に関すること 

□ 指定避難所等への受信機の貸与に関すること 

□ 社会奉仕事業団等による義援金品の募集・配分等の協力に関すること 

□ 災害時における広報に関すること 

□ 災害時における放送の確保に関すること 

□ 災害時における安否情報の提供に関すること 

（新設）  

総則編 

p.総則-18 

(18) 各民間放送株式会社 

□ 防災知識の普及等に関すること 

□ 災害時における広報に関すること 

□ 緊急放送・広報体制の整備に関すること 

□ 気象予警報等の放送周知に関すること 

□ 社会奉仕事業団等による義援金品の募集・配分等の協力に関すること 

□ 被災放送施設の復旧事業の推進に関すること 

（新設）  

総則編 

p.総則-19 

(19) 公益社団法人大阪府看護協会 

□ 災害時における医療救護及び公衆衛生の活動に関すること。 

□ 被災者に対する看護活動に関すること。 

（新設）  

総則編 

p.総則-19 

８．公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

(1) 一般社団法人交野市医師会 

□ 災害時における医療救護の活動に関すること。 

□ 被災者に対する医療活動に関すること。 

８．公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

(1) 一般社団法人交野市医師会 

□ 災害時における医療計画に関すること。 

□ 災害時における医療救護活動に関すること。 

□ 災害時における負傷者の収容及び看護に関すること。 

 

総則編 

p.総則-19 

(2) 一般社団法人交野市歯科医師会 

□ 災害時における医療救護の活動に関すること。 

□ 被災者に対する歯科保健医療活動に関すること。 

（新設）  



[新旧]総則-7 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

総則編 

p.総則-19 

(3) 北河内薬剤師会 

□ 災害時における医療救護及び公衆衛生の活動に関すること。 

□ 医薬品等の確保及び供給に関すること。 

（新設）  

総則編 

p.総則-19 

(6) 社会福祉法人交野市社会福祉協議会 

□ ボランティアの活動環境の整備に関すること。 

□ ボランティアの受け入れに関すること。 

□ 避難行動要支援者対策に関すること。 

(4) 社会福祉法人交野市社会福祉協議会 

□ ボランティアの活動環境の整備に関すること。 

□ ボランティアの受け入れに関すること。 

 

総則編 

p.総則-21 

第３ ＮＰＯ・ボランティア等多様な機関との連携 

住民及び事業者は、ＮＰＯ・ボランティア等多様な機関と連携・協力して、防災訓練や防災

講習等を実施することで、災害時の支援体制を構築し、地域防災の担い手を確保するとともに、

避難行動要支援者の安否確認や自主的な避難所運営等の災害対応を円滑に行えるよう努めな

ければならない。 

なお、ボランティア活動はその自主性に基づくことから、市、府、住民、他の支援団体と連

携・協働して活動できる環境の整備が必要である。 

第３ ＮＰＯ・ボランティア等多様な機関との連携 

住民及び事業者は、ＮＰＯ・ボランティア等多様な機関と連携・協力して、防災訓練や防災

講習等を実施することで、災害時の支援体制を構築し、地域防災の担い手を確保するとともに、

避難行動要支援者の安否確認や自主的な避難所運営等の災害対応を円滑に行えるよう努めな

ければならない。 

 

総則編 

p.総則-22 

第８節 計画の修正 

交野市防災会議は、災害対策基本法第 42 条第１項の規定に基づき、毎年本計画に検討を加

え、必要があると認めるときは、修正する。また、男女共同参画の視点から女性委員の割合を

高めることや、高齢者や障がい者、ボランティア団体等、多様な主体の参画促進に努める。 

第８節 計画の修正 

交野市防災会議は、災害対策基本法第 42 条第１項の規定に基づき、毎年本計画に検討を加

え、必要があると認めるときは、修正する。また、女性、高齢者や障がい者、ボランティア団

体等、多様な主体の参画促進に努める。 

 

総則編 

p.総則-23 

【注記】 

 本計画における用語について 

（略） 

□ ライフライン（事業者） 

上水道（交野市水道局）、下水道（交野市都市整備部）、電気通信（西日本電信電話株式

会社等、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会

社）、電力（関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社）、ガス（大阪ガス株式会社、大

阪ガスネットワーク株式会社）、共同溝（市、府、近畿地方整備局） をいう。 

（略） 

□ 鉄道事業者 

西日本旅客鉄道株式会社等及び京阪電気鉄道株式会社をいう。 

□ 公共輸送機関 

西日本旅客鉄道株式会社等、京阪電気鉄道株式会社、京阪バス株式会社をいう。 

【注記】 

 本計画における用語について 

（略） 

□ ライフライン（事業者） 

上水道（交野市水道局）、下水道（交野市都市整備部）、電気通信（西日本電信電話株式

会社）、電力（関西電力送配電株式会社）、ガス（大阪ガス株式会社）、共同溝（市、府） を

いう。 

（略） 

□ 鉄道事業者 

西日本旅客鉄道株式会社及び京阪電気鉄道株式会社・日本貨物鉄道株式会社をいう。 

□ 公共輸送機関 

西日本旅客鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社、京阪バス株式会社をいう。 

 

 





[新旧]予防-1 

災害予防対策編 
ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-1 

第１節 都市の防災機能の強化 

（略） 

また、まちの災害リスクを踏まえた建築物の適正化、災害ハザードエリアにおける適正な開

発の誘導、避難に必要な施設の整備に加え、自然環境の機能を活用すること等により地域のレ

ジリエンスを高める「Ｅｃｏ-ＤＲＲ（生態系を活用した防災・減災）」及び「グリーンインフ

ラ」の取組みの推進など、総合的な防災・減災対策を講じることにより、災害に強いまちの形

成を図る。 

さらに、「災害危険度判定調査」の実施及び市民公表に努めるとともに、「大阪府防災都市づ

くり広域計画」に基づき、「防災都市づくり計画」の策定に努め、都市防災構造化対策を推進す

る。 

第１節 都市の防災機能の強化 

（略） 

また、「災害危険度判定調査」の実施及び市民公表に努めるとともに、「大阪府防災都市づく

り広域計画」に基づき、「防災都市づくり計画」の策定に努め、都市防災構造化対策を推進す

る。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-1 

第１ 防災空間の整備 

実施担当 都市整備部、大阪府 

    

第１ 防災空間の整備 

実施担当 都市整備部 

    

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-2 

第２ 防災公園・防災空地の整備 

実施担当 都市整備部、危機管理室 

市は、市有地などを活用し、災害対策上有効な防災機能を有した防災公園・防災空地の整備

を進める。 

１．災害時、一時避難場所として整備 

２．災害廃棄物仮置場としての活用 

３．備蓄倉庫、消防分団庫、防火水槽、防災井戸、雨水貯留施設、マンホールトイレ、かまど

ベンチ、ソーラー照明などの防災に資する施設を設置 

４．大型車両等の進入可能な動線の確保 

（新設）  

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-3 

２．計画的市街地整備 

まちのみどりや農地等の地域資源の活用や生活基盤施設の整備に努めるとともに、土地区

画整理事業の促進や計画的なまちづくりに資する地区計画制度等の活用を図る。 

３．開発行為の規制 

(1) 災害危険区域 

府は、建築基準法第 39 条に基づく災害危険区域の指定を促進し、規制・指導を強力に推進

する。 

(2) 宅地規制 

府は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき、宅地造成工事の安全性の確保及び規制宅

地に起因するがけ崩れや土砂流出を事前に防止するための規制・指導を行い、宅地造成地の

安全を図る。 

２．計画的市街地整備 

都市の緑の創出や生活基盤施設の整備に努めるとともに、土地区画整理事業の促進や計画

的なまちづくりに資する地区計画制度等の活用を図る。 

３．開発行為の規制 

(1) 災害危険区域 

建築基準法第 39 条に基づく災害危険区域の指定を促進し、規制・指導を強力に推進する。 

(2) 宅地規制 

府は、宅地造成等規制法に基づき、宅地造成工事の安全性の確保及び規制宅地に起因する

がけ崩れや土砂流出を事前に防止するための規制・指導を行い、宅地造成地の安全を図る。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-3 

第５ 土木構造物の耐震対策の推進 

実施担当 
都市整備部、近畿地方整備局、大阪府、 

西日本旅客鉄道㈱、京阪電気鉄道㈱、西日本高速道路㈱（関西支社） 
 

第４ 土木構造物の耐震対策の推進 

実施担当 
都市整備部、大阪国道事務所、大阪府、 

西日本旅客鉄道㈱、京阪電気鉄道㈱、西日本高速道路㈱ 
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p.予防-4 

 

４．農業用施設 

(1) 耐震性調査・診断 

市は、府及びため池管理者と連携して、ため池等農業用施設の耐震性調査・診断を計画的

に実施する。 

(2) 耐震対策・統廃合 

想定される大規模地震動に対して、堤体が損傷を受けても決壊しないよう、「土地改良施設

耐震対策計画（平成 19 年１月）」に基づき、計画的に耐震対策を実施する。 

また、必要に応じ、農業用施設の統廃合を進める。 

４．農業用施設 

(1) 耐震性調査・診断 

府は、市、ため池管理者と連携して、ため池等農業用施設の耐震性調査・診断を計画的に

実施する。 

(2) 耐震対策・統廃合 

想定される大規模地震動に対して、堤体が損傷を受けても決壊しないよう、「土地改良施設

耐震対策計画（平成 19 年１月）」に基づき耐震対策を実施する。また、必要に応じ、農業用

施設の統廃合を進める。 
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第６ ライフライン・放送施設災害予防対策   

実施担当 

水道局、都市整備部、大阪府、近畿地方整備局、関西電力㈱、関西電力

送配電㈱、大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱、西日本電信電話㈱

等、ＫＤＤＩ㈱（関西総支社）、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱、日

本放送協会、民間放送事業者 

    

第５ ライフライン・放送施設災害予防対策   

実施担当 
水道局、都市整備部、大阪府、関西電力送配電㈱、大阪ガス㈱、ＮＴＴ

西日本㈱、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱日本放送協会、民間放送事業者 

 

 

 



[新旧]予防-2 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-4 

１．上水道（水道局） 

(1) 上水道については、「水道施設設計指針」、「水道施設耐震工法指針」（公益社団法人日本水

道協会）等に基づき、各種災害に耐えうる十分な強度の確保に努める。 

１．上水道（水道局） 

(1) 上水道については、「水道施設設計指針」、「水道施設耐震工法指針」（日本水道協会）等に

基づき、各種災害に耐えうる十分な強度の確保に努める。 
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２．下水道（都市整備部） 

（略） 

３．電気通信（西日本電信電話㈱等、ＫＤＤＩ㈱（関西総支社）、ソフトバンク㈱、楽天モバイ

ル㈱） 

（略） 

４．電力（関西電力㈱、関西電力送配電㈱） 

（略） 

５．ガス（大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱） 

（略） 

６．共同溝・電線共同溝の整備（市、府、近畿地方整備局） 

（略） 

２．下水道（下水道課） 

（略） 

３．電気通信（西日本電信電話株式会社（大阪支店）、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、ソフ

トバンク株式会社） 

（略） 

４．電力（関西電力送配電株式会社） 

（略） 

５．ガス（大阪ガス株式会社） 

（略） 

６．共同溝・電線共同溝の整備（市、府） 

（略） 
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７．放送（日本放送協会、民間放送事業者） 

放送に関わる事業者は、災害時の放送が確保されるよう、平常時から放送施設設備の強化

と保全に努める。 

(2) 民間放送事業者は、各々の実情に応じた防災に関する計画を定め、放送施設、局舎設備等

について、各種予防措置を講ずる。 

① 株式会社毎日放送（テレビジョン放送） 

② 株式会社ＭＢＳラジオ（ＡＭラジオ放送） 

③ 朝日放送テレビ株式会社 

７ 放送（日本放送協会、民間放送事業者） 

災害時の放送が確保されるよう、放送施設設備の強化と保全に努める。 

(2) 民間放送事業者は、各々の実情に応じた防災に関する計画を定め、放送施設、局舎設備等

について、各種予防措置を講ずる。 

① 株式会社毎日放送（テレビジョン放送及びＡＭラジオ放送） 

② 朝日放送テレビ株式会社 
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１ し尿処理（市、府）  

(1) （略） 

(2) 市は、既存のし尿処理施設についても、施設の補強等による耐震性の向上、不燃堅牢化、

浸水対策等に努める。 

１ し尿処理（市、府） 

(1) （略） 

(2) 市は、既存のし尿処理施設についても、耐震診断を実施するなどし、必要に応じて施設の

補強等による耐震性の向上、不燃堅牢化、浸水対策等に努める。 
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３ 災害廃棄物等処理（市、府） 

(1) 市は、交野市災害廃棄物処理計画に基づき、適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物の仮置場の

確保や運用方針、一般廃棄物（避難所ごみや仮設トイレし尿等）の処理を含めた災害時の廃

棄物処理体制、周辺市町村等との連携・協力のあり方等について、具体的に示す。 

３ 災害廃棄物等処理（市、府） 

(1) 市は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物を処理で

きるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（避難所ごみや仮設トイレの

し尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物処理体制、周辺市町村等との連携・協力のあり方等

について、災害廃棄物処理計画等において具体的に示す。 
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(4) 市は、交野市災害廃棄物処理計画に基づき、災害廃棄物等収集における人員計画、連絡体

制、機材及び人員の確保並びに、民間業者等との支援協力体制の整備に努める。 

(4) 市は、災害時の災害廃棄物等収集における人員計画、連絡体制、機材及び人材の確保を含

めた災害応急マニュアルを整備するとともに、民間業者等との支援協力体制の整備に努め

る。 
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(5) 府又は市は、災害廃棄物に関する情報及び災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-

Net）や災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）、地域ブロック協議会の取組等に関して、

ホームページ等において公開する等、周知に努める。 

(5) 府又は市は、災害廃棄物に関する情報及び災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-

Net）や地域ブロック協議会の取組等に関して、ホームページ等において公開する等、周知に

努める。 
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(6) 府又は市は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、

がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域住民やＮＰＯ・ボ

ランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、防災ボ

ランティア活動の環境整備に努める。 

※以降、文末の「ものとする」の削除のみの記載は省略します。 

(6) 府又は市は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、

がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域住民やＮＰＯ・ボ

ランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、防災ボ

ランティア活動の環境整備に努めるものとする。 
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災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-8 

第１ 建築物の耐震対策の促進 

実施担当 財産管理室、総務部、学校教育部、福祉部、都市計画部 

市及び府をはじめ建築関係団体等は、密接に連携して、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪

（建築物の耐震改修の促進に関する法律による耐震改修促進計画）」に基づき、地震に対する安

全性が明らかでない住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修等の促進と、ブロック塀等の安全対

策や天井等の２次構造部材の脱落防止等の落下物対策、家具の転倒防止の促進について、さら

なる取組み強化を図る。 

また、天井等の２次構造部材の脱落防止等の落下物対策、超高層建築物等における長周期地

震動対策に関する周知等を適切に実施する。 

第１ 建築物の耐震対策の促進 

実施担当 都市計画部、総務部、教育委員会、福祉部 

市及び府をはじめ建築関係団体等は、密接に連携して、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪

（建築物の耐震改修の促進に関する法律による耐震改修促進計画）」に基づき、地震に対する安

全性が明らかでない住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修等の促進と、ブロック塀等の安全対

策や天井等の２次構造部材の脱落防止等の落下物対策、家具の転倒防止の促進について、さら

なる取組み強化を図る。 
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１．公共建築物 

(1) （略） 

(2) 市は、公立学校等について、速やかに耐震診断を実施するとともに、その結果を公表する。

また、診断結果に応じ、耐震改修の計画的な実施に努める。 

(3) （略） 

(4) 市は、ブロック塀等の安全対策、天井等の二次構造部材の脱落防止等の落下物対策、エレ

ベーターにおける閉じ込め防止対策等を図る。 

１．公共建築物 

(1) （略） 

(2) 市は、公共住宅について、老朽化により改修・改善が困難であることから、オープンスペ

ース等を含めた有効活用に努める。 

(3) 市は、公立学校等について、速やかに耐震診断を実施するとともに、その結果を公表する。

また、診断結果に応じ、耐震改修の計画的な実施に努める。 

(4) （略） 

(5) 市は、非構造部材の天井の脱落防止等の落下物対策、エレベーターにおける閉じ込め防止

等を図る。 
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２．民間建築物 

(1) 市は、住宅及び建築物の所有者が、自主的に耐震化へ取り組むことを基本とし、その取組

みをできる限り支援する。 

２．民間建築物 

(1) 府及び市は、市民及び建築物の所有者が、自主的に耐震化へ取り組むことを基本とし、そ

の取組みをできる限り支援する。 
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(2) 所管行政庁（建築主事を置く市においてはその長、その他の市町村においては知事）は、

病院、店舗、ホテル等の不特定多数の人が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難行

動要支援者が利用する建築物のうち、耐震診断が義務付けられている大規模建築物の所有者

から耐震診断結果の報告を受け、その内容を公表し、必要に応じて改修の指導・助言、指示

等を行うことにより、耐震化の促進を図る。また、特定既存耐震不適格建築物（一定規模以

上の病院、店舗、ホテル等不特定多数の人が利用する建築物）等の所有者に、必要に応じて

耐震診断や改修の指導・助言、指示等を行い、進行管理に努める。 

(2) 所管行政庁（建築主事を置く市においてはその長、その他の市町村においては知事）は、

病院、店舗、ホテル等の不特定多数の人が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難行

動要支援者が利用する建築物のうち大規模なもの等、耐震診断が義務付けられている建築物

の所有者から耐震診断結果の報告を受け、その内容を公表し、必要に応じて改修の指導・助

言、指示等を行うことにより、耐震化の促進を図る。また、特定既存耐震不適格建築物（一

定規模以上の病院、店舗、ホテル等不特定多数の人が利用する建築物）等の所有者に、必要

に応じて耐震診断や改修の指導・助言、指示等を行い、進行管理に努める。 
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第２ 建築物の安全性に関する指導 

（略） 

(4) 液状化対策の啓発 

さらに、市は、強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物の防止対策が図れるよう指

導・助言を行い、建築物の所有者は具体的な対策を図る。 

第２ 建築物の安全性に関する指導 

（略） 

(4) 液状化対策の啓発 
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第３ 空き家等の対策 

実施担当 都市計画部 

市は、平常時より空き家等の所有者等の特定を図り、当該所有者等の責任において空き家等

の適切な管理が行われるよう意識啓発に努める。 

また、空き家等の適正管理に係る相談窓口の普及啓発に努める。 

（新設）  
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まちづくり 
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第４ 文化財 

実施担当 生涯学習推進部、消防本部 

    

第３ 文化財 

実施担当 教育委員会、消防本部 
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第３節 水害予防対策の推進 

市及び防災関係機関は、市域における河川、下水道、及びため池における洪水、雨水出水に

よる災害を未然に防止するため、河川流域全体のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を

軽減させる流域治水対策を実施する。 

第３節 水害予防対策の推進 

市及び防災関係機関は、市域における河川、下水道、及びため池における洪水、雨水出水に

よる災害を未然に防止するため、又は被害の拡大を防止するために、次のとおり河川及びため

池の予防対策の推進を図る。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-12 

２．河川の点検・整備 

市は、準用河川・普通河川等の改修や貯留施設の整備等、流域治水対策を推進する。 

２．河川の点検・整備 

市は、準用河川・普通河川等の改修や貯留施設の整備を推進する。 

 



[新旧]予防-4 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-12 

第３ 水害減災対策 

実施担当 危機管理室、都市整備部、近畿地方整備局、大阪府、大阪管区気象台 

市は、洪水、雨水出水に対する事前の備えと洪水時の迅速かつ的確な情報提供・避難により、

水害の軽減を図るため、大阪府が実施する洪水予報、水位周知河川の洪水特別警戒水位（氾濫

危険水位）の到達情報の発表、水防警報の発表、想定し得る 大規模の降雨による浸水想定区

域の指定・公表に基づき、洪水リスクの開示、避難体制の整備を行う。 

第３ 水害減災対策 

実施担当 危機管理室、都市整備部、近畿地方整備局、大阪府 

市は、洪水、雨水出水に対する事前の備えと洪水時の迅速かつ的確な情報提供・避難により、

水害の軽減を図るため、大阪府が実施する洪水予報、水位周知河川の避難判断水位（特別警戒

水位）の設定及び到達情報の発表、水防警報の発表、想定し得る 大規模の降雨による浸水想

定区域の指定・公表に基づき、洪水リスクの開示、避難体制の整備を行う。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-12 

１．洪水予報及び水防警報等 

(1) 洪水予報 

① 近畿地方整備局は、二以上の府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きく洪水に

より重大な損害を生ずるおそれのあるものとして指定した河川について、大阪管区気象台

と共同して洪水予報を行い、府知事及び市長に通知するとともに、報道機関の協力を求め

て一般に周知する。 

本市に該当河川はない。 

② 府は、管理河川のうち、流域面積が大きく洪水により相当な損害を生ずるおそれのある

ものとして指定した河川について、大阪管区気象台と共同して洪水予報を行い、水防管理

者である市長に通知するとともに、報道機関の協力を求めて一般に周知する。 

 本市では、天野川が該当する。 

③ 府は、上記①により通知を受けた場合は、直ちに水防管理者である市長等に通知する。 

④ 近畿地方整備局及び府は、市長による洪水時における避難指示等の発令に資するよう、

市長へ河川の状況や今後の見通し等を直接伝えるよう努める。 

１．洪水予報及び水防警報等 

(1) 洪水予報 

① 近畿地方整備局は、二以上の府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きく洪水に

より重大な損害を生ずるおそれのあるものとして指定した河川について、気象庁と共同し

て洪水予報を行い、府知事及び市長に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求

めて一般に周知する。 

本市に該当河川はない。 

② 府は、管理河川のうち、流域面積が大きく洪水により相当な損害を生ずるおそれのある

ものとして指定した河川について、大阪管区気象台と共同して洪水予報を行い、水防管理

者である市長に通知するとともに、一般に周知する。 

本市では、天野川が該当する。 

③ 府は、上記①により通知を受けた場合は、直ちに水防管理者である市長等に通知する。 

④ 近畿地方整備局及び府は、市長による洪水時における避難勧告等の発令に資するよう、

市長へ河川の状況や今後の見通し等を直接伝えるよう努める。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-13 

(2)水位到達情報の発表 

① 府は、管理河川のうち、洪水により相当な損害を生ずるおそれのあるものとして指定し

た河川（水位周知河川）において、避難判断水位（市長の高齢者等避難の目安となる水位）

を設定し、当該河川の水位がこれに到達したときは、水防管理者である市長等に通知する

とともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて一般に周知する。 

本市では、天野川が該当する。 

（略） 

府は、市長による洪水時における避難指示等の発令に資するよう、市長へ河川の状況や

今後の見通し等を直接伝えるよう努める。 

(2) 特別警戒水位の設定及び到達情報の発表 

① 府は、管理河川のうち、洪水により相当な損害を生ずるおそれのあるとして指定した河

川（水位周知河川）において、避難判断水位（特別警戒水位）を設定し、当該河川の水位

がこれに到達したときは、水防管理者である市長等に通知するとともに、必要に応じ報道

機関の協力を求めて一般に周知する。 

本市では、天野川が該当する。 

（略） 

府は、市長による洪水時における避難勧告等の発令に資するよう、市長へ河川の状況や

今後の見通し等を直接伝えるよう努める。 

 

災害予防対策編 
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まちづくり 

p.予防-13 

② 府は、管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれ

があるものとして指定した下水道（水位周知下水道）において、雨水出水による災害の発

生を特に警戒すべき水位（雨水出水特別警戒水位）を定め、当該排水施設等の水位がこれ

に達したときは、関係機関等に通知するとともに、一般に周知する。 

② 市は、各々が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずる

おそれがあるものとして指定した下水道（水位周知下水道）において、雨水出水による災

害の発生を特に警戒すべき水位（雨水出水特別警戒水位）を定め、当該排水施設等の水位

がこれに達したときは、関係機関等に通知するとともに、一般に周知する。 

本市には該当施設（水位周知下水道）はない。 
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まちづくり 

p.予防-13 

(5) 浸水想定区域の指定・公表 

① 近畿地方整備局は、想定し得る 大規模の降雨により、洪水予報河川が氾濫した場合に

浸水が予想される区域を洪水浸水想定区域に指定し、その区域及び浸水した場合に想定さ

れる水深、浸水範囲等を公表する。 

② 府は、想定し得る 大規模の降雨により、水位周知河川が氾濫した場合に想定される区

域を洪水浸水想定区域、水位周知下水道に指定した排水施設に雨水を排除できなくなった

場合又は当該排水施設から河川その他の公共水域等に雨水を排除できなくなった場合に、

浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域に指定し、その区域及び浸水した場合に想

定される水深、浸水範囲等を公表する。 

③ 府は、その他の河川についても、市役所等の所在地に係る河川については、過去の浸水

実績を活用する等、河川の状況に応じた簡易な方法も用いて、市へ浸水想定の情報を提供

する。 

④ 市は、想定し得る 大規模の降雨により、下水道等の排水施設に雨水を排除できなくな

った場合又は当該排水施設から河川その他の公共水域等に雨水を排除できなくなった場

合に、浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域に指定し浸水した場合に想定される

水深、浸水範囲等を公表する。 

(5) 浸水想定区域の指定・公表 

① 近畿地方整備局は、想定し得る 大規模の降雨により、洪水予報河川が氾濫した場合に

浸水が予想される区域を洪水浸水想定区域に指定し、その区域及び浸水した場合に想定さ

れる水深、浸水継続時間等を公表する。 

② 府は、想定し得る 大規模の降雨により、水位周知河川が氾濫した場合に想定される区

域を洪水浸水想定区域に指定し、その区域及び浸水した場合に想定される水深、浸水継続

時間等を公表する。 

③ 府及び市は、想定し得る 大規模の降雨により、水位周知下水道に指定した排水施設に

雨水を排除できなくなった場合又は当該排水施設から河川その他の公共水域等に雨水を

排除できなくなった場合に、浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として想定

し、その区域及び浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間等を公表する。 

本市には該当施設（水位周知下水道）はない。 

 

 



[新旧]予防-5 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-14 

ア：市地域防災計画に名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独で

又は共同して、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、浸水の防止のための活動

に関する事項、避難の確保及び浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項、防災教

育・訓練に関する事項、自衛水防組織の業務に関する事項等を定めた避難確保計画（「避難

確保・浸水防止計画」）を作成するとともに、避難確保・浸水防止計画に基づき自衛水防組

織を設置する。作成した避難確保・浸水防止計画、自衛水防組織の構成員等について市長

に報告するとともに、当該計画を公表する。また、当該計画に基づき、避難誘導、浸水防

止活動等の訓練を実施し、その訓練結果を市長に報告する。 

ア： 市地域防災計画に名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独

で又は共同して、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、浸水の防止のための活

動に関する事項、避難の確保及び浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項、防災

教育・訓練に関する事項、自衛水防組織の業務に関する事項等を定めた避難確保計画（「避

難確保・浸水防止計画」）を作成するとともに、避難確保・浸水防止計画に基づき自衛水防

組織を設置する。作成した避難確保・浸水防止計画、自衛水防組織の構成員等について市

長に報告するとともに、当該計画を公表する。また、当該計画に基づき、避難誘導、浸水

防止活動等の訓練を実施する。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-14 

イ：浸水想定区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用

施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力を得て、防災体制に関する事項、避難誘導に

関する事項、避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する

事項、水防法に基づき設置した自衛水防組織の業務に関する事項等を定めた計画（「避難確

保計画」）を作成する。また、作成した計画及び自衛水防組織の構成員等について市長に報

告するとともに、当該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施し、その結果を市長に報告

する。 

イ： 市地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者

は、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難の確保を図るための施設の整備

に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、自衛水防組織の業務に関する事項等を定め

た計画（「避難確保計画」）を作成するほか、当該計画に基づく自衛水防組織の設置に努め

る。また、作成した計画及び自衛水防組織の構成員等について市長に報告するとともに、

当該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施する。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-14 

ウ：浸水想定区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工場等

の所有者又は管理者は、防災体制に関する事項、浸水の防止のための活動に関する事項、

防災教育・訓練に関する事項、自衛水防組織の業務に関する事項等を定めた計画（「浸水防

止計画」）の作成及び浸水防止計画に基づく自衛水防組織の設置に努めるものとし、作成し

た浸水防止計画、自衛水防組織の構成員等について市長に報告する。また、当該計画に基

づき、浸水防止活動等の訓練の実施に努める。 

ウ： 市地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、

防災体制に関する事項、浸水の防止のための活動に関する事項、防災教育・訓練に関する

事項、自衛水防組織の業務に関する事項等を定めた計画（「浸水防止計画」）の作成及び浸

水防止計画に基づく自衛水防組織の設置に努めるものとし、作成した浸水防止計画、自衛

水防組織の構成員等について市長に報告する。また、当該計画に基づき、浸水防止活動等

の訓練の実施に努める。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-15 

③ 市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、定期

的に確認するよう努める。また、当該施設の所有者又は管理者に対して、必要に応じて、

円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行う。 

③ 府及び市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等につい

て、定期的に確認するよう努める。 

 

災害予防対策編 
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まちづくり 

p.予防-15 

(1) 洪水リスクの開示 

イ：市は、洪水浸水想定区域等が指定されていない中小河川について、河川管理者から必要

な情報提供及び助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握したときは、これを公表する。 

(1) 洪水リスクの開示 

イ： 市は、洪水予報河川等に指定されていない中小河川について、河川管理者から必要な

情報提供及び助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握したときは、これを公表する。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-15 

(2) 洪水リスクの周知 

市は、公表された洪水リスクを市民に周知するとともに、災害時にとるべき行動について

普及啓発するため、説明会・講習会等の必要な措置を講じるように努める。また、洪水時の

円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画を策定する際の参考とす

る。 

また、市は、ハザードマップ等の作成に当たっては、早期の立退き避難が必要な区域を明

示する。加えて、避難時に活用する道路において冠水が想定されていないか住民等に確認を

促すよう努める。 

さらに、ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅

の条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めると

ともに、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・

知人宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこと

等の避難に関する情報の意味の理解の促進に努める。 

(2) 洪水リスクの周知及び利用 

府及び市は、公表された洪水リスクを市民に周知させるため、説明会・講習会等の必要な

措置を講じるように努めるとともに、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要

な措置に関する計画を策定する際に参考とする。 

市は、ハザードマップ等の作成に当たっては早期の立退き避難が必要な区域を明示する。 
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まちづくり 
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５．防災訓練の実施・指導 

(2) 要配慮者利用施設等の防災訓練 

市地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、

洪水時の避難確保に関する計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施する。 

また、市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画の策定状況や避難訓練の実施状況

等について、定期的に確認するように努めるとともに、当該施設の所有者又は管理者に対し

て、必要に応じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行う。 

市地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、洪水

時の浸水防止に関する計画に基づき、浸水防止活動等の訓練の実施に努める。 

５．防災訓練の実施・指導 

(2) 要配慮者利用施設等の防災訓練 

市地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、

洪水時の避難確保に関する計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施する。 

また、府及び市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画の策定状況や避難訓練の実

施状況等について、定期的に確認するように努める。 

市地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、洪水

時の浸水防止に関する計画に基づき、浸水防止活動等の訓練の実施に努める。 

 



[新旧]予防-6 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-16 

６．水防と河川管理等の連携 

(1) 市は、気候変動による影響を踏まえ、社会全体で被害を防止・軽減させるためのハード・

ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的とした「水防災連絡協議会」等を活用

し、国、河川管理者、水防管理者等の集水域を含めた流域全体のあらゆる関係者が協働し、

「流域治水」の取組を推進するための密接な連携体制を構築する。 

６．水防と河川管理等の連携 

(1) 市は国や府が組織する複合的な災害にも多層的に備え、社会全体で被害を防止・軽減させ

るためのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的とした「水防災連絡

協議会」等を活用し、国、河川管理者、水防管理者等の多様な関係者で、密接な連携体制を

構築する。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-16 

第４ ため池等農業用水利施設の総合的な防災・減災対策 

（略） 

また、府は、台風や局地的豪雨時の流域における洪水発生の防止や浸水被害の軽減など、地

域の安全安心を確保するため、ため池の持つ洪水調節機能を活用した余吐水の改良等の整備を

行う。 

市は、府及びため池管理者等関係機関と連携して、その機能の保全に努める。 

第４ ため池等農業用水利施設の総合的な防災・減災対策 

（略） 

また、府は、台風や局地的豪雨時の流域における洪水発生の防止や浸水被害の軽減など、地

域の安全安心を確保するため、ため池の持つ洪水調節機能を活用した余吐水の改良等の整備を

行うとともに、市町村やため池管理者等関係機関と連携して、その機能の保全に努める。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-18 

第４節 土砂災害予防対策の推進 

府は、山地災害危険地区等における治山施設の整備等のハード対策と、山地災害危険地区に

係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策の一体的な実施や、地域の避難体制との連携に

よる減災効果の向上を図るとともに、森林の整備・保全の推進により、山地災害の発生防止に

努めるものとし、特に、尾根部からの崩落等による土砂流出量の増大、流木災害の激甚化、広

域にわたる河川氾濫など、災害の発生形態の変化等に対応するため、流域治水の取組みと連携

しつつ、土砂流出の抑制、森林土壌の保全強化、流木対策等を推進する。さらに、台風、集中

豪雨等に伴う山地災害に対処する治山施設の整備等のハード対策と、山地災害危険地区に係る

監視体制の強化、情報提供等のソフト対策を一体的に推進するとともに、山地災害の発生を防

止するため、森林の整備・保全を推進する。 

市及び防災関係機関は、がけ崩れや土石流等による土砂災害の発生が予想される危険箇所の

把握を行い、パンフレット等により住民に周知徹底を行う。 

また、危険な箇所の災害防止対策を実施するとともに、災害時における円滑な避難活動の体

制整備を図る。 

さらに、土砂災害による災害の発生のおそれのある土地の区域については、土砂災害等に対

するリスクの評価を踏まえ、都市的土地利用を誘導しないものとし、必要に応じて、移転等も

促進するなど、災害に強い土地利用の推進に努める。 

第４節 土砂災害予防対策の推進 

市及び防災関係機関は、がけ崩れや土石流等による土砂災害の発生が予想される危険箇所の

把握を行い、住民に周知徹底を行う。また、危険な箇所の災害防止を実施するとともに、災害

時における円滑な避難活動の体制整備を図る。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-18 

第１ 土砂災害関連システムの保守 

実施担当 危機管理室、大阪府 

市は、土砂災害予測に使用するための降雨データを適切に収集するため、大阪府と共同で設

置している雨量計のため、保守、点検等を適切に行う。 

第１ 土砂災害関連システムの保守 

実施担当 危機管理室 

市は、土石流予警報監視システムや土砂災害情報相互通報システム等の機能維持のため、保

守、点検等を適切に行う。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-18 

第２ 災害危険箇所の把握 

市は、地震や降雨によりがけ崩れや土石流等の土砂災害が発生すると予想される危険箇所に

ついて、定期及び随時に調査点検を行いより正確な実態把握を行う。 

また、府と連携し、必要に応じて、ＮＰＯ法人大阪府砂防ボランティア協会等との連携によ

り、斜面判定士による土砂災害危険箇所の点検巡視を行う。 

第２ 災害危険箇所の把握 

市は、地震や降雨によりがけ崩れや土石流等の土砂災害が発生すると予想される危険箇所に

ついて、定期及び随時に調査点検を行いより正確な実態把握を行う。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-18 

市の土砂災害の危険箇所・区域の状況（令和5年4月26日現在） 

 種 類 数量 備 考 

（略） 

法 指 定 

区  域 

急傾斜地崩壊危険区域 4箇所 すべて（建築基準法による）災害危険区域に
も指定 

土砂災害警戒区域 132箇所 うち、土砂災害特別警戒区域 121箇所 

宅地造成等工事規制区域 1,087ha  

     

市の土砂災害の危険箇所・区域の状況（平成28年9月14日現在） 

 種 類 数量 備 考 

（略） 

法 指 定 

区  域 

急傾斜地崩壊危険区域 4箇所 すべて（建築基準法による）災害危険区
域にも指定 

土砂災害（特別）警戒区域 131箇所  

宅地造成工事規制区域 1,087ha  
 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-19 

第３ 警戒避難体制等の整備 

市は、警戒区域ごとに土砂災害に関する情報の収集・伝達、避難及び救助等、警戒避難体制

に関する事項について定めるとともに、土砂災害に対する警戒避難体制の強化を図る。 

また、土砂災害特別警戒区域においては、建築基準法に基づく構造規制を踏まえ、建築物の

構造が安全なものとなるよう努める。 

第３ 警戒避難体制等の整備 

市は、警戒区域ごとに土砂災害に関する情報の収集・伝達、避難及び救助等、警戒避難体制

に関する事項について地域防災計画に定めるとともに、土砂災害に対する警戒避難体制の強化

を図る。 

 



[新旧]予防-7 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-19 

② 市地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者

は、関係機関の協力を得て、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難の確保

を図るための施設の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する事項等を定めた計画（「避

難確保計画」）を作成する。また、作成した計画は市長に報告するとともに、当該計画に基

づき、避難誘導の訓練を実施し、その結果を市長に報告する。 

市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、定

期的に確認するように努めるとともに、当該施設の所有者又は管理者に対して、必要に応

じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行う。 

② 市地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者

は、関係機関の協力を得て、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難の確保

を図るための施設の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する事項等を定めた計画（「避

難確保計画」）を作成する。また、作成した計画は市長に報告するとともに、当該計画に基

づき、避難誘導の訓練を実施する。 

府及び市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等につい

て、定期的に確認するように努める。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-20 

市の土砂災害警戒区域・特別警戒区域の状況（令和5年4月26日現在） 

 種 類 数量 備 考 

土砂災害警戒区域 

急傾斜地の崩壊 73 箇所  

土石流 59 箇所  

合 計 132 箇所  

土砂災害特別警戒区域 

急傾斜地の崩壊 73 箇所  

土石流 48 箇所  

合 計 121 箇所  

   

市の土砂災害警戒区域・特別警戒区域の状況（平成28年9月14日現在） 

 種 類 数量 備 考 

土砂災害警戒区域 

急傾斜地の崩壊 72 箇所  

土石流 59 箇所  

合 計 131 箇所  

土砂災害特別警戒区

域 

急傾斜地の崩壊 72 箇所  

土石流 48 箇所  

合 計 120 箇所  
 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-20 

(4) 情報収集及び伝達体制の整備 

市は、現在設置している雨量計を適切に維持、管理し、気象予警報等の情報収集に努める

とともに、収集及び伝達が迅速かつ的確に実施できるよう、必要に応じて住民への伝達手段

及び手順並びにルートを見直す。 

(4) 情報収集及び伝達体制の整備 

市は、現在設置している土石流予警報監視システム及び土砂災害情報相互通報システムを

充実させ、気象予警報等の情報収集に努めるとともに、収集及び伝達が迅速かつ的確に実施

できるよう、必要に応じて住民への伝達手段及び手順並びにルートを見直す。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-20 

(5) 土砂災害リスク及び避難に関する情報の周知 

市は、ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅の

条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めるとと

もに、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・

知人宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこと

等の避難に関する情報の意味の理解の促進に努める。 

（新設）  

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-21 

(7) 防災知識の普及 

市及び関係機関は、住民に対し日頃から防災知識の普及に努めるとともに、特に土砂災害

が発生するおそれのあるときに先がけ、防災行事や防災訓練の実施に努める。 

また、市は、「土石流危険渓流及び危険区域」「地すベり危険箇所」「急傾斜地崩壊危険箇

所」「山地災害危険地区」等の把握・周知に努める。 

(6) 防災知識の普及 

市及び関係機関は、住民に対し日頃から防災知識の普及に努めるとともに、特に土砂災害

が発生するおそれのあるときに先がけ、防災行事や防災訓練の実施に努める。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-22 

法指定区域の設定による保全・規制・誘導策 

法 律 名 保全・規制・誘導策 

（略）  

宅地造成及び特定盛土等規制法 

（昭和36年法律第191号） 

・規制区域内での工事の許可制 

・規制区域内の土地の所有者、管理者等による保全措

置の義務 

・危険な規制区域内の土地の所有者等に対する災害

防止措置の勧告 

・著しく危険な規制区域内の土地の所有者等に対す

る改善命令 

     

法指定区域の設定による保全・規制・誘導策 

法 律 名 保全・規制・誘導策 

（略）  

宅地造成等規制法 

（昭和36年法律第191号） 

・宅地造成工事の許可制 

・宅地の所有者、管理者等による保全措置の義務 

・危険な宅地の所有者等に対する災害防止措置の勧

告 

・著しく危険な宅地の所有者等に対する改善命令 

     

 



[新旧]予防-8 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-22 

第５ 宅地造成及び盛土等対策 

実施担当 都市計画部、危機管理室、大阪府 

(1) 府は、宅地造成に伴い災害が生じるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地

の区域を「宅地造成等工事規制区域」（宅地造成及び特定盛土等規制法第 10 条）に指定する。 

(2) 府は、宅地造成等工事規制区域内において、開発事業者に対して、宅地造成に関する技術

基準に適合するよう指導するとともに、必要に応じて監督処分を行う。 

（略） 

(4) 府は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した、大規模盛土造成地マップを公表し、府民

の防災意識を高め、宅地の安全性の把握及び耐震化を実施するよう努める。また、府は、滑

動崩落のおそれが大きく、かつ宅地の災害で相当数の居住者その他の者に危害を生じるおそ

れが大きいと判断するものについて、「造成宅地防災区域」の指定等の検討を行う。 

市は、液状化発生の危険性を示した液状化ハザードマップを作成・公表するよう努める。 

(5) 市は、府と連携し、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認された盛

土について、各法令に基づき、速やかに撤去命令等の是正指導を行う。 

なお、府は、当該盛土について、対策が完了するまでの間に、市において地域防災計画や

避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合には、適切な助言や支援を行う。 

第５ 宅地防災対策 

実施担当 都市計画部、大阪府 

(1) 府は、宅地造成に伴い災害が生じるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地

の区域を「宅地造成工事規制区域」（宅地造成等規制法第３条）に指定する。 

(2) 府は、宅地造成工事規制区域内において、開発事業者に対して、宅地造成に関する技術基

準に適合するよう指導するとともに、必要に応じて監督処分を行う。 

（略） 

(4) 府は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した、大規模盛土造成地マップを公表し、府民

の防災意識を高め、宅地の耐震化を実施するよう努める。また、滑動崩落のおそれが大きく、

かつ宅地の災害で相当数の居住者その他の者に危害を生じるおそれが大きいと判断するも

のについて、「造成宅地防災区域」の指定等の検討を行う。 

市は、液状化発生の危険性を示した液状化ハザードマップの作成・公表するよう努め、府

は、これについて国からの情報収集等を行う。 

 

災害予防対策編 

第１章 災害に強い

まちづくり 

p.予防-24 

第１ 危険物災害予防対策 

危険物による災害の発生及び被害の拡大を防止するために、保安体制の強化及び法令等の定

めるところによる査察・指導及び取締りを強化するとともに、保安教育並びに訓練の徹底や自

衛消防組織の育成並びに防火思想の啓発・普及の徹底を図る。 

なお、事業者は、危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等

の該当性並びに被害想定の確認を行うとともに、確認の結果、風水害により危険物等災害の拡

大が想定される場合は、防災のため必要な措置の検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実

施に努めるものとする。 

第１ 危険物災害予防対策 

危険物による災害の発生及び被害の拡大を防止するために、保安体制の強化及び法令等の定

めるところによる査察・指導及び取締りを強化するとともに、保安教育並びに訓練の徹底や自

衛消防組織の育成並びに防火思想の啓発・普及の徹底を図る。 

 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-27 

１．市の防災体制の充実 

市は、総合的な防災対策を推進するため、防災に係る組織体制の整備・充実を図る。 

また、災害時の応急対策活動を迅速かつ的確に実施できるよう、職員の配備体制・勤務時

間外における体制の整備を図るとともに、災害対策本部事務局の拠点の設置や防災関係機関

の現地情報連絡員を含めた情報共有の仕組みを構築する等、運営方法の整備に努める。 

さらに、市は府と連携し、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制のもと、

適切な対応が取れるよう努める。 

１．市の防災体制の充実 

市は、総合的な防災対策を推進するため、防災に係る組織体制の整備・充実を図る。 

 

 

災害予防対策編  

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-27 

(2) 防災対策推進会議 

〔組織〕 

委 員：理事、危機管理室長、財産管理室長、総務部長、企画財政部長、市民部長、健やか

部長、福祉部長、環境部長、都市計画部長、都市整備部長、教育次長、学校教育部

長、水道局長、消防長、議会事務局長 

(2) 防災対策推進会議 

〔組織〕 

委 員：理事、危機管理室長、総務部長、企画財政部長、市民部長、健やか部長、福祉部長、

環境部長、都市計画部長、都市整備部長、教育次長、水道局長、消防長、議会事務

局長、行政委員会事務局長 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-28 

●災害時又は災害発生のおそれがある場合に活動する組織 

(1) 災害対策本部 

〔設置基準〕 

① 災害が発生したとき、又はそのおそれがあるとき 

② 避難指示等を発令するとき 

③ 市域で震度５弱以上を観測したとき、又は発生したと考えられるとき 

●災害時又は災害発生の恐れがある場合に活動する組織 

(1) 災害対策本部 

〔設置基準〕 

① 災害が発生したとき又はそのおそれがあるとき 

② 避難勧告等を発令するとき 

③ 市内で震度５弱以上を観測したとき又は発生したと考えられるとき 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-28 

〔組織〕 

本 部 長：市長 

副本部長：①副市長、②教育長、③水道事業管理者（※数字は本部長の代行順位） 

本 部 員：理事、危機管理室長、財産管理室長、総務部長、企画財政部長、市民部長、健や

か部長、福祉部長、環境部長、都市計画部長、都市整備部長、教育次長、学校教

育部長、水道局長、消防長、議会事務局長 

〔組織〕 

本 部 長：市長 

副本部長：①副市長、②教育長、③水道事業管理者（※数字は本部長の代行順位） 

本 部 員：理事、危機管理室長、総務部長、企画財政部長、市民部長、健やか部長、福祉部

長、環境部長、都市計画部長、都市整備部長、教育次長、水道局長、消防長、議

会事務局長、行政委員会事務局長 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-28 

(2) 災害警戒本部 

〔組織〕 

本部長：副市長 

本部員：理事、危機管理室長、財産管理室長、総務部長、企画財政部長、福祉部長、都市計

画部長、都市整備部長、教育次長、学校教育部長、消防長 

(2) 災害警戒本部 

〔組織〕 

本部長：副市長 

本部員：理事、危機管理室長、総務部長、企画財政部長、福祉部長、都市計画部長、都市整

備部長、教育次長、消防長、行政委員会事務局長 

 



[新旧]予防-9 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-29 

２．配備・動員体制の整備 

市は、災害時の組織体制の整備と併せて、災害時の応急対策活動を迅速かつ的確に実施で

きるよう、災害対応経験者をリスト化するなど、災害時に活用できる人材を確保し、職員の

配備体制及び参集体制を定め、人事異動の際に名簿や連絡網を更新する。 

２．配備・動員体制の整備 

市は、災害時の組織体制の整備と併せて、災害時の応急対策活動を迅速かつ的確に実施で

きるよう、職員の配備体制及び参集体制を定め、人事異動の際に名簿や連絡網を更新する。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-29 

(2) 勤務時間外における動員体制 

① 主要関係職員への早期情報伝達 

災害対策本部の本部員をはじめ関係職員に対し、携帯電話・スマートフォン、メール等

により、情報伝達の迅速化を図る。 

(2) 勤務時間外における動員体制 

① 主要関係職員への早期情報伝達 

災害対策本部の本部員をはじめ関係職員に対し、携帯電話、メール等により、情報伝達

の迅速化を図る。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-29 

３．男女共同参画の視点を踏まえた活動体制の整備 

市は、男女共同参画担当部局の視点からの災害対応の周知に係る危機管理室と総務部との

連絡体制を構築するとともに、連携して平常時の防災対策及び災害時における総務部及び男

女共同参画センターの役割について、明確化しておくよう努める。 

（新設）  

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-29 

４．その他の防災関係機関の組織体制の整備 

その他の防災関係機関は、災害時に各々の応急対策活動を迅速かつ的確に実施できるよ

う、災害対応経験者をリスト化するなど、災害時に活用できる人材を確保し、平常時から防

災に係る組織動員体制の整備を図る。 

３．その他の防災関係機関の組織体制の整備 

その他の防災関係機関は、災害時に各々の応急対策活動を迅速かつ的確に実施できるよ

う、平常時から防災に係る組織動員体制の整備を図る。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-29 

５．防災関係機関の連携 

防災関係機関は、他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、

各機関が実施する災害対応を時系列で整理した寝屋川流域大規模水害タイムライン及び交

野市災害（土砂災害・洪水等）対応タイムラインを踏まえ、各種の防災行動計画（タイムラ

イン）を作成するよう努める。 

また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、平常時

から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努める。 

（新設）  

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-30 

第２ 防災中枢機能等の確保・充実 

市及び防災関係機関は、発災時に速やかな体制をとれるように、非構造部材を含む施設の耐

震化を推進するとともに、浸水想定区域、土砂災害警戒区域等に配慮しつつ防災拠点機能等の

確保、充実を図る。また、大規模災害時において適切な災害応急活動が実施できるよう、活動

拠点及び備蓄拠点を計画的に整備し、防災中枢機能等の確保・充実を図る。 

なお、防災拠点においては、再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや電動車の活

用を含めた自家発電設備等の整備を図り、十分な期間（ 低３日間）の発電が可能となるよう

燃料の備蓄等を行い、平常時から点検、訓練等に努める。 

第２ 防災中枢機能等の確保・充実 

市及び防災関係機関は、発災時に速やかな体制をとれるように、非構造部材を含む耐震化を

推進する等、防災拠点機能等の確保、充実を図るとともに、大規模災害時において適切な災害

応急活動が実施できるよう、活動拠点及び備蓄拠点を計画的に整備し、防災中枢機能等の確保・

充実を図る。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-31 

第５ 資機材等の備蓄 

市及び防災関係機関は、応急対策及び応急復旧に迅速に対応するため、必要な人材、装備・

資機材等の確保並びに整備に努める。 

特に、３次医療機関等の人命に関わる重要施設、電気、通信等のライフライン施設について

は、早期に復旧できるよう体制等の強化に努める。 

第５ 資機材等の備蓄 

市及び防災関係機関は、応急対策及び応急復旧に迅速に対応するため、必要な人材、装備・

資機材等の確保並びに整備に努める。 

 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-31 

１．資機材等の備蓄及び技術者等の把握 

燃料、発電機、建設機械等の装備・資機材等の充実に努めるとともに、関係機関との連携

により資機材・技術者等の確保体制整備に努める。 

なお、燃料については、あらかじめ石油販売業者と燃料の優先供給について協定の締結を

推進するとともに、平常時から受注機会の増大などに配慮するよう努める。 

また、大規模事故災害に対応するため、消火薬剤等の備蓄に努める。 

このほか、随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団体等との

災害協定の締結を推進するとともに、災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担

い手の確保・育成に取り組む。 

１．資機材等の備蓄及び技術者等の把握 

装備・資機材等の充実に努めるとともに、関係機関との連携により資機材・技術者等の確

保体制整備に努める。 

また、大規模事故災害に対応するため、消火薬剤等の備蓄に努める。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-32 

第６ 防災訓練の実施 

（略） 

また、業務（事業）継続計画（ＢＣＰ）の実効性を高めるために、業務資源の有用性や非常

時優先業務の実行可能性等が検証できる訓練を行う。 

このほか、大規模広域災害時の円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連携して、実

践型の防災訓練を実施するように努める。 

さらに、新型インフルエンザ等感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感

染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を実施する。 

第６ 防災訓練の実施 

（略） 

また、業務（事業）継続計画（ＢＣＰ）の実効性を高めるために、業務資源の有用性や非常

時優先業務の実行可能性等が検証できる訓練を行う。 

 



[新旧]予防-10 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-32 

１．総合防災訓練 

（略） 

訓練方法は、生駒断層帯地震、南海トラフ地震、集中豪雨、林野火災、危険物災害、航空

機災害等を想定した、実践的な手法を採用する。 

１．総合防災訓練 

（略） 

訓練方法は、生駒断層帯地震、東南海・南海地震、集中豪雨、林野火災、危険物災害、航

空機災害等を想定した、実践的な手法を採用する。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-33 

(4) 避難誘導訓練 

市は、災害時において、避難が迅速かつ的確に行えるよう避難の指示・誘導等について訓

練する。また、福祉関係者や避難行動要支援者の積極的な参加を得て、避難行動要支援者の

避難誘導や介助方法について重点的に実施する。 

(4) 避難誘導訓練 

市は、災害時において、避難が迅速かつ的確に行えるよう避難の指示・勧告・誘導等につ

いて訓練する。また、福祉関係者や避難行動要支援者の積極的な参加を得て、避難行動要支

援者の避難誘導や介助方法について重点的に実施する。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-34 

第８ 防災に関する調査研究の推進 

市及び防災関係機関は、災害の未然防止と被害の軽減を図り、かつ、総合的・計画的な防災

対策を推進するため、災害要因・被害想定及び防災体制等について、調査研究を継続的に実施

する。 

なお、効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティング

技術、ＳＮＳの活用など、災害対応業務のデジタル化の積極的な活用に努める。 

さらに、「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム（内閣府）」等の取組を通じて、民

間企業等が持つ先進技術とのマッチング等を行うことにより、災害対応における先進技術の導

入を促進する。 

第８ 防災に関する調査研究の推進 

市及び防災関係機関は、災害の未然防止と被害の軽減を図り、かつ、総合的・計画的な防災

対策を推進するため、災害要因・被害想定及び防災体制等について、調査研究を継続的に実施

する。 

なお、情報通信技術の発達を踏まえ、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技術、Ｓ

ＮＳなど、ＩＣＴの防災施策への積極的な活用に努める。 

 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-34 

第９ 広域防災体制の整備 

市及び防災関係機関は、平常時から大規模災害をも視野に入れ、訓練等を通じて、発災時の

連絡先、要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意しながら、広域的な視点に立った

防災体制の整備を図る。 

第９ 広域防災体制の整備 

市及び防災関係機関は、平常時から大規模災害をも視野に入れ、広域的な視点に立った防災

体制の整備を図る。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-34 
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災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-35 

＜応援・受援の体制（概略図）＞ 

 

 

 
 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-36 

３．応援・受援体制の整備 

市は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の自治体等から応援を受けることが

できるように交野市受援計画に基づき、応援・受援に関する手順、応援機関の活動拠点、応

援要員の集合・配置体制、資機材等の準備及び輸送体制等について必要な準備を整える。 

また、被災市区町村応援職員確保システムを活用した応援職員の受け入れについて、訓練

等を通じて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努める。 

３．応援・受援体制の整備 

市は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の自治体等から応援を受けることが

できるように応援・受援計画の策定に努めるものとし、応援・受援に関する手順、応援機関

の活動拠点、応援要員の集合・配置体制、資機材等の準備及び輸送体制等について必要な準

備を整える。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

 

（削除） (1) 応援・受援計画の目的 

支援を要する業務や受入れ体制などを定め、計画としてまとめておくことで、大規模災害

発生時に、自らの行政機能だけでは対応できない事態に他の自治体等、多方面からの支援を

大限活かすことを目的とする。 

(2) 計画に定める主な内容 

① 組織体制の整備 

② 他の自治体等から応援のために派遣される職員による人的応援の要請・受け入れ 

③ 人的応援に係る担当部局等との調整 

④ 災害ボランティアの受け入れ 

⑤ 人的支援等の提供の調整 

⑥ 全国の自治体等に対する物的応援の要請・受け入れ 

⑦ 人的・物的資源の管理及び活用 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-37 

第 12 事業者、ボランティアとの連携 

市は、企業等との間で連携強化を進め、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災

情報の整理、支援物資の管理・輸送等）については、あらかじめ、民間事業者との間で協定を

締結するなど、協力体制を構築することにより、民間事業者のノウハウや能力等を活用しなが

ら、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努めるとともに、

協定締結等の連携強化にあたっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先や要請手続等の確認を

行うなど、実効性の確保に留意する。 

第 12 事業者、ボランティアとの連携 

市は、企業等との間で連携強化を進め、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災

情報の整理、支援物資の管理・輸送等）については、あらかじめ、民間事業者との間で協定を

締結するなど、協力体制を構築することにより、民間事業者のノウハウや能力等を活用しなが

ら、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努める。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-38 

第１ 災害情報収集伝達システムの基盤整備 

実施担当 危機管理室、総務部、企画財政部、防災関係機関 

    

第１ 災害情報収集伝達システムの基盤整備 

実施担当 危機管理室、防災関係機関 
 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-38 

第２ 防災行政無線の整備・点検及びデジタル化の推進 

実施担当 危機管理室、消防本部 

市、府をはじめ防災関係機関は、災害時の応急活動にかかる情報通信の重要性に鑑み、大規

模停電時での対応を含めた通信施設の整備及び運用体制の強化を図る。 

第２ 防災行政無線の整備・点検及びデジタル化の推進 

実施担当 危機管理室 

市、府をはじめ防災関係機関は、災害時の応急活動にかかる情報通信の重要性に鑑み、通信

施設の整備及び運用体制の強化を図る。 

 



[新旧]予防-12 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-39 

１．デジタル化への移行 

(1) 移動系通信手段の整備充実 

現有の防災行政無線（移動系）が老朽化し、更新することが困難であることを踏まえ、簡

易無線機やIP無線機を整備することにより、移動系通信手段のデジタル化、充実を図る。  

移動系（基地局、移動局（可搬機、携帯機）） 

（略） 

(4) 衛星通信等により、災害時に孤立するおそれのある地域の住民との双方向の情報連絡体制

の整備 

１．デジタル化への移行 

(1) 市防災行政無線（移動系）の整備充実 

現有の防災行政無線機器の整備、点検に努めるとともに、災害情報相互通報の充実を図る

ためデジタル化を推進する。 

移動系（基地局、移動局（可搬機、携帯機）） 

（略） 

(4) 衛星携帯電話等により、災害時に孤立するおそれのある地域の住民との双方向の情報連絡

体制の整備 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-39 

第４ 通信設備の整備・充実 

市及び防災関係機関は、通信設備の災害に対する安全性の確保及び停電対策、バックアップ

対策、デジタル化の促進、定期的な訓練等を通じた平常時からの連携体制の構築等による防災

対策の推進に努める。 

第４ 通信設備の整備・充実 

 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-39 

２．携帯電話、スマートフォンの利用体制の整備 

現地の画像等の災害情報を、リアルタイムに収集するため、ＧＰＳ・カメラ付き携帯電話、

スマートフォンの整備に努める。 

２．携帯電話の利用体制の整備 

現地の画像等の災害情報を、リアルタイムに収集するため、GPS・カメラ付き携帯電話の整

備に努める。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-40 

第５ 情報収集伝達体制の強化 

市及び防災関係機関は、被害情報の収集体制の整備、伝達窓口の明確化に努めるとともに、

様々な環境下にある住民や職員に対し、避難情報等が確実に伝わるよう関係事業者の協力を得

つつ、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、市ホームページ、全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬ

ＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、災害情報共有アラート（Ｌアラー

ト）、ポータルサイト（おおさか防災ネット）のウェブページやメール、ソーシャルネットワー

キングサービス（ＳＮＳ）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、スマートフォン、ワンセ

グ・フルセグ等を用いた伝達手段の多重化・多様化を図る。 

また、職員の情報分析力の向上を図るとともに被害情報及び関係機関が実施する応急対策の

活動情報等を迅速かつ正確に分析・整理・要約・検索するため、情報の地図化等による伝達手

段の高度化に努めるなど、情報収集伝達体制の強化を進める。 

市は、勤務時間外にも確実に連絡をとれる状態にあるべき災害対策の幹部職員に携帯電話を

常時携帯させるとともに、警報の発表等を一斉にメール配信するシステムを導入する。 

市は、現地の状況を迅速に把握するため、ＧＰＳ・カメラ付き携帯電話、スマートフォン等

から送信される位置情報やデータの処理・管理システムの導入に努める。 

第５ 情報収集伝達体制の強化 

市及び防災関係機関は、被害情報の収集体制の整備、伝達窓口の明確化に努めるとともに、

様々な環境下にある住民や職員に対し、避難情報等が確実に伝わるよう関係事業者の協力を得

つつ、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、市ホームページ、全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬ

ＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、災害情報共有アラート（Ｌアラー

ト）、ポータルサイト（おおさか防災ネット）のウェブページやメール、ソーシャルネットワー

キングサービス（ＳＮＳ）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ・フルセグ等を

用いた伝達手段の多重化・多様化を図る。 

また、職員の情報分析力の向上を図るとともに被害情報及び関係機関が実施する応急対策の

活動情報等を迅速かつ正確に分析・整理・要約・検索するため、情報の地図化等、 新の情報

通信関連技術の導入に努めるなど、情報収集伝達体制の強化を進める。 

市は、勤務時間外にも確実に連絡をとれる状態にあるべき災害対策の幹部職員に携帯電話を

常時携帯させるとともに、警報の発表等を一斉にメール配信するシステムを導入する。 

市は、現地の状況を迅速に把握するため、GPS・カメラ付き携帯電話等から送信される位置情

報やデータの処理・管理システムの導入に努める。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-40 

第６ 災害広報体制の整備 

（略） 

また、市は、国や府等と連携し、安否情報の確認のためのシステムが効果的・効率的に活用

されるよう、住民に対する普及啓発に努める。 

さらに、市は、発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）の氏名等の公表や安

否情報の収集・精査等を行う場合に備え、府等と連携の上、あらかじめ一連の手続等について

整理し、明確にしておくよう努める。 

第６ 災害広報体制の整備 

（略） 

また、市は、国等と連携し、安否情報の確認のためのシステムが効果的・効率的に活用され

るよう、住民に対する普及啓発に努める。 

 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-41 

４．災害時の広聴体制の整備 

市及びライフライン事業者は、住民等から寄せられる被害状況や応急対策状況等に関する

問い合わせ、要望・意見等に対して適切に対応できるよう、専用電話や専用ファクシミリ、

相談窓口等の体制を整備する。 

４．災害時の広聴体制の整備 

住民等から寄せられる被害状況や応急対策状況等に関する問い合わせ、要望・意見等に対

して適切に対応できるよう、専用電話や専用ファクシミリ、相談窓口等の体制を整備する。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-41 

６．停電時の住民への情報提供 

市及び電気事業者は、停電時にインターネット等を使用できない被災者に対する被害情報

等の伝達に係る体制の整備に努める。 

（新設）  

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-41 

７．被災者への情報伝達体制の整備 

電気通信事業者は、通信の仕組みや代替通信手段の提供等について利用者への周知に努め

るとともに、通信障害が発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整備を図る。 

（新設）  



[新旧]予防-13 
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災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-45 

(1) 体制整備 

人口減少社会において、地域コミュニティの希薄化により地域のリーダーとなる担い手不

足が懸念されることから、若手リーダーの育成、青年層・女性の消防団活動への積極的な参

加の促進、処遇の改善、消防団協力事業所表示制度の活用、機能別分団・団員の導入の促進、

事業所の従業員に対する入団促進等により組織強化に努める。 

※以降、「人口減少社会を迎える中」から「人口減少社会において」への修正のみの記載は省略します。 

(1) 体制整備 

人口減少社会を迎える中、地域コミュニティの希薄化により地域のリーダーとなる担い手

不足が懸念されることから、若手リーダーの育成、青年層・女性の消防団活動への積極的な

参加の促進、処遇の改善、消防団協力事業所表示制度の活用、機能別分団・団員の導入の促

進、事業所の従業員に対する入団促進等により組織強化に努める。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-46 

第４ 連携体制の整備 

市、府、府警察、自衛隊等は平常時から情報交換を行い、「顔の見える関係」を構築して信頼

感を醸成するよう努めるとともに、相互に連携し、情報相互連絡体制、輸送体制、消火用機器

の同一規格化を図るなど、消火・救助・救急活動を円滑に行うための体制整備に努める。 

第４ 連携体制の整備 

市、府、府警察、自衛隊等は相互に連携し、情報相互連絡体制、輸送体制、消火用機器の同

一規格化を図るなど、消火・救助・救急活動を円滑に行うための体制整備に努める。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-47 

第１ 災害医療の基本的考え方 

実施担当 
健やか部、大阪府、日本赤十字社（大阪府支部）、（公社）大阪府看護協

会、（一社）交野市医師会、（一社）交野市歯科医師会 

    

第１ 災害医療の基本的考え方 

実施担当 健やか部、（一社）交野市医師会 
 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-48 

第２ 医療情報の収集伝達体制の整備 

実施担当 
健やか部、大阪府、（公社）大阪府看護協会、（一社）交野市医師会、（一

社）交野市歯科医師会 

    

第２ 医療情報の収集伝達体制の整備 

実施担当 健やか部、四條畷保健所、（一社）交野市医師会 
 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-49 

第３ 現地医療体制の整備 

実施担当 
健やか部、日本赤十字社（大阪府支部）、（一社）交野市医師会、（一社）

交野市歯科医師会、北河内薬剤師会 

    

第３ 現地医療体制の整備 

実施担当 
健やか部、（一社）交野市医師会、（一社）交野市歯科医師会、 

北河内薬剤師会交野班 
 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-49 

第４ 後方医療体制の整備 

実施担当 健やか部、大阪府、（一社）交野市医師会、（一社）交野市歯科医師会 

   

第４ 後方医療体制の整備 

実施担当 健やか部、（一社）交野市医師会、大阪府 
 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-50 

第５ 医薬品等の確保供給体制の整備 

実施担当 
健やか部、大阪府、日本赤十字社（大阪府支部）、（一社）交野市医師会、

（一社）交野市歯科医師会、北河内薬剤師会 

    

第５ 医薬品等の確保供給体制の整備 

実施担当 健やか部、日本赤十字社大阪府支部、（一社）交野市医師会、大阪府 
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策・復旧対策への備え 

p.予防-50 

第６ 患者等搬送体制の確立 

実施担当 
健やか部、消防本部、（一社）交野市医師会、（一社）交野市歯科医師会、

北河内薬剤師会 

    

第６ 患者等搬送体制の確立 

実施担当 健やか部、消防本部、（一社）交野市医師会 
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第８ 関係機関協力体制の確立 

実施担当 
健やか部、大阪府、消防本部、（一社）交野市医師会、（一社）交野市歯

科医師会 

   

第８ 関係機関協力体制の確立 

実施担当 健やか部、消防本部、（一社）交野市医師会、大阪府 
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第９ 医療関係者に対する訓練等の実施 

実施担当 健やか部、（一社）交野市医師会、（一社）交野市歯科医師会 

    

第９ 医療関係者に対する訓練等の実施 

実施担当 健やか部、（一社）交野市医師会 
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第１ 陸上輸送体制の整備 

実施担当 
危機管理室、都市整備部、財産管理室、近畿地方整備局、大阪府、西日

本高速道路㈱（関西支社）、大阪府警察本部（交野警察署） 

    

第１ 陸上輸送体制の整備 

実施担当 
危機管理室、都市整備部、企画財政部、大阪国道事務所、大阪府、西日

本高速道路㈱ 
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第３ 輸送手段の確保 

実施担当 
財産管理室、危機管理室、日本通運㈱（大阪支店）、（一社）大阪府トラ

ック協会 

    

第３ 輸送手段の確保 

実施担当 企画財政部、危機管理室 
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第４ 交通規制・管制の整備 

実施担当 都市整備部、近畿地方整備局、大阪府 

    

第４ 交通規制・管制の整備 

実施担当 都市整備部、大阪国道事務所、大阪府 
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１．火災時の避難場所及び避難路の指定 

(1) 指定緊急避難場所 

（略） 

(2) 広域避難場所 

火災の延焼拡大によって生じる輻射熱、熱気流から住民の安全を確保できる場所を広域避

難場所として指定する。 

① 想定される避難者１人あたり概ね１平方メートル以上の避難有効面積を確保できるこ

と（「防災公園計画・設計ガイドライン」に基づいて整備される防災公園については、想定

される避難者１人あたり概ね２平方メートル以上の避難有効面積を確保できること） 

② 延焼火災に対し有効な遮断ができる概ね 10ha 以上の空地 

ただし、10ha 未満の空地であっても、周辺地域に耐火建築物等が存在し、火災に対して有効

な遮断が可能な場合は広域避難場所として選定できる。 

③ 土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機能を有す

ると認められるもの（①又は②に該当するものを除く。） 

なお、上記条件に合致する場所が市内で確保することが難しいため、近隣市における該

当場所で、国又は府が管理する施設を指定するものとする。 

(3) 避難路 

落下物、倒壊物による危険等避難の障害のおそれが少なく、水利の確保が比較的容易な広

域避難場所に通じる避難路を指定する。 

（略） 

② 沿道市街地における土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難

上必要な機能を有すると認められる道路又は緑道（①に該当するものを除く。） 

１．火災時の避難場所及び避難路の指定 

市は、「災害に強い都市づくりガイドライン」（大阪府都市整備部）に準じて、延焼火災に

対する避難場所、避難路を指定する。 

(1) 指定緊急避難場所 

（略） 

(2) 避難路 

指定緊急避難場所に通じる次の道路を指定する。 

（略） 

② 沿道市街地における土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難

上必要な機能を有すると認められる道路又は緑道（①に該当するものを除く。） 

③ 落下物、倒壊物による危険等避難の障害のおそれが少ないこと 

④ 水利の確保が比較的容易なこと 
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２．その他の避難場所及び避難路の指定 

（略） 

なお、避難場所・避難路の選定にあたり、市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を

設置する場合は、日本産業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害種別に対

応した避難場所であるかを明示するよう努める。 

２．その他の避難場所及び避難路の指定 

（略） 

なお、避難場所・避難路の選定にあたり、市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を

設置する場合は、日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害種別に対

応した避難場所であるかを明示するよう努める。 
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第３ 指定避難所の指定・整備 

実施担当 
危機管理室、市民部、福祉部、健やか部、教育総務室、学校教育部、生

涯学習推進部、会計室、行政委員会事務局、大阪府 

市は、避難所施設の管理者と協力し、家屋の損壊、滅失、浸水、流失により避難を必要とす

る住民を臨時に受入れることのできる指定避難所を指定・整備する。 

その際、新型インフルエンザ等感染症対策等を踏まえ、平常時から、指定避難所のレイアウ

トや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含め、危機管理室と

健やか部が連携して、必要な措置を講じるよう努める。 

また、避難者等の発生規模と指定避難所や応急住宅等による受入れ人数等について、あらか

じめ評価するとともに、それらが不足した場合、府と連携し、公的施設や民間施設（ホテル、

旅館等）の避難所としての利用拡大、応急住宅としての空き家・空き室の活用等、可能な限り

多くの避難所の開設に努めるとともに、自宅での生活が可能な者に対する在宅避難への誘導等

を行い、受入れの確保を図る。 

さらに、平常時から、指定避難所の場所、受け入れ人数等について、住民への周知徹底を図

るほか、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することを想定し、ホームページ

やアプリケーション等の多様な手段の整備に努める。 

このほか、市及び避難所施設の管理者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保を図

るため、専門家やＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換、避難生活支援に関する知見

やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努める。 

第３ 指定避難所の指定・整備 

実施担当 
危機管理室、企画財政部、市民部、福祉部、健やか部、教育委員会、会

計室、行政委員会事務局、新庁舎整備室 

市は、避難所施設の管理者と協力し、家屋の損壊、滅失、浸水、流失により避難を必要とす

る住民を臨時に受入れることのできる指定避難所を指定・整備する。また、避難者等の発生規

模と指定避難所や応急住宅等による受入れ人数等について、あらかじめ評価するとともに、そ

れらが不足した場合、府と連携し、公的施設や民間施設の避難所としての利用拡大、応急住宅

としての空き家・空き室の活用、自宅での生活が可能な者に対する在宅避難への誘導等を行い、

受入れの確保を図る。 
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(2) 指定避難所は、自治会、町内会等単位で指定し、非構造部材も含めた耐震化・不燃化の促

進、非常用電源の確保等、避難の実施に必要な設備・機器の整備に努める。 

② （略） 

なお、主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円

滑な利用を確保するための措置が講じられ、相談等の支援を受けることができる体制が整

備されているもの、円滑な情報伝達ができるように多様な情報伝達手段が確保されている

もの等を指定する。また、指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うことについて、日

頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。 

(2) 指定避難所は、自治会、町内会等単位で指定し、非構造部材も含めた耐震化・不燃化の促

進、非常用電源の確保等、避難の実施に必要な設備・機器の整備に努める。具体的には次の

とおりとする。 

② （略） 

なお、主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円

滑な利用を確保するための措置が講じられ、相談等の支援を受けることができる体制が整

備されているもの等を指定する。なお、指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うこと

について、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。 
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④ 市は、指定避難所の施設については、必要に応じ、避難生活の環境を良好に保つために、

換気、照明等の設備の整備に努める。また、新型インフルエンザ等感染症対策について、

感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時から危機管理室と健やか部が連携して、

必要な場合にはホテルや旅館等の活用等も含めて検討するよう努める。 

さらに、被災者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図ると

ともに、通信設備の整備等を進め、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努める。 

また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネルギーの

活用を含めた非常用発電設備等の整備に努める。 

④ 市は、指定避難所の施設については、必要に応じ、避難生活の環境を良好に保つために、

換気、照明等の設備の整備に努める。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策

について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時から危機管理室と健やか部が

連携して、環境の整備に努める。さらに、被災者による災害情報の入手に資するテレビ、

ラジオ等の機器の整備を図る。 
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⑤ 市は、新型インフルエンザ等感染症の自宅療養者等の被災に備えて、平常時から、保健所

と連携して、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確

認を行うよう努める。また、市は、保健所との連携の下、自宅療養者等の避難の確保に向

けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療養者等に対し、避難の確

保に向けた情報を提供するよう努める。 

（新設）  
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策・復旧対策への備え 
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３．福祉避難所の選定 

市は、福祉関係機関及び府等と連携して、社会福祉施設、公共宿泊施設等の管理者との協

議により、要配慮者が相談等の必要な生活支援が受けられるなど、安心して生活ができる体

制を整備した、福祉避難所（二次的な避難施設）の選定に努める。 

福祉避難所の選定については、市や府等公共の施設を一時的な福祉避難所として指定し、

民間の施設については、災害協定を締結する等の手段により、二次的な福祉避難所として選

定するものとする。 

３．福祉避難所の選定 

市は、福祉関係機関及び府等と連携して、社会福祉施設、公共宿泊施設等の管理者との協

議により、要配慮者が相談等の必要な生活支援が受けられるなど、安心して生活ができる体

制を整備した、福祉避難所（二次的な避難施設）の選定に努める。 
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５．避難所の管理運営体制の整備 

市は、府の「避難所運営マニュアル作成指針」を参考に、「交野市避難所運営マニュアル」

及び「交野市福祉避難所ガイドライン」を策定するなど、避難所の管理・運営体制を整備す

るとともに、マニュアルの作成、訓練等を通じて、市民等に対し、あらかじめ、避難所の運

営管理のために必要な知識等の普及に努める。 

また、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に

も努める。 

この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に指定避難所を運営できるように

配慮するよう努める。 

５．避難所の管理運営体制の整備 

市は、府の「避難所運営マニュアル作成指針」を参考に、「交野市避難所運営マニュアル」

及び「交野市福祉避難所ガイドライン」を策定するなど、避難所の管理・運営体制を整備す

るとともに、マニュアルの作成、訓練等を通じて、市民等に対し、あらかじめ、避難所の運

営管理のために必要な知識等の普及に努める。この際、住民等への普及に当たっては、住民

等が主体的に指定避難所を運営できるように配慮するよう努める。 
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６．避難者の受け入れ 

市は、指定避難所等に避難した避難者について、住民票の有無等に関わらず適切に受け入

れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しながら、あらかじめ受け入

れる方策について定めておくよう努める。 

（新設）  

災害予防対策編 
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第４ 避難誘導体制の整備 

実施担当 
危機管理室、福祉部、健やか部、消防本部、消防団、交野警察署、学校・

病院・社会福祉施設等の管理者 

    

第４ 避難誘導体制の整備 

実施担当 
危機管理室、福祉部、消防本部、消防団、交野警察署、学校・病院・社

会福祉施設等の管理者 

    

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-59 

１．市 

(3) 市は、災害発生情報、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保といった避難情報等につい

て、河川管理者，水防管理者、気象台等の協力を得つつ、洪水、土砂災害等の災害事象の特

性、収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準、伝達方法、警戒レベルに対応し

た避難行動や避難の際の留意点等を明確にしたマニュアルを作成し、住民への周知に努め

る。 

１．市 

(3) 市は、災害発生情報、避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始といった

避難情報等について、河川管理者，水防管理者、気象台等の協力を得つつ、洪水、土砂災害

等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準、伝達方法、警

戒レベルに対応した避難行動や避難の際の留意点等を明確にしたマニュアルを作成し、住民

への周知に努める。 
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(5) 避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人

宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身

の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや避

難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「緊

急安全確保」を行うべきことについて、市は、平常時から住民等への周知徹底に努める。 

（新設）  
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４．避難情報と居住者等のとるべき行動（警戒レベルの詳細） 

※大阪府地域防災計画（令和 4年 12 月修正） 

警戒レベル 居住者等がとるべき行動 
行動を居住者等に 

促す情報 

居住者等が自ら行動をとる 

際の判断に参考となる情報 

（警戒レベル相当情報） 

警戒レベル１ 

災害への心構えを高める 

・防災気象情報等の 新情報に注意する等、災害

への心構えを高める。 

早期注意情報 

（気象庁が発表） 
 

警戒レベル２ 

自らの避難行動を確認 

・ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リ

スク、指定緊急避難場所や避難経路、避難のタ

イミング等を再確認するとともに、避難情報の

把握手段を再確認・注意するなど、避難に備え

自らの避難行動を確認。 

大雨・洪水・高潮 

注意報 

（気象庁が発表） 

・氾濫注意情報 

・洪水キキクル（洪水警報の危

険度分布）（注意） 

・土砂キキクル（大雨警報（土砂

災害）の危険度分布）（注意） 

・府が提供する土砂災害危険

度情報（注意） 

警戒レベル３ 

危険な場所から高齢者等は避難 

・高齢者等※は危険な場所から避難（立退き避難

又は屋内安全確保）する。 

※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施

設利用者の高齢者及び障がいのある人等、及び

その人の避難を支援する者 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出

を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、

避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミ

ングである。例えば、地域の状況に応じ、早めの

避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミ

ングで自主的に避難することが望ましい。 

高齢者等避難 

（市町村長が発

令） 

・氾濫警戒情報 

・洪水警報 

・洪水キキクル（洪水警報の危

険度分布）（警戒） 

・大雨警報（土砂災害） 

・土砂キキクル（大雨警報（土砂

災害）の危険度分布）（警戒） 

・府が提供する土砂災害危険

度情報（警戒） 

警戒レベル４ 

危険な場所から全員避難 

・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内

安全確保）する。 
避難指示 

（市町村長が発

令） 

・氾濫危険情報 

・洪水キキクル（洪水警報の危

険度分布）（危険） 

・土砂災害警戒情報 

・土砂キキクル（大雨警報（土砂

災害）の危険度分布）（危険） 

・府が提供する土砂災害危険

度情報（危険） 

警戒レベル５ 

命の危険 直ちに安全確保 

・指定緊急避難場所等への立退き避難することが

かえって危険である場合、緊急安全確保する。 

ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安

全にとることができるとは限らず、また本行動

をとったとしても身の安全を確保できるとは

限らない。 

緊急安全確保 

（市町村長が発

令） 

・氾濫発生情報 

・洪水キキクル（洪水警報の危

険度分布）（災害切迫） 

・（大雨特別警報（浸水害））※１ 

・（大雨特別警報（土砂災害））※１ 

・土砂キキクル（大雨警報（土

砂災害）の危険度分布）（災

害切迫） 

・浸水キキクル（大雨警報（浸水

害）の危険度分布）（災害切迫） 

注１ 市町村長は、居住者等に対して避難指示等を発令するにあたり、対象地域の適切な設定等に

留意するとともに、高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保を夜間に発令する可能性がある

場合には、避難行動をとりやすい時間帯の発令に努める。 

注２ 市町村長が発令する避難指示等は、市町村長が総合的に判断して発令するものであることか

ら、警戒レベル相当情報が出されたとしても必ずしも発令されるものではない。 

注３ 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）、府が提供する土砂災害危険度をより詳

しく示した情報をまとめて「土砂災害に関するメッシュ情報」と呼ぶ。 

注４ 緊急安全確保は、令和３年災対法改正により、警戒レベル５の災害発生を確認した状況だけ

ではなく、災害が切迫した状況においても発令することができるようになったことから、※１

の大雨特別警報（浸水害）及び大雨特別警報（土砂災害）は、警戒レベル５緊急安全確保の発

令基準例として用いられることとなった。 

（新設） 
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第５ 広域避難体制の整備 

市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、大規模氾濫

減災協議会など既存の枠組みを活用することにより、国や府、他の自治体と協力体制を構築す

るとともに、他の自治体との応援協定締結や避難者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者

等との協定締結、災害が発生又は発生するおそれがある場合の具体的な避難・受入方法を含め

た手順等をあらかじめ定めるよう努める。 

第５ 広域避難体制の整備 

市は、円滑な広域避難が可能となるよう、他の自治体との広域一時滞在に係る応援協定締結

や被災者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定締結、発災時の具体的な避難・

受入方法を含めた手順等をあらかじめ定めるよう努める。 
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第９ 罹災証明書の発行体制の整備 

市は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証明書の

交付の担当部局を定め、家屋被害認定調査員の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協

定の締結、罹災証明発行業務のシステム化、住家被害認定調査及び罹災証明書発行業務の要員

名簿の作成等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努め

る。 

第９ 罹災証明書の発行体制の整備 

市は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証明書の

交付の担当部局を定め、家屋被害認定調査員の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協

定の締結、罹災証明発行業務のシステム化等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要

な業務の実施体制の整備に努める。 
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１．給水体制の整備 

市は、府内水道（用水供給）事業体と相互に協力して発災後３日間は１日１人当たり３リ

ットルの飲料水を供給し、それ以降は順次供給量を増加できるよう体制の整備に努める。 

（略） 

(6) 相互応援体制の整備 

迅速かつ的確な給水活動に必要な情報を収集し、総合調整、指示、支援を行うために、市、

府（大阪府水道災害調整本部）及び府内水道（用水供給）事業体は、相互に協力して相互応

援体制を整備する。 

１．給水体制の整備 

市は、府と相互協力して発災後３日間は１日１人当たり３リットルの飲料水を供給し、そ

れ以降は順次供給量を増加できるよう体制の整備に努める。 

（略） 

(6) 相互応援体制の整備 

迅速かつ的確な給水活動に必要な情報を収集し、総合調整、指示、支援を行うために、市、

府及び大阪広域水道企業団は相互に協力して大阪広域水道震災対策中央本部体制を整備す

る。 
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２．井戸水による生活用水の確保 

市は、府と連携して、災害時における家庭用等の井戸水の有効活用を図るため、災害時協

力井戸の登録を推進するなど、生活用水の確保に努める。 

２．井戸水による生活用水の確保 

府と市は、災害時における家庭用等の井戸水の有効活用を図るため、災害時協力井戸の登

録を推進するなど、生活用水の確保に努める。 
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第２ 食料・生活必需品の確保 

市及び防災関係機関は、相互に協力して食料・生活必需品の確保に努める。 

また、備蓄品の調達にあたっては、可能な限り要配慮者、女性、子どもに配慮する。 

第２ 食料・生活必需品の確保 

市及び防災関係機関は、相互に協力して食料・生活必需品の確保に努める。 
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(2) その他の物資の確保 

（略） 

⑧ 医薬品等（常備薬、救急セット、マスク、消毒液） 

（略） 

⑬ ブルーシート、土のう袋 

(2) その他の物資の確保 

（略） 

⑧ 医薬品等（常備薬、救急セット） 

（略） 

⑬ ブルーシート 
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３．備蓄・供給体制の整備 

（略） 

府は、災害の規模等にかんがみ、市が自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な場合にも、

被災者に物資を確実かつ迅速に届けられるよう、物資の要請体制・調達体制・輸送体制の整

備を図るとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や

物資拠点の登録に努める。また、防災拠点等での管理・仕分け、輸送について、専門性を有

する民間事業者等との連携及び民間事業者の物流施設の活用により、迅速かつ効率的に集配

できるよう体制を整備するとともに輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設

を把握しておく。さらに、平常時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認

を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を

行うよう努める。このほか、常時備蓄品の点検・整備を行い、耐用年数、賞味期限のあるも

のは随時入れ換えを行うなど、備蓄品の管理に努める。 

３．備蓄・供給体制の整備 

（略） 

府は、災害の規模等にかんがみ、市が自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な場合にも、

被災者に物資を確実かつ迅速に届けられるよう、物資の要請体制・調達体制・輸送体制の整

備を図る。また、防災拠点等での管理・仕分け、輸送について、専門性を有する民間事業者

等との連携及び民間事業者の物流施設の活用により、迅速かつ効率的に集配できるよう体制

を整備するとともに輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握しておく。 

また、常時備蓄品の点検・整備を行い、耐用年数、賞味期限のあるものは随時入れ換えを

行うなど、備蓄品の管理に努める。 
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第３ 電気通信 

実施担当 
西日本電信電話㈱等、ＫＤＤＩ㈱（関西総支社）、ソフトバンク㈱、楽

天モバイル㈱ 

西日本電信電話株式会社等、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、ソフトバンク株式会社、楽天

モバイル株式会社は、災害により電気通信設備又は回線に故障が発生した場合に、迅速かつ的

確な応急復旧を行うため、平常時から防災体制を整備する。 

第３ 電気通信 

実施担当 
西日本電信電話㈱（大阪支店）、ＫＤＤＩ㈱（関西総支社）、ソフトバン

ク㈱ 

西日本電信電話株式会社大阪支店、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）及びソフトバンク株式

会社は、災害により電気通信設備又は回線に故障が発生した場合に、迅速かつ的確な応急復旧

を行うため、平常時から防災体制を整備する。 
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第４ 電力 

実施担当 関西電力㈱、関西電力送配電㈱ 

関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社は、災害時における被害の拡大防止、電力の

安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うために、平常時から防災体制を整備する。 

１．応急復旧体制の強化 

(5) 平常時から市防災会議への参加により災害時の情報提供、収集等相互連携体制を整備し

ておく。 

第４ 電力 

実施担当 関西電力送配電㈱ 

関西電力送配電株式会社は、災害時における被害の拡大防止、電力の安定供給及び迅速かつ

的確な応急復旧を行うために、平常時から防災体制を整備する。 

１．応急復旧体制の強化 

(5) 平時から市防災会議への参加により災害時の情報提供、収集等相互連携体制を整備して

おく。 
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第５ ガス 

実施担当 大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱ 

大阪ガス株式会社及び大阪ガスネットワーク㈱は、災害時における被害の拡大防止、ガスの

安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うために、平常時から防災体制を整備する。 

第５ ガス 

実施担当 大阪ガス㈱ 

大阪ガス株式会社は、災害時における被害の拡大防止、ガスの安定供給及び迅速かつ的確な

応急復旧を行うために、平常時から防災体制を整備する。 
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第６ 住民への広報 

実施担当 

水道局、都市整備部、西日本電信電話㈱等、ＫＤＤＩ㈱（関西総支社）、

ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱、大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク

㈱、関西電力㈱、関西電力送配電㈱ 

    

第６ 住民への広報 

実施担当 
水道局、都市整備部、西日本電信電話㈱、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、

大阪ガス㈱、関西電力送配電㈱ 
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(2) 西日本電信電話株式会社等の電気通信事業者は、災害時の通信輻輳の緩和のため、緊急電

話以外の電話の自粛並びに緊急通話する場合にかかりやすい公衆電話等、災害と電話につい

て広報する。 

(3) 関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社並びに大阪ガス株式会社及び大阪ガスネ

ットワーク株式会社は、飛散物による停電の拡大や、感電、漏電、ガス漏洩、爆発、出火等

の二次災害を防止するため、災害時における注意事項について広報する。 

(2) 西日本電信電話株式会社等は、災害時の通信輻輳の緩和のため、緊急電話以外の電話の自

粛並びに緊急通話する場合にかかりやすい公衆電話等、災害と電話について広報する。 

(3) 関西電力送配電株式会社並びに大阪ガス株式会社は、飛散物による停電の拡大や、感電、

漏電、ガス漏洩、爆発、出火等の二次災害を防止するため、災害時における注意事項につい

て広報する。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対
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第７ 倒木等への対策 

実施担当 
都市整備部、西日本電信電話㈱等、ＫＤＤＩ㈱（関西総支社）、ソフト

バンク㈱、楽天モバイル㈱、関西電力㈱、関西電力送配電㈱ 

市、電気通信事業者及び電気事業者は、倒木等により通信網や電力供給網に支障が生じるこ

とへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による予防保全や災害時の復旧作業の迅

速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。 

なお、各事業者は、事前の伐採等の実施に当たっては、市との協力に努める。 

（新設）  

災害予防対策編 
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策・復旧対策への備え 

p.予防-73 

第 10 節 交通確保体制の整備 

鉄道及び道路の管理者は、災害を防止するため所有する施設等の実態を把握し、災害時にお

いても常に健全な状態が維持できるよう諸施設の整備等を行うとともに、災害発生時における

安全かつ円滑な交通の確保のため、体制の整備に努める。 

また、鉄道事業者は、植物等が鉄道施設に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合等に

は、所要の手続きを行った上で、伐採等を行うなど、鉄道の輸送の安全確保に努める。 

実施担当 
都市整備部、近畿地方整備局、大阪府、西日本旅客鉄道㈱等、京阪電気

鉄道㈱、京阪バス㈱、西日本高速道路㈱ 

    

第 10 節 交通確保体制の整備 

鉄道及び道路の管理者は、災害を防止するため所有する施設等の実態を把握し、災害時にお

いても常に健全な状態が維持できるよう諸施設の整備等を行うとともに、災害発生時における

安全かつ円滑な交通の確保のため、体制の整備に努める。 

実施担当 
都市整備部、大阪国道事務所、大阪府、西日本旅客鉄道㈱、京阪電気鉄

道㈱、京阪バス㈱、西日本高速道路㈱ 
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第 11 節 避難行動要支援者支援体制の整備 

市及び防災関係機関は、災害時の情報提供、安否確認、避難誘導等様々な場面において、要

配慮者に配慮したきめ細かな対策を行うための体制の整備に努める。 

また、被災者支援業務の迅速化・効率化を図るため、被災者台帳の作成についてはデジタル

技術の活用を検討する。 

第 11 節 避難行動要支援者支援体制の整備 

市及び防災関係機関は、災害時の情報提供、安否確認、避難誘導等様々な場面において、要

配慮者に配慮したきめ細かな対策を行うための体制の整備に努める。 
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p.予防-74 

第１ 障がい者・高齢者等に対する支援体制整備 

府は、避難所の設置を継続するような規模の災害が発生した場合、高齢者や障がい者、子ども

のほか、傷病者といった地域における災害時要配慮者に対する福祉支援を行う大阪府災害派遣福

祉チーム（大阪ＤＷＡＴ）を被災市町村へ派遣できるように関係機関と共に体制を整備する。 

市は、大阪府災害派遣福祉チーム（大阪ＤＷＡＴ）に協力を求める際の要請手順及び受入体

制について整理しておく。 

（略） 

さらに、危機管理室と福祉部との連携の下、全体計画を定めるとともに、平常時より避難行

動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成する。 

避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を

必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等

の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努

める。避難支援等に携わる関係者として「交野市災害時要支援者支援プラン（全体計画）」に定

めた関係機関等に対し、 避難行動要支援者本人の同意を得ることにより、または市の条例の定

めるところにより、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供し、個別避難計画の実効性を確保

する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整

備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を図る。その際、名簿情報の漏えいの

防止等必要な措置を講じる。 

個別避難計画については、優先度の高い避難行動要支援者から作成するように努め、災害時

の避難支援等を実効性のあるものとするため、全体計画に加え、避難行動要支援者名簿の作成

に合わせて、平常時から、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、地域住民、Ｎ

ＰＯ等の避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに作成

の同意を得て、個別避難計画の策定を進める。その際には、地域の特性や実情を踏まえつつ、

名簿情報に基づき、個別に避難行動要支援者と具体的な打合せを行いながら、策定することに

努めるとともに、個別避難計画の情報漏えい防止等の必要な措置を講じる。さらに、避難行動

要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切

に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場

合においても、個別避難計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に

努める。 

個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者については、避難支援等が円滑かつ迅速

に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる地域住民も含めた関係者への必要な情報

の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮を行うよ

う努める。 

地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する場合は、地区防災計

画との整合が図られるよう努めるとともに、訓練等により両計画の一体的な運用が図られるよ

う努める。 

このほか、避難行動要支援者の避難を支援するため、地域防災リーダー等支援者の育成を図る。 

第１ 障がい者・高齢者等に対する支援体制整備 

 

 

 

 

 

（略） 

また、市地域防災計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、全体計画を定

めるとともに、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を

作成する。 

避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を

必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等

の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努

める。避難支援等に携わる関係者として「交野市災害時要支援者支援プラン（全体計画）」に定

めた関係機関等に対し、 避難行動要支援者本人の同意を得ることにより、または市の条例の定

めるところにより、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供し、多様な主体の協力を得ながら、

避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の

実施等を図る。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

なお、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、全体計画に加え、避難行動要支

援者名簿の作成に合わせて、平常時から、個別計画の策定を進める。その際には、地域の特性

や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、個別に避難行動要支援者と具体的な打合せを行いな

がら、策定することに努める。 

また、避難行動要支援者の避難を支援するため、地域防災リーダー等支援者の育成を図る。 
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＜対象者の範囲＞ 

①～④ （略） 

⑤ 自力避難が困難な65歳以上の一人暮らしの者及び75歳以上の高齢者のみの世帯の者 

⑥ その他、自力避難が困難で、地域の支援を必要とする者 

   

 

 

＜対象者の範囲＞ 

①～④ （略） 

⑤ 一人暮らしの高齢者及び 75 歳以上の高齢者のみの世帯の者 

⑥ 上記以外の者であっても地域における要支援者支援の取組において、個別具体の状

況から支援を必要とする者 
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(4) 安否情報の収集等 

避難行動要支援者は、避難指示等を確実に受信できていない場合も多いことから、避難し

てこない者を戸別訪問するなどして積極的に安否確認を行う必要がある。 

(4) 安否情報の収集等 

避難行動要支援者は、避難勧告等を確実に受信できていない場合も多いことから、避難し

てこない者を戸別訪問するなどして積極的に安否確認を行う必要がある。 
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(7) 援護体制の整備 

① 被災生活が長期化した場合に 24 時間体制で巡回介護にあたる体制や在宅被災の高齢者

等の援護対策を検討する。 

ア 福祉サービス提供事業者との連携強化 

イ 地域包括支援センター事業の充実 

ウ 障がい者基幹相談支援センターの充実 

② 特別養護老人ホーム等との連携 

災害時には、避難行動要支援者の受入れを行うとともに、在宅者の援護活動の拠点とな

るよう調整を図る。 

(7) 援護体制の整備 

① 被災生活が長期化した場合に 24 時間体制で巡回介護にあたる体制や在宅被災の高齢者

等の援護対策を検討する。 

ア ホームヘルプサービスの充実 

イ デイサービス事業の充実 

ウ 地域包括支援センター事業の充実 

エ 障がい者基幹相談支援センターの充実 

② 特別養護老人ホーム等との連携 

災害時には、避難行動要支援者の受入れを行うとともに、在宅者の援護活動の拠点とな

るよう連携を図る。 
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第４ 福祉避難所の指定 

市は、府と連携を図りながら、社会福祉施設、公共宿泊施設等の管理者との協議により、指

定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な要配慮者のため、福祉避難所を指定

する。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源

の確保等の必要な配慮をするよう努める。 

また、市や府等の公共の施設で要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられてお

り、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備さ

れ、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保される施設を、福祉避

難所として指定する際に、受入れ対象者を特定して公示するとともに、一次的な福祉避難所の

役割について住民に周知する。 

市は、上記の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、

個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難するこ

とができるよう努める。 

なお、民間の施設については、災害協定を締結する等の手段により、二次的な福祉避難所と

して選定するものとする。 

第４ 福祉避難所の指定 

市は、府と連携を図りながら、社会福祉施設、公共宿泊施設等の管理者との協議により、指

定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な要配慮者のため、福祉避難所を指定

する。また要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、災害が発生した場

合において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者

を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保される施設を、福祉避難所として指定すると

ともに、福祉避難所の役割について住民に周知する。 
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第５ 外国人に対する支援体制整備 

市及び府は、市内在住の外国人と来日外国人旅行者では行動特性や情報ニーズが異なること

を踏まえ、大阪府国際交流財団（ＯＦＩＸ）や交野市国際交流協会と連携し、外国人に対する

支援の検討・推進を行う。また、気象庁をはじめとする国の防災関係機関は、防災・気象情報

が確実に伝達できるよう、多言語化等の環境整備を図る。 

市内在住の外国人に対しては防災教育・訓練や防災情報の提供に努めるとともに、情報提供

や避難誘導においては、多言語化、やさしい日本語表記、ルビふり等に努める。 

来日外国人旅行者に対しては、災害に関する知識や情報入手先等の情報の周知を行い、早期

帰国等に向けた災害情報等を多言語で提供するため、ウェブサイトやＳＮＳ等の様々なツール

を活用して発信する等、外国人に配慮した支援に努める。 

また、観光案内所や駅周辺における多言語での情報提供の充実に努める。 

このほか、避難所において支援を行うため、災害時通訳・翻訳ボランティアの確保に努める。 

なお、府は、災害時において、府内在住の外国人等に多言語での情報提供や相談に対応する

ため、大阪府国際交流財団（ＯＦＩＸ）と共同で「災害時多言語支援センター」を設置する。 

さらに、総務省は、地方公共団体等と協力し、研修を通じて、災害時に行政等から提供され

る災害や生活支援等に関する情報を整理し、避難所等にいる外国人被災者のニーズとのマッチ

ングを行う災害時外国人支援情報コーディネーターの育成を図る。 

第５ 外国人に対する支援体制整備 

市及び府は、市内在住の外国人と来日外国人旅行者では行動特性や情報ニーズが異なること

を踏まえ、大阪府国際交流財団（OFIX）や交野市国際交流協会と連携し、外国人に対する支援

の検討・推進を行う。また気象庁をはじめとする国の防災機関は、防災・気象情報が確実に伝

達できるよう、多言語化等の環境の整備を図る。 

市内在住の外国人に対しては防災教育・訓練や防災情報の提供に努めるとともに、情報提供

や避難誘導においては、多言語、やさしい日本語表記、ルビふり等に努める。 

来日外国人旅行者に対しては、災害に関する知識や情報入手先等の情報の周知を行い、早期

帰国等に向けた災害情報等を多言語で提供するためのポータルサイトを通じて発信する等、外

国人に配慮した支援に努める。 

避難所において支援を行うため、災害時通訳・翻訳ボランティアの確保に努める。 
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第６ 女性や子育てのニーズへの配慮 

実施担当 総務部、健やか部 

    

第６ 女性や子育てのニーズへの配慮 

実施担当 健やか部 

    

 



[新旧]予防-22 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-80 

第 12 節 災害廃棄物処理に係る防災体制の整備 

発災後、数日後のステージで、災害廃棄物等をいかに適正に処理するかが、復旧活動はもと

より、一刻も早い住民の日常生活の回復や事業者の活動再開といった復興を進めるにあたっ

て、非常に重要な課題である。 

市は、災害時における災害廃棄物等の被害想定等を勘案し、予め仮置場の候補地、 終処分

までの処理ルートを検討するとともに、仮置場の衛生状態を保持するために必要な薬剤の備

蓄、一般廃棄物（指定避難所のごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の

処理体制、周辺市町村や民間事業者等との協力体制の整備に努める。 

第 12 節 災害廃棄物処理に係る防災体制の整備 

発災後、数日後のステージで、災害廃棄物等をいかに適正に処理するかが、復旧活動はもと

より、一刻も早い住民の日常生活の回復や事業者の活動再開といった復興を進めるにあたっ

て、非常に重要な課題である。 

市は、災害時における災害廃棄物等の被害想定等を勘案し、予め仮置場の候補地、 終処分

までの処理ルートを検討するとともに、仮置場の衛生状態を保持するために必要な薬剤の備

蓄、周辺市町村等との協力体制の整備に努める。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-80 

２．災害時の廃棄物処理計画 

市は、被害想定等をもとに、大規模な地震、風水害を想定した交野市災害廃棄物処理計画

に基づき予防対策を行う。 

２．災害時の廃棄物処理計画 

市は、被害想定等をもとに、大規模な地震、風水害を想定した災害廃棄物処理計画を整備

する。 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-81 

第 13 節 帰宅困難者支援体制の整備 

（略） 

このため、市は、可能な範囲で地域における「共助」の活動を事業者等に働きかけるととも

に、関西広域連合は、構成団体等と連携して、帰宅困難者を受け入れるため、宿泊施設、大規

模店舗及び大学等に協力を求め、受け入れ先の確保を図る。また、市は府と連携して、一時滞

在施設の確保に努めるとともに、帰宅者が無事に帰ることができるように、コンビニエンスス

トア等の協力を得て、トイレ、水道水等の提供等徒歩帰宅支援を行う。 

また、国、府、関西広域連合等と連携して、鉄道の代替としてバスによる輸送が円滑に実施

できるよう、関係機関との情報伝達や運行調整等を行う枠組みの構築を図るほか、徒歩帰宅者

への支援を行う。 

具体的な対策としては、関西広域連合が策定した「関西広域帰宅困難者対策ガイドライン」

に基づき実施される訓練などを通じ、実効性のある帰宅困難者支援の取り組みづくりを行う。 

なお、情報提供にあたっては、防災関係機関が連携し、利用者自らが次の行動を判断できる

よう、利用者視点での情報提供に取り組む。 

第 13 節 帰宅困難者支援体制の整備 

（略） 

このため、市は、可能な範囲で地域における「共助」の活動を事業者等に働きかけるととも

に、関西広域連合は、構成団体等と連携して、帰宅困難者を受け入れるため、大規模店舗及び

大学等に協力を求め、受け入れ先の確保を図るとともに、帰宅者が無事に帰ることができるよ

うに、コンビニエンスストア等の協力を得て、トイレ、水道水等の提供等徒歩帰宅支援を行う。 

また、国、府、関西広域連合等と連携して、鉄道の代替としてバスによる輸送が円滑に実施

できるよう、関係機関との情報伝達や運行調整等を行う枠組みの構築を図るほか、徒歩帰宅者

への支援を行う。 

なお、具体的な対策については、国、府、市、事業者、関係機関が連携して検討を行い、帰

宅困難者支援のガイドラインを作成するなど、実効性のある帰宅困難者支援の仕組みづくりを

行う。 

 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-81 

第２ 駅周辺における滞留者の対策 

実施担当 危機管理室、西日本旅客鉄道㈱等、京阪電気鉄道㈱ 

    

第２ 駅周辺における滞留者の対策 

実施担当 危機管理室、西日本旅客鉄道㈱、京阪電気鉄道㈱ 

    

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-82 

第３ 代替輸送確保の仕組み（バス等） 

実施担当 危機管理室、西日本旅客鉄道㈱等、京阪電気鉄道㈱、京阪バス㈱ 

   

第３ 代替輸送確保の仕組み（バス等） 

実施担当 危機管理室、西日本旅客鉄道㈱、京阪電気鉄道㈱ 

   

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-82 

１．給油取扱所における帰宅困難者への支援 

(1) 一時休憩所として、飲料水、トイレ等の提供 

１．給油取扱所における帰宅困難者への支援 

(1) 一時休憩所として、水道水、トイレ等の提供 

 

災害予防対策編 

第２章 災害応急対

策・復旧対策への備え 

p.予防-82 

２．コンビニエンスストア・外食事業者による帰宅困難者への支援 

（略） 

市は、民間事業者等との連携のもと進めるこうした対策が十分に機能するためにも、府が

国・市・関西広域連合等と連携しながら進める簡易トイレ等の備蓄、帰宅経路の情報提供、

安全な歩行空間や休憩場所の確保等、徒歩帰宅を支援する環境整備等、ソフト・ハードにわ

たる取組みに協力する。 

２．コンビニエンスストア・外食事業者による帰宅困難者への支援 

（略） 

また、市は、民間事業者等との連携のもと進めるこうした対策が十分に機能するためにも、

府が国・市・関西連合等等と連携しながら進める簡易トイレ等の備蓄、帰宅経路の情報提供、

安全な歩行空間や休憩場所の確保等、徒歩帰宅を支援する環境整備等、ソフト・ハードにわ

たる取組みに協力する。 

 



[新旧]予防-23 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害予防対策編 

第３章 地域防災力

の向上 

p.予防-85 

第１ 防災知識の普及啓発 

市及び防災関係機関は、気候変動の影響や過去の災害の教訓、地震災害時のシミュレーション

結果等を示しながら、その危険性を周知するとともに、住民が平常時より災害に対する備えを心

がけ、災害時においては、自発的な防災活動を行うよう、教育機関のみならず、地域コミュニテ

ィにおける多様な主体の関わりの中で、地域の災害リスクや自分は災害に遭わないという思い込

み（正常性バイアス）等の必要な知識を教える実践的な防災教育や避難訓練を実施する。 

特に、被害の防止、軽減の観点から、住民に対して、「自らの命は自らが守る」という意識を

持ち自らの判断で、一人一人が確実に避難行動をとること及び早期避難の重要性を周知し、住

民の理解と協力を得るよう取り組む。 

また、防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（福祉事業者、団体等）の連携により、

避難行動要支援者に対する理解の促進を図る。 

併せて、災害発生後に、指定避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所等において、被災

者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならないよう、「暴力は許されない」意識の

普及、徹底を図る。 

第１ 防災知識の普及啓発 

市及び防災関係機関は、地震災害時のシミュレーション結果等を示しながら、その危険性

を周知するとともに、住民が平常時より災害に対する備えを心がけ、災害時においては、自発

的な防災活動を行うよう、教育機関のみならず、地域コミュニティにおける多様な主体の関

わりの中で防災に関する教育の普及推進を図る。 

特に、被害の防止、軽減の観点から、住民に対して、「自らの命は自らが守る」という意識を

持ち自らの判断で避難行動をとること及び早期避難の重要性を周知し、住民の理解と協力を得

るよう取り組む。 

また防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（福祉事業者、団体等）の連携により、避

難行動要支援者に対する理解の促進を図る。 

 

 

災害予防対策編 

第３章 地域防災力

の向上 

p.予防-85 

１．普及啓発の内容 

(1) 災害の知識 

（略） 

④ 過去の災害から得られた教訓の伝承 

⑤ 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、正常性バ

イアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な行動をとること 

⑥ 津波警報等の視覚的な伝達の実効性を高めるため、国が普及啓発を図る赤と白の格子模

様の旗（津波フラッグ）の周知 

⑦ 地域社会への貢献 

⑧ 応急対応、復旧・復興に関する知識 

１．普及啓発の内容 

(1) 災害の知識 

（略） 

④ 過去の災害から得られた教訓の伝承 

⑤ 地域社会への貢献 

⑥ 応急対応、復旧・復興に関する知識 

 

 

災害予防対策編 

第３章 地域防災力

の向上 

p.予防-86 

(2) 災害への備え 

① （略） 

② 非常持ち出し品（貴重品、避難用具、救急箱、非常食品、衛生用品等）の準備 

③ （略） 

④ 指定緊急避難場所・避難路・指定避難所（コンクリート屋内退避所を含む。）や安全な親

戚・知人宅、ホテル・旅館等の避難場所、家族との連絡体制（連絡方法や避難ルールの取

り決め等）の確認 

⑤～⑨ （略） 

⑩ 警報発表時や災害発生情報、高齢者等避難、避難指示といった避難情報（５段階の警戒

レベル）の発令時にとるべき行動 

⑪ 大阪府が発信する災害モード宣言の主旨と発信時にとるべき行動 

⑫ 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害発生時にとるべき行動、避難場

所や指定避難所での行動 

⑬ 自動車等へのこまめな満タン給油等 

(2) 災害への備え 

① （略） 

② 非常持ち出し品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

③ （略） 

④ 指定緊急避難場所・避難路・指定避難所（コンクリート屋内退避所を含む。）や、家族

との連絡体制（連絡方法や避難ルールの取り決め等）の確認 

⑤～⑨ （略） 

⑩ 警報発表時や災害発生情報、避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始

といった避難情報（５段階の警戒レベル）の発令時にとるべき行動 

⑪ 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害発生時にとるべき行動、避難場

所や指定避難所での行動 

 

災害予防対策編 

第３章 地域防災力

の向上 

p.予防-86 

(3) 災害時の行動 

①～② （略） 

③ 気象予警報や避難情報、５段階の計画レベルの意味 

④～⑨ （略） 

⑩  災害緊急事態が布告され、内閣総理大臣から物資の買占めの自粛等の協力要請があった

場合の協力 

⑪ 広域避難の実効性を確保するための通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

⑫ 家屋が被災した際、片付けや修理の前に家屋の内外の写真を撮影するなど生活の再建に

資する行動 

(3) 災害時の行動 

①～② （略） 

③ 気象予警報や避難指示等の意味 

④～⑨ （略） 

⑩  災害緊急事態が布告され、内閣総理大臣から物資の買占めの自粛等の協力要請があった

場合の協力 

 

 

災害予防対策編 

第３章 地域防災力

の向上 

p.予防-87 

第２ 学校防災教育 

実施担当 危機管理室、学校教育部、健やか部、消防本部、交野市消防団 

（略） 

また、市は、府と必要な情報を共有するなど互いに連携を図り、防災に関する講習会を開催

するなどして、学校における防災教育の充実を図る。特に、水害・土砂災害のリスクがある学

校においては、避難訓練と合わせた防災教育の実施に努める。 

第２ 学校防災教育 

実施担当 教育委員会、健やか部 

（略） 

また、府及び市は、必要な情報を共有するなど互いに連携を図り、防災に関する講習会を開

催するなどして、学校における防災教育の充実を図る。特に、水害・土砂災害のリスクがある

学校においては、避難訓練と合わせた防災教育の実施に努めるものとする。 

 



[新旧]予防-24 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害予防対策編 

第３章 地域防災力

の向上 

p.予防-88 

５．校内防災体制の確立 

学校は、児童・生徒の安全確保や災害被害の未然防止を目的として、毎年、防災計画を

作成するとともに、登下校時の対応を含め、適宜、危機等発生時対処要領（危機管理マニ

ュアル）等の見直しを行い、校内防災体制の確立に努める。 

５．校内防災体制の確立 

学校は、児童・生徒の安全確保や災害被害の未然防止を目的として、毎年、防災計画を

作成するとともに、適宜、危機等発生時対処要領（危機管理マニュアル）等の見直しを行

い、校内防災体制の確立に努める。 

 

災害予防対策編 

第３章 地域防災力

の向上 

p.予防-88 

７．消防団等が参画した防災教育 

市は、消防団が消防本部等と連携を図りつつ、小学校等において消防団員等が参画した

体験的・実践的な防災教育や訓練を行うことにより、市民の防災意識の高揚、災害時の対

応力を強化できるよう努める。 

７．消防団等による防災教育 

市は、消防団が消防本部等と連携を図りつつ、小学校等において防災教育や訓練を行う

ことにより、市民の防災意識の高揚、災害時の対応力を強化できるよう支援する。 

 

災害予防対策編 

第３章 地域防災力

の向上 

p.予防-89 

第１ 地区防災計画の策定等 

（略） 

市防災会議は、市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう、地区居住者等から提案を受

け、必要があると認めるときは、市地域防災計画に地区防災計画を定めることとし、策定にあた

っては、高齢者や障がい者、女性、ボランティア団体等、多様な主体の参画の促進に努める。 

また、内閣府は、地区レベルの避難体制の構築を重視した地区防災計画の作成を支援する手

引書の作成等、地区防災計画の役割について周知し、府は市の取組みを支援する。 

第１ 地区防災計画の策定等 

（略） 

市防災会議は、市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう、地区居住者等から提案を受

け、必要があると認めるときは、市地域防災計画に地区防災計画を定めることとし、策定にあた

っては、高齢者や障がい者、女性、ボランティア団体等、多様な主体の参画の促進に努める。 

 

 

災害予防対策編 

第３章 地域防災力

の向上 

p.予防-89 

第２ 自主防災組織の育成 

実施担当 危機管理室、福祉部、消防本部、交野市消防団、防災関係機関 

     

第２ 自主防災組織の育成 

実施担当 危機管理室、福祉部、消防本部、防災関係機関 

     

 

災害予防対策編 

第３章 地域防災力

の向上 

p.予防-93 

第３節 ボランティア活動環境の整備 

（略） 

さらに、市、府、日本赤十字社大阪府支部、大阪府社会福祉協議会、交野市社会福祉協議会、

ボランティア団体、ＮＰＯ及びその他ボランティア活動推進機関は、それぞれ連携するととも

に、災害中間支援組織（ボランティア団体・ＮＰＯ等の活動支援やこれらの異なる組織の活動

調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害時にボランティアが被災者のニーズに

応えて円滑に活動できるよう、必要な環境整備を図る。 

このほか、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、交野市社会福祉協議会等と

の役割分担等を定めておくよう努める。 

実施担当 福祉部、交野市社会福祉協議会、日本赤十字社（大阪府支部） 

    

第３節 ボランティア活動環境の整備 

（略） 

さらに、市、府、日本赤十字社大阪府支部、大阪府社会福祉協議会、交野市社会福祉協議会、

ボランティア団体、ＮＰＯ及びその他ボランティア活動推進機関は、それぞれ連携するととも

に、中間支援組織（ボランティア団体・ＮＰＯ等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整

を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害時にボランティアが被災者のニーズに応え

て円滑に活動できるよう、必要な環境整備を図る。 

実施担当 
福祉部、交野市社会福祉協議会、大阪府社会福祉協議会、日本赤十字社

大阪府支部 
 

 

災害予防対策編 

第３章 地域防災力

の向上 

p.予防-93 

４．情報共有会議の整備・強化 

市は、府、ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時の事前登録、ボランティア活動や

避難所運営等に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや調

整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提

供方策等について意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進する。 

４．情報共有会議の整備・強化 

府及び市は、NPO・ボランティア等の三者で連携し、平常時の事前登録、研修制度、災害時

における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点確

保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について意見交換を行う情報共有

会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進する。 

 

災害予防対策編 

第３章 地域防災力

の向上 

p.予防-95 

(2) 事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の実施 

（略） 

① 防災体制の整備 

② 従業員の安否確認体制の整備 

③ 必要な物資・資機材の備蓄や防災用品の整備 

④ 防災訓練 

⑤ 事業所の耐震化・耐浪化 

⑥ 損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保 

⑦ 予想被害からの復旧計画の策定 

⑧ 各計画の点検・見直し 

⑨ 燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応 

⑩ 取引先とのサプライチェーンの確保 

(2) 事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の実施 

（略） 

（新設） 

 



[新旧]予防-25 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害予防対策編 

第３章 地域防災力

の向上 

p.予防-95 

(3) その他 

（略） 

また、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害の拡大防

止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努める。 

豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときには、従業員等が屋外を移動すること

のないよう、また、避難を実施する場合における混雑・混乱等を防ぐため、テレワークの実

施、時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を講じるよう

努める。 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、施設毎の規定（介護保険法等）や、災害に対応

するための災害ごとの規定（水防法等）により、自然災害からの避難を含む計画を作成する。 

病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発災後72時

間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努める。 

(3) その他 

（略） 

また、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害の拡大防

止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努める。 

さらに、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、施設毎の規定（介護保険法等）や、災

害に対応するための災害ごとの規定（水防法等）により、自然災害からの避難を含む計画を

作成する。 

 

 

災害予防対策編 

第３章 地域防災力

の向上 

p.予防-96 

２．市 

市は、府と連携して、こうした事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定、事業継続マネジ

メント（ＢＣＭ）の実施や防災活動を促進するため、経済団体や企業防災活動を支援する団

体等との連携体制を構築し、広報・啓発や必要な情報提供等の支援に努めるとともに、研修

会の実施や必要な助言を行うほか、事業者による従業員の防災意識の高揚を図る取組みを支

援する。 

２．府及び市 

府及び市は、こうした事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定、事業継続マネジメント（Ｂ

ＣＭ）の実施や防災活動を促進するため、経済団体や企業防災活動を支援する団体等との連

携体制を構築し、広報・啓発や必要な情報提供等の支援に努めるとともに、研修会の実施や

必要な助言を行うほか、事業者による従業員の防災意識の高揚を図る取組みを支援する。 

 

 





[新旧]地震応急-1 

地震災害応急対策編 
ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-1 

１．災害警戒本部の設置 

(1) 設置基準 

① 市域で震度４を観測したとき 

② 東海地震予知情報が発表されたとき 

③ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたとき 

④ 市内で災害が発生するおそれがあるとき 

⑤ その他、副市長が必要と認めたとき 

１．災害警戒本部の設置 

(1) 設置基準 

① 市域で震度４を観測したとき 

② 東海地震予知情報が発表されたとき 

（新設） 

③ 市内で災害が発生するおそれがあるとき 

④ その他副市長が必要と認めたとき 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-1 

２．災害対策本部の設置 

市長は、次の設置基準に該当する場合、災害対策本部を設置する。 

なお、市長が災害対策本部長の任務にあたり、市長が不在等の場合は、副市長、教育長、

水道事業管理者の順位で代行する。 

２．災害対策本部の設置 

市長は、次の設置基準に該当する場合、災害対策本部を設置する。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-2 

災害対策本部（警戒本部）の組織・業務一覧表 

各 部 班 に 

共通の業務 

１．所管施設の初期被害把握に関すること 

２～７．（略） 

     

災害対策本部（警戒本部）の組織・業務一覧表 

各 部 班 に 

共通の業務 

１．所管施設の被害調査、応急対策に関すること 

２～７．（略） 

   

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-2 

 

部 本部員 
担当班等 

（担当室・課等） 
事  務  分  掌 

本部 

指揮部 
危機管理室長 

本部事務局 

（危機管理室） 

１～６．（略） 

７．避難指示等の発令に関すること 

８．災害見舞金及び災害弔慰金の支給に関

すること 

９．被災者生活再建支援金に関すること 

10．緊急通行車両の届出に関すること 

11．災害時用井戸の運用管理に関すること 

12．人命の捜索に関すること 

    

 

部 班 係 主担当 業  務  分  掌 

本部 

指揮部 
本部事務局 危機管理室 

１～６．（略） 

７．避難勧告等の発令に関すること 

８．災害見舞金及び弔慰金の支給に関すること 

９．被災者生活再建支援金に関すること 

 

 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-2 

 

情報 

総括部 
企画財政部長 

情報総括班 

（秘書政策課） 

（財務課） 

（情報マーケティング課） 

１．災害情報の収集・集約に関すること 

２．コールセンターの設置・運営に関する

こと 

３．広報活動に関すること 

４．報道機関との連絡調整に関すること 

５．災害状況の記録に関すること 

６．基幹系・情報系システムの維持に関す

ること 

７．災害対策関係予算その他財務に関する

こと 

８．本部長・副本部長の秘書に関すること 

９．災害視察団等の受入れに関すること 

10．物資部の応援に関すること 

      

 

本部 

指揮部 

総
括
班 

被害情報

担当 

総務部 

（地域振興課）① 
(人権と暮らし

の相談課）① 

１．災害情報の収集・集約に関すること 

２．コールセンターの設置・運営に関すること 

情報ｼｽﾃﾑ

担当 

企画財政部 

（情報政策課）② 

１．基幹系・情報系システムの維持に関すること 

秘書担当 
企画財政部 

（秘書課） 

１．本部長・副本部長の秘書に関すること 

２．災害視察団等の受入れに関すること 

広報担当 
企画財政部 

（情報政策課）① 

１．広報活動に関すること 

２．報道機関との連絡調整に関すること 

３．災害状況の記録に関すること 

      

 



[新旧]地震応急-2 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-2 

 

総務部 
総務部長 

 

人事班 

（人事課） 

１．職員の配備に関すること 

２．職員の参集状況の把握に関すること 

３．他機関の職員の受入に関すること 

４．職員の給与及び給食に関すること 

総務班 

（総務課） 

（地域振興課） 

（人権と暮らしの相談

課） 

 

１．庁舎の保全に関すること 

２．電話回線の確保に関すること 

３．義援金の保管・配分に関すること 

４．地区との連絡調整に関すること 

５．被災者相談窓口の運営に関すること 

６．日用品等の流通、物価の安定監視に関

すること 

７．物資部の応援に関すること 

８. 避難対策部の応援に関すること 
 

 

本部 

指揮部 
受援班 

総務部 

（人事課）① 

１．職員の配備に関すること 

２．職員の参集状況の把握に関すること 

３．他機関の職員の受入に関すること 

総務部 総務班 

総務部 

（総務課） 

（人事課）② 

（地域振興課）② 

(人権と暮らしの

相談課）② 

（財産管理室）② 

企画財政部 

（政策企画課） 

（財務課） 

市民部 

（税務室）② 

１．災害対策関係予算その他財務に関すること 

２．車両と燃料の確保に関すること 

３．緊急通行車両の届出に関すること 

４．庁舎の保全及び通信手段の確保に関すること 

５．職員の給与及び給食に関すること 

６．被害家屋認定調査及びり災証明に関すること 

７．義援金の保管・配分に関すること 

８．地区との連絡調整に関すること 

９．被災者相談窓口の運営に関すること 

10．日用品等の流通、物価の安定監視に関すること 

11. 本部指揮部の応援に関すること 

     

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-3 

 

物資部 財産管理室長 

物資班 

（財産管理室）① 

１．車両と燃料の確保に関すること 

２．生活必需品等の調達、避難所等への供

給に関すること 

３．救援物資の受付、仕分け、避難所等へ

の供給に関すること 

４．臨時ヘリポートの開設後の管理に関す

ること 

    

 

市民部 物資班 

市民部 

（市民課） 

（医療保険課） 

１．生活必需品等の調達、避難所等への供給に関

すること 

２．救援物資の受付、仕分け、避難所等への供給

に関すること 

３．臨時ヘリポートの開設後の管理に関すること 

      

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-3 

 

市民部 市民部長 

市民班 

（市民課）② 

（税務室） 

１．被害家屋認定調査に関すること 

２．り災証明の発行に関すること 

３．遺体の埋火葬に関すること 

４．避難対策部の応援に関すること 

    

 

市民部 物資班 

市民部 

（市民課） 

（医療保険課） 

４．遺体の埋火葬に関すること 

 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-3 

 

健やか部 健やか部長 

医療衛生班 

（健康増進課) 

（子育て支援課） 

（新型コロナウイルス

ワクチン接種対策推

進室） 

１．交野市医師会との連絡調整に関するこ

と 

２．交野市歯科医師会との連絡調整に関す

ること 

３．北河内薬剤師会との連絡調整に関する

こと 

４．四條畷保健所との連絡調整に関するこ

と 

５．医療活動に関すること 

６．医薬品、医療資器材等の調達、救護所

等への供給に関すること 

７．感染症対策・保健衛生に関すること 

園児対策班 

（こども園課） 

（児童発達支援センター） 

（あさひ認定こども園） 

（くらやま認定こども園） 

１．市立園の在園児及び通園児の安否確

認・安全確保に関すること 

２．民間幼保施設の確認に関すること 

    

 

医療 

救護部 
医療救護班 

健やか部 

（健康増進課) 
（子育て支援課） 

（児童発達支援セン

ター） 

（新型コロナワクチ

ン接種対策室） 

１．医療助産活動に関すること 

２．大阪府四條畷保健所、交野市医師会及び医療

関係機関との連絡調整に関すること 

３．医薬品、医療資器材等の調達、救護所等への

供給に関すること 

４．防疫（検病等）・保健衛生に関すること 
 

 



[新旧]地震応急-3 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-3 

 

福祉部 福祉部長 

福祉班 

（福祉総務課） 

（生活福祉課） 

（障がい福祉課） 

（高齢介護課） 

１．避難行動要支援者に関すること 

２．遺体の安置等に関すること 

３．義援金の受付に関すること 

４．災害ボランティアセンターに関すること 

５．福祉施設の確認に関すること 

６．福祉避難所の開設・運営に関すること 

７．日本赤十字社との連絡調整に関するこ

と 

   

 

福祉部 福祉班 

福祉部 

（福祉総務課） 

（生活福祉課） 

（障がい福祉課） 

（高齢介護課） 

１．避難行動要支援者の安否確認、避難支援、福

祉サービスに関すること 

２．遺体の安置等に関すること 

３．義援金の受付に関すること 

４．災害ボランティアセンターとの連絡調整に関する

こと 
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第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-3 

 

環境部 環境部長 

廃棄物処理班 

（環境総務課） 

（環境事業課） 

（乙辺浄化センター） 

１．し尿及びごみの収集処理に関すること 

２．し尿汲み取り業者及びごみ収集業者へ

の協力要請並びに指導監督に関するこ

と 

３．仮設トイレの設置に関すること 

４．災害廃棄物等の処理に関すること 

環境衛生班 

（環境衛生課） 

１．動物の保護等に関すること 

２．防疫（消毒、鼠・害虫の駆除等）に関

すること 

３．山地災害危険地区の把握に関すること 

     

 

環境部 環境班 

環境部 

（環境衛生課） 

（環境総務課） 

（環境事業課） 
（乙辺浄化センター） 

１．し尿及びごみの収集処理に関すること 

２．し尿汲み取り業者及びごみ収集業者への協力

要請並びに指導監督に関すること 

３．し尿処理施設の被害調査、応急対策に関する

こと 

４．災害廃棄物等の処理に関すること 

５．動物の保護等に関すること 

６．防疫（消毒、鼠・昆虫の駆除等）に関すること 

７．行方不明者の捜索に関すること 

８．山地災害危険地区の把握に関すること 
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動 

p.地震応急-3 

 

建築物 

対策部 
都市計画部長 

建築物対策班 

（都市まちづくり課） 

（開発調整課） 

（財産管理室）② 

（まなび舎整備課）① 

１．指定避難所の被害実態調査、応急対策

に関すること 

２．公共施設の被害実態調査、応急対策に

関すること 

３．既存住宅地及び家屋の被害実態調査、

応急対策に関すること 

４．建築物及び宅地の応急危険度判定に関

すること 

５．応急仮設住宅等に関すること 

６．宅地の防災パトロールに関すること 

７．市営住宅の被害実態調査、応急対策に

関すること 

    

 

住宅 

対策部 
住宅対策班 

都市計画部 

（都市計画課） 

（開発調整課） 
（まちづくり推進室） 

総務部 
（財産管理室）③ 

１．宅地の防災パトロールに関すること 

２．既存住宅地及び家屋の被害調査、応急対策に

関すること 

３．建築物及び宅地の応急危険度判定に関すること 

４．応急仮設住宅等に関すること 

５．市営住宅の被害調査、応急対策に関すること 
 

 



[新旧]地震応急-4 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-4 

 

インフラ 

対策部 
都市整備部長 

インフラ対策班 

（道路河川課） 

（緑地公園課） 

（下水道課） 

（農政課） 

 

１．水防活動に関すること 

２．災害危険個所のパトロールに関するこ

と 

３．道路・橋梁等の被害調査、応急対策に

関すること 

４．公園施設及び街路樹の被害調査、応急

対策に関すること 

５．道路の交通規制に関すること 

６．道路上のがれき除去に関すること 

７．河川・水路の被害調査、応急対策に関す

ること 

８．下水道施設の被害調査、応急対策に関

すること 

９．ため池の被害調査、応急対策に関する

こと 

10．農地、農作物等の応急対策に関するこ

と 

    

 

応急 

対策部 
応急対策班 

都市整備部 

（道路河川課） 

（緑地公園課） 

（下水道課） 

（農政課） 

 

 

１．水防活動に関すること 

２．災害危険個所のパトロールに関すること 

３．道路・橋梁等の被害調査、応急対策に関する

こと 

４．公園施設及び街路樹の被害調査、応急対策に

関すること 

５．道路の交通規制に関すること 

６．道路上のがれき除去に関すること 

７．河川・水路の被害調査、応急対策に関すること 

８．下水道施設の被害調査、応急対策に関すること 

９．ため池の被害調査、応急対策に関すること 

10．農地、農作物等の応急対策に関すること 
 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 
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教育部 教育次長 

児童・生徒対策班 

（教育総務室） 

（指導課） 

１．児童及び生徒の安否確認・安全確保に

関すること 

２．学用品の調達及び支給に関すること 

３．応急教育体制及び施設の確保に関する

こと 

給食班 

（学校給食センター） 

１．食料、炊き出し資器材等の調達、避難

所等への供給に関すること 
 

 

教育 

委員会 

施設班 

教育委員会事務局 

健やか部 

（こども園課） 

（各認定こども園） 

１．学校施設の被害調査、応急対策に関すること 

２．文化財の被害調査、応急対策に関すること 

３．幼保施設の被害調査、応急対策に関すること 

４．社会施設の被害調査、応急対策に関すること 

就学班 

１．応急教育（幼児・児童・生徒）に関すること 

２．被災幼児・児童・生徒の調査、学用品の調達

及び支給に関すること 

３．応急教育施設の確保に関すること 

給食班 

１．食料、炊き出し資器材等の調達、避難所等へ

の供給に関すること 

２．給食施設の被害調査、応急対策に関すること 
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第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-4 

 

避難 

対策部 
学校教育部長 

避難対策班 

（市民課）① 

（医療保険課） 

（社会教育課） 

（青少年育成課） 

（図書館） 

（学務保健課） 

（まなび未来課）② 

（行政委員会） 

（会計室） 

１．避難所の開設・運営に関すること 

 

 

避難 

対策部 

地域施設班 

総務部 

（財産管理室）① 

市民部 

（税務室）① 

会計室 

行政委員会事務局 

教育委員会事務局 

健やか部 

（こども園課） 
（各認定こども園） 

１．避難所の安全確認、開設・運営に関すること 

（地域施設） 

郡津公民館、交野会館、倉治公民館、星田会館、

寺会館、 

私部会館、私市会館、森区民ホール 

（社会教育施設） 

青年の家、星田西体育施設、総合体育施設 

（小・中学校） 

星田小学校、郡津小学校、岩船小学校、倉治小

学校、妙見坂小学校、交野みらい小学校、旭小

学校、藤が尾小学校、私市小学校 

第一中学校、第二中学校、第三中学校、第四中学校 

２．災害時用井戸の運用管理に関すること 

小中学校・社

会教育施設班 
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動 

p.地震応急-4 

 

議会 

事務局 
議会事務局長 

議会班 

（議会事務局） 

１．市議会との連絡調整及び情報処理に関

すること 

２．避難対策部の応援に関すること 

    

 

議会 

事務局 
議会班 議会事務局 

１．市議会との連絡調整及び情報処理に関すること 

２．本部指揮部の応援に関すること 
 

 



[新旧]地震応急-5 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-4 

 

消防本部 消防長 

消防班 

（消防本部） 

（消防団） 

１．火災、救急、救助等災害対応に関する

こと 

２．広域応援に関すること 

３．危険物等の措置に関すること 

４．避難誘導に関すること 

５．水防活動に関すること 

６．消防関係機関との連絡調整に関すること 

    

 

消防本

部 
消防班 

消防本部 

消防団 

１．火災、救急、救助等災害対応に関すること 

２．広域応援に関すること 

３．危険物等の措置に関すること 

４．避難誘導に関すること 

５．水防活動に関すること 

６．消防関係機関との連絡 
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第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-4 

 

水道局 水道局長 
水道班 

（水道局） 

１．応急給水に関すること 

２．水道施設の被害調査、応急対策に関す

ること 

３．取水井や浄水場の管理及び原水・浄水

の確保に関すること 

４．水質管理に関すること 

５．広域給水応援の受入れ調整に関するこ

と 

※番号に□囲いのある業務は、災害警戒本部の対応業務 

※①②の番号のある部局については、①を優先業務とする 

 

水道局 給水班 水道局 

１．応急給水に関すること 

２．水道施設の被害調査、応急対策に関すること 

３．広報活動に関すること 

４．取水井や浄水場の管理及び原水・浄水の確保

に関すること 

５．水質管理に関すること 

６．広域給水応援の受入れ調整に関すること 

※番号に  囲いのある業務は、災害警戒本部の対応業務 

※①②③の番号のある部局については、①、次に②を優先業務とする 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-5 

３．現地対策本部の設置 

市長は、市域内に大規模な災害が発生した場合には、現地対策本部を設置する。 

(1)～(2)（略） 

(3) 組織、事務分掌 

３．現地対策本部の設置 

市長は、市域内に大規模な災害が発生した場合には、総合体育施設に現地対策本部を設置

する。 

(1)～(2)（略） 

(3) 組織、業務分掌 
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 ② 組織体制 

部 班 主担当 事  務  分  掌 

現地対

策本部 

現地対策本部

総括班 

物資班 

（財産管理室） 

避難対策班 

（市民課） 

（医療保険課） 

（社会教育課） 

（青少年育成課） 

（図書館） 

（まなび舎整備課） 

（学務保健課） 

（まなび未来課） 

（行政委員会） 

（会計室） 

１．現地対策本部の運営に関すること 

２．物資の管理・受け入れに関すること 

３．避難所運営の統括に関すること 

４．臨時ヘリポートの開設・管理に関する

こと 

物資班 

１．生活必需品等の調達、避難所等への供

給に関すること 

２．救援物資の受付、仕分け、避難所等へ

の供給に関すること 

避難対策班 １．避難所の開設・運営に関すること 

    

 ② 組織体制 

部 班 主担当 業  務  分  掌 

現地対

策本部 

現地対策本部

総括班 

市民部 

（市民課） 

（医療保険課） 

（税務室） 

総務部 

（財産管理室） 

会計室 

行政委員会事務局 

教育委員会事務局 

健やか部 

（こども園課） 

（各認定こども園） 

１．現地対策本部の運営に関すること 

２．物資の管理・受け入れに関すること 

３．避難所運営の統括に関すること 

４．臨時ヘリポートの開設に関すること 

物資班 

１．生活必需品等の調達、避難所等への供

給に関すること 

２．救援物資の受付、仕分け、避難所等へ

の供給に関すること 

避難所対策班 

１．避難所の安全確認、開設・運営に関す

ること 

２．災害時用井戸の運用管理に関すること 

     

 



[新旧]地震応急-6 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-6 

１．配備時期 

（略） 

体  制 配  備  時  期 

１号配備 

① 市域において震度４を観測したとき（自動配備） 

② 小規模な災害が発生したとき、又はそのおそれがあるとき 

③ その他、市長が必要と認めたとき 

２号配備 

① 市域で震度５弱を観測したとき（自動配備） 

② 中規模な災害が発生したとき、又はそのおそれがあるとき 

③ その他、市長が必要と認めたとき 

３号配備 

① 市域で震度５強を観測したとき（自動配備） 

② 大規模な災害が発生したとき、又はそのおそれがあるとき 

③ その他、市長が必要と認めたとき 

    

１．配備時期 

（略） 

(1) １号配備 

① 市域において震度４を観測したとき（自動配備） 

② 小規模な災害が発生したとき又はそのおそれがあるとき 

③ その他市長が必要と認めたとき 

(2) ２号配備 

① 市域で震度５弱を観測したとき（自動配備） 

② 中規模な災害が発生したとき又はそのおそれがあるとき 

③ その他市長が必要と認めたとき 

(3) ３号配備 

① 市域で震度５強を観測したとき（自動配備） 

② 大規模な災害が発生したとき又はそのおそれがあるとき 

③ その他市長が必要と認めたとき 
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２．勤務時間内における連絡体制 

(1) 危機管理室長は、市域において震度４以上を観測した場合は、速やかに市長、副市長及び

関係部長等に連絡するとともに、庁内放送、メール、チャットツール等を通じて職員に動員

配備体制について伝達する。 

２．勤務時間内における連絡体制 

(1) 危機管理室長は、市域において震度４以上を観測した場合は、速やかに市長、副市長及び

関係部長等に連絡するとともに、庁内放送等を通じて職員に動員配備体制について伝達す

る。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-6 

第３ 防災関係機関の組織動員体制 

防災関係機関は、災害の規模に応じ、災害対策本部を設置するとともに、災害時における各

機関の防災関係事務又は業務を迅速かつ的確に実施できるよう動員配備を行う。 

なお、府は、勤務時間外に、本市において震度５弱以上を観測した場合には、市庁舎に緊急

防災推進員を配備する。 

第３ 防災関係機関の組織動員体制 

防災関係機関は、災害の規模に応じ、災害対策本部を設置するとともに、災害時における各

機関の防災関係事務又は業務を迅速かつ的確に実施できるよう動員配備を行う。 

 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-7 

第２節 災害情報の収集伝達 

市及び防災関係機関は、地震発生後、相互に連携協力し、直ちに地震情報、被害状況の把握

及び応急対策実施のための情報収集並びに伝達活動を行う。 

第２節 災害情報の収集伝達 

市及び防災関係機関は、地震発生後、相互に連携協力し、直ちに被害状況の把握及び応急対

策実施のための情報収集並びに伝達活動を行う。 
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動 

p.地震応急-7 

第１ 警報・注意報等の伝達 

実施担当 本部事務局、情報総括班、大阪管区気象台、防災関係機関 

     

第１ 警報・注意報等の伝達 

実施担当 総括班、防災関係機関 
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(1) 地震情報 

情報の種類 発表基準 内  容 

震度速報 ・震度３以上 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観測

した地域名（全国を188地域に区分）と地

震の揺れの検知時刻を速報。 

震源に 

関する情報 

・震度３以上 

（大津波警報、津波警報又

は津波注意報を発表した

場合は発表しない） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグ

ニチュード）に、「津波の心配がない」、又

は「若干の海面変動があるかもしれないが

被害の心配はない」旨を付加して発表。 

（略） 

注１ 気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文では、「震源・震度に関する情報」と「各地

の震度に関する情報」は、まとめた形の一つの情報で発表している。 

(1) 地震情報 

情報の種類 発表基準 内     容 

震度速報 ・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を

観測した地域名（全国を188地域に区

分）と地震の揺れの検知時刻を速報。 

震源に関する

情報 

・震度３以上（大津波警報、

津波警報または津波注意報

を発表した場合は発表しな

い） 

地震の発生場所（震源）やその規模

（マグニチュード）に「津波の心配な

し」、又は「若干の海面変動があるか

もしれないが被害の心配はない」旨

を付加して発表。 

（略） 

注１ 大阪管区気象台は、応急活動を支援するため、地震活動の状況や被災地を対象とし

た詳細な気象情報等の提供に努める。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-8 

(2)  緊急地震速報 

① 発表等 

（略） 

なお、震度６弱以上または長周期地震動階級４の大きさの地震動を予想した緊急地震

速報（警報）は、「特別警報」に位置づけられる。 

(2)  緊急地震速報 

① 発表等 

（略） 

なお、震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、地震動特別警報に位

置づけられる。 

 



[新旧]地震応急-7 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-10 

２．情報等の関係機関への伝達経路 

 

２．情報等の関係機関への伝達経路 

 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-11 

第２ 住民への周知 

実施担当 本部事務局、情報総括班、大阪府 

(1) （略） 

(2) 市は、防災行政無線（戸別受信機を含む）、広報車、警鐘等を利用し、又は状況に応じて

自主防災組織等の住民組織と連携して、住民、要配慮者施設の施設管理者等に対して予警報

を伝達するとともに、必要に応じて予想される事態とそれに対してとるべき措置について周

知する。 

第２ 住民への周知 

実施担当 総括班 

(1) （略） 

(2) 市は、市地域防災計画に基づき、防災行政無線（戸別受信機を含む）、広報車、警鐘等を

利用し、又は状況に応じて自主防災組織等の住民組織と連携して、住民、要配慮者施設の施

設管理者等に対して予警報を伝達するとともに、必要に応じて予想される事態とそれに対し

てとるべき措置について周知する。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-11 

第３ 巡視・点検活動 

実施担当 インフラ対策班、消防班、ため池管理者 

    

第３ 巡視・点検活動 

実施担当 応急対策班、消防班 

    

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-11 

第４ 異常現象発見時の通報 

実施担当 本部事務局、大阪府警察本部（交野警察署） 

     

第４ 異常現象発見時の通報 

実施担当 本部事務局、交野警察署 

     

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-11 

第５ ライフライン・交通等警戒活動 

実施担当 

水道班、インフラ対策班、関西電力㈱、関西電力送配電㈱、大阪ガス

㈱、大阪ガスネットワーク㈱、西日本電信電話㈱等、ＫＤＤＩ㈱（関

西総支社）、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱、日本放送協会、民間

放送事業者、西日本旅客鉄道㈱、京阪電気鉄道㈱、京阪バス㈱、近畿

地方整備局、大阪府、西日本高速道路㈱（関西支社） 

    

第５ ライフライン・交通等警戒活動 

実施担当 

給水班、応急対策班、関西電力送配電㈱、大阪ガス㈱、西日本電信電

話㈱、ＮＴＴコミュニケーションズ㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ

㈱、ソフトバンク㈱、日本放送協会、民間放送事業者、西日本旅客鉄

道㈱、京阪電気鉄道㈱、大阪国道事務所、枚方土木事務所、西日本高

速道路㈱ 

    

 

   

消防署等

大阪府危機管理室 市町村・消防機関

府水防関係各課・出先機関

近畿地方整備局 各河川事務所・国道事務所

近畿管区警察局
交　　番

大阪府警察本部 警　　察　　署 駐在所

陸上自衛隊中部方面総監部

陸上自衛隊第３師団

関係市町
（NTTマーケティングアクト大阪１０４センタ）

関西電力㈱

日本放送協会大阪放送局

放送事業者

報道各社

近畿運輸局
日本貨物鉄道㈱等

私　鉄　各　社

新関西国際空港㈱

大阪海上保安監部 船　舶
関西空港海上保安航空基地

大阪市関係各機関

（注）　１

　　　　２

　　　　４

　　　　６ 報道各社とは、朝日新聞大阪本社、日本経済新聞大阪本社、読売新聞大阪本社、産業経済新聞大阪本社、共同通信社、毎日新聞大阪本社
の6社である。

　　　　７ 私鉄各社とは、近畿日本鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社、北
大阪急行電鉄株式会社、大阪府都市開発株式会社（泉北高速鉄道）、能勢電鉄株式会社、大阪高速鉄道株式会社、大阪港トランスポートシス
テムの10社である。

☆印は、津波警報、同解除（津波注意報）の場合のみ。☆☆印は、津波警報、津波注意報のみ。

　　　　３
関係市町とは、大阪市、堺市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町の12市町である。

津波警報受領時は、緊急警報信号を発信し、その内容を放送する。

　　　　５ 放送事業者とは、朝日放送株式会社、株式会社毎日放送、読売テレビ放送株式会社、関西テレビ放送株式会社、株式会社エフエム大阪の５
社である。

水防事務組合

大阪府水防本部

☆西日本電信電話㈱または東日本電信電話㈱

西日本旅客鉄道㈱新大阪総合指令所

　　第 五 管 区 海 上
    保    安    本   部

太線は、気象業務法に規定される伝達経路を示す。

府関係出先機関等
（府防災行政無線
一斉通信伝達機関

住
民
・
そ
の
他

海上保安署

注４､５

注７

別途FAXによる
水 防 連 絡

注６

注３

注４

大

阪

管

区

気

象

台

神戸

地方

気象
台

☆☆

私鉄各社とは、近畿日本鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社、北
大阪急行電鉄株式会社、泉北高速鉄道株式会社、能勢電鉄株式会社、大阪高速鉄道株式会社、大阪港トランスポートシステムの 10 社で
ある。 



[新旧]地震応急-8 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-12 

１．ライフライン事業者 

(1) （略） 

(2) 電力（関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社） 

（略） 

(3) ガス（大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社） 

（略） 

(4) 電気通信（西日本電信電話株式会社等、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、ソフトバンク

株式会社、楽天モバイル株式会社） 

１．ライフライン事業者 

(1) （略） 

(2) 電力（関西電力送配電株式会社） 

（略） 

(3) ガス（大阪ガス株式会社） 

（略） 

(4) 電気通信（西日本電信電話株式会社等、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、ソフトバンク

株式会社） 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-12 

３．交通施設管理者 

（略） 

(2) 道路施設（市、近畿地方整備局、府、京阪バス㈱、西日本高速道路株式会社（関西支社）） 

３．交通施設管理者 

（略） 

(2) 道路施設（市、近畿地方整備局、府、西日本高速道路株式会社） 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-13 

第６ 情報収集伝達経路 

市及び防災関係機関は、自ら管理する施設の初期被害把握を行い、情報伝達するとともに、

協力して被害情報等の共有を図る。 

第６ 情報収集伝達経路 

市及び防災関係機関は、自ら管理する施設の被害情報を収集伝達するとともに、協力して被

害情報等の共有を図る。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-13 

 

調査項目 調査担当 府への伝達系統 

人的・住家被害関係 
医療衛生班、福祉班、消防

班、建築物対策班 

調査担当→市本部事務局→府危

機管理室 

危険物施設関係 消防班 

各調査担当→府危機管理室 

ライフライン関係 

関西電力㈱、関西電力送配

電㈱、大阪ガス㈱、大阪ガ

スネットワーク㈱、西日本

電信電話㈱ 

鉄道関係 
西日本旅客鉄道㈱、京阪電

気鉄道㈱ 

高圧ガス等施設関係 消防班 

教育関係 各施設管理者 各調査担当→府教育庁 

社会福祉施設等関係 
福祉班、社会福祉施設の管

理者 
各調査担当→府福祉部 

医療関係 医療衛生班、各医療機関 

調査担当→府健康医療部 毒劇物施設関係 消防班 

水道関係 水道班 

農地・ため池関係 インフラ対策班 

各調査担当→府環境農林水産部 山地災害関係 環境衛生班 

ごみ処理施設関係 廃棄物処理班 

道路・橋梁関係 インフラ対策班 

各調査担当→府都市整備部 

河川関係 インフラ対策班 

砂防・がけ崩れ関係 インフラ対策班 

下水道関係 インフラ対策班 

公園関係 インフラ対策班 

公共住宅･宅地造成

地･災害危険区域関係 

建築物対策班、インフラ対

策班 
調査担当→府都市整備部 

文化財関係 各施設管理者 
調査担当→市社会教育課文化財

係→府教育庁 

救出・救助関係 交野警察署 調査担当→府警察本部 

    

 

調査項目 調査担当 府への伝達系統 

人的・住家被害関係 医療救護班、福祉班、消防班、

住宅対策班 

調査担当→市本部事務局→

府危機管理室 

危険物施設関係 消防班 

各調査担当→府危機管理室 

ライフライン関係 関西電力送配電㈱、大阪ガス

㈱、西日本電信電話㈱ 

鉄道関係 西日本旅客鉄道㈱、京阪電気鉄

道㈱ 

高圧ガス等施設関係 消防班 

教育関係 各私立学校 各調査担当→府教育庁 

社会福祉施設等関係 福祉班、社会福祉施設の管理者 各調査担当→府福祉部 

医療関係 医療救護班、各医療機関 

調査担当→府健康医療部 毒劇物施設関係 消防班 

水道関係 給水班 

農地・ため池関係 応急対策班 
各調査担当→府環境農林水

産部 
山地災害関係 環境班 

ごみ処理施設関係 環境班 

道路・橋梁関係 応急対策班 

各調査担当→府都市整備部 

河川関係 応急対策班 

砂防・がけ崩れ関係 応急対策班 

下水道関係 応急対策班 

公園関係 応急対策班 

公共住宅･宅地造成

地･災害危険区域関係 
住宅対策班、応急対策班 調査担当→府住宅まちづく

り部、都市整備部 

教育・文化財関係 施設班 調査担当→府教育庁 

救出・救助関係 交野警察署 調査担当→府警察本部 
 

 



[新旧]地震応急-9 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-14 

第７ 市における情報収集 

実施担当 本部事務局、情報総括班 

（略） 

特に、人的被害の数（死者・行方不明者数）については、府が一元的に集約、調整を行い、

必要に応じて市と連携の上、安否不明者の氏名等を公表し、速やかな安否不明者の絞り込みを

行うため、市は、その情報を府に報告する。 

また、市は、人的被害の数について広報を行う際には、府等と密接に連携しながら適切に行

うほか、必要に応じ、収集した被災現場の画像・映像情報（無人航空機（ドローン等）による

映像を含む。）を災害対策本部を通して防災関係機関との共有を図る。 

第７ 市における情報収集 

実施担当 本部事務局、総括班 

（略） 

特に、人的被害の数（死者・行方不明者数）については、府が一元的に集約、調整を行うた

め、その情報を府に報告する。また、人的被害の数について広報を行う際には、府等と密接に

連携しながら適切に行うほか、必要に応じ、収集した被災現場の画像情報を災害対策本部を通

して防災関係機関との共有を図る。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-14 

１．被害情報の把握 

市は、次の情報により、被害地域や被害規模、安否不明者の把握等に努めるとともに、府・

国をはじめ関係機関へ速やかに伝達を行う。 

１．被害情報の把握 

市は、次の情報により、被害地域や被害規模の把握等に努めるとともに、府・国をはじめ

関係機関へ速やかに伝達を行う。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-14 

２．府及び国への報告 

被害状況等の報告は、災害対策基本法第53条第１項並びに消防組織法第40条に基づく災害

報告取扱要領（昭和45年４月10日付消防防第246号）及び火災・災害即報要領（昭和59年10月

15日付消防防第267号）により、基本的に府に対して行う（府に報告できない場合は、内閣総

理大臣に対して行う。）。 

但し、地震が発生し、市内で震度５強以上の震度を観測したときは、被害の有無を問わず、

直接消防庁に報告することとし、応急措置が完了した後は、速やかに府に災害確定報告を行

う。 

なお、府への報告は、原則として府防災情報システムによるが、システムが使用できない

場合には、府防災行政無線、電話及びファクシミリ等の手段による。 

また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明し

た場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象

外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に連絡する。 

２．府及び国への報告 

被害状況等の報告は、災害対策基本法第53条第１項並びに消防組織法第40条に基づく災害

報告取扱要領（昭和45年４月10日付消防防第246号）及び火災・災害即報要領（昭和59年10月

15日付消防防第267号）により、基本的に府に対して行う。 

また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明し

た場合には、当該登録地の市町村又は都道府県に連絡する。 

 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-15 

第８ 通信手段の確保 

１．市及び防災関係機関は、災害発生後直ちに無線通信機能の点検を行うとともに、支障が生

じた施設設備の復旧を行う。また、携帯電話、衛星通信等の移動通信回線も活用し緊急情報

連絡用の通信手段の確保に努める。特に孤立地域の通信手段の確保については、特段の配慮

を行う。 

２．電気通信事業者は、速やかに通信障害の状況やその原因、通信施設の被害や復旧の状況等

を関係機関に共有するとともに、応急復旧のために通信用機材等の運搬や道路被災状況等の

情報共有が必要な場合は、総務省を通じて非常対策本部や被災地方公共団体に協力を要請す

る。 

３．西日本電信電話株式会社等は、電気通信設備が被災した場合、防災関係機関等の加入電話

の疎通確保、緊急に復旧を要する市外電話回線の復旧等を優先して速やかに実施する。 

第８ 通信手段の確保 

１．市及び防災関係機関は、災害発生後直ちに無線通信機能の点検を行うとともに、支障が生

じた施設設備の復旧を行うこととする。また、携帯電話、衛星通信等の移動通信回線も活用

し緊急情報連絡用の通信手段の確保に努める。特に孤立地域の通信手段の確保については、

特段の配慮を行う。 

２．電気通信事業者は、応急復旧のために通信用機材等の運搬や道路被災状況等の情報共有が

必要な場合は、総務省を通じて非常対策本部や被災地方公共団体に協力を要請する。 

３．西日本電信電話株式会社（大阪支店）は、電気通信設備が被災した場合、防災関係機関等

の加入電話の疎通確保、緊急に復旧を要する市外電話回線の復旧等を優先して速やかに実施

する。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-16 

第３節 災害広報 

市及び防災関係機関は、相互に協議・調整し、住民をはじめ、出勤及び帰宅困難者、訪日外

国人を含む観光客に対し、自らの判断で適切な行動がとれるよう、正確かつきめ細かな情報を

様々なツールを活用し、提供する。 

なお、府は、住民や事業者等に、府内に広域的な大規模災害が発生もしくは迫っていること

を知らせ、学校や仕事などの日常生活の状態（モード）から、災害時の状態（モード）への意

識の切り替えを呼びかける「災害モード宣言」を行う。 

市は、災害モード宣言における情報発信と連携し、必要とする災害広報を実施する。 

災害宣言モードの発信の目安及び内容は以下の通りである。 

(1) 発信の目安（地震） 

府域に震度６弱以上を観測した場合 

(2) 発信の内容（地震） 

① 自分の身の安全確保 

② 近所での助け合い 

③ むやみな移動の抑制 

④ 出勤・通学の抑制 

第３節 災害広報 

市及び防災関係機関は、相互に協議・調整し、住民をはじめ、出勤及び帰宅困難者、訪日外

国人を含む観光客に対し、自らの判断で適切な行動がとれるよう、正確かつきめ細かな情報を

様々なツールを活用し、提供する。 

 

 

 



[新旧]地震応急-10 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-16 

第１ 災害広報 

実施担当 本部事務局、情報総括班、避難対策班、福祉班 

   

第１ 災害広報 

実施担当 本部事務局、総括班、避難対策部各班、福祉班 

   

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-16 

１．広報の内容 

(1) 地震発生直後の広報 

① 地震情報（震度、長周期地震動階級、震源、マグニチュード、地震活動の状況等）・気

象状況 

②～④ （略） 

(2) その後の広報 

①～④ （略） 

⑤ 医療機関等、スーパーマーケット、ガソリンスタンドの生活関連情報 

１．広報の内容 

(1) 地震発生直後の広報 

① 地震情報（震度、震源、地震活動 等）・気象状況 

②～④ （略） 

(2) その後の広報 

①～④ （略） 

⑤ 医療機関等の生活関連情報 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-17 

３．災害時の広報体制 

市は、次の広報体制をとる。 

(1) 市長が指名する災害広報責任者による情報の一元化 

(2) 情報総括班の役割 

３．災害時の広報体制 

市は次の広報体制をとる。 

(1) 市長が指名する災害広報責任者による情報の一元化 

(2) 総括班の役割 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-17 

第２ 報道機関との連携 

実施担当 情報総括班 

    

第２ 報道機関との連携 

実施担当 総括班 
 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-17 

１．緊急放送の実施 

日本放送協会（大阪放送局）、民間放送事業者（朝日放送テレビ株式会社、朝日放送ラジ

オ株式会社、株式会社毎日放送、株式会社ＭＢＳラジオ、読売テレビ放送株式会社、関西テ

レビ放送株式会社、テレビ大阪株式会社、大阪放送株式会社、株式会社エフエム大阪、株式

会社ＦＭ８０２）は、次の場合に緊急放送を行う。 

１．緊急放送の実施 

日本放送協会（大阪放送局）、民間放送事業者（朝日放送株式会社、株式会社毎日放送、

読売テレビ放送株式会社、関西テレビ放送株式会社、テレビ大阪株式会社、大阪放送株式会

社、株式会社エフエム大阪、株式会社ＦＭ８０２）は、次の場合に緊急放送を行う。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-18 

第３ 広聴活動の実施 

実施担当 情報総括班、総務班、防災関係機関 

     

第３ 広聴活動の実施 

実施担当 各班、防災関係機関 

     

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-19 

第４節 広域応援等の要請・受入れ・支援 

市及び防災関係機関は、住民の生命又は財産を保護するため、必要と認めた場合は、速やか

に府及び他の市町村に対し応援を要請するとともに受入れ体制を整備し、被災者の救助等の応

急対策に万全を期する。その際、新型インフルエンザ等感染症対策のため、適切な空間の確保

に配慮する。 

また、被害が比較的少なかった場合は、自力での災害対応に努めるとともに、職員を派遣す

る場合は、派遣先や支援内容に応じた職員の選定に努め、被害の甚大な地域に対して積極的に

支援を行うとともに、応援職員の派遣の際は、感染症対策のため、職員の健康管理やマスク着

用等を徹底する。 

なお、外部からの支援の受入れ体制や応援要請・受入れに関する手続き、支援を受ける業務

等については「交野市受援計画」に基づき実施する。 

第４節 広域応援等の要請・受入れ・支援 

市及び防災関係機関は、住民の生命又は財産を保護するため、必要と認めた場合は、速やか

に府及び他の市町村に対し応援を要請するとともに受入れ体制を整備し、被災者の救助等の応

急対策に万全を期する。 

また、被害が比較的少なかった場合は、自力での災害対応に努めるとともに、職員を派遣す

る場合は、派遣先や支援内容に応じた職員の選定に努め、被害の甚大な地域に対して積極的に

支援を行う。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-19 

第１ 府等への要請 

実施担当 本部事務局、人事班、情報総括班 

     

第１ 府等への要請 

実施担当 本部事務局、受援班、総務班 

     

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-19 

１．要請内容 

(1) 知事に対する応援の要求又は災害応急対策実施の要請（災害対策基本法第 68条） 

(2) 他の市町村長に対する応援の要請（災害対策基本法第 67条） 

(3) 知事に対する緊急消防援助隊及び自衛隊派遣要請の要求 

１．要請内容 

(1) 知事に対する応援要請（災害対策基本法第 68条） 

(2) 他の市町村長に対する応援の要請（災害対策基本法第 67条） 

(3) 知事に対する緊急消防援助隊派遣要請の要求 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-20 

３．知事からの指示等 

知事は、市の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため、特に必要が

あると認めるときは、市長に対し、応急措置の実施について必要な指示を行い、又は他の市

町村長を応援するよう指示する。 

※以降、「または」から「又は」への修正のみの記載は省略します。 

３．知事からの指示等 

知事は、市の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため、特に必要が

あると認めるときは、市長に対し、応急措置の実施について必要な指示を行い、または他の

市町村長を応援するよう指示する。 

 

 



[新旧]地震応急-11 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-21 

第３ 広域応援等の受入れ 

実施担当 本部事務局、人事班、大阪府、関西広域連合、防災関係機関 

      

第３ 広域応援等の受入れ 

実施担当 本部事務局、受援班、防災関係機関 

      

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-21 

第４ 緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の設置及び派遣 

実施担当 本部事務局、人事班、インフラ対策班、防災関係機関 

      

第４ 緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の設置及び派遣 

実施担当 本部事務局、受援班、応急対策班、防災関係機関 

      

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-21 

第５ 応急対策職員派遣制度に基づく支援 

実施担当 本部事務局、人事班、インフラ対策班、防災関係機関 

総務省は、府及び市町村等と協力し、応急対策職員派遣制度（災害マネジメント総括支援員

及び災害マネジメント総括支援員の補佐を行う災害マネジメント支援員による支援を含む。）

に基づき、全国の地方公共団体による被災市町村への応援に関する調整を実施する。 

市は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受け入れについて、活

用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努める。 

第５ 被災市区町村応援職員確保システムに基づく支援 

実施担当 本部事務局、受援班、応急対策班、防災関係機関 

総務省は、府及び市町村等と協力し、被災市区町村応援職員確保システム（災害マネジメン

ト総括支援員及び災害マネジメント総括支援員の補佐を行う災害マネジメント支援員による

支援を含む。）に基づき、全国の地方公共団体による被災市町村への応援に関する調整を実施

する。 

 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-22 

第６ 関係機関の連絡調整 

内閣府は、府、関係省庁、市町村及びライフライン事業者等の代表者を一堂に集め、災害の

状況に応じて生じた課題に沿って、現状の把握、被災地のニーズ等の情報共有を行うため、連

絡会議を開催する。また、連絡会議等で把握した、調整困難な災害対応、進捗が遅れている災

害対応等について、関係省庁、都道府県関係部局等の代表者を集め、関係者間の役割分担、対

応方針等の調整を行うため、調整会議を開催する。 

府は、連絡会議及び調整会議において、自らの対応状況や被災市町村等を通じて把握した被

災地の状況等を関係省庁等に共有し、必要な調整を行うことから、市は、被災状況や対応状況

等について、必要に応じ随時、府に報告する。 

（新設）  

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-23 

第１ 知事への派遣要請の要求 

実施担当 
本部事務局、大阪府警察本部（交野警察署）、陸上自衛隊（第３師団第

36普通科連隊） 

     

第１ 知事への派遣要請の要求 

実施担当 本部事務局、交野警察署 

     

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-23 

２．災害派遣要請の要求手続 

(3) 知事に派遣要請を要求できない場合は、その旨及び災害の状況を、直接、防衛大臣又は陸

上自衛隊第３師団長あるいは直接第 36 普通科連隊長に通知することができ、その場合速や

かに知事にその旨を通知しなければならない。 

２．災害派遣要請の要求手続 

(3) 知事に派遣要請を要求できない場合は、その旨及び災害の状況を防衛大臣又は陸上自衛隊

第３師団長あるいは直接第 36 普通科連隊長に通知することができ、その場合速やかに知事

にその旨を通知しなければならない。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-24 

３．派遣部隊の活動 

自衛隊には、次の内容について災害の態様に応じた活動を要請する。 

なお、大規模な災害が発生した際には、発災当初においては被害状況が不明であることか

ら、防衛省・自衛隊は、いかなる被害や活動にも対応できる態勢で対応する。 

また、人命救助活動を最優先で行いつつ、生活支援等については、地方公共団体、関係省

庁等の関係者と役割分担、対応方針、活動期間、民間企業の活用等の調整を行う。 

さらに、被災直後の地方公共団体は混乱していることを前提に、防衛省・自衛隊は災害時

の自衛隊による活動が円滑に進むよう、活動内容について「提案型」の支援を自発的に行い、

関係省庁の協力も得て、自衛隊に対する支援ニーズを早期に把握・整理する。 

３．派遣部隊の活動 

自衛隊には、次の内容について災害の態様に応じた活動を要請する。 

なお、大規模な災害が発生した際には、被災直後の市は混乱していることを前提に、自衛

隊は「提案型」の支援を自発的に行い、自衛隊に対する支援ニーズを早期に把握・整理する

ものとする。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-24 

(2) 避難の援助 

避難の指示等が発令され、安全面の確保等の必要がある場合は、避難者の誘導・輸送等を

行い避難を援助する。 

(2) 避難の援助 

避難の命令等が発令され、安全面の確保等の必要がある場合は、避難者の誘導・輸送等を

行い避難を援助する。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-24 

４．知事の派遣要請を待ついとまがない場合の災害派遣 

災害の発生が突発的で、その援護が特に急を要し、知事の要請を待ついとまがないときは、

自衛隊は要請を待つことなく、自ら次の判断基準に基づいて部隊を派遣することができる。 

※以降、「暇」から「いとま」への修正のみの記載は省略いたします。 

４．知事の派遣要請を待つ暇がない場合の災害派遣 

災害の発生が突発的で、その援護が特に急を要し、知事の要請を待つ暇がないときは、自

衛隊は要請を待つことなく、自ら次の判断基準に基づいて部隊を派遣する。 

 



[新旧]地震応急-12 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-25 

(1) （略） 

(2) 災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場合

に、市長から災害に関する通知を受け、又は部隊等による収集その他の方法により入手した

情報等から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合 

(3) （略） 

(4) 運航中の航空機に異常な事態の発生等を自衛隊が探知した場合における捜索又は救助活

動を実施する場合 

(1) （略） 

(2) 災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場合

に、市長、交野警察署長等から災害に関する通報を受け、又は部隊等による収集その他の方

法により入手した情報等から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合 

(3) （略） 

(4) 運行中の航空機に異常な事態の発生等を自衛隊が探知した場合における捜索又は救助活

動を実施する場合 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-25 

第２ 派遣部隊の受入れ 

実施担当 本部事務局、人事班、物資班、陸上自衛隊（第３師団第36普通科連隊） 

    

第２ 派遣部隊の受入れ 

実施担当 本部事務局、受援班 

    

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-26 

第１ 活動内容 

実施担当 
消防班、大阪府警察本部（交野警察署）、陸上自衛隊（第３師団第36普

通科連隊）、交野市消防団 

       

第１ 活動内容 

実施担当 消防班、環境班、交野警察署、自衛隊 

       

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-26 

２．応急活動 

(1) 消火活動 

① 初動体制を確立し、災害態様に応じた部隊配備を行い、道路状況・建物状況・燃焼状況

等を勘案し、消火活動を実施する。 

２．応急活動 

(1) 消火活動 

① 初動体制を確立し、災害態様に応じた部隊配備を行い、道路・建物・燃焼状況等を勘案

し、消火活動を実施する。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-27 

第２ 各機関による連絡会議の設置 

実施担当 
消防班、大阪府警察本部（交野警察署）、陸上自衛隊（第３師団第36普

通科連隊） 

市及び防災関係機関は、相互に連携した消火・救助・救急活動が実施できるよう、情報連絡

を密に行うとともに、府災害対策本部内に設置する広域防災連絡会議において、活動区域や役

割分担等の調整を図るとともに、必要に応じて被災地等に連絡会議を設置する。 

第２ 各機関による連絡会議の設置 

実施担当 消防班、交野警察署、自衛隊 

市及び関係機関は、相互に連携した消火・救助・救急活動が実施できるよう、情報連絡を密

に行うとともに、活動区域や役割分担等の調整を図るとともに、必要に応じて被災地等に連絡

会議を設置する。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-27 

第３ 自主防災組織 

実施担当 本部事務局、消防班、大阪府警察本部（交野警察署） 

住民による自主防災組織及び事業所の自衛消防組織等は、地域の被害状況を把握するととも

に、自発的に消火・救助・救急活動を実施する。 

また、本部事務局、消防班及び交野警察署の関係機関との連携に努める。 

第３ 自主防災組織 

実施担当 自主防災組織、事業所、消防班 

住民による自主防災組織及び事業所の自衛消防組織等は、地域の被害状況を把握するととも

に、自発的に消火・救助・救急活動を実施する。 

また、消防班及び交野警察署の関係機関との連携に努める。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-27 

第４ 惨事ストレス対策 

実施担当 医療衛生班、日本赤十字社（大阪府支部） 

      

第４ 惨事ストレス対策 

実施担当 医療救護班 

      

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-28 

第７節 医療救護活動 

市は、府及び医療関係機関と連携のもと、「大阪府災害時医療救護活動マニュアル」に基づ

き、災害の状況に応じ被災地域の内外を問わず、救命医療を最優先とする迅速かつ適切な医療

救護活動（助産を含む。）を実施する。 

第７節 医療救護活動 

市及び府は、医療関係機関と連携のもと、「大阪府災害時医療救護活動マニュアル」に基づ

き、災害の状況に応じ被災地域の内外を問わず、救命医療を最優先とする迅速かつ適切な医療

救護活動（助産を含む。）を実施する。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-28 

第１ 医療情報の収集・提供活動 

実施担当 
医療衛生班、大阪府、（公社）大阪府看護協会、（一社）交野市医師

会、（一社）交野市歯科医師会 

      

第１ 医療情報の収集・提供活動 

実施担当 医療救護班、大阪府、（一社）交野市医師会 

      

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-28 

第２ 現地医療対策 

実施担当 
医療衛生班、大阪府、日本赤十字社（大阪府支部）、（公社）大阪府看

護協会、（一社）交野市医師会、（一社）交野市歯科医師会 

    

第２ 現地医療対策 

実施担当 医療救護班、（一社）交野市医師会 

    

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-28 

１．医療救護班の編成・派遣 

市は、災害の状況に応じ、市内の医療機関等の医師・看護師･保健師等を基準とした、医療

救護班を速やかに編成・派遣し、医療救護活動を実施する。 

なお、医療救護班は、原則として現地医療活動を行うために当座必要な資器材等を携行す

る。 

また、医療関係機関が医療救護班の搬送手段を有しない場合には、市は府と連携して搬送

手段を確保し、搬送を行う。 

１．医療救護班の編成・派遣 

災害の状況に応じ市内の医療機関等の医師・看護師･保健師等を基準とした、医療救護班を

速やかに編成・派遣し医療救護活動を実施する。 

なお、医療救護班は、原則として現地医療活動を行うために当座必要な資器材等を携行す

る。 

 



[新旧]地震応急-13 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-29 

第３ 後方医療対策 

実施担当 
医療衛生班、消防班、物資班、大阪府、（公社）大阪府看護協会、（一

社）交野市医師会、（一社）交野市歯科医師会 

    

第３ 後方医療対策 

実施担当 
医療救護班、消防班、物資班、（一社）交野市医師会、医療機関、大阪

府 

    

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-29 

(1) 受入病院の選定と搬送 

市救護所本部は、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）等で提供される患者受入

れ情報に基づき、特定の病院へ患者が集中しないよう振り分け調整し、消防班若しくは医療

機関に救急車による患者の搬送を要請する。 

(1) 受入病院の選定と搬送 

市救護所本部は、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）等で提供される患者受入

れ情報に基づき、特定の病院へ患者が集中しないよう調整し、消防班若しくは医療機関に救

急車による患者の搬送を要請する。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-30 

第４ 医薬品等の確保・供給活動 

実施担当 
医療衛生班、大阪府、（一社）交野市医師会、（一社）交野市歯科医師

会、北河内薬剤師会 

      

第４ 医薬品等の確保・供給活動 

実施担当 医療救護班、（一社）交野市医師会、大阪府 

      

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-30 

第５ 個別疾病対策 

実施担当 
医療衛生班、（公社）大阪府看護協会、（一社）交野市医師会、（一社）

交野市歯科医師会 

   

第５ 個別疾病対策 

実施担当 医療救護班、（一社）交野市医師会 

   

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-30 

第６ 医療救護活動に関する府の組織体制 

１．保健医療調整本部（本部長：健康医療部長） 

保健医療活動の総合調整を行うため、災害対策本部の下に設置する。 

第６ 府の組織体制 

１．災害医療本部（本部長：健康医療部長） 

医療救護全体の調整を行うため、災害対策本部の下に設置する。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-31 

２．ＤＭＡＴ調整本部 

ＤＭＡＴに関する指揮、関係機関等の調整を行うため、保健医療調整本部の下に設置する。 

２．ＤＭＡＴ調整本部 

ＤＭＡＴに関する指揮、関係機関等の調整を行うため、災害医療本部の下に設置する。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

 

（削除） ４．地域災害医療本部（本部長：保健所長） 

管内の地域医療救護全体の調整を行うため、府保健所内に設置する。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-32 

第８節 避難誘導 

市及び防災関係機関は、災害から住民の安全を確保するため相互に連携し、避難指示・誘導

等の必要な措置を講ずる。 

その際、市は、危険の切迫性・地域の特性等に応じて避難指示等の伝達文の内容を工夫する

こと、その対象者を明確にすること、対象者ごとにとるべき避難行動がわかるように伝達する

ことなどにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるとともに、「避難行動要支援者支援

事業（おりひめ支え愛プロジェクト）」等に沿った避難行動要支援者に対する避難支援に努め

る。 

第８節 避難誘導 

市及び防災関係機関は、災害から住民の安全を確保するため相互に連携し、避難勧告及び指

示・誘導等の必要な措置を講ずる。 

その際、市は、危険の切迫性・地域の特性等に応じて避難勧告等の伝達文の内容を工夫する

こと、その対象者を明確にすること、対象者ごとにとるべき避難行動がわかるように伝達する

ことなどにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるとともに、自らが定める「避難行動

要支援者支援事業」等に沿った避難行動要支援者に対する避難支援に努める。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-32 

第１ 避難指示等 

実施担当 
本部事務局、情報総括班、福祉班、大阪府、大阪府警察本部（交野警察

署）、陸上自衛隊（第３師団第36普通科連隊） 

住民の生命又は身体を災害から保護し、被害の拡大を防止するため特に必要があると認める

場合に、次表に示す実施者は避難指示等を行う。 

なお、市長は、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて、気象防災アドバイザー等の専門

家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行うよう努める。 

※以降、「避難勧告」と「避難指示」の一本化に関する修正のみの記載は省略します。 

第１ 避難勧告、避難指示（緊急）等 

実施担当 本部事務局、総括班、福祉班、府、交野警察署、自衛隊 

住民の生命又は身体を災害から保護し、被害の拡大を防止するため特に必要があると認める

場合に、次表に示す実施者は避難勧告等を行う。 

 



[新旧]地震応急-14 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-32 

 

１．避難のための立ち退き指示の権限（表） 

実 施 者 災害の種類 要      件 根   拠 

市 長 

(指示) 
災害全般 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に

おいて、人の生命又は身体を災害から保護し、その

他災害の拡大を防止するため、特に必要があると

認めるとき。 

また、避難のための立退きを行うことにより、かえ

って人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、

かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、

地域の居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固

な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離

れた場所での待避、その他の緊急に安全を確保する

ための措置（緊急安全確保措置）を指示する。 

災害対策基本法 

第60条第 1項、 

第 2項及び第 3項 

（略） 

警察官 

(指示) 
災害全般 

市長が避難のための立ち退き、若しくは緊急安全

措置を指示することができないと認めるとき、又

は市長から要求があったとき。 

災害対策基本法 

第 61条 

知事、その命を

受けた職員又

は水防管理者 

(指示) 

洪水 

洪水、雨水出水等により著しい危険が切迫してい

ると認められるとき。 

 
水防法 

第 29条 

       

１．避難のための立ち退き勧告・指示の権限（表） 

実 施 者 災害の種類 要      件 根   拠 

市 長 

(勧告・指示) 

災害全般 災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、住民の生命又は身体を

災害から保護し、その他災害の拡大を防

止するため、特に必要があると認めると

き及び急を要すると認めるとき。 

また、避難のための立退きを行うことに

より、かえって人の生命又は身体に危険

が及ぶおそれがあると認めるときは、地

域の居住者等に対し、屋内での待避その

他の屋内における避難のための安全確保

に関する措置を指示する。 

災害対策基本法 

第 60条第 1項、 

第 2項及び 

第 3項 

（略） 

警察官 

(指 示) 

災害全般 市長が避難のための立ち退きを指示す

ることができないと認めるとき、又は市

長から要求があったとき。 

災害対策基本法 

第 61条 

知事、その命を受けた 

職員又は水防管理者 

(指 示) 

洪水 洪水により著しい危険が切迫している

と認められるとき。 

 

水防法 

第 29条 

 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-33 

２．避難指示等の住民への周知 

市は、避難指示等の実施にあたっては、対象となる地区名、避難先、避難理由等を明示し、

防災行政無線（同報系、戸別受信機を含む。）、広報車、Ｌアラート（災害情報共有システ

ム）、携帯メール、緊急速報メール等により周知徹底を図る。周知にあたっては、避難行動要

支援者に配慮する。 

また、避難者等のニーズを十分把握するとともに、相互に連絡をとりあい、放送事業者を

含めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供できるように努め

る。 

２．勧告・指示の住民への周知 

市は、避難指示等の実施にあたっては、対象となる地区名、避難先、避難理由等を明示し、

防災行政無線（同報系、戸別受信機を含む。）、広報車、Ｌアラート（災害情報共有システ

ム）、携帯メール、緊急速報メール等により周知徹底を図る。周知にあたっては、避難行動要

支援者に配慮する。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-33 

第２ 避難者の誘導等 

実施担当 
本部事務局、インフラ対策班、福祉班、消防班、大阪府、大阪府警察本

部（交野警察署）、交野市区長会、交野市消防団 

    

第２ 避難者の誘導等 

実施担当 
応急対策班、福祉班、大阪府、交野警察署、自主防災組織、地区、学

校・病院等の施設管理者 

    

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-33 

１．市 

避難誘導に当たっては、指定緊急避難場所、避難路、浸水想定区域、土砂災害警戒区域等、

災害の概要その他避難に資する情報の提供に努める。 

避難の誘導は、道路管理者が交野警察署の協力を得て避難路を確保するとともに、自主防

災組織や区等と連携して、できるだけ集団避難を行う。 

また、避難行動要支援者支援事業に則して避難行動要支援者の確認と誘導に配慮する。 

なお、自主防災組織や事業所等は連携・協力して、本市の個別避難計画や地域による地区

防災計画に基づき、避難行動要支援者の避難支援を行うよう努める。 

１．市 

避難の誘導は、道路管理者が交野警察署の協力を得て避難路を確保するとともに、自主防

災組織や区等と連携してできるだけ集団避難を行う。また、避難行動要支援者支援事業に則

して避難行動要支援者の確認と誘導に配慮する。 

 



[新旧]地震応急-15 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-33 

第３ 広域避難 

実施担当 本部事務局、避難対策班、福祉班、大阪府、関西広域連合 

１．府内市町村間の広域避難の協議等 

市は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、市域外への広域的な避難、指定福祉避難

所を含む指定避難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合において、府

内の他の市町村への受入れについては、当該市町村に直接協議する。 

なお、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際には、併せて広域避難の用にも供す

ることについても定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等を

あらかじめ決定しておくよう努める。 

２．他府県への広域避難の協議等 

市は、他府県の市町村への受入れについては、府に対し他府県との協議を求めるほか、事

態に照らし緊急を要すると認めるときは、府知事に報告した上で、自ら他府県の市町村に協

議することができる。また、必要に応じて、府から助言を受けることができる。 

（新設）  

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-34 

第４ 警戒区域の設定 

実施担当 
本部事務局、消防班、大阪府、大阪府警察本部（交野警察署）、陸上自

衛隊（第３師団第36普通科連隊） 

    

第３ 警戒区域の設定 

実施担当 本部事務局、消防班、大阪府、交野警察署、自衛隊 

    

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-35 

第１ 公共土木施設等 

実施担当 インフラ対策班、大阪府、ため池管理者 

    

第１ 公共土木施設等 

実施担当 応急対策班、大阪府、ため池管理者 
 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-35 

第２ 建築物等 

実施担当 建築物対策班 

    

第２ 建築物等 

実施担当 住宅対策班 
 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-35 

１．公共建築物 

市は、公共建築物の被害状況の把握を速やかに行い、必要に応じ応急措置を行うとともに、

二次災害を防止するため、倒壊の危険性のある建物への立入禁止措置や適切な避難対策を実

施する。 

１．公共建築物 

市は、建築物の被害状況の把握を速やかに行い、必要に応じ応急措置を行うとともに、二

次災害を防止するため、倒壊の危険性のある建物への立入禁止措置や適切な避難対策を実施

する。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-35 

２．民間建築物 

市は、被害状況を府に報告するとともに、対象とする建築物、区域等を定めて、応急危険

度判定を実施する。実施にあたっては、必要に応じて、被災建築物応急危険度判定士の派遣

を府へ要請する。 

市は、応急危険度判定士の協力を得て、判定ステッカーの貼付等により建築物の所有者等

に、その応急危険度を周知し、二次災害の防止に努める。 

空き家等については、平常時から災害による被害が予測される空き家等の状況の確認を行

い、必要に応じて、空き家等の所有者等を探索し、当該所有者等に家屋等の危険度を周知す

ることによって、倒壊等の二次災害の防止に努める。 

２．民間建築物 

市は、被害状況を府に報告するとともに、対象とする建築物、区域等を定めて、応急危険

度判定を実施する。必要に応じ被災建築物応急危険度判定士の派遣を府へ要請する。市は、

応急危険度判定士の協力を得て、判定ステッカーの貼付等により建築物の所有者等に、その

応急危険度を周知し、二次災害の防止に努める。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-36 

第３ 危険物等（危険物施設、高圧ガス施設、火薬類貯蔵所、毒物劇物施設） 

実施担当 消防班 

     

第３ 危険物等（危険物施設、高圧ガス施設、火薬類貯蔵所、毒物劇物施設） 

実施担当 消防班、危険物施設等の管理者 
 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-37 

第１ 交通規制 

実施担当 
インフラ対策班、近畿地方整備局、大阪府、大阪府警察本部（交野警

察署）、西日本高速道路㈱（関西支社） 

    

第１ 交通規制 

実施担当 応急対策班、大阪国道事務所、大阪府、交野警察署、西日本高速道路㈱ 
 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-37 

第２ 緊急通行車両の確認 

実施担当 本部事務局、物資班、防災関係機関 

大阪府公安委員会が災害対策基本法第76条第１項に基づく通行の禁止又は制限を行った場

合、市及び防災関係機関は、大阪府公安委員会に対して、同法施行令第33条の規定により、緊

急通行車両の確認を申請し、確認を得て緊急輸送を実施する。 

第２ 緊急通行車両の確認 

実施担当 総務班、防災関係機関 

大阪府公安委員会が災害対策基本法第76条１項に基づく通行の禁止又は制限を行った場合、

市及び防災関係機関は、大阪府公安委員会に対して、同法施行令第33条の規定により、緊急通

行車両の確認を申請し、確認を得て緊急輸送を実施する。 

 



[新旧]地震応急-16 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-38 

第３ 陸上輸送 

実施担当 

本部事務局、インフラ対策班、物資班、消防班、近畿地方整備局、大阪

府警察本部（交野警察署）、大阪府、陸上自衛隊（第３師団第36普通科

連隊）、日本郵便㈱近畿支社、日本通運㈱（大阪支店）、西日本高速道

路㈱（関西支社）、（一社）大阪府トラック協会 

    

第３ 陸上輸送 

実施担当 
応急対策班、総務班、消防班、大阪国道事務所、交野警察署、大阪府、

自衛隊、西日本高速道路㈱ 
 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-39 

(3) 災害時の踏切長時間遮断に係る緊急車両の運行に関する対応 

鉄道事業者及び道路管理者は、緊急交通路上等の踏切道について、遮断状況の情報共有を

行い、関係者間で合意した優先開放※する踏切道について、踏切道の点検、接続道路の啓開、

踏切遮断の解消を行い、緊急車両の円滑な通行の確保に努める。 

※運転再開が一定時間見込めないなど緊急自動車の通行に支障を及ぼすおそれが生じた

場合に、開放される前までは一定時間迂回対応が生じるものの、開放が困難な場合を除

き、他の踏切と比べ優先的に開放すること 

(4) 警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令 

（略） 

(5) 交通規制の標識等の設置 

道路管理者及び交野警察署は、車両の通行を禁止し、又は制限する措置を講じた場合は、

緊急の場合を除き、規制の対象及び期間等を表示した標識を設置する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

(3) 警察官、自衛官等による措置命令 

（略） 

(4) 交通規制の標識等の設置 

道路管理者及び交野警察署は、車両の通行を禁止し、又は制限する措置を講じた場合は、

緊急の場合を除き、規制の対象及び期間を表示した標識を設置する。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-39 

４．重要物流道路等における道路啓開等の支援 

国は、迅速な救急救命活動や緊急支援物資の輸送などを支えるため、国が指定した重要物

流道路及びその代替道路・補完道路において、道路啓開や災害復旧を代行できる制度を活用

し支援を行う。 

（新設）  

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-41 

第１ 被害状況の報告 

実施担当 
水道班、インフラ対策班、西日本電信電話㈱等、関西電力㈱、関西電

力送配電㈱、大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱ 

   

第１ 被害状況の報告 

実施担当 給水班、応急対策班、西日本電信電話㈱、関西電力送配電㈱、大阪ガス㈱ 
 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-41 

２．西日本電信電話株式会社等、関西電力送配電株式会社、大阪ガス株式会社、大阪ガスネッ

トワーク株式会社は、サービス供給地域内において、震度５弱以上を観測した場合には、直

ちに施設設備の被害状況を調査し市に報告を行う。 

２．西日本電信電話株式会社大阪支店、関西電力送配電株式会社枚方配電営業所、大阪ガス株

式会社導管事業部北東部導管部は、サービス供給地域内において、震度５弱以上を観測した

場合には、直ちに施設設備の被害状況を調査し市に報告を行う。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-41 

第２ 各事業者における対応 

実施担当 

水道班、インフラ対策班、西日本電信電話㈱等、ＫＤＤＩ㈱（関西総

支社）、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱、関西電力㈱、関西電力送配

電㈱、大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱ 

  

第２ 各事業者における対応 

実施担当 給水班、応急対策班、西日本電信電話㈱、関西電力送配電㈱、大阪ガス㈱ 
 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-41 

３．電気通信（西日本電信電話株式会社等、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、ソフトバンク株

式会社、楽天モバイル株式会社） 

（略） 

３．電気通信（西日本電信電話株式会社（大阪支店）、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、ソフ

トバンク株式会社 

（略） 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-42 

４．電力（関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社） 

関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社は、感電事故や漏電火災等で二次災害が発生

するおそれがある場合は、送電中止等の危険予防措置を講ずるとともに、市や消防本部、交

野警察署への通報及び付近住民への広報を行う。 

また、被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広

報する。 

加えて、利用者に対し、ホームページ等様々な手段を用いて、供給停止エリア、復旧状況

等の広報に努める。 

４．電力（関西電力送配電株式会社） 

関西電力送配電株式会社は、感電事故や漏電火災等で二次災害が発生するおそれがある場

合は、送電中止等の危険予防措置を講ずるとともに、市や消防本部、交野警察署への通報及

び付近住民への広報を行う。 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-42 

５．ガス（大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社） 

大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社は、地震により、ガス漏洩による二次

災害が発生するおそれがある場合は、ブロック毎の供給停止等の危険予防措置を講ずるとと

もに、市や消防本部、交野警察署への通報及び付近住民への広報を行う。 

加えて、利用者に対し、ホームページ等様々な手段を用いて、供給停止エリア、復旧状況

等の広報に努める。 

５．ガス（大阪ガス株式会社） 

大阪ガス株式会社は、地震により、ガス漏洩による二次災害が発生するおそれがある場合

は、ブロック毎の供給停止等の危険予防措置を講ずるとともに、市や消防本部、交野警察署

への通報及び付近住民への広報を行う。 

 



[新旧]地震応急-17 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-43 

第１ 被害状況の報告 

実施担当 
インフラ対策班、近畿地方整備局、大阪府、西日本旅客鉄道㈱等、京

阪電気鉄道㈱、西日本高速道路㈱（関西支社） 

   

第１ 被害状況の報告 

実施担当 
応急対策班、大阪国道事務所、大阪府、西日本旅客鉄道㈱、京阪電気

鉄道㈱、西日本高速道路㈱ 
 

 

地震災害応急対策編 

第１章 初動期の活

動 

p.地震応急-43 

第２ 各施設管理者の報告 

実施担当 
インフラ対策班、近畿地方整備局、大阪府、西日本旅客鉄道㈱等、京

阪電気鉄道㈱、西日本高速道路㈱（関西支社） 

   

第２ 各施設管理者の報告 

実施担当 
応急対策班、大阪国道事務所、大阪府、西日本旅客鉄道㈱、京阪電気

鉄道㈱、西日本高速道路㈱ 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-44 

第１節 災害救助法の適用 

市が自ら実施する災害応急措置のうち、一定の規模以上の災害に際しての救助活動について

は、災害救助法の適用を府知事に要請し、同法に基づき実施する。 

なお、知事は、災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、その所管

区域となり当該区域内で被害を受けるおそれがある場合、災害救助法を適用して同法に基づく

救助を行うことができる。 

実施担当 
本部事務局、避難対策班、建築物対策班、水道班、給食班、物資班、医

療衛生班、消防班、児童・生徒対策班、市民班、福祉班 

   

第１節 災害救助法の適用 

市が自ら実施する災害応急措置のうち、一定の規模以上の災害に際しての救助活動について

は、災害救助法の適用を府知事に要請し、同法に基づき実施する。 

実施担当 
本部事務局、避難対策部各班、住宅対策班、給水班、給食班、物資班、

医療救護班、消防班、就学班、環境班、福祉班 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-44 

２．災害救助法による救助の種類 

災害救助法による救助の種類は、次のとおりである。 

ただし、災害が発生するおそれがある段階の救助の種類は避難所の供与とする。（要配慮

者等の避難の輸送・賃金職員等雇上げを含む） 

(1) 避難所及び応急仮設住宅の供与【避難対策班、建築物対策班】 

(2) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給【物資班、避難対策班、水道班、給食班】 

(3) 被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与【物資班、避難対策班】 

(4) 医療及び助産【医療衛生班】 

(5) 被災者の救出【消防班】 

(6) 被災した住宅の応急修理【建築物対策班】 

(7) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与【本部事務局、総務班】 

(8) 学用品の供与【児童・生徒対策班】 

(9) 埋葬【市民班、福祉班】 

(10) 死体の捜索及び処理【福祉班】 

(11) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及

ぼしているものの除去【インフラ対策班、廃棄物処理班】 

 

２．災害救助法による救助の種類 

災害救助法による救助の種類は、次のとおりである。 

(1) 受入れ施設の供与（応急仮設住宅を除く）【避難対策部】 

(2) 炊き出し、その他による食品の給与及び飲料水の供給【給水班、給食班】 

(3) 被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与【物資班】 

(4) 医療及び助産【医療救護班】 

(5) 災害にかかった者の救出【消防班】 

（新設） 

（新設） 

(6) 学用品の給与【就学班】 

(7) 埋葬【物資班】 

(8) 行方不明者の捜索及び死体の処理【消防班、環境班、福祉班】 

(9) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼ

しているものの除去【住宅対策班】 

(10) 応急仮設住宅の供与【住宅対策班】 

(11) 災害にかかった住宅の応急修理【住宅対策班】 

(12) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与【本部事務局】 
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３．災害救助法の救助の基準 

災害救助法による救助の程度、方法並びに実費弁償の一般基準は、府災害救助法施行細則

に定めるとおりであるが、災害の種類、態様によって一般基準で救助の万全を期することが

困難な場合は、特別基準の適用を知事に要請する。この場合、期間延長については基準の期

間内に要請する。 

３．災害救助法の救助の基準 

災害救助法による救助の程度、方法並びに実施弁償の一般基準は、府災害救助法施行細則

に定めるとおりであるが、災害の種類、態様によって一般基準で救助の万全を期することが

困難な場合は、特別基準の適用を知事に要請する。この場合、期間延長については基準の期

間内に要請する。 
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第２節 指定避難所の開設・運営等 

市は、災害が発生したとき、施設管理者の協力を得て、交野市避難所運営マニュアルに沿っ

て、指定避難所を供与し、居住の確保、食料、衣料、医薬品、保健医療サービスの提供、生活

環境の整備に必要な措置を講ずる。 

※以降、「食糧」から「食料」への修正のみの記載は省略します。 

第２節 指定避難所の開設・運営等 

市は、災害が発生したとき、施設管理者の協力を得て、交野市避難所運営マニュアルに沿っ

て、指定避難所を供与し、居住の確保、食糧、衣料、医薬品、保健医療サービスの提供、生活

環境の整備に必要な措置を講ずる。 

 



[新旧]地震応急-18 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 
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第１ 指定避難所の開設 

実施担当 本部事務局、情報総括班、避難対策班、福祉班、現地避難対策部各班 

市は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を可能な限り当初から開設するよう努める。た

だし、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、ホテル・旅館等の活用も含め、可

能な限り多くの避難所を開設し、ホームページやＳＮＳ等の多様な手段を活用して周知するよ

う努める。 

避難指示等を発令した場合は、避難対象地区や災害の状況等に応じた安全な指定避難所を指

定する。 

（略） 

防災行政無線（同報系）等により、対象地区住民等に開設する指定避難所を周知するととも

に、避難対策班は、速やかに指定された指定避難所に責任者を派遣し、施設の安全性の確保に

努める。 

ただし、緊急を要する場合で、職員の派遣が困難な場合は、あらかじめ協議した自主防災組

織の役員や施設の管理者に開設を要請する。 

（略） 

指定避難所の開設にあたっては、あらかじめ施設の安全性を確認するとともに、避難行動要

支援者に配慮し、被災地以外の地域にあるものも含め、旅館・ホテル等を実質的に福祉避難所

として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努める。 

指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤

立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討する。 

また、避難所を開設した場合には、関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所

の開設状況等を適切に府に報告するよう努める。 

併せて、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、ホームペ

ージやＳＮＳ等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努め

る。 

第１ 指定避難所の開設 

実施担当 本部事務局、総括班、避難対策班、現地避難対策部各班 

市は、避難勧告、避難指示（緊急）等を発令した場合は、避難対象地区や災害の状況等に応

じた安全な指定避難所を指定する。 

（略） 

防災行政無線（同報系）等で対象地区住民等に開設する指定避難所を周知するとともに、避

難対策部各班は、速やかに指定された指定避難所に責任者を派遣し、施設の安全性の確保に努

める。 

ただし、緊急を要する場合で、職員の派遣が困難な場合は、あらかじめ協議した自主防災組

織の役員や施設の管理者に開設を要請する。 

（略） 

指定避難所の開設にあたっては、避難行動要支援者に配慮し、被災地以外の地域にあるもの

も含め、旅館・ホテル等を指定避難所として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努める。 

指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤

立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討する。 
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第２ 指定避難所の管理・運営 

実施担当 避難対策班、総務班、福祉班、医療衛生班 

市は、施設管理者の協力を得て、交野市避難所運営マニュアルに沿って、指定避難所を管理・

運営する。 

なお、運営に関しては、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮し

つつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよ

う、その立ち上げを支援し、この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人

材に対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意する。 

第２ 指定避難所の管理・運営 

実施担当 避難対策部各班 

市は、施設管理者の協力を得て、交野市避難所運営マニュアルに沿って、指定避難所を管理・

運営する。 
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(1) 避難者の受入れ 

①～③ （略） 

④ 避難者の住民票の有無等に関わらず適切に受け入れる。 

(1) 避難者の受入れ 

①～③ （略） 
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(2) 指定避難所の管理、運営 

（略） 

①～② （略） 

③ 指定避難所ごとに受入れ避難者に係る情報の早期把握及び自宅、テント及び車等、指定

避難所外で生活している避難者等に係る情報の把握に努め、状況を避難対策班に報告す

る。また、部責任者は状況を府に報告する。 

④～⑦（略） 

⑧ 生活環境への配慮を行い、常に良好なものとするため、食事供与の状況、トイレの設置

状況等の把握に努める。 

⑨ 食物アレルギーを有する者のニーズの把握等、食物アレルギーに配慮した食料を確保す

る。 

※以降、「被災者」から「避難者」への修正のみの記載は省略します。 

(2) 指定避難所の管理、運営 

（略） 

①～② （略） 

③ 指定避難所ごとに受入れ避難者に係る情報の早期把握及び自宅、テント及び車等、指定

避難所外で生活している被災者等に係る情報の把握に努め、状況を避難対策班に報告す

る。また、部責任者は状況を府への報告を行う。 

④～⑦（略） 

⑧ 生活環境への配慮を行い、常に良好なものとするため、食事供与の状況、トイレの設置

状況等の把握に努める。 
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(3) 指定避難所の管理、運営支援 

避難対策班は、避難所生活を支援するため、次の対策を行う。 

① 長期化した場合、自治運営組織づくりや男女のニーズの違い等に配慮したプライバシー

保護対策を促進する。また、必要に応じて、入浴施設及び洗濯機等の確保を行う。暑さ・

寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況等避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努

め、必要な措置を講じる。 

② 女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、

男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配付等による指定避難所における安全性の確保

等、女性や子育て家庭のニーズに配慮する。 

③ 女性や子ども等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、女性用と男性用のトイレ

を離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる

場所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポスターを

掲載するなど、女性や子ども等の安全に配慮するよう努める。また、警察、病院、女性支

援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。 

④ 福祉班等と連携し、避難所の避難行動要支援者向けの福祉サービス等を確保する。 

⑤ 情報総括班と連携し、避難所への掲示・配布用の広報紙等を確保する。 

⑥ 医療衛生班と連携し、巡回健康相談等のサービスを確保する。 

⑦ （略） 

⑧  相談窓口を設置する（女性相談員の配置に配慮する）。 

⑨ 家庭動物のためのスペース確保及び動物飼養者の周辺への配慮を徹底するとともに、獣

医師会の他、動物取扱業者等の民間団体から必要な支援が受けられるよう、連携に努める。 

⑩ 指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理業者との間で事前に避難所

運営に関する役割分担等を定めるよう努める。 

⑪ 正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主防

災組織、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア（企業や団体も含む）

等の外部支援者等の協力が得られるよう努める。 

⑫ 各避難所の運営者とともに、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門家、

ＮＰＯ・ボランティア等の定期的な情報交換に努める。 

⑬ 指定避難所における新型インフルエンザ等感染症対策のため、避難者の健康管理や避難

所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講

じる。また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、本部指揮部は、医療

衛生班及び避難対策班と避難所の運営に必要な情報について協議し共有する。 

(3) 指定避難所の管理、運営支援 

避難対策部各班は、避難所生活を支援するため、次の対策を行う。 

① 長期化した場合、自治運営組織づくりや男女のニーズの違い等に配慮したプライバシー

保護対策を促進する。また、必要に応じて、入浴施設及び洗濯機等の確保を行う。暑さ・

寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況等避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努

め、必要な措置を講じる。 

② 福祉班等と連携し、避難所の避難行動要支援者向けの福祉サービス等を確保する。 

③ 総括班と連携し、避難所への掲示・配布用の広報紙等を確保する。 

④ 医療救護班と連携し、巡回健康相談等のサービスを確保する。 

⑤ （略） 

⑥  相談窓口の設置（女性相談員の配置に配慮する。） 

⑦ 家庭動物のためのスペース確保及び動物飼養者の周辺への配慮に努める 

⑧ 指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理業者との間で事前に避難所

運営に関する役割分担等を定めるよう努める。 

⑨ 各避難所の運営者とともに、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門家

等の定期的な情報交換に努める。 
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第３ 指定避難所の早期解消のための取組み等 

実施担当 避難対策班、総務班、建築物対策班 
 

第３ 指定避難所の早期解消のための取組み等 

実施担当 住宅対策班、避難対策部各班 
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第３節 緊急物資の供給 

市は、被災者の生活の維持のため必要な食糧、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等を調達・

確保し、ニーズに応じて供給・分配を行うものとし、関係機関は、その備蓄する物資・資機材

の供給や物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸送調整等支援システム等を活用し情報共有を

図り、相互に協力するよう努める。 

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た

物資の調達に留意する。また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏季に

は冷房器具等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要

配慮者や男女等のニーズの違いに配慮する。 

（略） 

市は、備蓄物資の状況等を踏まえ、供給すべき物資が不足し、自ら調達することが困難であ

るときは、物資関係省庁〔厚生労働省、農林水産省、経済産業省、総務省、消防庁〕又は非常

本部等に対し、物資の調達を要請する。 

第３節 緊急物資の供給 

市は、被災者の生活の維持のため必要な食糧、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等を調達・

確保し、ニーズに応じて供給・分配を行うものとし、関係機関と相互に協力するよう努める。 

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た

物資の調達に留意する。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被

災地の実情を考慮するとともに、要配慮者や男女等のニーズの違いに配慮する。 

（略） 

府及び市は、供給すべき物資が不足し、調達する必要があるときは、物資関係省庁〔厚生労

働省、農林水産省、経済産業省、総務省、消防庁〕又は非常本部等に対し、物資の調達を要請

する。 

 

 



[新旧]地震応急-20 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-50 

第１ 給水活動 

実施担当 水道班、大阪府、大阪広域水道企業団 

市は、府及び府内水道（用水供給）事業体等の関係機関と相互に協力して、被災状況に応じ

た速やかな給水に努める。 

１．市、府内水道（用水供給）事業体 

（略） 

第１ 給水活動 

実施担当 給水班、大阪府、大阪広域水道企業団 

市は、府及び大阪広域水道企業団等の関係機関と相互に協力して、被災状況に応じた速やか

な給水に努める。 

１．市、大阪広域水道企業団 

（略） 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-51 

２．大阪府 

（略） 

(1) 府内水道（用水供給）事業体の給水拠点の活用に関する調整 

２．大阪府 

（略） 

(1) 大阪広域水道企業団の給水拠点の活用に関する調整 

 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-51 

第２ 食料・生活必需品の供給 

市は、府及び関係機関の協力を得て、迅速かつ円滑に食料・生活必需品を供給する。 

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た

物資の調達に留意する。 

また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏季には冷房器具等、冬季に

は暖房器具、燃料等も含めるなど、被災地の実情を考慮するとともに、食物アレルギーに配慮

した食料の確保、要配慮者や男女等のニーズの違いに配慮する。 

第２ 食料・生活必需品の供給 

市は、府及び関係機関の協力を得て、迅速かつ円滑に食料・生活必需品を供給する。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-51 

３．その他の防災関係機関 

(1) 近畿農政局（大阪府拠点） 

応急用食料品（精米等）及び政府米の供給に関する連絡 

(2) 日本赤十字社大阪府支部 

毛布・日用品等の備蓄物資の供給 

３．その他の防災関係機関 

(1) 近畿農政局（大阪府拠点） 

応急用食料品及び米穀の供給に関する連絡 

(2) 日本赤十字社大阪府支部 

毛布・日用品の備蓄物資の供給 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-52 

第１ 防疫活動 

実施担当 
医療衛生班、環境衛生班、大阪府、（公社）大阪府看護協会、（一社）

交野市医師会、（一社）交野市歯科医師会 

   

第１ 防疫活動 

実施担当 医療救護班、環境班、大阪府、（一社）交野市医師会 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-52 

１．市 

(1)～(3) （略） 

(4) その他、感染症法により、府の指示を受け必要な措置を行う。 

１．市 

(1)～(3) （略） 

(4) その他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、大阪府の指示

を受け必要な措置を行う。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-52 

２．府 

府は、次の措置を行う。 

(7) その他、感染症法により、自ら措置し又は市への必要な指示等を行う。 

 

※以降、「大阪府」から「府」への修正のみの記載は省略します。 

２．府 

大阪府は次の措置を行う。 

(7) その他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、自ら措置し又

は市への必要な指示等を行う。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-52 

(5) 予防接種法に規定する疾病のうち、まん延防止上緊急の必要性があると認めたときは、臨

時の予防接種を行い又は市に対して指示を行う。（予防接種法第６条） 

(6)～(7) （略） 

※ 一類感染症（エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マ

ールブルグ病、ラッサ熱）、二類感染症（急性灰白髄炎（ポリオ）、結核、ジフテリア、重症

急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。）、

鳥インフルエンザ（病原体がインフルエンザＡ属インフルエンザＡウイルスであってその血

清亜型がＨ５Ｎ１であるものに限る。）、三類感染症（コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸

菌感染症、腸チフス、パラチフス） 

(5) 予防接種法に規定する疾病のうち、まん延防止上緊急の必要性があると認めたときは、臨

時の予防接種を行い又は市町村に対して指示を行う。（予防接種法第６条） 

(6)～(7) （略） 

※ 一類感染症（エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マ

ールブルグ病、ラッサ熱）、二類感染症（急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器

症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。）、中

東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであるものに限

る。）、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）、鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９））、三類感染症（コレラ、

細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス） 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-53 

第２ 被災者の健康維持活動 

実施担当 
医療衛生班、福祉班、大阪府、（公社）大阪府看護協会、（一社）交野

市医師会、（一社）交野市歯科医師会 

   

第２ 被災者の健康維持活動 

実施担当 医療救護班、福祉班、大阪府、（一社）交野市医師会 
 

 



[新旧]地震応急-21 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-53 

第３ 保健衛生活動における連携体制 

実施担当 医療衛生班、大阪府、防災関係機関 

（略） 

また、市は、発災後、迅速に保健衛生活動が行えるよう、災害時の派遣・受入が可能となる

体制の整備、災害時のマニュアルの整備及び保健師等に対する研修・訓練の実施体制整備に努

める。 

第３ 保健衛生活動における連携体制 

実施担当 医療救護班、大阪府、防災関係機関 

（略） 

また、府及び市は、発災後迅速に保健衛生活動が行えるよう、災害時の派遣・受入が可能と

なる体制の整備、災害時のマニュアルの整備及び保健師等に対する研修・訓練の実施体制整備

に努める。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-54 

第４ 動物保護等の実施 

実施担当 環境衛生班、大阪府 

    

第４ 動物保護等の実施 

実施担当 環境班、大阪府 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-54 

１．被災地域における動物の保護・受入れ 

飼い主のわからない負傷動物や逸走状態の動物の保護については、迅速かつ広域的な対応

が求められることから、市は、府及び府獣医師会等関係団体をはじめ、ボランティア等と協

力し、動物の保護・受入れ等を行う。 

１．被災地域における動物の保護・受入れ 

飼い主のわからない負傷動物や逸走状態の動物の保護については、迅速かつ広域的な対応

が求められることから、府は市、府獣医師会等関係団体をはじめ、ボランティア等と協力し、

動物の保護・受入れ等を行う。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-54 

２．指定避難所における動物の適正な飼育 

市は、府と協力して、飼い主とともに避難した動物の飼養について、適正飼育の指導を行

うとともに、動物伝染病予防上必要な措置を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に努

める。 

２．指定避難所における動物の適正な飼育 

飼い主とともに避難した動物の飼養について、適正飼育の指導を行うとともに、動物伝染

病予防上必要な措置を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-55 

第５節 避難行動要支援者への支援 

市は、府及び防災関係機関と協力しながら、被災した避難行動要支援者に対し、被災状況や

ニーズの把握に努めるとともに、継続した福祉サービスの提供を行う。 

なお、府は、避難所の設置を継続するような規模の災害が発生した場合、避難所の高齢者、

障がい者等の生活機能の低下の防止等のため、被災市町村からの要請に基づき、必要に応じて、

大阪府災害派遣福祉チーム（大阪ＤＷＡＴ）を被災市町村へ派遣し、支援する。 

第５節 避難行動要支援者への支援 

市は、府及び防災関係機関と協力しながら、被災した避難行動要支援者に対し、被災状況や

ニーズの把握に努めるとともに、継続した福祉サービスの提供を行う。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-55 

第１ 避難行動要支援者の被災状況の把握等 

実施担当 本部事務局、福祉班、医療衛生班、交野市区長会 

    

第１ 避難行動要支援者の被災状況の把握等 

実施担当 福祉班、医療救護班 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-55 

第２ 被災した避難行動要支援者への支援活動 

実施担当 福祉班、医療衛生班、建築物対策班、（社福）交野市社会福祉協議会 

    

第２ 被災した避難行動要支援者への支援活動 

実施担当 福祉班、医療救護班、交野市社会福祉協議会 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-57 

第１ 支援体制 

実施担当 各班、（社福）交野市社会福祉協議会 

市は、大規模災害が発生した場合、被災生活が長期間に及ぶ可能性があることから、市は、

被災者の精神的な安心と、一刻も早い通常の生活の回復につなげるため、長期間の対応が可能

な支援体制の整備を図り、被災者の精神的な安心と、一刻も早い日常生活の回復につなげる。 

また、市は、支援体制の整備にあたり、府の支援を受けるとともに、府が定めた「大阪府災

害等応急対策実施要領」に基づき、ボランティア団体や民間企業との連携、物資やボランティ

アのミスマッチ解消に向けたコーディネート等を進めながら、発災当初から 72時間までとそれ

以降の支援について検討を行う。 

第１ オペレーション体制 

実施担当 各班 

市は、大規模災害が発生した場合、被災生活が長期間に及ぶ可能性があることから、市は、

被災者の精神的な安心と、一刻も早い通常の生活の回復につなげるため、長期間の対応が可能

なオペレーション体制の整備を図る。 

また、市は、オペレーション体制の整備にあたり、府の支援を受けるとともに府が定めた「大

阪府災害等応急対策実施要領」 

に基づき、ボランティア団体や民間企業との連携、物資やボランティアのミスマッチ解消に

向けたコーディネート等を進めながら、発災当初から 72時間までとそれ以降のオペレーション

について検討を行う。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-57 

第２ 住民等からの問い合わせ 

実施担当 情報総括班、市民班、消防班、大阪府警察本部（交野警察署） 

    

第２ 住民等からの問い合わせ 

実施担当 総括班 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-58 

第１ 住民への呼びかけ 

実施担当 情報総括班 

      

第１ 住民への呼びかけ 

実施担当 総括班 
 

 



[新旧]地震応急-22 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-58 

第２ 警戒活動の強化 

実施担当 本部事務局、情報総括班、大阪府警察本部（交野警察署）、交野市区長会 

交野警察署は、被災地及びその周辺において、独自に又は自主防災組織等と連携し、パトロ

ール及び生活の安全に関する情報等の提供を行い、地域の安全確保に努めるとともに、被災地

に限らず、災害に便乗した犯罪の取締り及び被害防止、市民に対する適切な情報提供を行うな

ど社会的混乱の抑制に努める。 

第２ 警戒活動の強化 
実施担当 交野警察署、地区、自主防災組織 

交野警察署は、被災地及びその周辺において、独自に又は自主防犯組織等と連携し、パトロ

ール及び生活の安全に関する情報等の提供を行い、地域の安全確保に努めるとともに、被災地

に限らず、災害に便乗した犯罪の取締り及び被害防止、市民に対する適切な情報提供を行うな

ど社会的混乱の抑制に努める。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-60 

第１ 被害状況の報告 

実施担当 

水道班、インフラ対策班、西日本電信電話㈱等、ＫＤＤＩ株式会社（関

西総支社）、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱、関西電力㈱、関西電力

送配電㈱、大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱ 

     

第１ 被害状況の報告 

実施担当 給水班、応急対策班、西日本電信電話㈱、関西電力送配電㈱、大阪ガス㈱ 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-60 

第２ 上水道 

実施担当 水道班、情報総括班、本部事務局、大阪広域水道企業団 

     

第２ 上水道 

実施担当 給水班、総括班 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-60 

(1) 応急措置 

被害の拡大のおそれがある場合、直ちに止水に努めるとともに、施設の稼働停止又は制限

を行い、必要に応じて消防本部や交野警察署及び住民に通報する。また、災害時用井戸は、

災害発生時に生活用水として利用するためのもので、飲用水としての利用はできない事など

を必要に応じて住民に周知する。 

(1) 応急措置 

被害の拡大のおそれがある場合、直ちに止水に努めるとともに、施設の稼働停止又は制限

を行い、必要に応じて消防本部や交野警察署及び住民に通報する。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-60 

第３ 下水道 

実施担当 インフラ対策班、情報総括班 

    

第３ 下水道 

実施担当 応急対策班、総括班 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-61 

第４ 電気通信 

実施担当 
西日本電信電話㈱等、ＫＤＤＩ㈱（関西総支社）、ソフトバンク㈱、楽

天モバイル㈱ 

     

第４ 電気通信 

実施担当 
西日本電信電話㈱（大阪支店）、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、ソ

フトバンク㈱ 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-61 

第５ 電力 

実施担当 関西電力㈱、関西電力送配電㈱ 

     

第５ 電力 

実施担当 関西電力送配電㈱ 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-62 

第６ ガス 

実施担当 大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱ 

    

第６ ガス 

実施担当 大阪ガス㈱ 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-63 

第１ 交通の安全確保 

実施担当 
インフラ対策班、近畿地方整備局、大阪府、西日本旅客鉄道㈱等、京阪

電気鉄道㈱、京阪バス㈱（交野営業所）、西日本高速道路㈱（関西支社） 

     

第１ 交通の安全確保 

実施担当 
応急対策班、大阪国道事務所、大阪府、西日本旅客鉄道㈱、京阪電気鉄道㈱、 

西日本高速道路㈱ 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-63 

第２ 交通の機能確保 

実施担当 
インフラ対策班、近畿地方整備局、大阪府、西日本旅客鉄道㈱等、京阪

電気鉄道㈱、京阪バス㈱（交野営業所）、西日本高速道路㈱（関西支社） 

    

第２ 交通の機能確保 

実施担当 
応急対策班、大阪国道事務所、大阪府、西日本旅客鉄道㈱、京阪電気鉄道㈱ 

西日本高速道路㈱ 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-64 

２．各施設管理者における復旧 

(2) 道路施設 

① （略） 

② 被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。 

③ 復旧活動等に支障を及ぼす道路渋滞情報を把握した場合、近畿地方整備局や府、府警察、

高速道路会社ほか府内関係市町村で組織した協議会において情報共有を行うとともに、迂

回誘導等の対策検討や情報提供手段等の確認を行い、必要に応じた対策を講じる。 

④ （略） 

２．各施設管理者における復旧 

(2) 道路施設 

① （略） 

② 被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。 

③ （略） 

 

 



[新旧]地震応急-23 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-65 

第 10節 農産業関係応急対策 

実施担当 インフラ対策班、北河内農業協同組合 

    

第 10節 農産業関係応急対策 

実施担当 応急対策班、北河内農業協同組合 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-65 

２．農作物 

(1) 技術の指導 

市及び農業協同組合は、府の協力を得て、農地、施設及び農作物に被害が生じたときは、

施肥、排水、泥土の除去、倒伏果樹の引き起し等の応急措置の技術指導を行う。 

２．農作物 

(1) 技術の指導 

市、府及び農業協同組合は、農地、施設及び農作物に被害が生じたときは、施肥、排水、

泥土の除去、倒伏果樹の引き起し等の応急措置の技術指導を行う。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-66 

第 11節 住宅の応急確保 

市は、既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相談

体制の整備、修理業者の周知等の支援による応急修理の推進、公営住宅等の既存ストックの一

時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早期に確保する。 

また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅を速やかに設

置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保する。 

なお、応急仮設住宅等への入居の際には、これまで生活してきた地域コミュニティをなるべ

く維持できるように配慮しつつ、高齢者、障がい者を優先する。 

第 11節 住宅の応急確保 

府及び市は、被災者の住宅を確保するため、速やかに被災住宅の応急修理及び応急仮設住宅

の提供等必要な措置を講ずる。応急仮設住宅等への入居の際には、これまで生活してきた地域

コミュニティをなるべく維持できるように配慮しつつ、高齢者、障がい者を優先する。 

 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-66 

第１ 住宅の応急確保 

実施担当 建築物対策班、大阪府 

     

第１ 住宅の応急確保 

実施担当 住宅対策班 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-66 

３．住居障害物の除去 

(1) 市は、府から委任された場合には、がけ崩れや浸水等により、居室・炊事場・玄関等に障

害物が運び込まれているため生活に支障をきたしている場合で、自らの資力をもってしても

除去できない者に対して障害物の除去を行う。 

３．住居障害物の除去 

(1) 市は、がけ崩れや浸水等により、居室・炊事場・玄関等に障害物が運び込まれているため

生活に支障をきたしている場合で、自らの資力をもってしても除去できない者に対して障害

物の除去を行う。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-66 

４．応急仮設住宅の建設 

市は、府から委任された場合には、災害救助法第２条に規定する区域において、住宅が全

壊、全焼又は流失し、住宅を確保することができない者に対し、建設場所、建設戸数等につ

いて十分に調整し、二次災害にも十分配慮したうえで、建設型応急住宅（建設して供与する

ものをいう。以下同じ。）を供与する。 

(1) 建設型応急住宅の管理は、住民等の協力を求めて行う。 

(2) 府と協力し、集会施設等の生活環境の整備を促進する。 

(3) 建設型応急住宅を供与期間は、完成の日から、原則として２年以内とする。 

(4) 高齢者、障がい者に配慮した建設型応急住宅を建設するよう努める。 

４．応急仮設住宅の建設 

市は府から委任された場合には、災害救助法第２条に規定する区域において、住宅が全壊、

全焼又は流失し、住宅を確保することができない者に対し、建設場所、建設戸数等について

十分に調整し、二次災害にも十分配慮したうえで、応急仮設住宅を建設し、供与する。 

(1) 応急仮設住宅の管理は、住民等の協力を求めて行う。 

(2) 集会施設等の生活環境の整備を促進する。 

(3) 供与期間は、完成の日から、原則として２年以内とする。 

(4) 高齢者、障がい者に配慮した応急仮設住宅を建設するよう努める。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-67 

６．応急仮設住宅の借上げ 

民間賃貸住宅の空き家等が存在する地域における災害の場合、民間賃貸住宅を借り上げて

供与する応急仮設住宅（以下、「賃貸型応急住宅」という。）を積極的に活用する。 

６．みなし応急仮設住宅 

民間賃貸住宅の空き家等が存在する地域における比較的規模の小さい災害や、応急仮設住

宅の建設のみでは膨大な応急住宅需要に迅速に対応できないような大規模災害の発生時に

は、民間賃貸住宅を借り上げて供与する応急仮設住宅を積極的に活用する。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-67 

７．公共住宅への一時入居 

市は、建設型応急住宅及び賃貸型応急住宅の活用状況に応じて、府等と連携して、公営住

宅の空き家への一時入居の措置を講ずる。 

７．公共住宅への一時入居 

市は、応急仮設住宅の建設及びみなし応急仮設住宅の活用状況に応じて、府等と連携して、

公営住宅の空き家への一時入居の措置を講ずる。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-67 

第２ 罹災証明の発行 

実施担当 市民班、交野市区長会 

※以降、「り災」から「罹災」への修正のみの記載は省略します。 

第２ り災証明の発行 
実施担当 総務班、地区 

 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-69 

第１ 緊急保護対策 

実施担当 避難対策班、児童・生徒対策班、園児対策班、給食班、議会班 

   

第１ 緊急保護対策 

実施担当 就学班、施設班、校（園）長 
 

 



[新旧]地震応急-24 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-69 

１．園児・児童・生徒の保護 

(1) 地震が発生した場合、市長、教育長若しくは校（園）長の状況判断により、休校（園）措

置等を行うなどの臨機の処置をとる。 

(2)～(3) （略） 

(4) 校（園）長は、休校（園）措置をとった場合は、直ちに市長若しくは教育長に報告する。 

１．園児・児童・生徒の保護 

(1) 地震が発生した場合、教育長若しくは校（園）長の状況判断により、休校（園）措置等を

行うなどの臨機の処置をとる。 

(2)～(3) （略） 

(4) 校（園）長は、休校（園）措置をとった場合は、直ちに教育委員会に報告する。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-69 

２．教育施設の保全 

（略） 

避難対策班は、学校に指定避難所を開設する場合、授業の維持・再開を考慮して、あらか

じめ定める指定避難所の利用スペース・設備等を校（園）長に確認して、本部事務局に連絡

する。 

２．教育施設の保全 

（略） 

施設班は、学校に指定避難所を開設する場合、授業の維持・再開を考慮して、あらかじめ

定める指定避難所の利用スペース・設備等を校（園）長に確認して、避難対策班に連絡する。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-69 

第２ 教育施設の応急整備 

実施担当 建築物対策班 

(1) 教育施設に被害が発生した場合は、施設管理者は建築物対策班に速やかにその状況を報告

する。 

(2) 建築物対策班は、被害状況を記録、撮影し、速やかに施設の応急復旧を実施するとともに、

本部事務局に連絡し、代替校舎の確保などの調整に努める。 

第２ 教育施設の応急整備 

実施担当 施設班、教育施設管理者 

(1) 教育施設に被害が発生した場合は、施設管理者は教育委員会に速やかにその状況を報告す

る。 

(2) 教育委員会は、被害状況を記録、撮影し、速やかに施設の応急復旧を実施するとともに、

代替校舎の確保に努める。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-69 

第３ 応急教育体制の確立 

実施担当 児童・生徒対策班、給食班 

    

第３ 応急教育体制の確立 

実施担当 就学班、給食班 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-70 

第４ 就学援助等 

実施担当 児童・生徒対策班、園児対策班、大阪府 

     

第４ 就学援助等 

実施担当 就学班、校（園）長、大阪府 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-71 

第６ 保育安全計画 

実施担当 園児対策班 

     

第６ 保育計画 

実施担当 就学班 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-71 

第７ 文化財 

実施担当 社会教育課 

指定災害により文化財が被害を受けた場合、所有者（管理責任者）は、被害状況を調査し市

社会教育課文化財係に報告する。 

また、市は、被害報告を府教育庁文化財保護課に報告する。 

府教育文化財保護課は、被災文化財の被害拡大を防止するため、市社会教育課文化財係を経

由して所有者又は管理責任者に対し、応急措置をとるよう指導・助言を行う。 

第７ 文化財 

実施担当 施設班、文化財管理者 

指定災害により文化財が被害を受けた場合、所有者（管理責任者）は、被害状況を調査し市

教育委員会に報告する。また、市は、被害報告を府教育庁文化財保護課に報告する。 

府教育文化財保護課は、被災文化財の被害拡大を防止するため、市教育委員会を経由して所

有者又は管理責任者に対し、応急措置をとるよう指導・助言を行う。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-72 

第１ ごみ処理 

実施担当 廃棄物処理班 

   

第１ ごみ処理 

実施担当 環境班 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-72 

第２ し尿処理 

実施担当 廃棄物処理班 

    

第２ し尿処理 

実施担当 環境班 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-72 

２．処理活動 

(1) 市 

収集したし尿は、乙辺浄化センターで処理するが、必要に応じて、府、他市へし尿の受入れ

を要請する。 

２．処理活動 

(1) 市 

収集したし尿は、乙辺浄化センターで処理するが、必要に応じ他市へし尿の受入れを要請

する。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-73 

第３ 災害廃棄物等処理 

実施担当 廃棄物処理班、インフラ対策班 

     

第３ 災害廃棄物等処理 

実施担当 環境班、応急対策班 
 

 



[新旧]地震応急-25 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-73 

２．処理活動 

(1) 市 

① （略） 

② 災害廃棄物等処理については、危険なもの及び通行上支障のあるもの等を優先して収

集・運搬する。 

③ 災害廃棄物等は、適正な分別・処理・処分を行うともに、可能な限り木材やコンクリー

ト等の再生利用を行い、処分量の減量化を図る。 

④～⑤ （略） 

⑥ 必要に応じて、府及び近隣市町村並びに関係団体に応援を要請する。なお、ボランティ

ア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社会福祉協議会、ＮＰ

Ｏ等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、効率的に災害廃棄物

等の搬出を行うものとする。 

２．処理活動 

(1) 市 

① （略） 

② 災害廃棄物等処理については、危険なもの及び通行上支障のあるもの等を優先して収集

する。 

③ 災害廃棄物等は、適正な分別・処理・処分を行うともに、可能な限り木材やコンクリー

ト等の再生利用と減量化を図る。 

④～⑤ （略） 

⑥ 必要に応じて、府及び近隣市町村並びに関係団体に応援を要請する。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-73 

(2) 府 

①～② （略） 

③ 市が実施する災害廃棄物等の撤去、災害廃棄物等の収集・運搬及び災害廃棄物等の処理・

処分等について、市から要請があった場合に、別に締結する協定書に基づき、公益社団法

人大阪府産業資源循環協会及び一般社団法人大阪府清掃事業連合会に対して協力を要請

する。 

④ 府域で災害廃棄物等の処理を行うことが困難であると認められる場合には、広域的な処

理ルートを確保するため、関西広域連合、他の府県や国に対し応援を要請する。 

⑤ 災害発生時に発生する廃棄物に対応するため、府内市町村を含む関係団体等の連携・協

力のもと、処分場の能力維持及び代替性・多重性を確保する観点から、大阪湾フェニック

ス事業の推進に努める。 

⑥ 必要に応じて、近畿地方整備局と港湾内における災害廃棄物の仮置場の確保について調

整する。 

(2) 府 

①～② （略） 

③ 市が実施する災害廃棄物等の撤去、災害廃棄物等の収集・運搬及び災害廃棄物等の処理・

処分等について、市から要請があった場合に、別に締結する協定書に基づき、公益社団法

人大阪府産業廃棄物協会に対して協力を要請する。 

④ 災害発生時に発生する廃棄物に対応するため、府内市町村を含む関係団体等の連携・協

力のもと、処分場の能力維持及び代替性・多重性を確保する観点から、大阪湾フェニック

ス事業の推進に努める。 

 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-75 

第１ 交野警察署 

実施担当 大阪府警察本部（交野警察署） 

   

第１ 交野警察署 

実施担当 交野警察署 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-75 

第２ 市 

実施担当 福祉班、市民班 

   

第２ 市 

実施担当 福祉班、物資班 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-77 

第１ ボランティアの受入れ 

実施担当 福祉班、（社福）交野市社会福祉協議会 

市は、府、日本赤十字社大阪府支部、大阪府社会福祉協議会、交野市社会福祉協議会、おお

さか災害支援ネットワーク、ＮＰＯ・ボランティア等及びその他ボランティア活動推進機関と

連携し、府の「災害時におけるボランティア活動支援制度」等を活用し、相互に協力・連携す

るとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やこれらの異なる組織の

活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害の状況やボランティアの活動状況

等に関する最新の情報を共有する場を設置するなど、被災者のニーズや支援活動の全体像を関

係者と積極的に共有把握するものとする。 

また、市は、府と連携し、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみな

どの収集運搬等、被災者のニーズ等に応じた活動を行うよう努める。 

これらの取組により、連携の取れた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティア

の活動環境について配慮するものとする。 

第１ ボランティアの受入れ 

実施担当 福祉班、環境班、交野市社会福祉協議会 

府、市、日本赤十字社大阪府支部、大阪府社会福祉協議会、交野市社会福祉協議会、ＮＰＯ・

ボランティア等及びその他ボランティア活動推進機関は、府の「災害時におけるボランティア

活動支援制度」等を活用し、相互に協力・連携するとともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボラン

ティア等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を

図り、情報を共有する場を設置するなど、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握するもの

とする。 

また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみなどの収集運搬を行う

よう努める。 

これらの取組により、連携の取れた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティア

の生活環境について配慮するものとする。 

 



[新旧]地震応急-26 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-77 

１．受入れ 

(1)活動内容 

市は、次の活動内容のボランティアの支援を得る。 

（略） 

(3) 受入れ窓口の開設 

交野市社会福祉協議会は、ボランティアの受入れ・活動の調整を行う窓口（災害ボランテ

ィアセンター）を開設する。 

また、被災者ニーズ等への対応を図るため、発災時における対応等について、大阪府社会

福祉協議会との情報交換に努める。 

１．受入れ 

(1) 市が支援を受けるボランティアの活動内容 

（略） 

(3) 受入れ窓口の開設 

交野市社会福祉協議会は、ボランティアの受入れ・活動の調整を行う窓口（災害ボラン

ティアセンター）を開設する。 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-78 

第２ 義援金・物資の受付・配分 

実施担当 福祉班、物資班、総務班、（社福）交野市社会福祉協議会 

    

第２ 義援金・物資の受付・配分 

実施担当 福祉班、物資班、総務班、交野市社会福祉協議会 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-79 

第３ 海外からの支援の受入れ 

実施担当 人事班 

    

第３ 海外からの支援の受入れ 

実施担当 受援班 
 

 

地震災害応急対策編 

第２章 応急復旧

期の活動 

p.地震応急-80 

第 16節 広域一時滞在への対応 

実施担当 本部事務局、物資班、福祉班、避難対策班 

（略） 

府は、市から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行い、市の行政機能が被災によ

って著しく低下した場合等、市からの要求を待ついとまがないときは、市の要求を待たないで、

広域一時滞在のための協議を市に代わって行う。 

また、府は、他の都道府県から被災住民の受入れの協議を受けた場合は、被災住民の受入れ

について、関係市町村長と協議を行う。市長は、協議を受けた際は、正当な理由がある場合を

除き、被災住民を受け入れることとし、一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対

し公共施設等を提供する。 

第 16節 広域一時滞在 

実施担当 本部事務局、総務班、住宅対策班、避難対策部各班 

（略） 

府は、市から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うものとし、市の行政機能が

被災によって著しく低下した場合等、市からの要求を待ついとまがないときは、市の要求を待

たないで、広域一時滞在のための協議を市に代わって行う。 

また、他の都道府県から被災住民の受入れの協議を受けた場合は、被災住民の受入れについ

て、関係市町村長と協議を行う。協議を受けた市長は、正当な理由がある場合を除き、被災住

民を受け入れることとし、一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し公共施設等

を提供する。 

 

 



[新旧]風水害応急-1 

風水害応急対策編 
ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-1 

第１節 気象予警報等の収集伝達 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、気象予警報その他災害に関する情報等を

各防災関係機関の有機的な連携のもとに、迅速かつ的確に収集伝達してその周知徹底を図り、

的確な応急対策の実施に資する。 

なお、大阪管区気象台及び府は、参考となる警戒レベルを附して気象予警報の伝達、周知す

る。 

第１節 気象予警報等の収集伝達 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、気象予警報その他災害に関する情報等を

各防災関係機関の有機的な連携のもとに、迅速かつ的確に収集伝達してその周知徹底を図り、

的確な応急対策の実施に資するものである。 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-1 

第１ 気象情報等の監視 

実施担当 本部事務局、消防班、大阪管区気象台、防災関係機関 

     

第１ 気象情報等の監視 

実施担当 危機管理室、消防本部、防災関係機関 
 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-1 

(1) 注意報 

種 類 発表基準 

気象注意報 

強風注意報 （略） 

雷注意報（注６） （略） 

大雨注意報 （略） 

地面現象注意報☆ 地面現象注意報 （略） 

浸水注意報☆ 浸水注意報 （略） 

洪水注意報 洪水注意報 

洪水によって災害が起こるおそれがあると予

想される場合で、避難に備えハザードマップ等に

より災害リスク等を再確認するなど、自らの避難

行動の確認が必要とされる「警戒レベル２」であ

る。 

①流域雨量指数基準 天野川流域（１２．７） 

②流域雨量指数基準 北川流域（６．９） 

③複合基準※１ 天野川流域（９、１０） 

④複合基準※１ 北川流域（７、６．９） 

    

(1) 注意報 

種類 発表基準 

気象注意報 強風注意報 （略） 

雷注意報 

（注６） 

（略） 

大雨注意報 （略） 

地面現象注意報 

☆ 

地面現象注

意報 

（略） 

浸水注意報 

☆ 

浸水注意報 （略） 

洪水注意報 洪水注意報 洪水によって災害が起こるおそれがあると予想さ

れる場合で、避難に備えハザードマップ等により災

害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確

認が必要とされる警戒レベル２である。 

①流域雨量指数基準 天野川流域（１３） 

②流域雨量指数基準 北川流域（５．６） 

③複合基準※１ 天野川流域（１０、１１） 

     

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-2 

(2) 警報 

種 類 発表基準 

気象警報 

暴風警報 （略） 

大雨警報（注

４） 

大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると

予想される場合で、高齢者等の危険な場所からの避

難が必要とされる「警戒レベル３」に相当。 

（略） 

地面現象警報☆ 地面現象警報 （略） 

浸水警報☆ 浸水警報 （略） 

洪水警報 洪水警報 

洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると

予想される場合で、高齢者等の危険な場所からの避

難が必要とされる「警戒レベル３」に相当。 

①流域雨量指数基準 天野川流域（１５．９） 

②流域雨量指数基準 北川流域（８．７） 

③複合基準※１ 天野川流域（９、１３．８） 

④複合基準※１ 北川流域（１２、８．３） 

（略） 

注４ 大雨警報には括弧を付して、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）として、特

に警戒すべき事項が明記される。ただし、土砂災害警戒情報の対象となっていない市

町村には、大雨警報（土砂災害）は発表されない。 

(2) 警報 

種類 発表基準 

気象警報 暴風警報 （略） 

 大雨警報 

（注４） 

大雨によって重大な災害が起こるおそれがある

と予想される場合で、高齢者等の避難が必要とさ

れる警戒レベル３に相当。 

（略） 

地面現象警報 

☆ 

地面現象警報 
（略） 

浸水警報 

☆ 

浸水警報 
（略） 

洪水警報 洪水警報 洪水によって重大な災害が起こるおそれがある

と予想される場合で、高齢者等の避難が必要とさ

れる警戒レベル３に相当。 

①流域雨量指数基準 天野川流域（１６．３） 

②流域雨量指数基準 北川流域（７．１） 

③複合基準※１ 天野川流域（１０、１４．２） 

（略） 

注４ 大雨警報には括弧を付して、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）として、特

に警戒すべき事項が明記される。 

 



[新旧]風水害応急-2 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-3 

(3) 特別警報 

（略） 

現象の種類 発表基準 

大 雨 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される

場合である。 

災害がすでに発生又は切迫している状況であり、命の危険があり直ちに

安全を確保する必要があることを示す「警戒レベル５」に相当。 

暴 風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと

予想される場合である。 

    

(3) 特別警報 

（略） 

現象の種類 発表基準 

大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量

となる大雨が予想され、若しくは、数十年に一

度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により

大雨となると予想される場合である。災害がす

でに発生している状況であり、命を守るための

善の行動をとる必要があることを示す警戒

レベル５に相当。 

暴風 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低

気圧により暴風が吹くと予想される場合であ

る。 

     

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-3 

(4) 気象情報 

大阪管区気象台は、気象等の予報に関係のある、台風、大雨、竜巻等突風、及びその他異

常気象等についての情報を住民及び関係機関に対して発表する。 

なお、竜巻注意情報は、竜巻発生確度ナウキャストで発生確度２が現れた地域に発表して

いるほか、目撃情報が得られて竜巻等が発生するおそれが高まったと判断した場合にも発表

しており、有効期間は発表から約1時間、発表後すみやかに防災機関や報道機関へ伝達され

る。 

(4) 気象情報 

大阪管区気象台は、気象等の予報に関係のある、台風、大雨、竜巻等突風、及びその他異

常気象等についての情報を住民及び関係機関に対して発表する。なお、竜巻注意情報は雷注

意報を補足する情報として、対象地域を対象に発表する。 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-3 

(5) 土砂災害警戒情報 

府及び大阪管区気象台は、大雨警報（土砂災害）発表中に、命に危険を及ぼす土砂災害が

いつ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難指示や住民の自主避難の

判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける土砂災害警戒情報を共

同発表する。また、これを補足する土砂災害に関するメッシュ情報を発表する。 

（略） 

※土壌雨量指数とは、土砂災害発生の危険性を示す指標で、降った雨が土壌中に貯まって

いる状態を示す指数。「これまでに降った雨」と「今後数時間に降ると予想される雨」を

もとに、全国くまなく１km四方の領域ごとに算出する。 

また、土砂災害警戒情報の発表対象とする土砂災害は、技術的に予知・予測が可能である

表層崩壊等による土砂災害のうち土石流や集中的に発生する急傾斜地の崩壊とし、技術的に

予知・予測が困難である斜面の深層崩壊、山体崩壊、地すべり等については対象としない。

土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警報（土砂災害）が発表されているときは、避難指示等

の対象地区の範囲が十分であるかどうか等、既に実施済みの措置の内容を確認し、その結果、

必要に応じて避難指示の対象地域の拡大等の更なる措置を検討する必要がある。 

(5) 土砂災害警戒情報 

府及び大阪管区気象台は大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発生の危険

度がさらに高まったとき、市町村長の避難勧告や住民の自主避難の判断を支援するため、対

象となる市町村を特定して警戒を呼びかける土砂災害警戒情報を共同発表する。また、これ

を補足する土砂災害に関するメッシュ情報を発表する。市は、土砂災害警戒情報に基づき避

難勧告等必要な措置を講じる。（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律第２７条、災害対策基本法第５１条、第５５条、気象業務法第１１条、第１３条、

第１５条） 

（略） 

※土壌雨量指数とは、土砂災害発生の危険性を示す指標で、降った雨が土壌中に貯まって

いる状態を示す指数。「これまでに降った雨」と「今後数時間に降ると予想される雨」を

もとに、全国くまなく5km四方の領域ごとに算出する。 

また、土砂災害警戒情報の発表対象とする土砂災害は、技術的に予知・予測が可能である

表層崩壊等による土砂災害のうち土石流や集中的に発生する急傾斜地の崩壊とし、技術的に

予知・予測が困難である斜面の深層崩壊、山体崩壊、地すべり等については対象としない。

土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警報（土砂災害）が発表されているときは、避難勧告等

の対象地区の範囲が十分であるかどうか等、既に実施済みの措置のないようを検討する必要

がある。 

 



[新旧]風水害応急-3 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-4 

(6) 大雨警報・洪水警報の危険度分布等 

キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等の概要 

種 類 概 要 

土砂キキクル（大

雨警報（土砂災害）

の危険度分布） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１

km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先まで

の雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時１０分ごとに更

新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表さ

れたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することがで

きる。 

・「災害切迫」（黒）：命に危険が及ぶ土砂災害が切迫しているか、

すでに発生している可能性が高い状況で警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：土砂災害警戒区域等の外へ避難が必要とされる警

戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：土砂災害警戒区域等の外へ高齢者等の避難が必要

とされる警戒レベル３に相当。 

・（略） 

浸水キキクル（大

雨警報（浸水害）の

危険度分布） 

（略） 

洪水キキクル（洪

水警報の危険度分

布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及

びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で

河川流路を概ね１km ごとに５段階に色分けして示す情報。３時間

先までの流域雨量指数の予測を用いて常時１０分ごとに更新して

おり、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを

面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：重大な洪水災害が切迫しているか、すでに発

生している可能性が高い状況で警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

（略） 

流域雨量指数の予

測値 

（略） 

      

(6) 大雨警報・洪水警報の危険度分布等 

警報の危険度分布等の概要 

種類 概要 

大雨警報（土砂災害）の

危険度分布（土砂災害

警戒判定メッシュ情

報） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図

上で１km四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。

２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用い

て常時１０分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）

や土砂災警戒情報等が発表されたときに、どこで危険度が

高まるかを面的に確認することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）、「極めて危険」（濃い紫）：避難

が必要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベ

ル３に相当。 

・（略） 

大雨警報（浸水害）の危

険度分布 

（略） 

洪水警報の危険度分布 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知

河川及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予

測を、地図上で河川流路を概ね１km ごとに５段階に色分

けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用

いて常時１０分ごとに更新しており、洪水警報等が発表さ

れたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認するこ

とができる。 

・「非常に危険」（うす紫）：避難が必要とされる警戒レベ

ル４に相当。 

（略） 

流域雨量指数の予測値 （略） 
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期の活動 

p.風水害応急-5 

第２ 気象警報等の伝達 

実施担当 各班、大阪府、大阪管区気象台 

大阪管区気象台は、気象現象等により災害発生のおそれがある場合は、気象業務法に基づき

注意報、警報、特別警報等を発表し、注意を喚起し、警戒を促す。その際、災害の危険度が高

まる地域を示す等、早期より警戒を呼びかける情報や、危険度やその切迫度を伝えるキキクル

（危険度分布）等の情報を分かりやすく提供することで、気象特別警報、警報及び注意報を適

切に補足する。 

交野市域の風水害に関わる気象警報等が発表された場合は、速やかに市長、副市長及び各部

長にその旨を伝達する。 

第２ 気象警報等の伝達 

実施担当 各部、自主防災組織 

交野市域の風水害に関わる気象警報等が発表された場合、市は、速やかに市長、副市長及び

各部長にその旨を伝達する。 

 

 



[新旧]風水害応急-4 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-5 

２ 住民への伝達 

(1) 府は、日本放送協会（大阪放送局）及び民間放送事業者と連携して、予警報の周知を図る。

必要に応じて、緊急警報放送を要請する。 

特に、台風接近時には、台風の状況と併せ、不要・不急の外出抑制の呼びかけ等の周知を

図る。 

なお、竜巻注意情報については、ポータルサイト（おおさか防災ネット）のホームページ

やメールでの周知を図る。 

(2) 市は、防災行政無線、広報車、警鐘等を利用し、又は状況に応じて自主防災組織等の住民

組織と連携して、住民に対して予警報を伝達するとともに、必要に応じて予想される事態と

それに対してとるべき措置について周知する。周知にあたっては、登録携帯へのメールや音

声対応、テレビの文字放送等の情報システムを活用するほか、民生委員・児童委員、介護保

険事業者、障がい福祉サービス事業者、ボランティア団体等が連携して、避難行動要支援者

に必要な情報が速やかに行き届くよう対応する。 

(3) 市は、これまで経験したことがない規模の台風が接近している場合、府及び気象台と情報

共有・連携を密にし、住民に対し、身の安全確保の呼びかけに努める。 

(4）道路管理者は、降雨状況等から通行規制範囲を予め指定し、ホームページ等で周知し、規

制の基準に達した場合はできるだけ早く通行規制状況を発表するものとし、その際、当該情

報が入手しやすいよう多様な広報媒体を活用し、日時、迂回経路等を示すものとする。また、

降雨状況の変化に応じて規制区間の見直しを行うものとする。 

２ 住民への伝達 

(1) 府は、日本放送協会（大阪放送局）及び民間放送事業者と連携して、予警報の周知を図る。

必要に応じて、緊急警報放送を要請する。 

(2) 市は、市地域防災計画に基づき、防災行政無線、広報車、警鐘等を利用し、又は状況に応

じて自主防災組織等の住民組織と連携して、住民に対して予警報を伝達するとともに、必要

に応じて予想される事態とそれに対してとるべき措置について周知する。周知にあたって

は、登録携帯へのメールや音声対応、テレビの文字放送等の情報システムを活用するほか、

民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者、ボランティア団体等が

連携して、避難行動要支援者に必要な情報が速やかに行き届くよう対応する。 
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期の活動 

p.風水害応急-6 

気象予警報の関係機関への伝達経路 

（図略） 

(注)１～２ （略） 

３ 放送事業者とは朝日放送グループホールディングス㈱、㈱毎日放送、読売テレビ放送

㈱、関西テレビ放送㈱、㈱エフエム大阪、㈱日経ラジオ社大阪支社、㈱ジェイコムウ

エスト、㈱テレビ岸和田、箕面ＦＭまちそだて放送㈱、テレビ大阪㈱、㈱ＦＭ802

（ＦＭＣＯ.ＣＯ.ＬＯ）の 11 社である。 

４ （略） 

５ 私鉄各社は、近畿日本鉄道㈱、阪急電鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、南海電気鉄道㈱、京阪

電気鉄道㈱、北大阪急行電鉄㈱、㈱大阪港トランスポートシステム、泉北高速鉄道株

式会社、能勢電鉄㈱、大阪市高速電気軌道㈱、大阪モノレール㈱の 11 社である。 

気象予警報の関係機関への伝達経路 

（図略） 

(注)１～２ （略） 

３ 放送事業者とは朝日放送㈱、㈱毎日放送、読売テレビ放送㈱、関西テレビ放送㈱、㈱

エフエム大阪の５社である。 

４ （略） 

５ 私鉄各社は、近畿日本鉄道㈱、阪急電鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、南海電気鉄道㈱、京阪

電気鉄道㈱、北大阪急行電鉄㈱、㈱大阪港トランスポートシステム、泉北高速鉄道株

式会社、能勢電鉄㈱、大阪高速鉄道㈱の 10 社である。 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-8 

第３ 水位周知河川の水位到達情報の伝達 

実施担当 本部事務局、人事班、インフラ対策班、消防班 

   

第３ 水位情報周知河川の水位到達情報の伝達 

実施担当 危機管理室、総務部、都市整備部、消防本部、消防団 
 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-8 

１．水位周知河川 

知事が、洪水予報河川以外の河川で、洪水により府民経済上、相当な損害が生じるおそれ

があるものとして指定した河川であり、水位到達情報を発表する。 

大阪府内で２６河川指定されており、交野市に影響がある河川は天野川、穂谷川である。 

２．水位到達情報 

知事から天野川、穂谷川の水位到達情報（避難判断水位及び氾濫危険水位（洪水特別警戒

水位））が発表された場合、危機管理室長又は都市整備部長は、速やかに市長及び相互に伝達

し、市長の水防活動についての指示を水防関係者に伝達するとともに、防災行政無線、広報

車等により住民への周知を図る。 

１．水位情報周知河川 

知事が、洪水予報河川以外の河川で、洪水により府民経済上、相当な損害が生じるおそれ

があるものとして指定した河川であり、水位到達情報を発表する。大阪府内で２６河川指定

されており、交野市に影響がある河川は天野川である。 

２．水位到達情報 

府知事から天野川の水位到達情報（避難判断水位及び氾濫危険水位（洪水特別警戒水位））

が発表された場合、危機管理室長又は都市整備部長は速やかに市長及び相互に伝達し、市長

の水防活動についての指示を水防関係者に伝達するとともに、防災行政無線、広報車等によ

り住民への周知を図る。 

 



[新旧]風水害応急-5 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-8 

洪水区域及び基準水位 

河川名 区域 
延長 
(km) 

対象 
量水標 

氾濫注意水位 
(警戒水位) 

(ｍ) 

避難判断水位 
 

(ｍ) 

氾濫危険水位 
(洪水特別警戒水位)

(ｍ) 

天
野
川 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

穂
谷
川 

左岸 
枚方市田口５丁目地先
(穂谷川新橋下流端)か
ら淀川合流点まで 

3.4 

全

区

域 

山

垣

内

橋 

2.25 2.60 2.70 

右岸 

枚方市招提南町３丁
目地先(穂谷川新橋下
流端)から淀川合流点
まで 

    

洪水区域及び基準水位 

河川名 区域 
延長 
(km) 

対象量水標 

氾  濫 
注意水位 
(警戒水位) 
(ｍ) 

避  難 
 

判断水位 
(ｍ) 

氾濫危険水 位 
(洪水特別警戒水位) 

(ｍ) 

天野川 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 

 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-9 

水位到達情報の連絡系統図 

 

※土木事務所の代理で、府水防本部から連絡する場合がある。 

連絡系統図 

 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-10 

第４ 水防警報の伝達 

実施担当 本部事務局、人事班、インフラ対策班、消防班 

府知事から天野川、穂谷川の水防警報が発表された場合、危機管理室長又は都市整備部長は

速やかに市長及び相互に伝達し、市長の水防活動についての指示を水防関係者に伝達する。 

第４ 水防警報の伝達 

実施担当 危機管理室、総務部、都市整備部、消防本部、消防団 

府知事から天野川の水防警報が発表された場合、危機管理室長又は都市整備部長は速やかに

市長及び相互に伝達し、市長の水防活動についての指示を水防関係者に伝達する。 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-11 

水防警報の発令の時期 

（表略） 

種 別 大阪府知事指定 

河川名 穂谷川 

準 備 
水防団待機水位（通報水位：枚方市山垣内橋：1.00m）に達したとき（ただ

し、降雨が全く無く、感潮による影響のみの場合は別途判断する。） 

出 動 

①氾濫注意水位（枚方市山垣内橋：2.25m）に達したとき 

②氾濫注意水位に近づき、達するおそれがあるとき、あるいは、超えるこ

とが予想されるとき 

解 除 水位が氾濫注意水位以下になり、水防活動を必要としなくなったとき 

準備解除 
水防団待機水位（通報水位）を下回ったとき、または、水防団待機水位（通

報水位）を上回っている状況で大雨（洪水）注意報が解除されたとき 

    

水防警報の発令の時期 

（表略） 

 

 

※ 

大阪管区気象

大阪府水防本部 

大阪府警察本部 

枚方土木事務所 

報道機関 

大阪府危機管理室 

交野市長 

水防事務組合 

交野市 

住 民 

交野市消防団 

交野市 

消防本部 

陸上自衛隊 

大阪管区気象台 

大阪府水防本部 

大阪府警察本部 

枚方土木事務所 

報道機関 

大阪府危機管理室 

交野市長 

指定水防管理者、 

 

交野市 

住民 

交野市消防団 

交野市 

消防本部 



[新旧]風水害応急-6 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-11 

知事の行う水防警報連絡系統図 

 

※土木事務所の代理で、府水防本部から連絡する場合がある。 

連絡系統図 

 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-11 

第５ 雨量・水位の解析等 

実施担当 本部事務局、インフラ対策班、大阪府 

    

第５ 雨量・水位の解析等 

実施担当 危機管理室、都市整備部、府 
 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-12 

(2) 水位 

河川水位観測所 

観測所名 河川名 
通報水位※1 

警戒水位※2 
所在地 管理者 観測者 

既往 

高水位 

( 高標読) 

禁野橋 天野川 
1.00 

3.50 

枚方市 

禁野 

枚方土木 

事務所長 

所員 

TEL 072(844)1331 

H11.8.11 

3.47ｍ 

山垣内橋 穂谷川 
1.00 

2.25 

枚方市 

牧野阪 
〃 〃 

S42.7.9 

3.35ｍ 

    

(2) 水位 

河川水位観測所 

観測所名 河川名 
通報水位※1 

警戒水位※2 
所在地 管理者 観測者 

既往 

高水位 

( 高標読) 

禁野橋 天野川 
1.00 

3.50 

枚方市 

禁野 

枚方土木 

事務所長 

所員 

TEL 072(844)1331 

H11.8.11 

3.47ｍ 

 

 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-13 

第６ 異常現象発見時の通報 

実施担当 本部事務局、大阪府警察本部（交野警察署） 

    

第６ 異常現象発見時の通報 

実施担当 危機管理室、都市整備部、環境部、交野警察署 

      

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-13 

１．水害（河川・ため池） 

(1) 堤防の亀裂又は欠け・崩れ 

(2) 堤防からの越水 

(3) 堤防の天端の亀裂又は沈下 等 

１．水害（河川・ため池） 

(1) 堤防の亀裂又は欠け・崩れ 

(2) 堤防からのあふれ 

(3) 堤防の上面の亀裂又は沈下等 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-13 

第７ 土砂災害警戒情報の伝達 

実施担当 
本部事務局、インフラ対策班、大阪府警察本部（交野警察署）、大阪管

区気象台 

府及び大阪管区気象台は、大雨警報（土砂災害）発表中に、命に危険を及ぼす土砂災害がい

つ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難指示や住民の自主避難の判断

を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける土砂災害警戒情報を共同発表

する。 

土砂災害警戒情報は、危険な場所から全員避難が必要とされる警戒レベル４に相当し、これ

を補足する土砂災害に関するメッシュ情報を発表する。 

（略） 

第７ 土砂災害警戒情報の伝達 

実施担当 危機管理室、交野警察署 

（略） 

 

※ 

大阪管区気象台 

大阪府水防本部 

大阪府警察本部 

枚方土木事務所 

報道機関 

大阪府危機管理室 

交野市長 

量水標・水こう

門等管理者 

交野市 

住 民 

交野市消防団 

交野市 

消防本部 

陸上自衛隊 

交野警察署 

大阪管区気象

大阪府水防本部 

大阪府警察本部 

枚方土木事務所 

報道機関 

大阪府危機管理室 

交野市長 

指定水防管理者、 

交野市 

住民 

交野市消防団 

交野市 

消防本部 



[新旧]風水害応急-7 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-14 

土砂災害警戒情報の関係機関への伝達系統図 

 
※東京キー局・気象業務支援センター等の他機関を介した伝達 

 

土砂災害警戒情報の関係機関への伝達経路 

 
（注）１ 放送事業者とは朝日放送㈱、㈱毎日放送、読売テレビ放送㈱、関西テレビ放送

㈱、㈱エフエム大阪の５社である。 

２ 私鉄各社は、近畿日本鉄道㈱、阪急電鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、南海電気鉄道㈱、

京阪電気鉄道㈱、北大阪急行電鉄㈱、㈱大阪港トランスポートシステム、泉北高

速鉄道㈱、能勢電鉄㈱、大阪高速鉄道㈱の 10 社である。 

３ 大阪管区気象台からの伝達経路で、    及び放送事業者の㈱エフエム大阪は

専用回線以外である。 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-15 

第２節 組織動員 

市及び防災関係機関は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、迅速かつ的確に

災害の防御及び被害の軽減等災害応急対策を実施するため、必要な組織動員をとるとともに、

災害応急対策に従事する者の安全確保に十分留意する。 

また、短期風水害対応の場合には、災害応急対策が一部の部局のみの負担とならないよう配

慮し、全庁的な対応を行うよう別で定めるものとする。 

第２節 組織動員 

市及び防災関係機関は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、迅速かつ的確に

災害の防御及び被害の軽減等災害応急対策を実施するため、必要な組織動員をとるとともに、

災害応急対策に従事する者の安全確保に十分留意する。 

 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-15 

第１ 組織体制 

実施担当 各班 

      

第１ 組織体制 
実施担当 各部、各班 

 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-15 

１．警戒体制の設置 

(1) （略） 

(2) 解除基準 

① 災害警戒本部が設置されたとき 

② 危機管理室長が必要なしと認めたとき 

(3) 組織、業務 

都市整備部及び危機管理室が、水防体制を編成し、災害情報の収集、災害危険箇所の点検

等を行う。 

１．警戒体制の設置 

(1) （略） 

(2) 解除基準 

危機管理室長が必要なしと認めたとき 

(3) 組織、業務 

都市整備部及び危機管理室が災害情報の収集、災害危険箇所の点検等を行う。 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-15 

２．災害警戒本部の設置 

(1) 設置基準 

①～②（略） 

③市内で災害が発生するおそれがあるが、時間、規模等の推測が困難なとき 

２．災害警戒本部の設置 

(1) 設置基準 

①～②（略） 

③市内で災害が発生するおそれがあるとき 

 



[新旧]風水害応急-8 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-15 

３．災害対策本部の設置 

市長は、次の設置基準に該当する場合には、災害対策本部を設置する。 

なお、市長が災害対策本部長の任務にあたり、市長が不在等の場合は、副市長、教育長、

水道事業管理者の順位で代行する。 

(1) 設置基準 

① 災害が発生したとき 

３．災害対策本部の設置 

市長は、次の設置基準に該当する場合には、災害対策本部を設置する。 

(1) 設置基準 

① 災害が発生したとき又はそのおそれがあるとき 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-16 

災害対策本部（警戒本部）の組織・業務一覧表 

各 部 班 に 

共通の業務 

１．所管施設の初期被害把握に関すること 

２～７．（略） 

     

災害対策本部（警戒本部）の組織・業務一覧表 

各 部 班 に 

共通の業務 

１．所管施設の被害調査、応急対策に関すること 

２～７．（略） 

   

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-16 

 

部 本部員 
担当班等 

（担当室・課等） 
事  務  分  掌 

本部 

指揮部 
危機管理室長 

本部事務局 

（危機管理室） 

１～６．（略） 

７．避難指示等の発令に関すること 

８．災害見舞金及び災害弔慰金の支給に関

すること 

９．被災者生活再建支援金に関すること 

10．緊急通行車両の届出に関すること 

11．災害時用井戸の運用管理に関すること 

12．人命の捜索に関すること 

    

 

部 班 係 主担当 業  務  分  掌 

本部 

指揮部 
本部事務局 危機管理室 

１～６．（略） 

７．避難勧告等の発令に関すること 

８．災害見舞金及び弔慰金の支給に関すること 

９．被災者生活再建支援金に関すること 

 

 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-16 

 

情報 

総括部 
企画財政部長 

情報総括班 

（秘書政策課） 

（財務課） 

（情報マーケティング課）

１．災害情報の収集・集約に関すること 

２．コールセンターの設置・運営に関する

こと 

３．広報活動に関すること 

４．報道機関との連絡調整に関すること 

５．災害状況の記録に関すること 

６．基幹系・情報系システムの維持に関す

ること 

７．災害対策関係予算その他財務に関する

こと 

８．本部長・副本部長の秘書に関すること 

９．災害視察団等の受入れに関すること 

10．物資部の応援に関すること 

      

 

本部 

指揮部 

総
括
班 

被害情報

担当 

総務部 

（地域振興課）① 
(人権と暮らし

の相談課）① 

１．災害情報の収集・集約に関すること 

２．コールセンターの設置・運営に関すること 

情報ｼｽﾃﾑ

担当 

企画財政部 

（情報政策課）② 

１．基幹系・情報系システムの維持に関すること 

秘書担当 
企画財政部 

（秘書課） 

１．本部長・副本部長の秘書に関すること 

２．災害視察団等の受入れに関すること 

広報担当 
企画財政部 

（情報政策課）① 

１．広報活動に関すること 

２．報道機関との連絡調整に関すること 

３．災害状況の記録に関すること 

      

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-17 

 

総務部 
総務部長 

 

人事班 

（人事課） 

１．職員の配備に関すること 

２．職員の参集状況の把握に関すること 

３．他機関の職員の受入に関すること 

４．職員の給与及び給食に関すること 

総務班 

（総務課） 

（地域振興課） 

（人権と暮らしの相談

課） 

 

１．庁舎の保全に関すること 

２．電話回線の確保に関すること 

３．義援金の保管・配分に関すること 

４．地区との連絡調整に関すること 

５．被災者相談窓口の運営に関すること 

６．日用品等の流通、物価の安定監視に関

すること 

７．物資部の応援に関すること 

８. 避難対策部の応援に関すること 
 

 

本部 

指揮部 
受援班 

総務部 

（人事課）① 

１．職員の配備に関すること 

２．職員の参集状況の把握に関すること 

３．他機関の職員の受入に関すること 

総務部 総務班 

総務部 

（総務課） 

（人事課）② 

（地域振興課）② 

(人権と暮らしの

相談課）② 

（財産管理室）② 

企画財政部 

（政策企画課） 

（財務課） 

市民部 

（税務室）② 

１．災害対策関係予算その他財務に関すること 

２．車両と燃料の確保に関すること 

３．緊急通行車両の届出に関すること 

４．庁舎の保全及び通信手段の確保に関すること 

５．職員の給与及び給食に関すること 

６．被害家屋認定調査及びり災証明に関すること 

７．義援金の保管・配分に関すること 

８．地区との連絡調整に関すること 

９．被災者相談窓口の運営に関すること 

10．日用品等の流通、物価の安定監視に関すること 

11. 本部指揮部の応援に関すること 

     

 



[新旧]風水害応急-9 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-17 

 

物資部 財産管理室長 

物資班 

（財産管理室）① 

１．車両と燃料の確保に関すること 

２．生活必需品等の調達、避難所等への供

給に関すること 

３．救援物資の受付、仕分け、避難所等へ

の供給に関すること 

４．臨時ヘリポートの開設後の管理に関す

ること 

    

 

市民部 物資班 

市民部 

（市民課） 

（医療保険課） 

１．生活必需品等の調達、避難所等への供給に関

すること 

２．救援物資の受付、仕分け、避難所等への供給

に関すること 

３．臨時ヘリポートの開設に関すること 

      

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-17 

 

市民部 市民部長 

市民班 

（市民課）② 

（税務室） 

１．被害家屋認定調査に関すること 

２．り災証明の発行に関すること 

３．遺体の埋火葬に関すること 

４．避難対策部の応援に関すること 

    

 

市民部 物資班 

市民部 

（市民課） 

（医療保険課） 

４．遺体の埋火葬に関すること 

 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-17 

 

健やか部 健やか部長 

医療衛生班 

（健康増進課) 

（子育て支援課） 

（新型コロナウイルス

ワクチン接種対策推

進室） 

１．交野市医師会との連絡調整に関するこ

と 

２．交野市歯科医師会との連絡調整に関す

ること 

３．北河内薬剤師会との連絡調整に関する

こと 

４．四條畷保健所との連絡調整に関するこ

と 

５．医療活動に関すること 

６．医薬品、医療資器材等の調達、救護所

等への供給に関すること 

７．感染症対策・保健衛生に関すること 

園児対策班 

（こども園課） 

（児童発達支援センター）

（あさひ認定こども園） 

（くらやま認定こども園）

１．市立園の在園児及び通園児の安否確

認・安全確保に関すること 

２．民間幼保施設の確認に関すること 

    

 

医療 

救護部 
医療救護班 

健やか部 

（健康増進課) 
（子育て支援課） 

（児童発達支援セン

ター） 

（新型コロナワクチ

ン接種対策室） 

１．医療助産活動に関すること 

２．大阪府四條畷保健所、交野市医師会及び医療

関係機関との連絡調整に関すること 

３．医薬品、医療資器材等の調達、救護所等への

供給に関すること 

４．防疫（検病等）・保健衛生に関すること 
 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-17 

 

福祉部 福祉部長 

福祉班 

（福祉総務課） 

（生活福祉課） 

（障がい福祉課） 

（高齢介護課） 

１．避難行動要支援者に関すること 

２．遺体の安置等に関すること 

３．義援金の受付に関すること 

４．災害ボランティアセンターに関すること 

５．福祉施設の確認に関すること 

６．福祉避難所の開設・運営に関すること 

７．日本赤十字社との連絡調整に関するこ

と 

   

 

福祉部 福祉班 

福祉部 

（福祉総務課） 

（生活福祉課） 

（障がい福祉課） 

（高齢介護課） 

１．避難行動要支援者の安否確認、避難支援、福

祉サービスに関すること 

２．遺体の安置等に関すること 

３．義援金の受付に関すること 

４．災害ボランティアセンターとの連絡調整に関する

こと 
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環境部 環境部長 

廃棄物処理班 

（環境総務課） 

（環境事業課） 

（乙辺浄化センター） 

１．し尿及びごみの収集処理に関すること 

２．し尿汲み取り業者及びごみ収集業者へ

の協力要請並びに指導監督に関するこ

と 

３．仮設トイレの設置に関すること 

４．災害廃棄物等の処理に関すること 

環境衛生班 

（環境衛生課） 

１．動物の保護等に関すること 

２．防疫（消毒、鼠・昆虫の駆除等）に関

すること 

３．山地災害危険地区の把握に関すること 

     

 

環境部 環境班 

環境部 

（環境衛生課） 

（環境総務課） 

（環境事業課） 
（乙辺浄化センター） 

１．し尿及びごみの収集処理に関すること 

２．し尿汲み取り業者及びごみ収集業者への協力

要請並びに指導監督に関すること 

３．し尿処理施設の被害調査、応急対策に関する

こと 

４．災害廃棄物等の処理に関すること 

５．動物の保護等に関すること 

６．防疫（消毒、鼠・昆虫の駆除等）に関すること 

７．行方不明者の捜索に関すること 

８．山地災害危険地区の把握に関すること 
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建築物 

対策部 
都市計画部長 

建築物対策班 

（都市まちづくり課） 

（開発調整課） 

（財産管理室）② 

（まなび舎整備課）① 

１．指定避難所の被害実態調査、応急対策

に関すること 

２．公共施設の被害実態調査、応急対策に

関すること 

３．既存住宅地及び家屋の被害実態調査、

応急対策に関すること 

４．建築物及び宅地の応急危険度判定に関

すること 

５．応急仮設住宅等に関すること 

６．宅地の防災パトロールに関すること 

７．市営住宅の被害実態調査、応急対策に

関すること 

    

 

住宅 

対策部 
住宅対策班 

都市計画部 

（都市計画課） 

（開発調整課） 
（まちづくり推進室） 

総務部 
（財産管理室）③ 

１．宅地の防災パトロールに関すること 

２．既存住宅地及び家屋の被害調査、応急対策

に関すること 

３．応急仮設住宅等に関すること 

４．市営住宅の被害調査、応急対策に関するこ

と 

５．水防活動に関すること 
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インフラ 

対策部 
都市整備部長 

インフラ対策班 

（道路河川課） 

（緑地公園課） 

（下水道課） 

（農政課） 

 

１．水防活動に関すること 

２．災害危険個所のパトロールに関するこ

と 

３．道路・橋梁等の被害調査、応急対策に

関すること 

４．公園施設及び街路樹の被害調査、応急

対策に関すること 

５．道路の交通規制に関すること 

６．道路上のがれき除去に関すること 

７．河川・水路の被害調査、応急対策に関す

ること 

８．下水道施設の被害調査、応急対策に関

すること 

９．ため池の被害調査、応急対策に関する

こと 

10．農地、農作物等の応急対策に関するこ

と 

    

 

応急 

対策部 
応急対策班 

都市整備部 

（道路河川課） 

（緑地公園課） 

（下水道課） 

（農政課） 

 

 

１．水防活動に関すること 

２．災害危険個所のパトロールに関すること 

３．道路・橋梁等の被害調査、応急対策に関する

こと 

４．公園施設及び街路樹の被害調査、応急対策に

関すること 

５．道路の交通規制に関すること 

６．道路上のがれき除去に関すること 

７．河川・水路の被害調査、応急対策に関すること 

８．下水道施設の被害調査、応急対策に関すること 

９．ため池の被害調査、応急対策に関すること 

10．農地、農作物等の応急対策に関すること 
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教育部 教育次長 

児童・生徒対策班 

（教育総務室） 

（指導課） 

１．児童及び生徒の安否確認・安全確保に

関すること 

２．学用品の調達及び支給に関すること 

３．応急教育体制及び施設の確保に関する

こと 

給食班 

（学校給食センター） 

１．食料、炊き出し資器材等の調達、避難

所等への供給に関すること 
 

 

教育 

委員会 

施設班 

教育委員会事務局 

健やか部 

（こども園課） 

（各認定こども園） 

１．学校施設の被害調査、応急対策に関すること 

２．文化財の被害調査、応急対策に関すること 

３．幼保施設の被害調査、応急対策に関すること 

４．社会施設の被害調査、応急対策に関すること 

就学班 

１．応急教育（幼児・児童・生徒）に関すること 

２．被災幼児・児童・生徒の調査、学用品の調達

及び支給に関すること 

３．応急教育施設の確保に関すること 

給食班 

１．食料、炊き出し資器材等の調達、避難所等へ

の供給に関すること 

２．給食施設の被害調査、応急対策に関すること 
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避難 

対策部 
学校教育部長 

避難対策班 

（市民課）① 

（医療保険課） 

（社会教育課） 

（青少年育成課） 

（図書館） 

（まなび舎整備課）② 

（学務保健課） 

（まなび未来課） 

（行政委員会） 

（会計室） 

１．避難所の開設・運営に関すること 

 

 

避難 

対策部 

地域施設班 

総務部 

（財産管理室）① 

市民部 

（税務室）① 

会計室 

行政委員会事務局 

教育委員会事務局 

健やか部 

（こども園課） 
（各認定こども園） 

１．避難所の安全確認、開設・運営に関すること 

（地域施設） 

郡津公民館、交野会館、倉治公民館、星田会館、

寺会館、 

私部会館、私市会館、森区民ホール 

（社会教育施設） 

青年の家、星田西体育施設、総合体育施設 

（小・中学校） 

星田小学校、郡津小学校、岩船小学校、倉治小

学校、妙見坂小学校、交野みらい小学校、旭小

学校、藤が尾小学校、私市小学校 

第一中学校、第二中学校、第三中学校、第四中学校 

２．災害時用井戸の運用管理に関すること 

小中学校・社

会教育施設班 
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議会 

事務局 
議会事務局長 

議会班 

（議会事務局） 

１．市議会との連絡調整及び情報処理に関

すること 

２．避難対策部の応援に関すること 

    

 

議会 

事務局 
議会班 議会事務局 

１．市議会との連絡調整及び情報処理に関すること 

２．本部指揮部の応援に関すること 
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消防本部 消防長 

消防班 

（消防本部） 

（消防団） 

１．火災、救急、救助等災害対応に関する

こと 

２．広域応援に関すること 

３．危険物等の措置に関すること 

４．避難誘導に関すること 

５．水防活動に関すること 

６．消防関係機関との連絡調整に関すること 

    

 

消防本

部 
消防班 

消防本部 

消防団 

１．火災、救急、救助等災害対応に関すること 

２．広域応援に関すること 

３．危険物等の措置に関すること 

４．避難誘導に関すること 

５．水防活動の措置に関すること 

６．消防関係機関との連絡 
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水道局 水道局長 
水道班 

（水道局） 

１．応急給水に関すること 

２．水道施設の被害調査、応急対策に関す

ること 

３．取水井や浄水場の管理及び原水・浄水

の確保に関すること 

４．水質管理に関すること 

５．広域給水応援の受入れ調整に関するこ

と 

※番号に□囲いのある業務は、災害警戒本部の対応業務 

※①②の番号のある部局については、①を優先業務とする 

 

水道局 給水班 水道局 

１．応急給水に関すること 

２．水道施設の被害調査、応急対策に関すること 

３．広報活動に関すること 

４．取水井や浄水場の管理及び原水・浄水の確保

に関すること 

５．水質管理に関すること 

６．広域給水応援の受入れ調整に関すること 

※番号に  囲いのある業務は、災害警戒本部の対応業務 

※①②③の番号のある部局については、①、次に②を優先業務とする 
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４．現地対策本部の設置 

市長は、市域内に大規模な災害が発生した場合には、現地対策本部を設置する。 

(1)～(2) （略） 

(3) 組織、事務分掌 

４．現地災害対策本部の設置 

市長は、市域内に大規模な災害が発生した場合には、総合体育施設に現地対策本部を設置

する。 

(1)～(2) （略） 

(3) 組織、業務分掌 
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②組織体制 

部 班 主担当 事  務  分  掌 

現地対策 

本部 

現地対策本部

総括班 

物資班 

（財産管理室） 

避難対策班 

（市民課） 

（医療保険課） 

（社会教育課） 

（青少年育成課） 

（図書館） 

（まなび舎整備課） 

（学務保険課） 

（まなび未来課） 

（行政委員会） 

（会計室） 

１．現地対策本部の運営に関すること 

２．物資の管理・受け入れに関すること 

３．避難所運営の統括に関すること 

４．臨時ヘリポートの開設・管理に関す

ること 

物資班 

１．生活必需品等の調達、避難所等への

供給に関すること 

２．救援物資の受付、仕分け、避難所等へ

の供給に関すること 

避難所対策班 １．避難所の開設・運営に関すること 

      

②組織体制 

部 班 主担当 業  務  分  掌 

現地対

策本部 

現地対策本部

総括班 

市民部 

（市民課） 

（医療保険課） 

（税務室） 

総務部 

（財産管理室） 

会計室 

行政委員会事務局 

教育委員会事務局 

健やか部 

（こども園課） 

（各認定こども園） 

１．現地対策本部の運営に関すること 

２．物資の管理・受け入れに関すること 

３．避難所運営の統括に関すること 

４．臨時ヘリポートの開設に関すること 

物資班 

１．生活必需品等の調達、避難所等への供

給に関すること 

２．救援物資の受付、仕分け、避難所等へ

の供給に関すること 

避難所対策班 

１．避難所の安全確認、開設・運営に関す

ること 

２．災害時用井戸の運用管理に関するこ

と 
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第２ 動員配備体制 

１．配備時期 

（略） 

体  制 配 備 時 期 

１号配備 

① 災害発生のおそれがある気象予警報等により、通信情報活動の必

要があるとき 

② その他、市長が必要と認めたとき 

２号配備 
① 防災関係機関が災害情報により災害が発生したと判断したとき 

② その他、市長が必要と認めたとき 

３号配備 

① 防災関係機関が災害情報により、大規模な災害が発生したと判断

したとき 

② 市域に特別警報が発表されたとき 

③ その他、市長が必要と認めたとき 

   

第２ 動員配備体制 

１．配備時期 

（略） 

(1) １号配備 

① 災害発生のおそれがある気象予警報等により、通信情報活動の必要があるとき 

② その他市長が必要と認めたとき 

(2) ２号配備 

① 防災関係機関が災害情報により災害が発生したと判断したとき 

② その他市長が必要と認めたとき 

(3) ３号配備 

① 防災関係機関が災害情報により、大規模な災害が発生したと判断したとき 

② 市域に特別警報が発表されたとき 

③ その他市長が必要と認めたとき 
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２．勤務時間内における連絡体制 

危機管理室長は、速やかに市長、副市長、関係部長等に口頭又は電話で連絡するとともに、

庁内放送、メール、チャットツール等を通じて職員に職員配備体制について伝達する。 

２．動員連絡 

(1) 勤務時間内 

危機管理室長は、速やかに市長、副市長、関係部長等に口頭又は電話で連絡するとともに、

全職員向けに、庁内放送を行う。各職員へは各部長が勤務状況に応じて口頭又は電話等で伝

達する。 
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３．勤務時間外における連絡体制 

危機管理室長は、市長、副市長、関係部長等へ電話連絡する。 

各職員へは、あらかじめ定める各部の連絡網により伝達する 

(2) 勤務時間外 

危機管理室長は、市長、副市長、関係部長等へ電話連絡する。各職員へはあらかじめ定め

る各部の連絡網により伝達する。 
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第３節 警戒活動 

市及び防災関係機関は、氾濫や土砂災害の発生に対する避難や二次災害の防止に備え警戒活

動を行う。 

※以降、「はん濫」から「氾濫」への修正のみの記載は省略します。 

第３節 警戒活動 

市及び防災関係機関は、はん濫や土砂災害の発生に対する避難や二次災害の防止に備え警戒

活動を行う。 
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第１ 水防活動 

実施担当 
本部事務局、消防班、インフラ対策班、ため池管理者、大阪府警察本部

（交野警察署） 

       

第１ 水防活動 

実施担当 
本部事務局、消防班、応急対策班、住宅対策班、ため池管理者、交野警

察署 
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(2) 重要箇所を中心に巡回し、異常を発見したときは、直ちに水防作業を開始するとともに、

府現地指導班長（洪水に関しては枚方土木事務所長、ため池に関しては中部農と緑の総合事

務所長）に報告する。 

① 堤防の亀裂、欠け・崩れ、沈下等 

② 堤防からの越水状況 

③ 樋門の水漏れ 

(2) 重要箇所を中心に巡回し、異常を発見したときは直ちに水防作業を開始するとともに府現

地指導班長（洪水に関しては枚方土木事務所長、ため池に関しては中部農と緑の総合事務所

長）に報告する。 

① 堤防の亀裂、欠け・崩れ、沈下等 

② 堤防からの溢水状況 

③ 樋門の水溢れ 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-21 

第２ 土砂災害警戒活動 

実施担当 インフラ対策班、大阪府 

      

第２ 土砂災害警戒活動 

実施担当 応急対策班、大阪府 
 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急- 

１．警戒活動 

インフラ対策班（都市整備部）は、部長の指示に基づき、土砂災害危険区域（箇所）・土

砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の警戒及び巡見を行い、災害の前兆現象の把握に努

める。 

１．警戒活動 

応急対策班（都市整備部）は、部長の指示に基づき、土砂災害危険区域（箇所）・土砂災

害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の警戒及び巡見を行い、災害の前兆現象の把握に努める。 

 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-22 

第３ ライフライン・交通等警戒活動 

実施担当 

水道班、インフラ対策班、関西電力㈱、関西電力送配電㈱、大阪ガス

㈱、大阪ガスネットワーク㈱、西日本電信電話㈱等、ＫＤＤＩ㈱（関

西総支社）、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱、日本放送協会、民間放

送事業者、西日本旅客鉄道㈱等、京阪電気鉄道㈱、京阪バス㈱（交野

営業所）、近畿地方整備局、大阪府、西日本高速道路㈱（関西支社） 

     

第３ ライフライン・交通等警戒活動 

実施担当 

給水班、応急対策班、西日本電信電話㈱、関西電力送配電㈱、大阪ガ

ス㈱、西日本旅客鉄道㈱、京阪電気鉄道㈱、大阪国道事務所、大阪府、

西日本高速道路㈱ 
 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-22 

１．ライフライン事業者 

(1) 上水道 

次の措置を行う。 

① 応急対策要員の確保（待機及び非常呼集体制の確立） 

② 応急対策用資機材の確保 

(2) 電力（関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社） 

① 応急対策要員の確保（待機及び非常呼集体制の確立） 

② 応急対策用資機材の確保 

(3) ガス（大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社） 

① 応急対策要員の確保（待機及び非常呼集体制の確立） 

②～③ （略） 

(4) 電気通信（西日本電信電話株式会社等、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、ソフトバンク

株式会社、楽天モバイル株式会社） 

１．ライフライン事業者 

(1) 上水道 

次の措置を行う。 

① 応急対策要員の確保（待機及び非常招集体制の確立） 

② 応急対策用資機材の確保 

(2) 電力（関西電力送配電株式会社） 

① 応急対策要員の確保（待機及び非常招集体制の確立） 

② 応急対策用資機材の確保 

(3) ガス（大阪ガス株式会社） 

① 応急対策要員の確保（待機及び非常招集体制の確立） 

②～③ （略） 

(4) 電気通信（西日本電信電話株式会社等、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、ソフトバンク

株式会社） 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-22 

２．放送事業者（日本放送協会、民間放送事業者） 

気象情報等の収集に努める。 

(1) 電源設備、給排水設備の整備、点検 

(2) 中継・連絡回線の確保 

(3) 放送設備・空中線の点検 

(4) 緊急放送の準備 

（新設）  

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-23 

３．交通施設管理者 

気象情報等の収集に努め、必要に応じ警備警戒体制をとるとともに、施設設備の点検及び

利用者の混乱を防止するため適切な措置を講ずる。 

(1) 鉄道施設（西日本旅客鉄道株式会社等、京阪電気鉄道株式会社） 

①～② （略） 

(2) 道路施設（市、近畿地方整備局、府、京阪バス株式会社（交野営業所）、西日本高速道路株

式会社（関西支社）） 

①～② （略） 

２．交通施設管理者 

気象情報等の収集に努め、必要に応じ警備警戒体制をとるとともに、施設設備の点検及び

利用者の混乱を防止するため適切な措置を講ずる。 

(1) 鉄道施設 

西日本旅客鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社は次の措置を行う。 

①～② （略） 

(2) 道路施設 

市及び近畿地方整備局、府、西日本高速道路㈱は次の措置を行う。 

①～② （略） 

 



[新旧]風水害応急-14 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-23 

第４ 物資等の事前状況確認 

実施担当 
水道班、インフラ対策班、物資班、関西電力㈱、関西電力送配電㈱、大

阪府 

市は、府と連携し、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に物資調達・輸送調整等支

援システムを用いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠

点を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有

するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備に努める。 

府及び電気事業者等は、それぞれが所有する電源車、発電機等の現在時点の配備状況等を確

認の上、リスト化するよう努めるものとする。 

また、府は、災害応急対策に係る重要施設の管理者に対して、同様の確認を行うよう努める。 

（新設）  

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-24 

第４節 避難誘導 

市及び防災関係機関は、災害から住民の安全を確保するため相互に連携し、避難指示・誘導

等の必要な措置を講ずる。なお、発令は「避難情報等の判断・伝達マニュアル」の洪水編又は

土砂災害編における発令基準に基づき行う。 

その際、市は、危険の切迫性・地域の特性等に応じて避難指示等の伝達文の内容を工夫する

こと、その対象者を明確にすること、避難指示等に対応する警戒レベルを明確にして、対象者

ごとに警戒レベルにとるべき避難行動がわかるように伝達することなどにより、住民の積極的

な避難行動の喚起に努めるとともに、「避難行動要支援者支援事業（おりひめ支え愛プロジェ

クト）」等に沿った避難行動要支援者に対する避難支援に努める。 

また、住民が自らの判断で避難行動をとることができるよう、避難指示等は、災害種別ごと

に避難行動が必要な地域を示して発令するとともに、避難指示等に対応する警戒レベルを明確

にして対象者ごとに警戒レベルに対応したとるべき避難行動がわかるように伝達する。 

第４節 避難誘導 

市及び防災関係機関は、災害から住民の安全を確保するため相互に連携し、避難勧告及び指

示・誘導等の必要な措置を講ずる。 

その際、市は、危険の切迫性・地域の特性等に応じて避難勧告等の伝達文の内容を工夫する

こと、その対象者を明確にすること、対象者ごとにとるべき避難行動がわかるように伝達する

ことなどにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるとともに、自らが定める「避難行動

要支援者支援事業」等に沿った避難行動要支援者に対する避難支援に努める。 

 

 

 



[新旧]風水害応急-15 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-24 

避難指示等の意味合い 

  発令時の状況 住民に求める行動 交野市の発令の目安 

警
戒
レ
ベ
ル
３ 

高
齢
者
等
避
難 

・災害発生の可

能性があり、

避難指示を発

令することが

予想される状

況 

 

・避難に時間のかかる要配慮者と

その支援者は立退き避難する。 

・その他の人は立退き避難の準備

を整えるとともに、以後の防災

気象情報、水位情報等に注意を

払い、自発的に避難を開始す

る。 

・特に、突発性が高く予測が困難

な土砂災害の危険性がある区

域や急激な水位上昇のおそれ

がある河川沿いでは、避難準備

が整い次第、指定避難所や指定

緊急避難場所へ立退き避難す

る。 

【土砂災害】 

・大雨警報（土砂災害）が発表され、

土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）

の危険度分布）（警戒）に達し、今

後も引き続き降雨が見込まれる場

合 

・府が提供する土砂災害危険度情報

（警戒）による場合 

【洪水】 

・禁野橋の水位計が「避難判断水位」

に達し、今後も引き続き降雨等によ

り、水位の上昇が見込まれる場合 

・洪水キキクル（洪水警報の危険度分

布）（警戒）による場合 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
指
示 

・災害が発生す

る等状況がさ

らに悪化し、

人的被害の危

険性が非常に

高まった状況 

・既に災害が発生していてもおか

しくない極めて危険な状況と

なっており、未だ避難していな

い人は、指定避難所や指定緊急

避難場所へ緊急に避難する。 

・指定避難所や指定緊急避難場所

への立退き避難に限らず、「近

隣の安全な場所」への避難や、

少しでも命が助かる可能性が

高い避難行動として、「屋内安

全確保」を行う。 

【土砂災害】 

・土砂災害警戒情報の発表 

・土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）

の危険度分布）（危険）に達し、災

害発生が迫っていると考えられる

場合 

・府が提供する土砂災害危険度情報

（危険）による場合 

【洪水】 

・禁野橋の水位計が「氾濫危険水位」

に達した場合 

・洪水キキクル（洪水警報の危険度分

布）（危険）による場合 

警
戒
レ
ベ
ル
５ 

緊
急
安
全
確
保 

・災害が実際に

発生している

状況 

・命を守るための 善の行動をと

る 

・指定緊急避難場所等への立退き

避難することがかえって危険

である場合は「緊急安全確保」

を行う。 

・大雨特別警報（土砂災害）（浸水害）

の発表 

・土砂災害や洪水が発生しているこ

とを確認した場合 

・土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）

の危険度分布）（災害切迫）、洪水

キキクル（洪水警報の危険度分布）

（災害切迫）、浸水キキクル（大雨

警報（浸水害）の危険度分布）（災

害切迫）に達した場合 

   

避難勧告等の意味合い 

  発令時の状況 住民に求める行動 交野市の発令の目安 

警
戒
レ
ベ
ル
３ 

避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開
始 

・災害発生の

可能性が

あり、避難

勧告や避

難指示（緊

急）を発令

すること

が予想さ

れる状況 

 

・避難に時間のかかる要配慮者とそ

の支援者は立退き避難する。 

・その他の人は立退き避難の準備を

整えるとともに、以後の防災気象情

報、水位情報等に注意を払い、自発

的に避難を開始する。 

・特に、突発性が高く予測が困難な土

砂災害の危険性がある区域や急激

な水位上昇のおそれがある河川沿

いでは、避難準備が整い次第、指定

避難所や指定緊急避難場所へ立退

き避難する。 

【土砂災害】 

・大雨警報（土砂災害）が発

表され、土砂災害メッシュ

情報が警戒レベルに達し、

今後も引き続き降雨が見

込まれる場合。 

【洪水】 

・禁野橋の水位計が氾濫注意

水位に達し、今後も引き続

き降雨等により、水位の上

昇が見込まれる場合。 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
勧
告 

・災害によ

る被害が

予想され、

人的被害

が発生す

る可能性

が高まっ

た状況 

・指定避難所や指定緊急避難場所へ

速やかに立退き避難する。 

・指定避難所や指定緊急避難場所へ

の立退き避難はかえって命に危険

を及ぼしかねないと自ら判断する

場合には、「近隣の安全な場所」へ

の避難や、少しでも命が助かる可能

性の高い避難行動として、「屋内安

全確保」を行う。 

【土砂災害】 

・土砂災害警戒情報が発表さ

れ、今後も引き続き降雨が

見込まれる場合。 

【洪水】 

・禁野橋の水位計が避難判断

水位に達し、今後も引き続

き降雨等により水位の上

昇が見込まれる場合。 

避
難
指
示
（
緊
急
） 

・災害が発

生する等

状況がさ

らに悪化

し、人的被

害の危険

性が非常

に高まっ

た状況 

・既に災害が発生していてもおかし

くない極めて危険な状況となって

おり、未だ避難していない人は、指

定避難所や指定緊急避難場所へ緊

急に避難する。 

・指定避難所や指定緊急避難場所へ

の立退き避難に限らず、「近隣の安

全な場所」への避難や、少しでも命

が助かる可能性が高い避難行動と

して、「屋内安全確保」を行う。 

【土砂災害】 

・避難勧告を発令中に、大雨

特別警報の発令や土砂災

害メッシュ情報で極めて

危険なメッシュが発生し

ている等、災害発生が迫っ

ていると考えられる場合。 

【洪水】 

・禁野橋の水位計が氾濫危険

水位に達した場合。 

警
戒
レ
ベ
ル
５ 

災
害
発
生
情
報 

・災害が実

際に発生

している

状況 

・命を守るための 善の行動をとる ・土砂災害や洪水が発生して

いることを確認した場合 

    

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-25 

注１ 市は、住民に対して避難指示等を発令するにあたり、対象地域の適切な設定等に留意

するとともに、避難指示等を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりや

すい時間帯における発令に努める。 

注２ 避難指示等は地域の状況に応じて緊急的又は重ねて避難を促す場合などに発令される

ものであり、必ず発令されるものではないことに留意する。 

注３ 災害発生情報は市が災害発生を確実に把握できるものではないため、災害が発生した

場合に必ず発令されるものではないことに留意する。 

注４ 緊急安全確保は、令和３年災対法改正により、警戒レベル５を災害発生を確認した状

況だけではなく、災害が切迫した状況においても発令することができるようになったこ

とから、大雨特別警報（浸水害）及び大雨特別警報（土砂災害）は、警戒レベル５緊急

安全確保の発令基準例として用いられることとなった。 

注５ 気象庁は、令和３年３月に「危険度分布」の愛称を「キキクル」に定めた。 

注１ 市は、住民に対して避難勧告等を発令するにあたり、対象地域の適切な設定等に留意

するとともに、避難勧告及び避難指示（緊急）を夜間に発令する可能性がある場合に

は、避難行動をとりやすい時間帯における避難準備・高齢者等避難開始の発令に努め

る。 

注２ 避難指示（緊急）は地域の状況に応じて緊急的又は重ねて避難を促す場合などに発令

されるものであり、必ず発令されるものではないことに留意する。 

注３ 災害発生情報は市が災害発生を確実に把握できるものではないため、災害が発生した

場合に必ず発令されるものではないことに留意する。 

 

 

 



[新旧]風水害応急-16 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-25 

市は、市域の河川特性等を考慮し、内閣府の「避難情報に関するガイドライン」（令和４年

９月更新）等を踏まえ、洪水、土砂災害に対する「避難情報の判断・伝達マニュアル」や「交

野市災害（土砂災害・洪水等）対応タイムライン」を作成するとともに、近年の都市型豪雨や

大型台風等に対応するため、 新の知見を参考にするなど、適宜、マニュアル及びタイムライ

ンを改訂する。 

市は、市域の河川特性等を考慮し、内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン」（平成29

年１月）を踏まえ、洪水、土砂災害に対する「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を作成す

ることとする。また、近年の都市型豪雨や大型台風等に対応するため、タイムライン等の 新

の知見を参考にするなど、適宜、ガイドライン及びマニュアルを改訂する。 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-25 

【避難情報の発令の判断基準】 

「洪水」に関する避難情報の実際の発令にあたっては、川の水位や今後の気象予測、水防班

の巡視等からの報告等を踏まえ、 終的に発令するかどうかを判断する。 

また、河川ごとに規模の大小、水位計の有無、水位情報の設定の有無等が異なるため、河川

ごとに設定を行う。なお、各項目のいずれかに該当する場合に発令することになるが、警戒レ

ベル５の緊急安全確保は、必ず発令しなければならないわけではなく、これら以外の場合にお

いても、住民等に行動変容を求めるために発令することがある。 

「土砂災害」に関する避難情報の実際の発令にあたっては、土砂災害危険度情報や今後の気

象予測、土砂災害の前兆現象、土砂災害危険個所の巡視等からの報告等を踏まえ、 終的に発

令するかどうかを判断する。 

以下に「避難情報等の判断・伝達マニュアル」における、洪水及び土砂災害に関する避難情

報の発令基準を示す。 

（新設）  

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-26 

避難情報の発令基準（洪水） 

 
警戒レベル３ 

高齢者等避難 

警戒レベル４ 

避難指示 

警戒レベル５ 

緊急安全確保 

天
野
川
（
水
位
周
知
河
川
） 

１：天野川の禁野橋水位観

測所の水位が避難判断

水位（レベル３水位）で

ある４.３ｍに到達した

場合 

２：天野川の禁野橋水位観

測所の水位が氾濫注意

水位である３.５ｍを超

えた状態で、次の①～②

のいずれかにより、急激

な水位上昇のおそれが

ある場合 

①天野川の洪水キキクル

（洪水警報の危険度分

布）で「警戒（赤）」が

出現した場合（流域雨

量指数が実況又は予測

で洪水警報基準に到達

する場合） 

②天野川の上流域におい

て大量又は強い降雨が

見込まれる場合 

３：堤防に軽微な漏水・侵

食等が発見された場合 

４：警戒レベル３高齢者等

避難の発令が必要とな

るような強い降雨を伴

う前線や台風等が、夜間

から明け方に接近・通過

することが予想される

場合（夕刻時点で発令） 

１：天野川の禁野橋水位観測所の水

位が氾濫危険水位（レベル４水

位）である４.５ｍに到達した場

合 

２：天野川の禁野橋水位観測所の水

位が避難判断水位である４.３ｍ

を超えた状態で、次の①～②のい

ずれかにより、急激な水位上昇の

おそれがある場合 

①天野川の洪水警報の危険度分布

で「危険（紫）」が出現した場合

（流域雨量指数が実況又は予測

で洪水警報基準を大きく超過す

る場合） 

②天野川の上流域において大量又

は強い降雨が見込まれる場合 

３：堤防に異常な漏水・侵食等が

発見された場合 

４：警戒レベル４避難指示の発令

が必要となるような強い降雨を

伴う前線や台風等が、夜間から

明け方に接近通過することが予

想される場合（夕刻時点で発令） 

５：警戒レベル４避難指示の発令が

必要となるような強い降雨を伴

う台風等が、立退き避難が困難と

なる暴風を伴い接近・通過するこ

とが予想される場合（立退き避難

中に暴風が吹き始めることがな

いよう暴風警報の発表後速やか

に発令） 

１：天野川の洪水キ

キクル（洪水警報

の危険度分布）で

「災害切迫（黒）」

が出現した場合

（流域雨量指数が

実況で大雨特別警

報（浸水害）の基準

に到達した場合） 

２：堤防に異常な漏

水・侵食の進行や

亀裂・すべりの発

生等により決壊の

おそれが高まった

場合 

３：堤防の決壊や越

水・溢水が発生し

た場合（水防班等

からの報告により

把握できた場合） 

      

（新設）  



[新旧]風水害応急-17 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-27 

 

穂
谷
川
（
水
位
周
知
河
川
） 

１：穂谷川の山垣内橋水位

観測所の水位が避難判

断水位（レベル３水位）

である２.６ｍに到達し

た場合 

２：穂谷川の山垣内橋水位

観測所の水位が氾濫注

意水位である２.２５ｍ

を超えた状態で、次の①

～②のいずれかにより、

急激な水位上昇のおそ

れがある場合 

①穂谷川の洪水キキクル

（洪水警報の危険度分

布）で「警戒（赤）」が

出現した場合（流域雨

量指数が実況又は予測

で洪水警報基準に到達

する場合） 

②穂谷川の上流域におい

て大量又は強い降雨が

見込まれる場合 

３：堤防に軽微な漏水・侵

食等が発見された場合 

４：警戒レベル３高齢者等

避難の発令が必要とな

るような強い降雨を伴

う前線や台風等が、夜間

から明け方に接近・通過

することが予想される

場合（夕刻時点で発令） 

１：穂谷川の山垣内橋水位観測所の

水位が氾濫危険水位（レベル４水

位）である２.７ｍに到達した場

合 

２：穂谷川の山垣内橋水位観測所の

水位が避難判断水位である２.６

ｍを超えた状態で、次の①～②の

いずれかにより、急激な水位上昇

のおそれがある場合 

①穂谷川の洪水警報の危険度分布

で「危険（紫）」が出現した場合

（流域雨量指数が実況又は予測

で洪水警報基準を大きく超過す

る場合） 

②穂谷川の上流域において大量ま

たは強い降雨が見込まれる場合 

３：堤防に異常な漏水・侵食等が発

見された場合 

４：警戒レベル４避難指示の発令が

必要となるような強い降雨を伴

う前線や台風等が、夜間から明け

方に接近通過することが予想さ

れる場合（夕刻時点で発令） 

５：警戒レベル４避難指示の発令が

必要となるような強い降雨を伴

う台風等が、立退き避難が困難と

なる暴風を伴い接近・通過するこ

とが予想される場合（立退き避難

中に暴風が吹き始めることがな

いよう暴風警報の発表後速やか

に発令） 

１：穂谷川の洪水キ

キクル（洪水警報

の危険度分布）で

「災害切迫（黒）」

が出現した場合

（流域雨量指数が

実況で大雨特別警

報（浸水害）の基準

に到達した場合） 

２：堤防に異常な漏

水・侵食の進行や

亀裂・すべりの発

生等により決壊の

おそれが高まった

場合 

３：堤防の決壊や越

水・溢水が発生し

た場合（水防班等

からの報告により

把握できた場合） 

    

（新設）  



[新旧]風水害応急-18 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-28 

 

北 

川 

１：北川の前田橋水位計が

観測開始水位である－

２.８３ｍに到達し、次

の①～②のいずれかに

より、引き続き水位上昇

のおそれがある場合 

①北川の洪水キキクル

（洪水警報の危険度分

布）で「警戒（赤）」（警

戒レベル３相当情報

[洪水]）が出現した場

合（流域雨量指数が実

況又は予測で洪水警報

基準に到達する場合） 

②北川の上流域で大量又

は強い降雨が見込まれ

る場合 

２：堤防に軽微な漏水・侵

食等が発見された場合 

３：警戒レベル３高齢者等

避難の発令が必要とな

るような強い降雨を伴

う前線や台風等が、夜間

から明け方に接近・通過

することが予想される

場合（夕刻時点で発令） 

１：北川の前田橋水位計が観測開始

水位である－２.８３ｍに到達

し、次の①～②のいずれかによ

り、引き続き水位上昇のおそれが

ある場合 

①北川の洪水キキクル（洪水警報

の危険度分布）で「危険（紫）」

（警戒レベル４相当情報[洪

水]）が出現した場合（流域雨量

指数が実況又は予測で洪水警報

基準を大きく超過する場合） 

②北川の上流域で大量又は強い降

雨が見込まれる場合 

２：堤防に異常な漏水・侵食等が発

見された場合 

３：警戒レベル４避難指示の発令が

必要となるような強い降雨を伴

う前線や台風等が、夜間から明け

方に接近・通過することが予想さ

れる場合（夕刻時点で発令） 

４：警戒レベル４避難指示の発令が

必要となるような強い降雨を伴

う台風等が、立退き避難が困難と

なる暴風を伴い接近・通過するこ

とが予想される場合（立退き避難

中に暴風が吹き始めることがな

いよう暴風警報の発表後速やか

に発令） 

１：北川の前田橋水

位計の水位が氾濫

開始水位に到達し

た場合 

２：北川の洪水キキ

クル（洪水警報の

危険度分布）で「災

害切迫（黒）」（警戒

レベル５相当情報

[洪水]）が出現し

た場合（流域雨量

指数が実況で大雨

特別警報（浸水害）

基準に到達した場

合） 

３：堤防に異常な漏

水・侵食の進行や

亀裂・すべりの発

生等により決壊の

おそれが高まった

場合 

４：大雨特別警報（浸

水害）が発表され

た場合 

５：堤防の決壊や越

水・溢水が発生し

た場合（水防班等

からの報告により

把握できた場合） 

     

（新設）  



[新旧]風水害応急-19 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-29 

 

前 

川 

１：前川の西長砂橋水位計

が観測開始水位である

－３．２６ｍに到達し、

次の①～②のいずれか

により、引き続き水位上

昇のおそれがある場合 

①前川の洪水キキクル

（洪水警報の危険度分

布）で「警戒（赤）」（警

戒レベル３相当情報

[洪水]）が出現した場

合（流域雨量指数が実

況又は予測で洪水警報

基準に到達する場合） 

②前川の上流域で大量又

は強い降雨が見込まれ

る場合 

２：堤防に軽微な漏水・侵

食等が発見された場合 

３：警戒レベル３高齢者等

避難の発令が必要とな

るような強い降雨を伴

う前線や台風等が、夜間

から明け方に接近・通過

することが予想される

場合（夕刻時点で発令） 

１：前川の西長砂橋水位計が観測開

始水位である－３.２６ｍに到達

し、次の①～②のいずれかによ

り、引き続き水位上昇のおそれが

ある場合 

①前川の洪水キキクル（洪水警報

の危険度分布）で「危険（紫）」

（警戒レベル４相当情報[洪

水]）が出現した場合（流域雨量

指数が実況又は予測で洪水警報

基準を大きく超過する場合） 

②前川の上流域で大量又は強い降

雨が見込まれる場合 

２：堤防に異常な漏水・侵食等が発

見された場合 

３：警戒レベル４避難指示の発令が

必要となるような強い降雨を伴

う前線や台風等が、夜間から明け

方に接近・通過することが予想さ

れる場合（夕刻時点で発令） 

４：警戒レベル４避難指示の発令が

必要となるような強い降雨を伴

う台風等が、立退き避難が困難と

なる暴風を伴い接近・通過するこ

とが予想される場合（立退き避難

中に暴風が吹き始めることがな

いよう暴風警報の発表後速やか

に発令） 

１：前川の西長砂橋

水位計の水位が氾

濫開始水位に到達

した場合 

２：前川の洪水キキ

クル（洪水警報の

危険度分布）で「災

害切迫（黒）」（警戒

レベル５相当情報

[洪水]）が出現し

た場合（流域雨量

指数が実況で大雨

特別警報（浸水害）

基準に到達した場

合） 

３：堤防に異常な漏

水・侵食の進行や

亀裂・すべりの発

生等により決壊の

おそれが高まった

場合 

４：大雨特別警報（浸

水害）が発表され

た場合 

５：堤防の決壊や越

水・溢水が発生し

た場合（水防班等

からの報告により

把握できた場合） 

    

（新設）  



[新旧]風水害応急-20 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-30 

 

た
ち
川
（
傍
示
川
） 

１：たち川の寝屋下橋水位

計が観測開始水位であ

る－１.９２ｍに到達

し、次の①～②のいずれ

かにより、引き続き水位

上昇のおそれがある場

合 

①たち川（傍示川）の洪水

キキクル（洪水警報の

危険度分布）で「警戒

（赤）」（警戒レベル３

相当情報[洪水]）が出

現した場合（流域雨量

指数が実況又は予測で

洪水警報基準に到達す

る場合） 

②たち川（傍示川）の上流

域で大量又は強い降雨

が見込まれる場合 

２：堤防に軽微な漏水・侵

食等が発見された場合 

３：警戒レベル３高齢者等

避難の発令が必要とな

るような強い降雨を伴

う前線や台風等が、夜間

から明け方に接近・通過

することが予想される

場合（夕刻時点で発令） 

１：たち川の寝屋下橋水位計が観測

開始水位である－１.９２ｍに到

達し、次の①～②のいずれかによ

り、引き続き水位上昇のおそれが

ある場合 

①たち川（傍示川）の洪水キキク

ル（洪水警報の危険度分布）で

「危険（紫）」（警戒レベル４相

当情報[洪水]）が出現した場合

（流域雨量指数が実況又は予測

で洪水警報基準を大きく超過す

る場合） 

②たち川（傍示川）の上流域で大

量又は強い降雨が見込まれる場

合 

２：堤防に異常な漏水・侵食等が発

見された場合 

３：警戒レベル４避難指示の発令が

必要となるような強い降雨を伴

う前線や台風等が、夜間から明け

方に接近・通過することが予想さ

れる場合（夕刻時点で発令） 

４：警戒レベル４避難指示の発令が

必要となるような強い降雨を伴

う台風等が、立退き避難が困難と

なる暴風を伴い接近・通過するこ

とが予想される場合（立退き避難

中に暴風が吹き始めることがな

いよう暴風警報の発表後速やか

に発令） 

１：たち川の寝屋下

橋水位計の水位が

氾濫開始水位に到

達した場合 

２：たち川（傍示川）

の洪水キキクル

（洪水警報の危険

度分布）で「災害切

迫（黒）」（警戒レベ

ル５相当情報[洪

水]）が出現した場

合（流域雨量指数

が実況で大雨特別

警報（浸水害）基準

に到達した場合） 

３：堤防に異常な漏

水・侵食の進行や

亀裂・すべりの発

生等により決壊の

おそれが高まった

場合 

４：大雨特別警報（浸

水害）が発表され

た場合 

５：堤防の決壊や越

水・溢水が発生し

た場合（水防班等

からの報告により

把握できた場合） 

    

（新設）  

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-30 

 

避

難

情

報

の

解

除

等 

１：水位周知河川である天野川及び穂谷川では、水位が氾濫危険水位（レベル４水位）及

び背後地盤高を下回り、水位の低下傾向が顕著であり、上流域での降雨がほとんどない

場合を基本として解除するものとする。また、堤防決壊による浸水が発生した場合の解

除については、浸水の拡大が見られず、河川の氾濫のおそれがなくなった段階を基本と

して、解除するものとする。 

２：その他の河川等である北川、前川及びたち川（傍示川）では、当該河川の洪水キキク

ル（洪水警報の危険度分布）で示される危険度や流域雨量指数の予測値が下降傾向であ

る場合を基本として解除するものとする。 

３：立退き避難を継続的に求める必要があると認められる地域（例：引き続き河岸侵食の

おそれが認められるため家屋に戻るべきではない等の地域）においては、警戒レベル５

緊急安全確保の解除後に、必要に応じ、警戒レベル４避難指示を発令すること等が考え

られる。 

    

（新設）  



[新旧]風水害応急-21 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-31 

避難情報の発令基準（土砂災害） 

警戒レベル３ 

高齢者等避難 
警戒レベル４ 

避難指示 
警戒レベル５ 

緊急安全確保 

１：大雨警報（土砂災害）（警戒

レベル３相当情報[土砂災

害]）が発表され、かつ、土砂

災害の危険度分布（土砂災害

危険度情報）が「警戒（赤）

（警戒レベル３相当情報[土

砂災害]）となった場合 

※大阪府の土砂災害危険度情

報におけるメッシュ番号

「交野_10」「交野_14」「交

野_18」「交野_22」「交野_24」

は除く（この地域に基本的

に人家がないため） 

２：警戒レベル３高齢者等避難

の発令が必要となるような

強い降雨を伴う前線や台風

等が、夜間から明け方に接

近・通過することが予想され

る場合（大雨注意報が発令さ

れ、当該注意報の中で、夜間

～翌日早朝に大雨警報（土砂

災害）（警戒レベル３相当情

報[土砂災害]）に切り替える

可能性が高い旨に言及され

ている場合など） 

１：土砂災害警戒情報（警戒レベル

４相当情報[土砂災害]）が発表

された場合 

２：土砂災害の危険度分布（土砂災

害危険度情報）で「非常に危険

（うす紫）」（警戒レベル４相当

情報[土砂災害]）となった場合 

※大阪府の土砂災害危険度情報

におけるメッシュ番号「交野

_10」「交野_14」「交野_18」「交

野_22」「交野_24」は除く（この

地域に基本的に人家がないた

め） 

３：警戒レベル４避難指示の発令

が必要となるような強い降雨を

伴う前線や台風等が、夜間から

明け方に接近・通過することが

予想される場合 

４：警戒レベル４避難指示の発令

が必要となるような強い降雨を

伴う台風等が、立退き避難が困

難となる暴風を伴い接近・通過

することが予想される場合 

５：土砂災害の前兆現象（山鳴り、

湧き水・地下水の濁り、渓流の水

量の変化等）が発見された場合 

１：大雨特別警報（土

砂災害）（警戒レベ

ル５相当情報[土砂

災害]）が発表され

た場合 

２：土砂災害の発生が

確認された場合 

避難情報の解除等 

・土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）が解除されるとともに、土砂災

害は降雨が終わった後であっても発生することがあるため、気象情報をもとに今後ま

とまった降雨が見込まれないことを確認した段階、つまり大雨警報（土砂災害）の解除

を基本として解除するものとする。災害が発生するおそれがなくなった場合には、いず

れの避難情報（高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保）を発令していたとしても、段

階的に避難情報を下げるのではなく、避難情報を一度に解除することが基本となる。 

・一方で、土砂災害が発生した箇所等については周辺斜面等が不安定な状況にあることも

考えられることから、現地状況の確認（崩壊の拡大や新たなクラック等の有無など）等

を踏まえ、慎重に解除の判断を行う。この際、市は、国・府の土砂災害等の担当者に助

言を求めることを検討する。また立退き避難を継続的に求める必要があると認められ

る地域（例：引き続き土砂災害発生のおそれが認められるため家屋に戻るべきではない

等の地域）においては、警戒レベル５緊急安全確保の解除後に、必要に応じ、警戒レベ

ル４避難指示を発令すること等が考えられる。 

      

（新設）  



[新旧]風水害応急-22 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-32 

第１ 高齢者等避難 

実施担当 本部事務局、情報総括班、福祉班 

市長は、避難行動要支援者については、避難行動に時間を要することを踏まえ、「避難指

示等の判断・伝達マニュアル」に基づき、高齢者等避難を発令・伝達する。 

また、高齢者等以外の者に対しては、必要に応じて、普段の行動を見合わせ始めることや

自主的な避難を呼びかける必要がある。 

(1) 市長は、河川及びため池で「避難判断水位（レベル３水位）」に達し、洪水による被害が

発生するおそれがある場合は、その地区の住民に高齢者等避難を発令する。 

(2) 市長は、土砂災害警戒区域、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、山地災害危険地区

等において、「避難情報等の判断・伝達マニュアル」に定める基準を超過した場合に、その

地区の住民に高齢者等避難を発令する。 

(3) 市は、防災行政無線（同報系、戸別受信機も含む。）や広報車等により、対象地区の住民

等に高齢者等避難を発令し、周知にあたっては、避難行動要支援者等に配慮する。 

第１ 避難の準備の指示 

実施担当 本部事務局、総括班、福祉班 

(1) 市長は、河川及びため池ではん濫注意水位に達し、洪水による被害が発生するおそれがあ

る場合は、その地区の住民に避難の準備を指示する。 

(2) 市長は、土砂災害警戒区域、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、山地災害危険地区

等において、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」等に定める基準を超過した場合に、そ

の地区の住民に避難の準備を指示する。 

(3) 市は、防災行政無線（同報系、戸別受信機も含む。）や広報車等により、対象地区の住民

等に避難準備情報を周知する。周知にあたっては、避難行動要支援者等に配慮する。 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-32 

第２ 避難指示等 

実施担当 
本部事務局、情報総括班、福祉班、大阪府、大阪府警察本部（交野警察

署）、陸上自衛隊（第３師団第36普通科連隊） 

市長は、住民の生命又は身体を災害から保護し、被害の拡大を防止するため、特に必要が

あると認める場合は、「避難指示等の判断・伝達マニュアル」に基づき、避難指示等の発令

を行う。 

避難のための立退きを行うことにより、かえって住民等の生命又は身体に危険が及ぶおそ

れがあると認めるときは、必要と認める地域の必要と認める居住者に対し、高所への移動、

近くの堅固な建物への退避、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関

する緊急安全確保措置を指示するよう努め、これらの措置を講じた場合は、速やかに知事に

報告する。 

さらに、避難のための立退きを指示しようとする場合等において、必要があると認めると

きは、指定行政機関の長・指定地方行政機関の長・知事に対し、指示に関する事項につい

て、助言を求めることとし、迅速に対応できるよう、あらかじめ連絡調整窓口、連絡の方法

を取り決め、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておく。 

また、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき業務

を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の

構築に努める。 

なお、市長は、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて、気象防災アドバイザー等の専

門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行うよう努める。 

第２ 避難の勧告・指示 

実施担当 本部事務局、総括班、福祉班、大阪府、交野警察署、自衛隊 

 

市長は、住民の生命又は身体を災害から保護し、被害の拡大を防止するため特に必要があると

認める場合は、避難のための勧告・指示を行う 

 



[新旧]風水害応急-23 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-33 

１．避難のための立ち退き指示の権限（表） 

実 施 者 種類 要      件 根   拠 

市 長 

(指示) 
災害全般 

災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、人の生命又は身体を災

害から保護し、その他災害の拡大を防止

するため、特に必要があると認めるとき。 

また、避難のための立退きを行うことに

より、かえって人の生命又は身体に危険

が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照ら

し緊急を要すると認めるときは、地域の

居住者等に対し、高所への移動、近傍の

堅固な建物への退避、屋内の屋外に面す

る開口部から離れた場所での待避、その

他の緊急に安全を確保するための措置

（緊急安全確保措置）を指示する。 

災害対策基本法 

第 60 条第 1項、 

第 2項及び第 3

項 

知 事 

(指示) 
災害全般 

市が事務の全部又は大部分の事務を行う

ことができなくなったとき。 

災害対策基本法 

第 60 条第 6項 

警察官 

(指示) 
災害全般 

市長が避難のための立ち退き、若しくは

緊急安全措置を指示することができない

と認めるとき、又は市長から要求があっ

たとき。 

災害対策基本法 

第 61 条 

知事、その命を受けた 

職員又は水防管理者 

(指示) 

洪水 

洪水、雨水出水等により著しい危険が切迫

していると認められるとき。 水防法第 29 条 

知事、その命を

受けた職員 

(指示) 

地すべり 

地すべりにより著しい危険が切迫してい

ると認められるとき。 
地すべり等防止法 

第 25 条 

自衛官 

(指示) 
災害全般 

災害派遣を命じられた自衛官は、災害の

状況により特に急を要する場合で、警察

官がその現場にいない場合に限り、避難

等の措置を講ずる。 

自衛隊法 

第 94 条第 1項 

   

１．避難のための立ち退き勧告・指示の権限（表） 

実 施 者 種類 要      件 根   拠 

市 長 

(勧告・指示) 

災害全般 災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、住民の生命又は身体を

災害から保護し、その他災害の拡大を防

止するため、特に必要があると認めると

き及び急を要すると認めるとき。 

また、避難のための立退きを行うことに

より、かえって人の生命又は身体に危険

が及ぶおそれがあると認めるときは、地

域の居住者等に対し、屋内での待避その

他の屋内における避難のための安全確

保に関する措置を指示する。 

 

災害対策基本法 

第 60 条第 1項、 

第 2 項及び第 3

項 

知 事 

(勧告・指示) 

災害全般 市が事務の全部又は大部分の事務を行

うことができなくなったとき。 

災害対策基本法 

第 60 条第 6項 

警察官 

(指 示) 

災害全般 市長が避難のための立ち退きを指示す

ることができないと認めるとき、又は市

長から要求があったとき。 

災害対策基本法 

第 61 条 

知事、その命を受けた 

職員又は水防管理者 

(指 示) 

洪水 洪水により著しい危険が切迫していると認

められるとき。 

 

水防法第 29 条 

知事、その命を

受けた職員 

(指 示) 

地すべり 地すべりにより著しい危険が切迫して

いると認められるとき。 

地すべり等防止

法 

第 25 条 

自衛官 

(指 示) 

災害全般 災害派遣を命じられた自衛官は、災害の

状況により特に急を要する場合で、警察

官がその現場にいない場合に限り、避難

等の措置を講ずる。 

自衛隊法 

第 94 条第 1項 

 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-33 

２．避難指示等の住民への周知 

市は、避難指示等の実施にあたっては、対象となる地区名、避難先、避難理由等を明示

し、防災行政無線（同報系、戸別受信機を含む。）、広報車、Ｌアラート（災害情報共有

システム）、携帯メール、緊急速報メール等により周知徹底を図る。周知にあたっては、避

難行動要支援者に配慮する。 

また、避難者等のニーズを十分把握するとともに、相互に連絡をとりあい、放送事業者

を含めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供できるように

努める。 

２．勧告・指示の住民への周知 

市は、避難指示等の実施にあたっては、対象となる地区名、避難先、避難理由等を明示

し、防災行政無線（同報系、戸別受信機を含む。）、広報車、Ｌアラート（災害情報共有

システム）、携帯メール、緊急速報メール等により周知徹底を図る。周知にあたっては、避

難行動要支援者に配慮する。 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-33 

第３ 避難者の誘導等 

実施担当 
本部事務局、インフラ対策班、福祉班、消防班、大阪府、大阪府警察本

部（交野警察署）、交野市区長会、交野市消防団 

    

第３ 避難者の誘導等 

実施担当 
応急対策班、福祉班、大阪府、交野警察署、自主防災組織、地区、学

校・病院等の施設管理者 

    

 



[新旧]風水害応急-24 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-33 

１．市 

避難誘導に当たっては、指定緊急避難場所、避難路、浸水想定区域、土砂災害警戒区域

等、災害の概要その他避難に資する情報の提供に努める。 

避難の誘導は、道路管理者が交野警察署の協力を得て避難路を確保するとともに、市

が、自主防災組織や区等と連携してできるだけ集団避難を行う。 

また、避難行動要支援者支援事業に則して避難行動要支援者の確認と誘導に配慮する。 

なお、自主防災組織や事業所等は連携・協力して、本市の個別避難計画や地域による地

区防災計画に基づき、避難行動要支援者の避難支援を行うよう努める。 

１．市 

避難の誘導は、道路管理者が交野警察署の協力を得て避難路を確保するとともに、市

が、自主防災組織や区等と連携してできるだけ集団避難を行う。また、避難行動要支援者

支援事業に則して避難行動要支援者の確認と誘導に配慮する。 

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-34 

第４ 広域避難 

実施担当 本部事務局、避難対策班、福祉班、大阪府、関西広域連合 

１．府内市町村間の広域避難の協議等 

市は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、市域外への広域的な避難、指定福祉避

難所を含む指定避難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合におい

て、府内の他の市町村への受入れについては、当該市町村に直接協議する。 

なお、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際には、併せて広域避難の用にも供

することについても定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設

等をあらかじめ決定しておくよう努める。 

２．他府県への広域避難の協議等 

市は、他府県の市町村への受入れについては、府に対し他府県との協議を求めるほか、

事態に照らし緊急を要すると認めるときは、府知事に報告した上で、自ら他府県の市町村

に協議することができる。また、必要に応じて、府から助言を受けることができる。 

（新設）  

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-34 

第５ 警戒区域の設定 

実施担当 
本部事務局、消防班、大阪府、大阪府警察本部（交野警察署）、陸上自

衛隊（第３師団第36普通科連隊） 

     

第４ 警戒区域の設定 

実施担当 本部事務局、消防班、大阪府、交野警察署、自衛隊 

    

 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急-35 

１．設定者及び警戒区域の設定（表） 

設定権者 種  類 要      件 根拠法令 

（略） 
自衛官 災害全般 （略） （略） 

消防吏員 
又は 

消防団員 

水災を除く
災害全般 

（危険物の漏洩現場等で）災害が発生し、
又は災害が発生しようとしている場合に
おいて、人の生命又は身体に対する危険
を防止するため特に必要があるとき。 

消防法 
第 28 条第 1項 
及び第 2項 
第 23 条の 2 
第 1 項及び 
第 2項 

警察官 
（警察署長） 

同上 
上記の場合で、消防吏員又は消防団員が
火災現場にいないとき又はこれらの者か
ら要求があったとき。 

消防機関に属する者 洪水 （略） （略） 

警察官 同上 （略） 

※消防法第 23 条の２は、危険物漏洩等に対する警戒区域で、警察官ではなく警察署長が代行

できる。 

１．設定者及び警戒区域の設定（表） 

設定権者 種  類 要      件 根拠法令 

（略） 

自衛官 災害全般 （略） （略） 

消防機関に属する者 洪水 （略） （略） 

警察官 同上 （略） 

        

 



[新旧]風水害応急-25 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第１章 災害警戒

期の活動 

p.風水害応急- 

（削除） 第５ 指定避難所の開設 

実施担当 本部事務局、総括班、避難対策部各班 

市は、避難勧告、避難指示（緊急）等が発令された場合は、避難対象地区や災害の状況等

に応じた安全な指定避難所を指定する。 

また、必要に応じて、福祉避難所を開設するものとし、自主避難者から避難所開設の要求があ

ったときや、市が必要と認めたときは、別に定める要綱に基づき、自主避難所を開設する。 

防災行政無線（同報系）等で対象地区住民等に開設する指定避難所を周知するとともに、避難対

策部各班は、速やかに選定された指定避難所に責任者を派遣し、施設の安全性の確保に努める。 

ただし、緊急を要する場合で、職員の派遣が困難な場合は、あらかじめ協議した自主防災

組織の役員や施設の管理者に開設を要請する。 

また、指定避難所の収容能力を超える避難者が生じた場合は、屋外避難所の設置及び府へ

の要請等により必要な施設の確保を図る。 

指定避難所の開設にあたっては、市は、避難行動要支援者に配慮し、被災地以外の地域に

あるものも含め、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を指定避難所として借り上げる等、多様な

避難所の確保に努める。 

指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が

続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難場所を設置・維持することの適否を検討する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-36 

第１節 災害情報の収集伝達 

市及び防災関係機関は、災害発生後、相互に連携協力し、直ちに被害状況の把握及び応急

対策の実施のための情報収集及び伝達活動を行う。 

第１節 災害情報の収集伝達 

市及び防災関係機関は、相互に連携協力し、直ちに被害状況の把握及び応急対策の実施の

ための情報収集及び伝達活動を行う。 

 



[新旧]風水害応急-26 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-36 

第１ 情報収集伝達経路 

（略） 

調査項目 調査担当 府への伝達系統 

人的・住家被害関係 
医療衛生班、福祉班、消防班、 
建築物対策班 

調査担当→市本部事務局→
府危機管理室 

危険物施設関係 消防班 

各調査担当→府危機管理室 
ライフライン関係 

関西電力㈱、関西電力送配電㈱、大阪
ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱、西
日本電信電話㈱等 

鉄道関係 
西日本旅客鉄道㈱等、京阪電気鉄道
㈱ 

高圧ガス等施設関係 消防班 

教育関係 各施設管理者 各調査担当→府教育庁 

社会福祉施設等関係 福祉班、社会福祉施設の管理者 各調査担当→府福祉部 

医療関係 医療衛生班、各医療機関 

調査担当→府健康医療部 毒劇物施設関係 消防班 

水道関係 水道班 

農地・ため池関係 インフラ対策班 
各調査担当→府環境農林水
産部 

山地災害関係 環境衛生班 

ごみ処理施設関係 廃棄物処理班 

道路・橋梁関係 インフラ対策班 

各調査担当→府都市整備部 

河川関係 インフラ対策班 

砂防・がけ崩れ関係 インフラ対策班 

下水道関係  インフラ対策班 

公園関係 インフラ対策班 

公共住宅･宅地造成地 
･災害危険区域関係 

建築物対策班、インフラ対策班 調査担当→府都市整備部 

文化財関係 各施設管理者 
調査担当→市社会教育課文
化財係→府教育庁 

救出・救助関係 交野警察署 調査担当→府警察本部 

     

第１ 情報収集伝達経路 

（略） 

調査項目 調査担当 府への伝達系統 

人的・住家被害関係 
医療救護班、福祉班、消防班、住
宅対策班 

調査担当→市本部事務局→府

危機管理室 

危険物施設関係 消防班 

各調査担当→府危機管理室 
ライフライン関係 関西電力送配電㈱、大阪ガス㈱、西日本電信電話㈱ 

鉄道関係 西日本旅客鉄道㈱、京阪電気鉄道㈱ 

高圧ガス等施設関係 消防班 

教育関係 各私立学校 各調査担当→府教育庁 

社会福祉施設等関係 福祉班、社会福祉施設の管理者 各調査担当→府福祉部 

医療関係 医療救護班、各医療機関 

調査担当→府健康医療部 毒劇物施設関係 消防班 

水道関係 給水班 

農地・ため池関係 応急対策班 
各調査担当→府環境農林水産

部 
山地災害関係 環境班 

ごみ処理施設関係 環境班 

道路・橋梁関係 応急対策班 

各調査担当→府都市整備部 

河川関係 応急対策班 

砂防・がけ崩れ関係 応急対策班 

下水道関係  応急対策班 

公園関係 応急対策班 

公共住宅･宅地造成地 
･災害危険区域関係 

住宅対策班、応急対策班 
調査担当→府住宅まちづくり

部、都市整備部 

教育・文化財関係 施設班 調査担当→府教育庁 

救出・救助関係 交野警察署 調査担当→府警察本部 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-37 

第２ 市における情報収集 

実施担当 本部事務局、情報総括班 

市は、災害発生後、直ちに防災行政無線や防災情報システム等を活用し、被害状況の把握

及び応急対策実施のための情報収集活動を行うとともに、府をはじめ防災関係機関に迅速に

伝達する。 

特に、人的被害の数（死者・行方不明者数）については、府が一元的に集約、調整を行

い、必要に応じて市と連携の上、安否不明者の氏名等を公表し、速やかな安否不明者の絞り

込みを行うため、市は、その情報を府に報告する。 

また、市は、人的被害の数について広報を行う際には、府等と密接に連携しながら適切に

行うほか、必要に応じ、収集した被災現場の画像・映像情報（無人航空機（ドローン等）に

よる映像を含む。）を災害対策本部を通して防災関係機関との共有を図る。 

第２ 市における情報収集 

実施担当 本部事務局、総括班 

市は、災害発生後、直ちに防災行政無線や防災情報システム等を活用し、被害状況の把握

及び応急対策実施のための情報収集活動を行うとともに、府をはじめ防災関係機関に迅速に

伝達する。特に、人的被害の数（死者・行方不明者数）については、府が一元的に集約、調

整を行うため、その情報を府に報告する。 

 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-37 

１．被害状況の把握 

市は、次の情報により、被害地域、被害の規模、安否不明者等の把握に努めるととも

に、府・国をはじめ関係機関へ速やかに伝達する。 

１．被害状況の把握 

市は、次の情報により、被害地域、被害の規模等の把握に努めるとともに、府・国をは

じめ関係機関へ速やかに伝達する。 

 



[新旧]風水害応急-27 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-37 

２．府及び国への報告 

被害状況等の報告は、災害対策基本法第 53 条第１項並びに消防組織法第 40 条に基づく

災害報告取扱要領（昭和 45 年４月 10 日付消防防第 246 号）及び火災・災害等即報要領

（昭和 59 年 10 月 15 日付消防防第 267 号）により、基本的に府に対して行う（府に報告で

きない場合は、内閣総理大臣に対して行う。）。また、行方不明者として把握した者が、

他の市町村に住民登録を行っていることが判明した場合には、当該登録地の市町村又は都

道府県（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の者は直接又は必要に応じ外務省を

通じて在京大使館等）に連絡する。 

２．府及び国への報告 

被害状況等の報告は、災害対策基本法第 53 条第１項並びに消防組織法第 40 条に基づく

災害報告取扱要領（昭和 45 年４月 10 日付消防防第 246 号）及び火災・災害等即報要領

（昭和 59 年 10 月 15 日付消防防第 267 号）により、基本的に府に対して行う。 

また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明

した場合には、当該登録地の市町村又は都道府県に連絡する。 

 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-38 

第３ 通信手段の確保 

実施担当 各班、防災関係機関、西日本電信電話㈱等 

１．（略） 

２．電気通信事業者は、速やかに通信障害の状況やその原因、通信施設の被害や復旧の状況等

を関係機関に共有するとともに、応急復旧のために通信用機材等の運搬や道路被災状況等の

情報共有が必要な場合は、総務省を通じて非常対策本部や被災地方公共団体に協力を要請す

る。 

３．西日本電信電話株式会社等は、電気通信設備が被災した場合、防災関係機関等の加入電話

の疎通確保、緊急に復旧を要する市外電話回線の復旧等を優先して速やかに実施する。 

第３ 通信手段の確保 

実施担当 各班、防災関係機関 

１．（略） 

２．電気通信事業者は、応急復旧のために通信用機材等の運搬や道路被災状況等の情報共有が

必要な場合は、総務省を通じて非常対策本部や被災地方公共団体に協力を要請する。 

３．西日本電信電話株式会社（大阪支店）は、電気通信設備が被災した場合、防災関係機関等

の加入電話の疎通確保、緊急に復旧を要する市外電話回線の復旧等を優先して速やかに実施

する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急- 

（削除） 第４ 住民への周知 

実施担当 総括班 

(1) 府は、日本放送協会（大阪放送局）及び民間放送事業者と連携して、予警報の周知を図る。

必要に応じて、緊急警報放送を要請する。 

特に台風接近時には、台風の状況と併せ、不要・不急の外出抑制の呼びかけ等の周知を図

る。 

なお、竜巻注意情報については、ポータルサイト（おおさか防災ネット）のホームページ

やメールでの周知を図る。 

(2) 市は、市地域防災計画に基づき、防災行政無線（戸別受信機を含む）、広報車、警鐘等を

利用し、又は状況に応じて自主防災組織等の住民組織と連携して、住民、要配慮者施設の施

設管理者等に対して予警報を伝達するとともに、必要に応じて予想される事態とそれに対し

てとるべき措置について周知する。周知にあたっては、エリアメール（緊急速報メール）、

テレビの文字放送等の情報システムを活用するほか、民生委員・児童委員、介護保険事業者、

障がい福祉サービス事業者、ボランティア団体等が連携して、避難行動要支援者に必要な情

報が速やかに行き届くよう対応する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-39 

第２節 災害広報 

市及び防災関係機関は、相互に協議・調整し、住民をはじめ、出勤及び帰宅困難者、訪日

外国人を含む観光客に対し、自らの判断で適切な行動がとれるよう、正確かつきめ細かな情

報を様々なツールを活用し、提供する。 

なお、府は、住民や事業者等に、府内に広域的な大規模災害が発生もしくは迫っているこ

とを知らせ、学校や仕事などの日常生活の状態（モード）から、災害時の状態（モード）へ

の意識の切り替えを呼びかける「災害モード宣言」を行う。 

市は、災害モード宣言における情報発信と連携し、必要とする災害広報を実施する。 

災害宣言モードの発信の目安及び内容は以下の通りである。 

第２節 災害広報 

市及び防災関係機関は、相互に協議・調整し、住民をはじめ、出勤及び帰宅困難者、訪日

外国人を含む観光客に対し、自らの判断で適切な行動がとれるよう、正確かつきめ細かな情

報を様々なツールを活用し、提供する。 

 

 



[新旧]風水害応急-28 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-39 

(1) 発信の目安 

① 台風 

・気象台の予測で、強い台風が府域に接近・上陸し、府域の陸上で 大風速30m/s以上が見

込まれる場合 

・大潮の時期に、これまで経験のない規模の台風が府域付近に上陸し、府域への 接近が

満潮の時間帯に重なるなど、想定しうる 大規模の高潮が見込まれる場合 

② その他自然災害等 

その他自然災害等により、府域が重大な危機事態となった場合又はおそれがある場合 

(2) 発信の内容（台風） 

① 自分の身の安全確保 

② 出勤・通学の抑制 

③ 市長の発令する避難情報への注意 

（新設）  

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-39 

第１ 災害広報 

実施担当 本部事務局、情報総括班、避難対策班、福祉班 

    

第１ 災害広報 

実施担当 本部事務局、総括班、避難対策部各班、福祉班 

    

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-40 

(3) その後の広報 

①～④ （略） 

⑤ 医療機関等、スーパーマーケット、ガソリンスタンドの生活関連情報 

(3) その後の広報 

①～④ （略） 

⑤ 医療機関等の生活関連情報 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-40 

３．災害時の広報体制 

（略） 

(2) 情報総括班の役割 

３．災害時の広報体制 

（略） 

(2) 総括班の役割 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-40 

第２ 報道機関との連携 

実施担当 情報総括班、日本放送協会（大阪放送局）、各民間放送株式会社 

      

第２ 報道機関との連携 

実施担当 総括班 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-40 

１．緊急放送の実施 

日本放送協会（大阪放送局）、民間放送事業者（朝日放送テレビ株式会社、朝日放送ラ

ジオ株式会社、株式会社毎日放送、株式会社ＭＢＳラジオ、読売テレビ放送株式会社、関

西テレビ放送株式会社、テレビ大阪株式会社、大阪放送株式会社、株式会社エフエム大

阪、株式会社ＦＭ８０２）は、次の場合に緊急放送を行う。 

１．緊急放送の実施 

日本放送協会（大阪放送局）、民間放送事業者（朝日放送株式会社、株式会社毎日放

送、読売テレビ放送株式会社、関西テレビ放送株式会社、テレビ大阪株式会社、大阪放送

株式会社、株式会社エフエム大阪、株式会社ＦＭ８０２）は、次の場合に緊急放送を行

う。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-41 

第３ 広聴活動の実施 

実施担当 情報総括班、総務班、防災関係機関 

    

第３ 広聴活動の実施 

実施担当 各班、防災関係機関 

     

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-42 

第３節 広域応援等の要請・受入れ・支援 

市及び防災関係機関は、住民の生命又は財産を保護するため、必要と認めた場合は、速や

かに府及び他の市町村に対し応援を要請するとともに受入れ体制を整備し、被災者の救助等

の応急対策に万全を期する。その際、新型インフルエンザ等感染症対策のため、適切な空間

の確保に配慮する。 

また、被害が比較的少なかった場合は、自力での災害対応に努めるとともに、職員を派遣

する場合は、派遣先や支援内容に応じた職員の選定に努め、被害の甚大な地域に対して積極

的に支援を行うとともに、応援職員の派遣の際は、感染症対策のため、職員の健康管理やマ

スク着用等を徹底する。 

なお、外部からの支援の受入れ体制や応援要請・受入れに関する手続き、支援を受ける業

務等については、「交野市受援計画」に基づき実施する。 

第３節 広域応援等の要請・受入れ・支援 

市及び防災関係機関は、住民の生命又は財産を保護するため、必要と認めた場合は、速や

かに府及び他の市町村に対し応援を要請するとともに受入れ体制を整備し、被災者の救助等

の応急対策に万全を期する。 

また、被害が比較的少なかった場合は、自力での災害対応に努めるとともに、職員を派遣

する場合は、派遣先や支援内容に応じた職員の選定に努め、被害の甚大な地域に対して積極

的に支援を行う。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-42 

第１ 府等への要請 

実施担当 本部事務局、人事班、情報総括班 

     

第１ 府等への要請 

実施担当 本部事務局、受援班、総務班 

      

 



[新旧]風水害応急-29 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-42 

１．要請内容 

(1) 知事に対する応援の要求又は災害応急対策実施の要請（災害対策基本法第 68 条） 

(2) 他の市町村長に対する応援の要請（災害対策基本法第 67 条） 

(3) 知事に対する緊急消防援助隊及び自衛隊派遣要請の要求 

１．要請内容 

(1) 知事に対する応援要請（災害対策基本法第 68 条） 

(2) 他の市町村長に対する応援の要請（災害対策基本法第 67 条） 

(3) 知事に対する緊急消防援助隊派遣要請の要求 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-44 

第３ 広域応援等の受入れ 

実施担当 本部事務局、人事班、大阪府、関西広域連合、防災関係機関 

    

第３ 広域応援等の受入れ 

実施担当 本部事務局、受援班、防災関係機関 

       

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-44 

第４ 緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の設置及び派遣 

実施担当 本部事務局、人事班、インフラ対策班、防災関係機関 

    

第４ 緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の設置及び派遣 

実施担当 本部事務局、受援班、応急対策班、防災関係機関 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-44 

第５ 応急対策職員派遣制度に基づく支援 

実施担当 本部事務局、人事班、インフラ対策班、防災関係機関 

総務省は、府及び市町村等と協力し、応急対策職員派遣制度（災害マネジメント総括支援

員及び災害マネジメント総括支援員の補佐を行う災害マネジメント支援員による支援を含

む。）に基づき、全国の地方公共団体による被災市町村への応援に関する調整を実施する。 

市は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受け入れについて、

活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努める。 

第５ 被災市区町村応援職員確保システムに基づく支援 

実施担当 本部事務局、受援班、応急対策班、防災関係機関 

総務省は、府及び市町村等と協力し、被災市区町村応援職員確保システム（災害マネジメ

ント総括支援員及び災害マネジメント総括支援員の補佐を行う災害マネジメント支援員によ

る支援を含む。）に基づき、全国の地方公共団体による被災市町村への応援に関する調整を実

施する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-45 

第６ 関係機関の連絡調整 

内閣府は、府、関係省庁、市町村及びライフライン事業者等の代表者を一堂に集め、災害

の状況に応じて生じた課題に沿って、現状の把握、被災地のニーズ等の情報共有を行うた

め、連絡会議を開催する。また、連絡会議等で把握した、調整困難な災害対応、進捗が遅れ

ている災害対応等について、関係省庁、都道府県関係部局等の代表者を集め、関係者間の役

割分担、対応方針等の調整を行うため、調整会議を開催する。 

府は、連絡会議及び調整会議において、自らの対応状況や被災市町村等を通じて把握した

被災地の状況等を関係省庁等に共有し、必要な調整を行うことから、市は、被災状況や対応

状況等について、必要に応じ随時、府に報告する。 

（新設）  

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-46 

第１ 知事への派遣要請の要求 

実施担当 
本部事務局、大阪府、大阪府警察本部（交野警察署）、陸上自衛隊（第

３師団第36普通科連隊） 

     

第１ 知事への派遣要請の要求 

実施担当 本部事務局、交野警察署 

     

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-46 

(3) 知事に派遣要請を要求できない場合は、その旨及び災害の状況を、直接、防衛大臣又は

陸上自衛隊第３師団長あるいは直接第 36 普通科連隊長に通知することができ、その場合速

やかに知事にその旨を通知しなければならない。 

(3) 知事に派遣要請を要求できない場合は、その旨及び災害の状況を防衛大臣又は陸上自衛

隊第３師団長あるいは直接第 36 普通科連隊長に通知することができ、その場合速やかに知

事にその旨を通知しなければならない。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-47 

３．派遣部隊の活動 

自衛隊には、次の内容について災害の態様に応じた活動を要請する。 

なお、大規模な災害が発生した際には、発災当初においては被害状況が不明であること

から、防衛省・自衛隊は、いかなる被害や活動にも対応できる態勢で対応する。また、人

命救助活動を 優先で行いつつ、生活支援等については、地方公共団体、関係省庁等の関

係者と役割分担、対応方針、活動期間、民間企業の活用等の調整を行うものとする。さら

に、被災直後の地方公共団体は混乱していることを前提に、防衛省・自衛隊は災害時の自

衛隊による活動が円滑に進むよう、活動内容について「提案型」の支援を自発的に行い、

関係省庁の協力も得て、自衛隊に対する支援ニーズを早期に把握・整理するものとする。 

３．派遣部隊の活動 

自衛隊には、次の内容について災害の態様に応じた活動を要請する。 

なお、大規模な災害が発生した際には、被災直後の市は混乱していることを前提に、自

衛隊は「提案型」の支援を自発的に行い、自衛隊に対する支援ニーズを早期に把握・整理

するものとする。 

 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-47 

(2) 避難の援助 

避難の指示等が発令され、安全面の確保等の必要がある場合は、避難者の誘導・輸送等

を行い避難を援助する。 

(2) 避難の援助 

避難の命令等が発令され、安全面の確保等の必要がある場合は、避難者の誘導・輸送等

を行い避難を援助する。 

 



[新旧]風水害応急-30 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-47 

４．知事の派遣要請を待ついとまがない場合の災害派遣 

(1) （略） 

(2) 災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場

合に、市長から災害に関する通知を受け、又は部隊等による収集その他の方法により入手

した情報等から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合 

(3) （略） 

(4) 運航中の航空機に異常な事態の発生等を自衛隊が探知した場合における捜索又は救助活

動を実施する場合 

４．知事の派遣要請を待つ暇がない場合の災害派遣 

(1) （略） 

(2) 災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場

合に、市長及び交野警察署長から災害に関する通報を受け、又は部隊等による収集その他

の方法により入手した情報等から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合 

(3) （略） 

(4) 運行中の航空機に異常な事態の発生等を自衛隊が探知した場合における捜索又は救助活

動を実施する場合 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-48 

第２ 派遣部隊の受入れ 

実施担当 本部事務局、人事班 

    

第２ 派遣部隊の受入れ 

実施担当 本部事務局 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-48 

第３ 撤収要請 

市長は、作業の進捗状況を把握し、派遣要請の目的を達成したとき、又は必要がなくなっ

たと判断したときは、派遣部隊その他の関係機関と協議の上、文書により、速やかに知事に

撤収要請を行う。 

第３ 撤収要請 

市長は、作業の進捗状況を把握し、派遣要請の目的を達成したとき、又は必要がなくなっ

たと判断したときは、派遣部隊その他の関係機関と協議の上、文書により速やかに知事に撤

収のを行う。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-49 

第１ 活動内容 

実施担当 
消防班、大阪府警察本部（交野警察署）、陸上自衛隊（第３師団第36普

通科連隊）、交野市消防団 

      

第１ 活動内容 

実施担当 消防班、環境班、交野警察署、自衛隊 

     

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-49 

第２ 各機関による連絡会議の設置 

実施担当 
消防班、大阪府警察本部（交野警察署）、陸上自衛隊（第３師団第36普

通科連隊） 

市及び防災関係機関は、相互に連携した救助・救急活動が実施できるよう、情報連絡を密

に行うとともに、府災害対策本部内に設置する広域防災連絡会議において、活動区域や役割

分担等の調整を図るとともに、必要に応じて被災地等に連絡会議を設置する。 

第２ 各機関による連絡会議の設置 

実施担当 消防班、交野警察署、自衛隊 

市及び関係機関は、相互に連携した救助・救急活動が実施できるよう、情報連絡を密に行

うとともに、活動区域や役割分担等の調整を図るとともに、必要に応じて被災地等に連絡会

議を設置する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-50 

第３ 自主防災組織 

実施担当 本部事務局、消防班、大阪府警察本部（交野警察署） 

住民による自主防災組織及び事業所の自衛消防組織等は、地域の被害状況を把握するとと

もに、自発的に救助・救急活動を実施する。 

また、本部事務局、消防班及び交野警察署の関係機関との連携に努める。 

第３ 自主防災組織 

実施担当 自主防災組織、事業所、消防班 

住民による自主防災組織及び事業所の自衛消防組織等は、地域の被害状況を把握するとと

もに、自発的に救助・救急活動を実施する。 

また、消防班及び交野警察署の関係機関との連携に努める。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-50 

第４ 惨事ストレス対策 

実施担当 医療衛生班、日本赤十字社（大阪府支部） 

    

第４ 惨事ストレス対策 

実施担当 医療救護班 

     

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-51 

第６節 医療救護活動 

市は、府及び医療関係機関と連携のもと、「大阪府災害時医療救護活動マニュアル」に基

づき、災害の状況に応じ被災地域の内外を問わず、救命医療を 優先とする迅速かつ適切な

医療救護活動（助産を含む。）を実施する。 

第６節 医療救護活動 

市及び府は、医療関係機関と連携のもと、「大阪府災害時医療救護活動マニュアル」に基

づき、災害の状況に応じ被災地域の内外を問わず、救命医療を 優先とする迅速かつ適切な

医療救護活動（助産を含む。）を実施する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-51 

第１ 医療情報の収集・提供活動 

実施担当 
医療衛生班、大阪府、（公社）大阪府看護協会、（一社）交野市医師会、

（一社）交野市歯科医師会 

     

第１ 医療情報の収集・提供活動 

実施担当 医療救護班、大阪府、（一社）交野市医師会 

     

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-51 

第２ 現地医療対策 

実施担当 
医療衛生班、大阪府、日本赤十字社（大阪府支部）、（公社）大阪府看

護協会、（一社）交野市医師会、（一社）交野市歯科医師会 

     

第２ 現地医療救護活動 

実施担当 医療救護班、（一社）交野市医師会 

    

 



[新旧]風水害応急-31 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-51 

１．医療救護班の編成・派遣 

市は、災害の状況に応じ、市内の医療機関等の医師・看護師･保健師等を基準とした、医

療救護班を速やかに編成・派遣し、医療救護活動を実施する。 

なお、医療救護班は、原則として現地医療活動を行うために当座必要な資器材等を携行

する。 

また、医療関係機関が医療救護班の搬送手段を有しない場合には、市は府と連携して搬

送手段を確保し、搬送を行う。 

１．医療救護班の編成・派遣 

災害の状況に応じ市内の医療機関等の医師・看護師･保健師等を基準とした、医療救護班

を速やかに編成・派遣し医療救護活動を実施する。 

なお、医療救護班は、原則として現地医療活動を行うために当座必要な資器材等を携行

する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-52 

第３ 後方医療対策 

実施担当 
医療衛生班、消防班、物資班、（公社）大阪府看護協会、（一社）交野市

医師会、（一社）交野市歯科医師会、大阪府 

    

第３ 後方医療対策 

実施担当 
医療救護班、消防班、物資班、（一社）交野市医師会、医療機関、大阪

府 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-52 

(1) 受入れ医療機関の選定、患者搬送 

市救護所本部は、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）等で提供される患者受

入れ情報に基づき、特定の病院へ患者が集中しないよう振り分け調整し、消防班若しくは

医療機関に救急車による患者の搬送を要請する。 

(1) 受入れ医療機関の選定、患者搬送 

市救護所本部は、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）等で提供される患者受

入れ情報に基づき、特定の病院へ患者が集中しないよう調整し、消防班若しくは医療機関

に救急車による患者の搬送を要請する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-52 

(3) 災害医療協力病院の活動 

災害医療協力病院は、市災害医療センターと協力し、率先して患者を受入れる。 

また、医療衛生班への派遣についても協力する。 

(3) 災害医療協力病院の活動 

災害医療協力病院は、市災害医療センターと協力し、率先して患者を受入れる。 

また、医療救護班への派遣についても協力する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-53 

第４ 医薬品等の確保・供給活動 

実施担当 
医療衛生班、（一社）交野市医師会、（一社）交野市歯科医師会、北河内

薬剤師会、大阪府 

    

第４ 医薬品等の確保・供給活動 

実施担当 医療救護班、（一社）交野市医師会、大阪府 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-53 

第５ 個別疾病対策 

実施担当 
医療衛生班、（公社）大阪府看護協会、（一社）交野市医師会、（一社）

交野市歯科医師会 

     

第５ 個別疾病対策 

実施担当 医療救護班、（一社）交野市医師会 

     

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-53 

第６ 医療救護活動に関する府の組織体制 

１．大阪府保健医療調整本部（本部長：大阪府健康医療部長） 

保健医療活動の総合調整を行うため、大阪府災害対策本部の下に設置する。 

第６ 府の組織体制 

１．災害医療本部（本部長：健康医療部長） 

医療救護全体の調整を行うため、災害対策本部の下に設置する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-54 

２．ＤＭＡＴ調整本部 

ＤＭＡＴに関する指揮、関係機関等の調整を行うため、大阪府保健医療調整本部の下に

設置する。 

２．ＤＭＡＴ調整本部 

ＤＭＡＴに関する指揮、関係機関等の調整を行うため、災害医療本部の下に設置する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

 

（削除） ４．地域災害医療本部（本部長：保健所長） 

管内の地域医療救護全体の調整を行うため、府保健所内に設置する。 

 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-55 

第１ 交通規制 

実施担当 
インフラ対策班、近畿地方整備局、大阪府、大阪府警察本部（交野警察

署）、西日本高速道路㈱（関西支社） 

     

第１ 交通規制 

実施担当 応急対策班、大阪国道事務所、大阪府、交野警察署、西日本高速道路㈱ 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-55 

第２ 緊急通行車両の確認 

実施担当 本部事務局、物資班、防災関係機関 

大阪府公安委員会が災害対策基本法第 76 条第１項に基づく通行の禁止又は制限を行った場

合、市及び防災関係機関は、大阪府公安委員会に対して、同法施行令第 33 条の規定により、

緊急通行車両の確認を申請し、確認を得て緊急輸送を実施する。 

第２ 緊急通行車両の確認 

実施担当 総務班、防災関係機関 

大阪府公安委員会が災害対策基本法第 76 条１項に基づく通行の禁止又は制限を行った場

合、市及び防災関係機関は、大阪府公安委員会に対して、同法施行令第 33 条の規定により、

緊急通行車両の確認を申請し、確認を得て緊急輸送を実施する。 

 



[新旧]風水害応急-32 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-56 

第３ 陸上輸送 

実施担当 

本部事務局、インフラ対策班、物資班、消防班、近畿地方整備局、大阪

府警察本部（交野警察署）、大阪府、陸上自衛隊（第３師団第36普通科

連隊）、日本郵便㈱近畿支社、日本通運㈱（大阪支店）、西日本高速道

路㈱（関西支社）、（一社）大阪府トラック協会 

    

第３ 陸上輸送 

実施担当 
応急対策班、総務班、消防班、大阪国道事務所、交野警察署、大阪府、

自衛隊、西日本高速道路㈱ 

    

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-57 

(3) 災害時の踏切長時間遮断に係る緊急車両の運行に関する対応 

鉄道事業者及び道路管理者は、緊急交通路上等の踏切道について、遮断状況の情報共有

を行い、関係者間で合意した優先開放※する踏切道について、踏切道の点検、接続道路の啓

開、踏切遮断の解消を行い、緊急車両の円滑な通行の確保に努める。 

※運転再開が一定時間見込めないなど緊急自動車の通行に支障を及ぼすおそれが生じた場

合に、開放される前までは一定時間迂回対応が生じるものの、開放が困難な場合を除

き、他の踏切と比べ優先的に開放すること 

(4) 警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令 

（略） 

（新設） 

(3) 警察官、自衛官等による措置命令 

（略） 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-57 

４．重要物流道路等における道路啓開等の支援 

国は、迅速な救急救命活動や緊急支援物資の輸送などを支えるため、国が指定した重要

物流道路及びその代替道路・補完道路において、道路啓開や災害復旧を代行できる制度を

活用し支援を行う。 

（新設）  

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-59 

第１ 公共土木施設等 

実施担当 インフラ対策班、大阪府、ため池管理者 

     

第１ 公共土木施設等 

実施担当 応急対策班、大阪府、ため池管理者 

       

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-59 

第２ 建築物等 

実施担当 建築物対策班 

    

第２ 建築物等 

実施担当 住宅対策班 

    

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-59 

１．公共建築物 

市は、公共建築物の被害状況の把握を速やかに行い、必要に応じ応急措置を行うととも

に、二次災害を防止するため、倒壊の危険性のある建物への立入禁止措置や適切な避難対

策を実施する。 

１．公共建築物 

市は、建築物の被害状況の把握を速やかに行い、必要に応じ応急措置を行うとともに、

二次災害を防止するため、倒壊の危険性のある建物への立入禁止措置や適切な避難対策を

実施する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-59 

２．民間建築物 

市は、被害状況を府に報告するとともに、対象とする建築物、区域等を定めて、応急危

険度判定を実施する。実施にあたっては、必要に応じて、被災建築物応急危険度判定士の

派遣を府へ要請する。 

市は、応急危険度判定士の協力を得て、判定ステッカーの貼付等により建築物の所有者

等に、その応急危険度を周知し、二次災害の防止に努める。 

空き家等については、平常時から災害による被害が予測される空き家等の状況の確認を

行い、必要に応じて、空き家等の所有者等を探索し、当該所有者等に家屋等の危険度を周

知することによって、倒壊等の二次災害の防止に努める。 

２．民間建築物 

市は、被害状況を府に報告するとともに、対象とする建築物、区域等を定めて、応急危

険度判定を実施する。必要に応じ被災建築物応急危険度判定士の派遣を府へ要請する。市

は、応急危険度判定士の協力を得て、判定ステッカーの貼付等により建築物の所有者等

に、その応急危険度を周知し、二次災害の防止に努める。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-60 

第３ 危険物等（危険物施設、高圧ガス施設、火薬類貯蔵所、毒物劇物施設） 

実施担当 消防班 

    

第３ 危険物等（危険物施設、高圧ガス施設、火薬類貯蔵所、毒物劇物施設） 

実施担当 消防班、危険物施設等の管理者 

     

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-61 

第１ 被害状況の報告 

実施担当 

水道班、インフラ対策班、西日本電信電話㈱等、ＫＤＤＩ株式会社（関

西総支社）、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱、関西電力㈱、関西電力

送配電㈱、大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱ 

     

第１ 被害状況の報告 

実施担当 
給水班、応急対策班、西日本電信電話㈱、関西電力送配電㈱、大阪ガ

ス㈱ 
 

 



[新旧]風水害応急-33 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-61 

第２ 上水道 

実施担当 水道班、情報総括班、本部事務局、大阪広域水道企業団 

    

第２ 上水道 

実施担当 給水班、総括班 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-61 

第３ 下水道 

実施担当 インフラ対策班、情報総括班 

     

第３ 下水道 

実施担当 応急対策班、総括班 

    

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-62 

(3) 広報 

① 生活水の節水に努めるよう広報する。 

② 被害状況、復旧状況と今後の見通しを、関係機関及び報道機関に伝達し、ホームペー

ジ等様々な手段を用いて、供給停止エリア、復旧状況等について住民に広報する。 

(3) 広報 

① 生活水の節水に努めるよう広報する。 

② 被害状況、復旧状況と今後の見通しを、関係機関及び報道機関に伝達し、住民に広報

する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-62 

第４ 電気通信 

実施担当 
西日本電信電話㈱等、ＫＤＤＩ㈱（関西総支社）、ソフトバンク㈱、楽

天モバイル㈱ 

    

第４ 電気通信 

実施担当 
西日本電信電話㈱（大阪支店）、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、ソ

フトバンク㈱ 

     

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-62 

第５ 電力 

実施担当 関西電力㈱、関西電力送配電㈱ 

     

第５ 電力 

実施担当 関西電力送配電㈱ 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-63 

第６ ガス 

実施担当 大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱ 

    

第６ ガス 

実施担当 大阪ガス㈱ 

     

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-63 

(3) 広報 

① （略） 

② 被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関及び報道機関に伝達し、広

報する。 

加えて、利用者に対し、ホームページ等様々な手段を用いて、供給停止エリア、復旧

状況等の広報に努める。 

(3) 広報 

① （略） 

② 被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関及び報道機関に伝達し、広

報する。 

 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-64 

第１ 交通の安全確保 

実施担当 
インフラ対策班、近畿地方整備局、大阪府、西日本旅客鉄道㈱等、京阪電

気鉄道㈱、京阪バス㈱（交野営業所）、西日本高速道路㈱（関西支社） 

     

第１ 交通の安全確保 

実施担当 
応急対策班、大阪国道事務所、大阪府、西日本旅客鉄道㈱、京阪電気

鉄道㈱、西日本高速道路㈱ 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-64 

第２ 交通の機能確保 

実施担当 
インフラ対策班、近畿地方整備局、大阪府、西日本旅客鉄道㈱等、京阪電

気鉄道㈱、京阪バス㈱（交野営業所）、西日本高速道路㈱（関西支社） 

     

第２ 交通の機能確保 

実施担当 
応急対策班、大阪国道事務所、大阪府、西日本旅客鉄道㈱、京阪電気

鉄道㈱、西日本高速道路㈱ 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-65 

２．各施設管理者における復旧 

(2) 道路施設 

① （略） 

② 被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。 

③ 復旧活動等に支障を及ぼす道路渋滞情報を把握した場合、近畿地方整備局や府、府警

察、高速道路会社ほか府内関係市町村で組織した協議会において情報共有を行うととも

に、迂回誘導等の対策検討や情報提供手段等の確認を行い、必要に応じた対策を講じ

る。 

④ 通行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関を通じ

て広報する。 

２．各施設管理者における復旧 

(2) 道路施設 

① （略） 

② 被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。 

③ 通行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関を通じ

て広報する。 

 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-66 

第 11 節 農産業関係応急対策 

実施担当 インフラ対策班、北河内農業協同組合 

    

第11節 農産業関係応急対策 

実施担当 応急対策班、北河内農業協同組合 

      

 



[新旧]風水害応急-34 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-66 

２．農作物 

(1) 技術の指導 

市及び農業協同組合は、府の協力を得て、農地、施設及び農作物に被害が生じた時は、

施肥、排水、泥土の除去、倒伏果樹の引き起こし等応急措置の技術指導を行う。 

２．農作物 

(1) 技術の指導 

市、府及び農業協同組合は、農地、施設及び農作物に被害が生じた時は、施肥、排水、

泥土の除去、倒伏果樹の引き起こし等応急措置の技術指導を行う。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-67 

第 12 節 災害救助法の適用 

市が自ら実施する災害応急措置のうち、一定の規模以上の災害に際しての救助活動につい

ては、災害救助法の適用を府知事に要請し、同法に基づき実施する。 

なお、知事は、災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、その所

管区域となり当該区域内で被害を受けるおそれがある場合、災害救助法を適用して同法に基

づく救助を行うことができる。 

実施担当 
本部事務局、避難対策班、建築物対策班、水道班、給食班、物資班、医

療衛生班、消防班、児童・生徒対策班、市民班、福祉班 

    

第 12 節 災害救助法の適用 

市が自ら実施する災害応急措置のうち、一定の規模以上の災害に際しての救助活動につい

ては、災害救助法の適用を府知事に要請し、同法に基づき実施する。 

実施担当 
本部事務局、避難対策部各班、住宅対策班、給水班、給食班、物資班、

医療救護班、消防班、就学班、環境班、福祉班 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-67 

２．災害救助法による救助の種類 

災害救助法による救助の種類は、次のとおりである。 

ただし、災害が発生するおそれがある段階の救助の種類は避難所の供与とする。（要配

慮者等の避難の輸送・賃金職員等雇上げを含む） 

２．災害救助法による救助の種類 

災害救助法による救助の種類は、次のとおりである。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-67 

(1) 避難所及び応急仮設住宅の供与【避難対策班、建築物対策班】 

(2) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給【物資班、避難対策班、水道班、給

食班】 

(3) 被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与【物資班、避難対策班】 

(4) 医療及び助産【医療衛生班】 

(5) 被災者の救出【消防班】 

(6) 被災した住宅の応急修理【建築物対策班】 

(7) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与【本部事務局、総務班】 

(8) 学用品の供与【児童・生徒対策班】 

(9) 埋葬【市民班、福祉班】 

(10) 死体の捜索及び処理【福祉班】 

(11) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及

ぼしているものの除去【インフラ対策班、廃棄物処理班】 

(1) 受入れ施設の供与（応急仮設住宅を除く）【避難対策部】 

(2) 炊き出し、その他による食品の給与及び飲料水の供給【給水班、給食班】 

(3) 被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与【物資班】 

(4) 医療及び助産【医療救護班】 

(5) 災害にかかった者の救出【消防班】 

(6) 学用品の給与【就学班】 

(7) 埋葬【物資班】 

(8) 行方不明者の捜索及び死体の処理【消防班、環境班、福祉班】 

(9) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及

ぼしているものの除去【住宅対策班】 

(10) 応急仮設住宅の供与【住宅対策班】 

(11) 災害にかかった住宅の応急修理【住宅対策班】 

(12) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与【本部事務局】 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-67 

３．災害救助法の救助の基準 

災害救助法による救助の程度、方法並びに実費弁償の一般基準は、府災害救助法施行細

則に定めるとおりであるが、災害の種類、態様によって一般基準で救助の万全を期するこ

とが困難な場合は、特別基準の適用を知事に要請する。この場合、期間延長については基

準の期間内に要請する。 

３．災害救助法の救助の基準 

災害救助法による救助の程度、方法並びに実施弁償の一般基準は、府災害救助法施行細

則に定めるとおりであるが、災害の種類、態様によって一般基準で救助の万全を期するこ

とが困難な場合は、特別基準の適用を知事に要請する。この場合、期間延長については基

準の期間内に要請する。 

 



[新旧]風水害応急-35 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-69 

第１ 指定避難所の開設 

実施担当 本部事務局、情報総括班、避難対策班、福祉班、現地避難対策部各班 

市は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を可能な限り当初から開設するよう努める。

ただし、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、ホテル・旅館等の活用も含

め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホームページやＳＮＳ等の多様な手段を活用して周

知するよう努める。 

避難指示等が発令された場合は、避難対象地区や災害の状況等に応じた安全な指定避難所

を指定する。 

（略） 

指定避難所の開設にあたっては、あらかじめ施設の安全性を確認するとともに、避難行動

要支援者に配慮し、被災地以外の地域にあるものも含め、旅館・ホテル等を実質的に福祉避

難所として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努める。 

指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による

孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討

する。 

また、避難所を開設した場合には、関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難

所の開設状況等を適切に府に報告するよう努める。 

併せて、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、ホーム

ページやＳＮＳ等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に

努める。 

第１ 指定避難所の開設 

実施担当 本部事務局、総括班、避難対策部各班 

市は、避難勧告、避難指示（緊急）等が発令された場合は、避難対象地区や災害の状況等

に応じた安全な指定避難所を指定する。 

（略） 

指定避難所の開設にあたっては、避難行動要支援者に配慮し、被災地以外の地域にあるも

のも含め、旅館・ホテル等を指定避難所として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努め

る。 

指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による

孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討

する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-69 

第２ 指定避難所の管理・運営 

実施担当 避難対策班、総務班、福祉班、医療衛生班 

市は、施設管理者の協力を得て、交野市避難所運営マニュアルに沿って、指定避難所を管

理・運営する。 

なお、運営に関しては、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮

しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できる

よう、その立ち上げを支援し、この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域

の人材に対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意する。 

第２ 指定避難所の管理・運営 

実施担当 避難対策部各班 

市は、施設管理者の協力を得て、交野市避難所運営マニュアルに沿って、指定避難所を管

理・運営する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-70 

２．指定避難所の管理・運営の留意点 

(1) 避難者の受入れ 

（略） 

③ 被災者の受入れにあたり当該避難所が被害を受け、受入れ困難となったとき、又は受

入れ力に余力がないときは、他地区の避難所等への受入れに努める。 

④ 避難者の住民票の有無等に関わらず適切に受け入れる。 

２．指定避難所の管理・運営の留意点 

(1) 避難者の受入れ 

（略） 

③ 被災者の受入れにあたり当該避難所が被害を受け、受入れ困難となったとき、又は受

入れ力に余力がないときは、他地区の避難所等への受入れに努める。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-70 

(2) 指定避難所の管理、運営 

①～⑦ （略） 

⑧ 生活環境への配慮を行い、常に良好なものとするため、食事供与の状況、トイレの設

置状況等の把握に努める。 

⑨ 食物アレルギーを有する者のニーズの把握等、食物アレルギーに配慮した食料を確保

する。 

(2) 指定避難所の管理、運営 

①～⑦ （略） 

⑧ 生活環境への配慮を行い、常に良好なものとするため、食事供与の状況、トイレの設

置状況等の把握に努める。 

 



[新旧]風水害応急-36 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-71 

(3) 指定避難所の管理、運営支援 

避難対策部各班は、避難所生活を支援するため、次の対策を行う。 

① （略） 

② 女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配

布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配付等による指定避難所における安全性の

確保等、女性や子育て家庭のニーズに配慮する。 

③ 女性や子ども等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、女性用と男性用のトイ

レを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用で

きる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポス

ターを掲載するなど、女性や子ども等の安全に配慮するよう努める。また、警察、病

院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。 

④ （略） 

⑤ 情報総括班と連携し、避難所への掲示・配布用の広報紙等を確保する。 

⑥ 医療衛生班と連携し、巡回健康相談等のサービスを確保する。 

⑦  （略） 

⑧  相談窓口を設置する（女性相談員の配置に配慮する）。 

⑨  家庭動物のためのスペース確保及び動物飼養者の周辺への配慮を徹底するとともに、

獣医師会の他、動物取扱業者等の民間団体から必要な支援が受けられるよう、連携に努

める。 

⑩ 指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理業者との間で事前に避難

所運営に関する役割分担等を定めるよう努める。 

⑪ 正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主

防災組織、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア（企業や団体も含

む）等の外部支援者等の協力が得られるよう努める。 

⑫ 各避難所の運営者とともに、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門

家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努める。 

⑬ 指定避難所における新型インフルエンザ等感染症対策のため、避難者の健康管理や避

難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置

を講じる。また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、本部指揮部

は、医療衛生班及び避難対策班と避難所の運営に必要な情報について協議し共有する。 

(3) 指定避難所の管理、運営支援 

避難対策部各班は、避難所生活を支援するため、次の対策を行う。 

① （略） 

（新設） 

（新設） 

② （略） 

③ 総括班と連携し、避難所への掲示・配布用の広報紙等を確保する。 

④ 医療救護班と連携し、巡回健康相談等のサービスを確保する。 

⑤  （略） 

⑥  相談窓口の設置（女性相談員の配置に配慮する。） 

⑦  家庭動物のためのスペース確保及び動物飼養者の周辺への配慮に努める 

⑧ 指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理業者との間で事前に避難

所運営に関する役割分担等を定めるよう努める。 

⑨ 各避難所の運営者とともに、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門

家等との定期的な情報交換に努める。 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-72 

第３ 指定避難所の早期解消のための取組み等 

実施担当 避難対策班、総務班、建築物対策班 

     

第３ 指定避難所の早期解消のための取組み等 

実施担当 住宅対策班、避難対策部各班 

   

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-73 

第 14 節 緊急物資の供給 

市は、被災者の生活の維持のため必要な食糧、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等を調

達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行うものとし、関係機関は、その備蓄する物資・

資機材の供給や物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸送調整等支援システム等を活用し情

報共有を図り、相互に協力するよう努める。 

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得

た物資の調達に留意する。また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏

季には冷房器具等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するととも

に、要配慮者や男女等のニーズの違いに配慮する。 

（略） 

市は、備蓄物資の状況等を踏まえ、供給すべき物資が不足し、自ら調達することが困難で

あるときは、物資関係省庁〔厚生労働省、農林水産省、経済産業省、総務省、消防庁〕又は

非常本部等に対し、物資の調達を要請する。 

なお、市は府に要請することができるとともに、府は、市における備蓄物資等が不足する

など、災害応急対策を的確に行うことが困難であると認められるなど、その事態に照らし緊

急を要し、市からの要求を待ついとまがないと認められるときは、要求を待たないで、市に

対する物資を確保し輸送する。 

第 14 節 緊急物資の供給 

市は、被災者の生活の維持のため必要な食糧、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等を調

達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行うものとし、関係機関と相互に協力するよう努

める。 

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得

た物資の調達に留意する。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるな

ど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者や男女等のニーズの違いに配慮する。 

（略） 

府及び市は、供給すべき物資が不足し、調達する必要があるときは、物資関係省庁〔厚生

労働省、農林水産省、経済産業省、総務省、消防庁〕又は非常本部等に対し、物資の調達を

要請する。 

なお、市は府に要請することができるとともに、府は、市における備蓄物資等が不足する

など、災害応急対策を的確に行うことが困難であると認めるなど、その事態に照らし緊急を

要し、市からの要求を待ついとまがないと認められるときは、要求を待たないで、市に対す

る物資を確保し輸送する。 

 



[新旧]風水害応急-37 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-73 

第１ 給水活動 

実施担当 水道班、大阪府、大阪広域水道企業団 

市は、府及び府内水道（用水供給）事業体等の関係機関と相互に協力して、被災状況に応

じた速やかな給水に努める。 

１．市、府内水道（用水供給）事業体 

（略） 

第１ 給水活動 

実施担当 給水班、大阪府、大阪広域水道企業団 

市は、府及び大阪広域水道企業団等の関係機関と相互に協力して、被災状況に応じた速や

かな給水に努める。 

１．市、大阪広域水道企業団 

（略） 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-74 

２．大阪府 

府は、市の給水活動が円滑に実施されるよう、次の措置を講ずる。 

(1) 府内水道（用水供給）事業体の給水拠点の活用に関する調整 

２．大阪府 

府は、市の給水活動が円滑に実施されるよう、次の措置を講ずる。 

(1) 大阪広域水道企業団の給水拠点の活用に関する調整 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-74 

第２ 食料・生活必需品の供給 

市は、府及び関係機関の協力を得て、迅速かつ円滑に食料・生活必需品を供給する。 

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得

た物資の調達に留意する。 

また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏季には冷房器具等、冬季

には暖房器具、燃料等も含めるなど、被災地の実情を考慮するとともに、食物アレルギーに

配慮した食料の確保、要配慮者や男女等のニーズの違いに配慮する。 

第２ 食料・生活必需品の供給 

市は、府及び関係機関の協力を得て、迅速かつ円滑に食料・生活必需品を供給する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-74 

３．その他の防災関係機関 

下記の防災関係機関は、市及び府からの要請があった場合は、次の措置を講ずる。 

(1) 近畿農政局（大阪府拠点） 

応急用食料品（精米等）及び政府米の供給に関する連絡 

３．その他の防災関係機関 

下記の防災関係機関は、市及び府からの要請があった場合は、次の措置を講ずる。 

(1) 近畿農政局（大阪府拠点） 

応急用食料品及び米穀の供給に関する連絡 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-75 

第１ 防疫活動 

実施担当 
医療衛生班、環境衛生班、大阪府、（公社）大阪府看護協会、（一社）交

野市医師会、（一社）交野市歯科医師会 

１．市 

(4) その他、感染症法により、府の指示を受け必要な措置を行う。 

第１ 防疫活動 

実施担当 医療救護班、環境班、大阪府、（一社）交野市医師会 

１．市 

(4) その他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、府の指示を受

け必要な措置を行う。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-75 

２．府 

(1)～(4) （略） 

(5) 予防接種法に規定する疾病のうち、まん延防止上緊急の必要性があると認めたときは、

臨時の予防接種を行い又は市に対して指示を行う。（予防接種法第６条） 

(6) （略） 

(7) その他、感染症法により、自ら措置し又は市への必要な指示等を行う。 

※ 一類感染症（エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペス

ト、マールブルグ病、ラッサ熱）、二類感染症（急性灰白髄炎（ポリオ）、結核、ジフテ

リア、重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであ

るものに限る。）、鳥インフルエンザ（病原体がインフルエンザＡ属インフルエンザＡウ

イルスであってその血清亜型がＨ５Ｎ１であるものに限る。）、三類感染症（コレラ、細

菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス） 

２．府 

(1)～(4) （略） 

(5) 予防接種法に規定する疾病のうち、まん延防止上緊急の必要性があると認めたときは、

臨時の予防接種を行い又は市町村に対して指示を行う。（予防接種法第６条） 

(6) （略） 

(7) その他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、自ら措置し

又は市への必要な指示等を行う。 

※ 一類感染症（エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペス

ト、マールブルグ病、ラッサ熱）、二類感染症（急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症

急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるも

のに限る。）、中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイ

ルスであるものに限る。）、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）、鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ

９））、三類感染症（コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチ

フス） 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-76 

第２ 被災者の健康維持活動 

実施担当 
医療衛生班、福祉班、大阪府、（公社）大阪府看護協会、（一社）交野市

医師会、（一社）交野市歯科医師会 

   

第２ 被災者の健康維持活動 

実施担当 医療救護班、大阪府、（一社）交野市医師会 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-76 

第３ 保健衛生活動における連携体制 

実施担当 医療衛生班、大阪府、防災関係機関 

（略） 

また、市は、発災後、迅速に保健衛生活動が行えるよう、災害時の派遣・受入が可能とな

る体制の整備、災害時のマニュアルの整備及び保健師等に対する研修・訓練の実施等体制整

備に努める。 

第３ 保健衛生活動における連携体制 

実施担当 医療救護班、大阪府、防災関係機関 

（略） 

また、府及び市町村は、発災後迅速に保健衛生活動が行えるよう、災害時の派遣・受入が

可能となる体制の整備、災害時のマニュアルの整備及び保健師等に対する研修・訓練の実施

等体制整備に努める。 

 



[新旧]風水害応急-38 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-77 

第４ 動物保護等の実施 

実施担当 環境衛生班、大阪府 

    

第４ 動物保護等の実施 

実施担当 環境班 

     

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-77 

１．被災地域における動物の保護・受入れ 

飼い主のわからない負傷動物や逸走状態の動物の保護については、迅速かつ広域的な対

応が求められることから、市は、府及び府獣医師会等関係団体をはじめ、ボランティア等

と協力し、動物の保護・受入れ等を行う。 

１．被災地域における動物の保護・受入れ 

飼い主のわからない負傷動物や逸走状態の動物の保護については、迅速かつ広域的な対

応が求められることから、府は市町村、府獣医師会等関係団体をはじめ、ボランティア等

と協力し、動物の保護・受入れ等を行う。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-77 

２．指定避難所における動物の適正な飼育 

市は、府と協力して、飼い主とともに避難した動物の飼養について、適正飼育の指導を

行うとともに、動物伝染病予防上必要な措置を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持

に努める。 

２．指定避難所における動物の適正な飼育 

飼い主とともに避難した動物の飼養について、適正飼育の指導を行うとともに、動物伝

染病予防上必要な措置を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-78 

第16節 避難行動要支援者への支援 

市は、府及び防災関係機関と協力しながら、被災した避難行動要支援者に対し、被災状況

やニーズの把握に努めるとともに、継続した福祉サービスの提供を行う。 

なお、府は、避難所の設置を継続するような規模の災害が発生した場合、避難所の高齢

者、障がい者等の生活機能の低下の防止等のため、被災市町村からの要請に基づき、必要に

応じて、大阪府災害派遣福祉チーム（大阪ＤＷＡＴ）を被災市町村へ派遣し、支援する。 

第16節 避難行動要支援者への支援 

市は、府及び防災関係機関と協力しながら、被災した避難行動要支援者に対し、被災状況

やニーズの把握に努めるとともに、継続した福祉サービスの提供を行う。 

 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-78 

第１ 避難行動要支援者の被災状況の把握等 

実施担当 本部事務局、福祉班、医療衛生班、交野市区長会 

    

第１ 避難行動要支援者の被災状況の把握等 

実施担当 福祉班、医療救護班 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-78 

第２ 被災した避難行動要支援者への支援活動 

実施担当 福祉班、医療衛生班、建築物対策班、（社福）交野市社会福祉協議会 

   

第２ 被災した避難行動要支援者への支援活動 

実施担当 福祉班、医療救護班、交野市社会福祉協議会 

     

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-80 

第１ 支援体制 

実施担当 各班、（社福）交野市社会福祉協議会 

市は、大規模災害が発生した場合、被災生活が長期間に及ぶ可能性があることから、市

は、被災者の精神的な安心と、一刻も早い通常の生活の回復につなげるため、長期間の対応

が可能な支援体制の整備を図り、被災者の精神的な安心と、一刻も早い日常生活の回復につ

なげる。 

また、市は、支援体制の整備にあたり、府の支援を受けるとともに、府が定めた「大阪府

災害等応急対策実施要領」に基づき、ボランティア団体や民間企業との連携、物資やボラン

ティアのミスマッチ解消に向けたコーディネート等を進めながら、発災当初から 72 時間まで

とそれ以降の支援について検討を行う。 

第１ オペレーション体制 

実施担当 各班 

市は、大規模災害が発生した場合、被災生活が長期間に及ぶ可能性があることから、市

は、被災者の精神的な安心と、一刻も早い通常の生活の回復につなげるため、長期間の対応

が可能なオペレーション体制の整備を図る。 

また、市は、オペレーション体制の整備にあたり、府の支援を受けるとともに府が定めた

「大阪府災害等応急対策実施要領」に基づき、ボランティア団体や民間企業との連携、物資

やボランティアのミスマッチ解消に向けたコーディネート等を進めながら、発災当初から 72

時間までとそれ以降のオペレーションについて検討を行う。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-80 

第２ 住民等からの問い合わせ 

実施担当 情報総括班、市民班、消防班、大阪府警察本部（交野警察署） 

    

第２ 住民等からの問い合わせ 

実施担当 総括班 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-81 

第１ 住民への呼びかけ 

実施担当 情報総括班 

    

第１ 住民への呼びかけ 

実施担当 総括班 

   

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-81 

第２ 警戒活動の強化 

実施担当 
本部事務局、情報総括班、大阪府警察本部（交野警察署）、交野市区長

会 

交野警察署は、被災地及びその周辺において、独自に又は自主防災組織等と連携し、パト

ロール及び生活の安全に関する情報等の提供を行い、地域の安全確保に努めるとともに、被

災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締り及び被害防止、市民に対する適切な情報提供を

行うなど社会的混乱の抑制に努める。 

第２ 警戒活動の強化 

実施担当 交野警察署、地区、自主防災組織 

交野警察署は、被災地及びその周辺において、独自に又は自主防犯組織等と連携し、パト

ロール及び生活の安全に関する情報等の提供を行い、地域の安全確保に努めるとともに、被

災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締り及び被害防止、市民に対する適切な情報提供を

行うなど社会的混乱の抑制に努める。 

 



[新旧]風水害応急-39 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-83 

第19節 住宅の応急確保 

市は、既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相

談体制の整備、修理業者の周知等の支援による応急修理の推進、公営住宅等の既存ストック

の一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早期に確保する。

また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅を速やかに設

置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保する。 

第19節 住宅の応急確保 

府及び市は、被災者の住宅を確保するため、速やかに被災住宅の応急修理及び応急仮設住

宅の提供等必要な措置を講ずる。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-83 

第１ 住宅の応急確保 

実施担当 建築物対策班、大阪府 

   

第１ 住宅の応急確保 

実施担当 住宅対策班 

      

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-83 

３．住居障害物の除去 

(1) 市は、府から委任された場合には、がけ崩れや浸水等により、居室・炊事場・玄関等に

障害物が運び込まれているため生活に支障をきたしている場合で、自らの資力をもってし

ても除去できない者に対して障害物の除去を行う。 

３．住居障害物の除去 

(1) 市は、がけ崩れや浸水等により、居室・炊事場・玄関等に障害物が運び込まれているた

め生活に支障をきたしている場合で、自らの資力をもってしても除去できない者に対して

障害物の除去を行う。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-83 

４．応急仮設住宅の建設 

市は、府から委任された場合には、災害救助法第２条に規定する区域において、住宅が

全壊、全焼又は流失し、住宅を確保することができない者に対し、建設場所、建設戸数等

について十分に調整し、二次災害にも十分配慮したうえで、建設型応急住宅（建設して供

与するものをいう。以下同じ。）を供与する。 

(1) 建設型応急住宅の管理は、住民等の協力を求めて行う。 

(2) 府と協力し、集会施設等の生活環境の整備を促進する。 

(3) 建設型応急住宅を供与期間は、完成の日から、原則として２年以内とする。 

(4) 高齢者、障がい者に配慮した建設型応急住宅を建設するよう努める。 

４．応急仮設住宅の建設 

市は府から委任された場合には、災害救助法第２条に規定する区域において、住宅が全

壊、全焼又は流失し、住宅を確保することができない者に対し、建設場所、建設戸数等に

ついて十分に調整し、二次災害にも十分配慮したうえで、応急仮設住宅を建設し、供与す

る。 

(1) 応急仮設住宅の管理は、住民等の協力を求めて行う。 

(2) 集会施設等の生活環境の整備を促進する。 

(3) 供与期間は、完成の日から、原則として２年以内とする。 

(4) 高齢者、障がい者にに配慮した応急仮設住宅を建設するよう努める。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-84 

６．応急仮設住宅の借上げ 

民間賃貸住宅の空き家等が存在する地域における災害の場合、民間賃貸住宅を借り上げ

て供与する応急仮設住宅（以下、「賃貸型応急住宅」という。）を積極的に活用する。 

６．みなし応急仮設住宅 

民間賃貸住宅の空き家等が存在する地域における比較的規模の小さい災害や、応急仮設

住宅の建設のみでは膨大な応急住宅需要に迅速に対応できないような大規模災害の発生時

には、民間賃貸住宅を借り上げて供与する応急仮設住宅を積極的に活用する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-84 

７．公共住宅への一時入居 

市は、建設型応急住宅及び賃貸型応急住宅の活用状況に応じて、府等と連携して、公営

住宅の空き家への一時入居の措置を講ずる。 

７．公共住宅への一時入居 

市は、応急仮設住宅の建設及びみなし応急仮設住宅の活用状況に応じて、府等と連携し

て、公営住宅の空き家への一時入居の措置を講ずる。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-84 

第２ 罹災証明の発行 

実施担当 市民班、交野市区長会 

    

第２ り災証明の発行 

実施担当 総務班、地区 

    

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-86 

第１ 緊急保護対策 

実施担当 避難対策班、児童・生徒対策班、園児対策班、給食班、議会班 

１．園児・児童・生徒の保護 

(1) 災害が発生し、又は発生のおそれがある場合、市長、教育長若しくは校（園）長の状況

判断により、休校（園）措置等を行う等の臨機の処置をとる。 

(2)～(3) （略） 

(4) 校（園）長は、休校（園）措置をとった場合は、直ちに市長若しくは教育長に報告す

る。 

第１ 緊急保護対策 

実施担当 就学班、施設班、校（園）長 

１．園児・児童・生徒の保護 

(1) 災害が発生し、又は発生のおそれがある場合、教育長若しくは校（園）長の状況判断に

より、休校（園）措置等を行う等の臨機の処置をとる。 

(2)～(3) （略） 

(4) 校（園）長は、休校（園）措置をとった場合は、直ちに教育委員会に報告する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-86 

２．教育施設の保全 

教育施設の被害を 小限にするため、校（園）長は、施設の保全措置を講ずるととも

に、特に火災等の二次災害の予防、停電・断水等に対する応急措置を講ずる。 

避難対策班は、学校に指定避難所を開設する場合、授業の維持・再開を考慮して、あら

かじめ定める指定避難所の利用スペース・設備等を校（園）長に確認して、本部事務局に

連絡する。 

２．教育施設の保全 

教育施設の被害を 小限にするため、校（園）長は、施設の保全措置を講ずるととも

に、特に火災等の二次災害の予防、停電・断水等に対する応急措置を講ずる。 

施設班は、学校に指定避難所を開設する場合、授業の維持・再開を考慮して、あらかじ

め定める指定避難所の利用スペース・設備等を校（園）長に確認して、避難対策班に連絡

する。 

 



[新旧]風水害応急-40 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-86 

第２ 教育施設の応急整備 

実施担当 建築物対策班 

(1) 教育施設に被害が発生した場合は、施設管理者は建築物対策班に速やかにその状況を報

告する。 

(2) 建築物対策班は、被害状況を記録、撮影し、速やかに施設の応急復旧を実施するととも

に、本部事務局に連絡し、代替校舎の確保などの調整に努める。 

第２ 教育施設の応急整備 

実施担当 施設班、教育施設管理者 

(1) 教育施設に被害が発生した場合は、施設管理者は教育委員会に速やかにその状況を報告

する。 

(2) 教育委員会は、被害状況を記録、撮影し、速やかに施設の応急復旧を実施するととも

に、代替校舎の確保に努める。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-86 

第３ 応急教育体制の確立 

実施担当 児童・生徒対策班、給食班 

    

第３ 応急教育体制の確立 

実施担当 就学班、給食班 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-87 

第４ 就学援助等 

実施担当 児童・生徒対策班、園児対策班、大阪府 

   

第４ 就学援助等 

実施担当 就学班、校（園）長、大阪府 

   

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-88 

第６ 保育安全計画 

実施担当 園児対策班 

    

第６ 保育計画 

実施担当 就学班 

      

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-88 

第７ 文化財 

実施担当 社会教育課 

指定災害により文化財が被害を受けた場合、所有者（管理責任者）は、被害状況を調査し

市社会教育課文化財係に報告する。 

また、市は、被害報告を府教育庁文化財保護課委員会に報告する。 

府教育庁文化財保護課は、被災文化財の被害拡大を防止するため、市社会教育課文化財係

を経由して所有者又は管理責任者に対し、応急措置をとるよう指導・助言を行う。 

第７ 文化財 

実施担当 施設班、文化財管理者 

指定災害により文化財が被害を受けた場合、所有者（管理責任者）は、被害状況を調査し

市教育委員会に報告する。また、市は、被害報告を府教育庁文化財保護課委員会に報告す

る。 

府教育庁文化財保護課は、被災文化財の被害拡大を防止するため、市教育委員会を経由し

て所有者又は管理責任者に対し、応急措置をとるよう指導・助言を行う。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-89 

第１ ごみ処理 

実施担当 廃棄物処理班 

    

第１ ごみ処理 

実施担当 環境班 

      

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-89 

第２ し尿処理 

実施担当 廃棄物処理班 

    

第２ し尿処理 

実施担当 環境班 

      

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-90 

第３ 災害廃棄物等処理 

実施担当 廃棄物処理班、インフラ対策班 

    

第３ 災害廃棄物等処理 

実施担当 環境班、応急対策班 

    

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-90 

２．処理活動 

(1) 市 

① 被災者生活支援法による解体・撤去が適用された損壊建築物については、市が行う。 

② 災害廃棄物等処理については、危険なもの及び通行上支障のあるもの等を優先して収

集・運搬する。 

③ 災害廃棄物等は、適正な分別・処理・処分を行うともに、可能な限り木材やコンクリー

ト等の再生利用を行い、処分量の減量化を図る。 

④～⑤ （略） 

⑥ 必要に応じて、府及び近隣市町村並びに関係団体に応援を要請する。なお、ボランティ

ア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社会福祉協議会、ＮＰ

Ｏ等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、効率的に災害廃棄物

等の搬出を行うものとする。 

２．処理活動 

(1) 市 

① 被災者生活支援法による解体・撤去が適用された損壊建築物については、市が行うこと

とする。 

② 災害廃棄物等処理については、危険なもの及び通行上支障のあるもの等を優先して収集

する。 

③ 災害廃棄物等は、適正な分別・処理・処分を行うともに、可能な限り木材やコンクリー

ト等の再生利用と減量化を図る。 

④～⑤ （略） 

⑥ 必要に応じて、府及び近隣市町村並びに関係団体に応援を要請する。 

 

 



[新旧]風水害応急-41 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-90 

(2) 府 

①～② （略） 

③ 市が実施する災害廃棄物等の撤去、災害廃棄物等の収集・運搬及び災害廃棄物等の処理・

処分等について、市から要請があった場合に、別に締結する協定書に基づき、公益社団法

人大阪府産業資源循環協会及び一般社団法人大阪府清掃事業連合会に対して協力を要請

する。 

④ 府域で災害廃棄物等の処理を行うことが困難であると認められる場合には、広域的な処

理ルートを確保するため、関西広域連合、他の府県や国に対し応援を要請する。 

⑤ 災害発生時に発生する廃棄物に対応するため、府内市町村を含む関係団体等の連携・協

力のもと、処分場の能力維持及び代替性・多重性を確保する観点から、大阪湾フェニック

ス事業の推進に努める。 

⑥ 必要に応じて、近畿地方整備局と港湾内における災害廃棄物の仮置場の確保について調

整する。 

(2) 府 

①～② （略） 

③ 市が実施する災害廃棄物等の撤去、災害廃棄物等の収集・運搬及び災害廃棄物等の処理・

処分等について、市から要請があった場合に、別に締結する協定書に基づき、公益社団法

人大阪府産業廃棄物協会に対して協力を要請する。 

（新設） 

④ 災害発生時に発生する廃棄物に対応するため、府内市町村を含む関係団体等の連携・協

力のもと、処分場の能力維持及び代替性・多重性を確保する観点から、大阪湾フェニック

ス事業の推進に努める。 

（新設） 

 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-91 

第１ 交野警察署 

実施担当 大阪府警察本部（交野警察署） 

    

第１ 交野警察署 

実施担当 交野警察署 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-91 

第２ 市 

実施担当 福祉班、市民班 

    

第２ 市 

実施担当 福祉班、物資班 
 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-91 

３．遺族が遺体対策を行うことが困難若しくは不可能である場合は、市が必要に応じて民間の葬儀

社と連携し、実施する。 

(1) 遺体の洗浄・消毒等の処置を行う。 

(2) 遺体への対処やドライアイス等の遺体の安置に必要な資機材の確保、遺体保管・運搬体制

の整備及び棺の確保に努める。 

(3) 仮埋葬をしなくても済むような遺体対策の検討に努める。 

(4) 遺体の火葬・遺族等に対する棺、骨つぼ等の支給等、必要な措置を講ずる。 

３．遺族が遺体対策を行うことが困難若しくは不可能である場合は、市が必要に応じて民間の葬儀

社と連携し、実施する。 

(1) 遺体の洗浄・消毒等の処置を行う。 

(2) 遺体への対処やドライアイス等の遺体の安置に必要な資機材の確保、遺体保管・運搬体制

の整備及び棺の確保に努める。 

（新設） 

(3) 遺体の火葬・遺族等に対する棺、骨つぼ等の支給等、必要な措置を講ずる。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-94 

第１ ボランティアの受入れ 

実施担当 福祉班、（社福）交野市社会福祉協議会 

市は、府、日本赤十字社大阪府支部、大阪府社会福祉協議会、交野市社会福祉協議会、お

おさか災害支援ネットワーク、ＮＰＯ・ボランティア等及びその他ボランティア活動推進機

関と連携し、府の「災害時におけるボランティア活動支援制度」等を活用し、相互に協力・

連携するとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やこれらの異な

る組織の活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害の状況やボランティア

の活動状況等に関する 新の情報を共有する場を設置するなど、被災者のニーズや支援活動

の全体像を関係者と積極的に共有把握するものとする。 

また、市は、府と連携し、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみ

などの収集運搬等、被災者のニーズ等に応じた活動を行うよう努める。 

これらの取組により、連携の取れた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティ

アの活動環境について配慮するものとする。 

第１ ボランティアの受入れ 

実施担当 福祉班、環境班、交野市社会福祉協議会 

府、市、日本赤十字社大阪府支部、大阪府社会福祉協議会、交野市社会福祉協議会、ＮＰ

Ｏ・ボランティア等及びその他ボランティア活動推進機関は、府の「災害時におけるボラン

ティア活動支援制度」等を活用し、相互に協力・連携するとともに、中間支援組織（ＮＰ

Ｏ・ボランティア等の活動支援や これらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連

携体制の構築を図り、情報を共有する場を設置するなど、被災者のニーズや支援活動の全体

像を把握するものとする。 

また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみなどの収集運搬を行

うよう努める。 

これらの取組により、連携の取れた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティ

アの生活環境について配慮するものとする。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-94 

１．受入れ 

(3) 受入れ窓口の開設 

交野市社会福祉協議会は、ボランティアの受入れ・活動の調整を行う窓口（災害ボラン

ティアセンター）を開設する。 

また、被災者ニーズ等への対応を図るため、発災時における対応等について、大阪府社

会福祉協議会との情報交換に努める。 

１．受入れ 

(3) 受入れ窓口の開設 

交野市社会福祉協議会は、ボランティアの受入れ・活動の調整を行う窓口（災害ボラン

ティアセンター）を開設する。 

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-95 

第２ 義援金・物資の受付・配分 

実施担当 福祉班、物資班、総務班、（社福）交野市社会福祉協議会 

    

第２ 義援金・物資の受付・配分 

実施担当 福祉班、物資班、総務班、交野市社会福祉協議会 
 

 



[新旧]風水害応急-42 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-96 

第３ 海外からの支援の受入れ 

実施担当 人事班 

    

第３ 海外からの支援の受入れ 

実施担当 受援班 

   

 

風水害応急対策編 

第２章 災害発生

後の活動 

p.風水害応急-97 

第24節 広域一時滞在への対応 

実施担当 本部事務局、物資班、福祉班、避難対策班 

（略） 

また、府は、他の都道府県から被災住民の受入れの協議を受けた場合は、被災住民の受入

れについて、関係市町村長と協議を行う。市長は、協議を受けた際は、正当な理由がある場

合を除き、被災住民を受け入れることとし、一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住

民に対し公共施設等を提供する。 

第24節 広域一時滞在 

実施担当 本部事務局、総務班、住宅対策班、避難対策部各班 

（略） 

また、他の都道府県から被災住民の受入れの協議を受けた場合は、被災住民の受入れにつ

いて、関係市町村長と協議を行う。協議を受けた市長は、正当な理由がある場合を除き、被

災住民を受け入れることとし、一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し公共

施設等を提供する。 

 

 



[新旧]その他-1 

その他災害応急対策編 
ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

その他災害応急

対策編 

p.その他-1 

１．火災警報 

市長は、知事から火災気象通報を受けたとき、又は火災警報の発令基準に該当したときは、必要によ

り火災警報を発令する。 

なお、火災気象通報の基準は、大阪管区気象台が定めた「乾燥注意報」及び「強風注意報」の発令基

準と同一とする。 

１．火災警報 
市長は、知事から火災気象通報を受けたとき、又は火災警報の発令基準に該当したときは、

必要により火災警報を発令する。 

なお、火災気象通報の基準は、次のとおりである。 

大阪管区気象台が定めた「乾燥注意報」及び「強風注意報」の発令基準と同一とする。 

 

その他災害応急

対策編 

p.その他-1 

第２ 林野火災 

実施担当 消防本部、交野市消防団、危機管理室、大阪府警察本部（交野警察署） 

      

第２ 林野火災 

実施担当 消防本部、消防団、危機管理室、交野警察署 

     

 

その他災害応急

対策編 

p.その他-2 

(2) 伝達連絡体制  

 

(2) 伝達連絡体制  

 

 

その他災害応急

対策編 

p.その他-3 

第２節 市街地災害応急対策 

実施担当 
消防本部、交野市消防団、危機管理室、大阪府警察本部（交野警察署）、

大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱ 

     

第２節 市街地災害応急対策 

実施担当 消防本部、消防団、危機管理室、交野警察署、大阪ガス㈱ 

   

 

その他災害応急

対策編 

p.その他-3 

２．ガス漏れ事故の措置 

消防本部は、消防団及び危機管理室と連携して、事故の特性、規模に応じた配備体制、本

部体制を迅速に確立し、応急対策を行う。なお、人命救助は、他の活動に優先して行う。 

２．ガス漏れ事故の措置 

消防本部は、消防団及び危機管理室と連携して、事故の特性、規模に応じた配備体制、本

部体制を迅速に確立し、応急対策を行う。 

 

その他災害応急

対策編 

p.その他-4 

(2) 大阪ガスネットワーク株式会社の措置 

（略） 

(2) 大阪ガス株式会社の措置 

（略） 

 

その他災害応急

対策編 

p.その他-5 

第１ 危険物災害応急対策 

実施担当 消防本部、交野市消防団、危機管理室、大阪府警察本部（交野警察署） 

１．事業者 

（略） 

なお、事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の通報の伝達は、次により行う。 

第１ 危険物災害応急対策 

実施担当 消防本部、消防団、危機管理室、交野警察署、事業者 

１．事業者 

（略） 

なお、事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の通報は、次により行う。 

 

その他災害応急

対策編 

p.その他-6 

第２ 高圧ガス災害応急対策 

実施担当 消防本部、交野市消防団、危機管理室、大阪府警察本部（交野警察署） 

      

第２ 高圧ガス災害応急対策 

実施担当 消防本部、消防団、危機管理室、交野警察署、事業者 

     

 

その他災害応急

対策編 

p.その他-7 

第３ 火薬類災害応急対策 

実施担当 消防本部、交野市消防団、危機管理室、大阪府警察本部（交野警察署） 

    

第３ 火薬類災害応急対策 

実施担当 消防本部、消防団、危機管理室、交野警察署、事業者 

    

 

火災発見者 

消 防 団 

森林組合等 交 野 市 

消 防 本

交野警察署 

隣 接 市 

大阪府農と緑の総合事務所 

大阪府みどり推進室 大阪府危機管理室 大 阪 府 警 察 本 部 

陸上自衛隊第３師団 消 防 庁 

凡 例 

   通常の通信系統 

    

大阪市消防局 

火災発見者 

消 防 団 

森林組合等 交 野 市 

消 防 本 部 

交野警察署 

隣 接 市 

大阪府農と緑の総合事務所 

大阪府みどり・都市環境室 大阪府危機管理室 大阪府警察本部 

陸上自衛隊第３師団 消 防 庁 

凡 例 

   通常の通信系統 

    

大阪市消防局 



[新旧]その他-2 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

その他災害応急

対策編 

p.その他-8 

第４ 毒物劇物災害応急対策 

実施担当 消防本部、交野市消防団、危機管理室、大阪府警察本部（交野警察署） 

    

第４ 毒物劇物災害応急対策 

実施担当 消防本部、消防団、危機管理室、交野警察署、事業者 

     

 

その他災害応急

対策編 

p.その他-9 

第５ 放射性同位元素等災害応急対策 

実施担当 消防本部、交野市消防団、危機管理室、大阪府警察本部（交野警察署）

１．事業者 

(1) 放射性同位元素等による大規模な事故が発生した場合、府及び市にその被害の状況、応急

対策の活動状況及び対策本部設置状況等を連絡する。 

(2) 放射性同位元素等による大規模な事故が発生した場合、速やかに、職員の動員配備、情報

収集連絡体制の確立及び対策本部等必要な体制をとるとともに、災害の拡大の防止のため、

必要な措置を行う。 

２．市 

消防本部は、事業者、消防団及び危機管理室と連携して、次の措置を実施する。 

(1) 関係機関への情報連絡及び広報 

(2) 放射線量の測定 

(3) 放射線による被ばくを受けた者等の救出、救護 

(4) 市民等の避難 

(5) 危険区域の設定と立入制限 

(6) 交通規制 

(7) その他災害の状況の応じた必要な措置 

３．交野警察署 

(1) 放射性同位物質等の漏洩等の災害が発生した場合は、施設等の関係責任者、市等の関係機

関と連携して、負傷者等の救出、避難の指示及び警報区域の設定、交通規制等、災害拡大防

止の措置を行う。 

(2) 火災等の災害が放射性同位物質等の保管施設に及ぶおそれのある場合は、施設管理者、市

等の関係機関と連携して、災害の波及防止、保安措置等の援助協力、交通規制、危険区域か

らの避難の指示等、災害拡大防止の措置を行う。 

（新設）  

その他災害応急

対策編 

p.その他-10 

第１ 道路災害応急対策 

実施担当 
都市整備部、消防本部、交野市消防団、危機管理室、大阪府警察本部

（交野警察署）、大阪府 

   

第１ 道路災害応急対策 

実施担当 都市整備部、消防本部、消防団、危機管理室、交野警察署、大阪府 
 

 

その他災害応急

対策編 

p.その他-11 

第２ 鉄道災害応急対策 

実施担当 
消防本部、交野市消防団、危機管理室、大阪府警察本部（交野警察署）、

西日本旅客鉄道㈱等、京阪電気鉄道㈱ 

    

第２ 鉄道災害応急対策 

実施担当 
消防本部、消防団、危機管理室、交野警察署、西日本旅客鉄道㈱、京

阪電気鉄道㈱ 

     

 



[新旧]その他-3 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

その他災害応急

対策編 

p.その他-12 

第３ 大規模断水応急対策 

実施担当 水道局、危機管理室、消防本部、大阪府警察本部（交野警察署） 

市内で大規模な断水事故が発生した場合には、地震災害応急対策編 第１章 第１節に準じて

事故対策本部を設置し、復旧要員及び資機材等を確保するとともに、必要に応じて、府、防災

関係機関等の協力を得て応急対策を実施する。 

なお、被害の拡大のおそれがある場合、直ちに止水に努めるとともに、施設の稼働停止又は

制限を行い、必要に応じて、消防本部や交野警察署及び住民に通報する。 

(1) 活動体制 

① 水道局は、直ちに、現地において断水状況を把握し、危機管理室と連携して、事故の特

性や規模に応じて、大規模断水事故対策本部を設置する。 

② 大規模断水事故対策本部は、地震災害応急対策編 第１章 第１節 第１組織体制の現地

対策本部を基準とする。 

(2) 応急給水及び復旧 

① 応急給水の目標量は、災害規模及び状況により判断する。 

② 被害調査及び被害情報の収集により、応急給水の対象区域を把握する。 

③ 医療機関、社会福祉施設等の給水重要施設については、給水の必要性が確認できた段階

で、直ちに応急給水を行う。 

④ 給水車・トラック等により、応急給水を行うとともに、速やかな応急復旧に努める。 

⑤ 被害規模及び被害状況によっては、協定や要請に基づき、他の水道事業者等の応援を要

請する。 

(3) 広報 

① 被害状況、給水状況、復旧状況と今後の見通しを、関係機関、報道機関に伝達するとと

もに、ホームページ上に応急復旧の状況等を掲載することで、住民等への幅広い広報に努

める。 

② 広報は、概ね次の様な項目について行う。 

・事故の発生日時、場所 

・断水状況 

・応急対策実施状況 

・復旧の見通し 

・市民に対する協力の呼びかけ、注意事項 

・その他、必要と認められる事項 

(4) 復旧事業計画 

水道局は、施設の被害状況及び工事業者等の応急復旧工事の対応可能状況を判断して、復

旧事業計画を作成し、迅速かつ適切に被害を復旧するよう努める。 

（新設）  

 





[新旧]東海-1 

東海地震の警戒宣言に伴う対応編 
ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

東海地震の警戒宣

言に伴う対応編 

p.東海地震-1 

第１ 目  的 

（略） 

交野市は、東海地震に係る地震防災対策強化地域には指定されていないが、警戒宣言の発せ

られたことに伴う社会的混乱の防止に努めるとともに、東海地震による直接的な被害を最小限

に軽減するための措置を講ずることにより、住民の生命、身体及び財産等の安全を確保する。 

なお、気象庁は、平成 29 年 11 月 1 日から南海トラフ全域で地震発生の可能性を評価した結

果を知らせる「南海トラフ地震に関連する情報」の運用を開始しており、これに伴い、現在、

東海地震のみに着目した「東海地震に関連する情報」の発表は行っていない。 

第１ 目  的 

（略） 

交野市は、東海地震に係る地震防災対策強化地域には指定されていないが、警戒宣言の発せ

られたことに伴う社会的混乱の防止に努めるとともに、東海地震による直接的な被害を最小限

に軽減するための措置を講ずることにより、住民の生命、身体及び財産等の安全を確保する。 

 

 

東海地震の警戒宣

言に伴う対応編 

p.東海地震-2 

 

東海地震の地域災害に関する警戒宣言及び国民に対する呼び掛け（例） 

（略） 

  年   月   日 

内閣総理大臣 ○ ○ ○ ○ 

         

 

東海地震の地域災害に関する警戒宣言及び国民に対する呼び掛け（例） 

（略） 

令和 年 月 日 

内閣総理大臣 ○ ○ ○ ○ 
 

 

東海地震の警戒宣

言に伴う対応編 

p.東海地震-3 

第１ 東海地震注意情報の伝達 

実施担当 本部事務局、消防班 

     

第１ 東海地震注意情報の伝達 

実施担当 危機管理室、消防本部 

    

 

東海地震の警戒宣

言に伴う対応編 

p.東海地震-4 

第１ 東海地震予知情報等の伝達 

実施担当 本部事務局、消防班 

        

第１ 東海地震予知情報等の伝達 

実施担当 危機管理室、消防本部 

     

 

東海地震の警戒宣

言に伴う対応編 

p.東海地震-4 

１．伝達系統 

 

１．伝達系統 

 

 

東海地震の警戒宣

言に伴う対応編 

p.東海地震-4 

第２ 警戒態勢の確立 

実施担当 各部、防災関係機関 

市及び防災関係機関は、警戒宣言が発せられたときから地震が発生するまで、又は警戒宣言

の解除が発せられるまでの間、警戒活動を行う。 

ただし、東海地震と東南海･南海地震が同時又は連続して発生するおそれもあることから、警

戒宣言の解除が発せられた後も、状況により必要と認められる場合は、警戒態勢を継続する。 

第２ 警戒態勢の確立 

実施担当 各部、防災関係機関、学校・医療機関・社会福祉施設等の管理者 

市及び防災関係機関は、警戒宣言が発せられたときから地震が発生するまで、又は警戒解除

宣言が発せられるまでの間、警戒活動を行う。 

ただし、東海地震と東南海･南海地震が同時又は連続して発生するおそれもあることから、警

戒解除宣言が発せられた後も、状況により必要と認められる場合は、警戒態勢を継続する。 

 

東海地震の警戒宣

言に伴う対応編 

p.東海地震-5 

５．ライフライン 

ライフラインに関わる事業者は、平常どおりサービス供給を続けるものとするが、万一発

災した場合に備え、災害応急復旧対策を迅速かつ的確に実施するために必要な措置を講ず

る。 

５．ライフライン 

ライフライン事業者は、平常どおりサービス供給を続けるが、発災した場合に備え、災害

応急復旧対策を迅速かつ的確に実施するために必要な措置を講ずる。 

 

東海地震の警戒宣

言に伴う対応編 

p.東海地震-5 

６．危険箇所対策 

(1) 市は、地震時において土砂災害が予想される危険箇所に対して、巡回点検を行う。 

６．危険箇所対策 

(1) 市及び府は、地震時において土砂災害が予想される危険箇所に対して、巡回点検を行う。 

 

消防庁 

(警戒宣言) 

大阪管区気象台 

(東海地震予知情報) 

(消防庁ＦＡＸ) 

交  野  市  長 

住民・ 

その他 

交 野 市 消 防 本 部 

 

 

大阪府 

危機管理室 

府庁各課・出先機関等 

消防署等 

市 役 所 各 部 

交野市危機管理室  消防庁 

(警戒宣言) 

大阪管区気象台 

(東海地震予知情報) 

(消防庁ﾌｧｯｸｽ) 

交  野  市  長 

住民・ 

その他 

交 野 市 消 防 本 部 

 

 

大阪府 

危機管理室 

府庁各課・出先機関等 

消防署等 

市 役 所 各 部 

交野市危機管理室  



[新旧]東海-2 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

東海地震の警戒宣

言に伴う対応編 

p.東海地震-5 

７．社会秩序の維持 

(1) 警備活動 

交野警察署は、公共の安全と秩序を維持するため、関係機関との緊密な連絡協力のもと、

犯罪防止対策を重点とした警備活動を実施する。 

(2) 生活物資対策 

市及び関係機関は、府と連携して、生活物資の著しい不足や価格の異常な高騰が生じない

よう、必要な措置を講ずる。 

７．社会秩序の維持 

(1) 警備活動 

交野警察署は、公共の安全と秩序を維持するため、関係機関との緊密な連携のもと、犯罪

防止対策を重点とした警備活動を実施する。 

(2) 生活物資対策 

市及び関係機関は、生活物資の著しい不足や価格の異常な高騰が生じないよう、必要な措

置を講ずる。 

 

東海地震の警戒宣

言に伴う対応編 

p.東海地震-6 

第３ 住民・事業所に対する広報 

実施担当 本部事務局、防災関係機関 

      

第３ 住民・事業所に対する広報 

実施担当 危機管理室、防災関係機関 

       

 

 



[新旧]南海-1 

南海トラフ地震防災対策推進計画編 
ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第１章 総 則 

p.南海トラフ-1 

 

南海トラフ地震の発生確率 

（略） 

文部科学省に設置された地震調査研究推進本部では、「同じ場所で同じような地震が

ほぼ定期的に繰り返す」という仮定のもとに、大きな被害をもたらす可能性が高い、プ

レート境界やその付近で起きる地震（海溝型地震）や活断層で起きる地震について地震

発生確率値を含む長期評価結果を公表しており、南海トラフ地震（マグニチュード８～

９クラス）の発生確率（算定基準日：2023 年 1 月 1日）は、30 年以内に 70～80％程度

と想定されている。 

（「中央防災会議,東南海・南海地震対策大綱」、「中央防災会議，南海トラフ地震防災対

策推進基本計画」、「地震調査研究推進本部，海溝型地震の長期評価の概要」より抜粋） 

       

 

南海トラフ地震の発生確率 

（略） 

文部科学省に設置された地震調査研究推進本部では、「同じ場所で同じような地震がほ

ぼ定期的に繰り返す」という仮定のもとに、大きな被害をもたらす可能性が高い、プレー

ト境界やその付近で起きる地震（海溝型地震）や活断層で起きる地震について地震発生確

率値を含む長期評価結果を公表しており、南海トラフ地震（マグニチュード８～９クラ

ス）の発生確率（算定基準日：2019 年 1 月 1日）は、30 年以内に 70～80％程度と想定さ

れている。 

（「中央防災会議,東南海・南海地震対策大綱」、「中央防災会議，南海トラフ地震防災対

策推進基本計画」、「地震調査研究推進本部，海溝型地震の長期評価の概要」より抜粋） 
 

 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第２章 南海トラ

フ地震臨時情報発

表時の防災対応 

p.南海トラフ-3 

第２章 南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応 

第１ 南海トラフ地震が時間差発生した場合への対応 

実施担当 各部 

１．対応方針 

(1) 市は、南海トラフ地震が発生した場合に生じる危険について周知するなど、住民意識の啓

発に努める。 

(2) 市は、本部設置・運用、その他活動拠点設置・運用、応急対策要員の配置等の対応策を明

確にした応急対策マニュアルを作成する。 

２．応急危険度判定の迅速化等 

（略） 

第８章 南海トラフ地震等の時間差発生による災害拡大防止 

第１ 南海トラフ地震が時間差発生した場合への対応 

実施担当 各部 

１．対応方針 

(1) 市は、両地震が連続して発生した場合に生じる危険について周知するなど、住民意識の啓

発に努める。 

(2) 市は、連続発生を考慮した本部設置・運用、その他活動拠点設置・運用、応急対策要員の

配置等対応策を明確にした応急対策マニュアルを作成する。 

２．応急危険度判定の迅速化等 

（略） 

旧「８章」は、

新「２章」へ記

載位置を移動

しました。 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第２章 南海トラ

フ地震臨時情報発

表時の防災対応 

p.南海トラフ-3 

第２章 南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応 

第２ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合への対応 

１．南海トラフ地震臨時情報について 

情報の種類 発表条件 

南海トラフ地震臨時情報 

（巨大地震警戒） 

・南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でＭ８.

０以上の地震が発生したと評価が出された場合に発表 

南海トラフ地震臨時情報 

（巨大地震注意） 

・南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でＭ７.

０以上、Ｍ８.０未満、又はプレート境界以外や想定震

源域の海溝軸外側５０km程度までの範囲でＭ７.０以

上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震

源が深い地震は除く）が発生若しくは南海トラフ沿い

の想定震源域内のプレート境界で通常と異なるゆっく

りすべりが観測されたと評価された場合に発表 

南海トラフ地震臨時情報 

（調査終了） 

・上記１、２のいずれの発表条件も満たさなかった場合に

発表 

    

第８章 南海トラフ地震等の時間差発生による災害拡大防止 

第２ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合への対応 

１．南海トラフ地震臨時情報について 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でＭ８．０以上の地震が発生したと評価が

出された場合に発表 

(2) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でＭ７．０以上Ｍ８．０未満又はプレート

境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０ｋｍ程度までの範囲でＭ７．０以上の地震（ただし、

太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く）が発生若しくは南海トラフ沿いの

想定震源域内のプレート境界で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたと評価された場

合に発表 

(3) 南海トラフ臨時情報（調査終了） 

上記(1)(2)のいずれの発表条件も満たさなかった場合に発表 
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ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第２章 南海トラ

フ地震臨時情報発

表時の防災対応 

p.南海トラフ-4 

第３ 防災対応について 

市及び防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒・巨大地震注意）の発表条

件を満たす地震又は現象が発生した後に発生する可能性が平常時に比べて相対的に高まった

と評価された南海トラフ地震（以下「後発地震」という。）に備え、以下の基本的な考え方に基

づき防災対応を行うとともに、住民等へ周知する。 

１．南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 

（略） 

(1) 後発地震が発生してからの避難では津波の到達までに避難が間に合わないおそれがある

地域における、地域住民等の避難及び施設等の従業員・利用者等の安全確保 

(2) 日頃からの地震の備えの再確認（家具等の固定、避難場所・避難経路の確認、家族等との

安否確認手段の取決め、家庭等における備蓄の確認 等） 

(3) 行政機関、企業等における情報収集・連絡体制の確認及び施設・設備等の点検 

２．南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合 

（略） 

(1)～(2) （略） 

３．防災対応について 

市をはじめ防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒・巨大地震注意）の発

表条件を満たす地震又は現象が発生した後に発生する可能性が平常時に比べて相対的に高ま

ったと評価された南海トラフ地震（以下「後発地震」という。）に備え、以下の基本的な考え方

に基づき防災対応を行うとともに、住民等へ周知する。 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 

（略） 

① 日頃からの地震の備えの再確認（家具等の固定、避難場所・避難経路の確認、家族等と

の安否確認手段の取決め、家庭等における備蓄の確認等） 

② 行政機関、企業等における情報収集・連絡体制の確認及び施設・設備等の点検 

(2) 南海トラフ臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合 

（略） 

①～② （略） 

 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第２章 南海トラ

フ地震臨時情報発

表時の防災対応 

p.南海トラフ-4 

第４ 「南海トラフ地震臨時情報」等の伝達について 

１．伝達情報及び系統 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意） 

 
(2) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の伝達系統 

 

２．南海トラフ地震臨時情報等の伝達について 

(1) 伝達情報及び系統 

① 南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意） 

 
② 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の伝達系統 

 

 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第２章 南海トラ

フ地震臨時情報発

表時の防災対応 

p.南海トラフ-5 

第５ 東海地震関連情報が発表された場合への対応 

（略） 

なお、東海地震の発生に伴う警戒態勢は、「東海地震の警戒宣言に伴う対応編」に基づいて行

う。 

第３ 東海地震関連情報が発表された場合への対応 

（略） 

なお、東海地震関連情報が発せられたときから地震発生まで、又は警戒解除宣言までの措置

については、「東海地震の警戒宣言に伴う対応編」に基づいて行う。 

 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第４章 地震発生

時の応急対策等 

p.南海トラフ-8 

第２ 資機材、人員等の配備手配 

実施担当 本部事務局、総務部、物資班、インフラ対策班、防災関係機関 

    

第２ 資機材、人員等の配備手配 

実施担当 危機管理室、総務部、都市整備部、防災関係機関 

 

 

 



[新旧]南海-3 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第４章 地震発生

時の応急対策等 

p.南海トラフ-8 

第３ 他機関に対する応援要請 

実施担当 本部指揮部、消防班 

     

第３ 他機関に対する応援要請 

実施担当 危機管理室、消防本部 
 

 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第５章 円滑な避

難の確保に関する

事項 

p.南海トラフ-10 

第１ 避難対策等 

実施担当 各部 

     

第１ 避難対策等 

実施担当 

危機管理室、総務部、企画財政部、市民部、都市整備部、福祉部、教育

委員会、健やか部、農業委員会事務局、行政委員会事務局、会計室、消

防本部、消防団、自主防災組織 

        

 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第５章 円滑な避

難の確保に関する

事項 

p.南海トラフ-10 

３．他人の介護等を要する者に対しては、支援を行う者の避難に要する時間に配慮しつつ、次

の点に留意する。 

(1) 市は、あらかじめ地域ごとに、在宅の高齢者、乳幼児、障がい者、病人、妊産婦等の避難

にあたり他人の介護を要する避難行動要支援者の人数及び介護者の有無等の把握に努める。 

３．他人の介護等を要する者に対しては、支援を行う者の避難に要する時間に配慮しつつ、次

の点に留意する。 

(1) 市は、あらかじめ地域ごとに、在宅の老人、乳幼児、障がい者、病人、妊産婦等の避難に

あたり他人の介護を要する避難行動要支援者の人数及び介護者の有無等の把握に努める。 

 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第５章 円滑な避

難の確保に関する

事項 

p.南海トラフ-11 

第２ 消防機関等の活動 

実施担当 消防班 

     

第２ 消防機関等の活動 

実施担当 消防本部、消防団 
 

 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第５章 円滑な避

難の確保に関する

事項 

p.南海トラフ-11 

第３ 水道、電気、ガス、通信関係 

実施担当 
水道班、関西電力㈱、関西電力送配電㈱、大阪ガス㈱、大阪ガスネット

ワーク㈱、西日本電信電話㈱等 

     

第３ 水道、電気、ガス、通信関係 

実施担当 水道局、関西電力送配電㈱、大阪ガス㈱、西日本電信電話㈱ 

 

 

 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第５章 円滑な避

難の確保に関する

事項 

p.南海トラフ-11 

第４ 交通対策 

実施担当 インフラ対策班、大阪府警察本部（交野警察署）、大阪府 

     

第４ 交通対策 

実施担当 都市整備部、交野警察署、大阪府 

     

 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第６章 地震防災上

緊急に整備すべき施

設等の整備計画 

p.南海トラフ-13 

第１ 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 

実施担当 危機管理室、都市整備部、都市計画部、消防本部 

      

第１ 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 

実施担当 都市整備部、都市計画部、消防本部 

 

 

 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第６章 地震防災上

緊急に整備すべき施

設等の整備計画 

p.南海トラフ-13 

第２ 建築物等の耐震化の推進 

実施担当 財産管理室、都市計画部 

２．一般建築物耐震化の促進 

府は、「新・大阪府地震防災アクションプラン（平成 27 年３月策定）」に基づき、また、市

は「第二次交野市耐震改修促進計画（平成 29 年３月）」に基づき、昭和 56 年の新耐震基準

（建築基準法）が施行される以前に建てられた建築物を重点に耐震改修を促進する。 

第２ 建築物等の耐震化の推進 

実施担当 都市計画部、総務部、福祉部、教育委員会 

２．一般建築物耐震化の促進 

府は、「大阪府地震防災アクションプラン（平成 21 年１月）」に基づき、また、市は「第二

次交野市耐震改修促進計画（平成 29 年３月）」に基づき、昭和 56 年の新耐震基準（建築基準

法）が施行される以前に建てられた建築物を重点に耐震改修を促進する。 

 



[新旧]南海-4 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第７章 防災訓練

計画 

p.南海トラフ-14 

第７章 防災訓練計画 

実施担当 各部、防災関係機関 

１．～３．（略） 

４．市は、府、防災関係機関、自主防災組織等と連携して、次のようなより具体的かつ実践的

な訓練を行う。 

(1)～(2) （略） 

(3) 南海トラフ地震臨時情報の発表等の情報収集、伝達訓練 

(4) （略） 

５．市および府は、津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を効果的に実施す

るため、津波対策にデジタル技術を活用するよう努める。 

第６章 防災訓練計画 

実施担当 危機管理室、防災関係機関、自主防災組織 

１．～３．（略） 

４．市は、府、防災関係機関、自主防災組織等と連携して、次のようなより具体的かつ実践的

な訓練を行う。 

(1)～(2) （略） 

(3) 情報収集、伝達訓練 

(4) （略） 

 

 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第８章 地震防災

上必要な教育及び

広報に関する計画 

p.南海トラフ-15 

第８章 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

実施担当 危機管理室、学校教育部、防災関係機関 

 

 

第７章 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

実施担当 危機管理室、教育委員会 
 

 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第８章 地震防災

上必要な教育及び

広報に関する計画 

p.南海トラフ-15 

１．市職員に対する教育 

市は、地震災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合における地震

災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を行う。 

防災教育の内容は、少なくとも次の事項を含む。 

(1) 南海トラフ沿いで発生した既往地震及びその被害の歴史に関する知識 

(2) 南海トラフ地震に伴い発生するおそれのある活断層地震に関する知識 

(3) 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

(4) 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される被害に関する知識で、特に次の点に留意した

もの 

・広域かつ甚大な人的被害、建物被害、ライフライン・インフラ被害 

・膨大な数の避難者の発生 

・被災地内外にわたる全国的な生産・サービス活動への多大な影響 

・被災地内外の食料、飲料水、生活物資の不足 

・電力・燃料等のエネルギー不足 

・帰宅困難者や多数の孤立集落の発生 

・復旧・復興の長期化 

(5) 南海トラフ地震に関する一般的な知識 

(6)南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

(7) 南海トラフ地震が発生した場合に職員等が果たすべき役割 

(8) 南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

(9) 南海トラフ地震対策として取り組む必要のある課題 

(10) 家庭内での地震防災対策の内容 

(11) 緊急地震速報を見聞きした場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

１．市職員に対する教育 

市は、地震災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合における地震

災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を行う。 

防災教育の内容は少なくとも次の事項を含む。 

(1) 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

(2) 地震・津波に関する一般的な知識 

(3) 地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

(4) 職員等が果たすべき役割 

(5) 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

(6) 今後地震対策として取り組む必要のある課題 

(7) 家庭内での地震防災対策の内容 

(8) 緊急地震速報を見聞きした場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

 

 

 



[新旧]南海-5 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第８章 地震防災

上必要な教育及び

広報に関する計画 

p.南海トラフ-15 

２．住民等に対する教育 

市は、関係機関と協力して、住民等に対する教育を実施する。 

実施内容は、災害予防対策編・第３章・第１節の「第１ 防災知識の普及啓発」に基づい

て行う。 

なお、内容については、少なくとも次の事項を含むものとする。 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラ

フ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

(2) 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

(3) 地震・津波に関する一般的な知識  

(4) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラ

フ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合及び南海トラフ地震が発生した場合にお

ける出火防止対策、近隣の人々と協力して行う救助活動・避難行動、自動車運転の自粛等、

防災上とるべき行動に関する知識 

(5) 正確な情報入手の方法 

(6) 防災関係機関が講じる災害応急対策等の内容 

(7) 各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

(8) 各地域における避難場所及び避難路に関する知識 

(9) 避難生活の運営に関する知識 

(10) 平常時に市民が実施しうる応急手当、最低でも３日間、可能な限り１週間分程度の生活

必需品の備蓄、家具の固定、出火防止、ブロック塀の倒壊防止等の対策及び災害発生時にお

ける応急措置の内容や実施方法 

(11) 住宅の耐震診断と必要な耐震改修の実施内容 

２．住民等に対する教育 

市は、関係機関と協力して、住民等に対する教育を実施する。 

実施内容は、災害予防対策編・第３章・第１節の「第１ 防災知識の普及啓発」に基づいて行う。 

 

 

 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第８章 地震防災

上必要な教育及び

広報に関する計画 

p.南海トラフ-16 

４．防災上重要な施設管理者に対する教育 

市は、防災上重要な施設の管理者に対する研修の実施に配慮する。 

防災上重要な施設の管理者は、府及び市が実施する研修に参加するよう努める。 

４．防災上重要な施設管理者に対する教育 

府及び市は、防災上重要な施設の管理者に対する研修の実施に配慮することとする。防災

上重要な施設の管理者は、府及び市が実施する研修に参加するよう努める。 

 

 

 

南海トラフ地震防

災対策推進計画編 

第８章 地震防災

上必要な教育及び

広報に関する計画 

p.南海トラフ-16 

５．相談窓口の設置 

市は、地震対策の実施上の相談を受けるため、必要な窓口を設置する。 

また、相談窓口の設置について、周知徹底を図る。 

５．相談窓口の設置 

市は、地震対策の実施上の相談を受けるため必要な窓口を設置するとともに、その旨周知

徹底を図る。 

 

 

 





[新旧]復旧・復興-1 

災害復旧・復興対策編 
ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-1 

第１節 復旧事業の推進 

市及び防災関係機関は、住民の意向を尊重し、災害発生後の市民生活の安定、社会経済活動

の早期回復を図るとともに、被災前の状態への復元に止まらず、将来の災害を予防するための

施設等の復旧を目指すことを基本として、復旧事業を推進する。 

また、市は、災害復旧の推進のため、必要に応じ、国、他の地方公共団体等に対し、職員の

派遣その他の協力を求めるものとし、特に、他の地方公共団体に対し、技術職員の派遣を求め

る場合においては、復旧・復興支援技術職員派遣制度を活用する。 

第１節 復旧事業の推進 

市及び防災関係機関は、住民の意向を尊重し、災害発生後の市民生活の安定、社会経済活動

の早期回復を図るとともに、被災前の状態への復元に止まらず、将来の災害を予防するための

施設等の復旧を目指すことを基本として、復旧事業を推進する。 

 

旧は「風水復

旧」を参照 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-3 

第２節 被災者の生活再建等の支援 

市は、被災者の被害程度に応じ、弔慰金、見舞金を支給するとともに、生活の安定を図るた

め、資金の貸付及び職業のあっせん、住宅の確保等を行う。 

また、市は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよ

う、災害ケースマネジメントの実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用した

きめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に

努める。 

さらに、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成にデジタル技術を活用

するよう積極的に検討する。 

第２節 被災者の生活確保 

市及び府は、被災者の被害程度に応じ、弔慰金、見舞金を支給するとともに生活の安定を図

るため、資金の貸付及び職業のあっせん、住宅の確保等を行う。 

 

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-3 

第１ 災害弔慰金等の支給 

実施担当 本部事務局 

１．災害弔慰金及び災害障害見舞金 

（略） 

(2) 次の場合、支給を制限する。 

① 死亡又は障がいが、故意又は重大な過失による場合 

※以降、「障害」から「障がい」への修正のみの記載は省略します。 

第１ 災害弔慰金等の支給 

実施担当 危機管理室 

１．災害弔慰金及び災害障害見舞金 

（略） 

(2) 次の場合、支給を制限する。 

① 死亡又は障害が、故意又は重大な過失による場合 

 

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-3 

第２ 災害援護資金・生活資金等の貸付 

実施担当 （社福）交野市社会福祉協議会、本部事務局 
 

第２ 災害援護資金・生活資金等の貸付 

実施担当 交野市社会福祉協議会、危機管理室 

    

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-4 

第３ 罹災証明書の交付等 

実施担当 市民班 

市は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施するた

め、罹災証明書の交付の体制を確立し、遅滞なく、住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹

災証明書を交付する。 

住家等の被害の程度を調査するにあたっては、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した

住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施する。 

また、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元

的に集約した被災者台帳を積極的に作成・活用し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に

努める。 

（新設）  

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-4 

第４ 租税等の減免及び徴収猶予等 

実施担当 福祉班、市民班 

２．府税の徴収猶予及び減免 

（略） 

また、府は、各種許可証等の再交付等に係る手数料の減免措置を行う。 

第３ 租税等の減免及び徴収猶予等 

実施担当 福祉部、市民部 

２．府税の徴収猶予及び減免 

（略） 

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-5 

第５ 雇用機会の確保 

実施担当 総務班 

      

第４ 雇用機会の確保 

実施担当 総務部 

 

 

 



[新旧]復旧・復興-2 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-5 

第６ 住宅の確保等 

実施担当 建築物対策班 

     

第５ 住宅の確保等 

実施担当 都市計画部 

    

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-6 

１．住宅の確保 

(1) 住宅復興計画の策定 

市は、被災者の居住の安定を図るため、住宅復興計画を策定し、被災地の実状に沿った施

策を推進する。 

(2) 公共住宅の供給促進 

② 災害公営住宅の供給 

災害により住宅が滅失し、自力での住宅確保が困難な低所得世帯等を対象として、公営

住宅を供給する。 

１．住宅の確保 

(1) 住宅復興計画の策定 

府及び市は、被災者の居住の安定を図るため、住宅復興計画を策定し、被災地の実状に沿

った施策を推進する。 

(2) 公共住宅の供給促進 

② 災害公営住宅の供給 

災害により住宅が滅失し、自力での住宅確保が困難な低所得者を対象として、公営住宅

を供給する。 

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-6 

２．大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の適用申請 

国は、災害が一定規模以上である場合においては、被災市町村長の意見を勘案して、大規

模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第２条の災害として政令で指定し、

借地借家制度の特例を適用する。 

市は、建物の復興に伴い借地・借家関係をめぐる混乱が相当予想され、被災者の住居や営

業等の生活の安定が阻害されるおそれのある場合は、府を通じて国に法の適用申請を行う。 

２．大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の適用申請 

市は、建物の復興に伴い借地・借家関係をめぐる混乱が相当予想され、被災者の住居や営

業等の生活の安定が阻害されるおそれのある場合は、府を通じて国に法の適用申講を行う。 

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-6 

第７ 被災者生活再建支援金 

実施担当 本部事務局 

        

第６ 被災者生活再建支援金 

実施担当 危機管理室 

    

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-7 

２．被災者生活再建支援制度の概要 

(3) 支給対象世帯 

自然災害により、以下の被害を受けた世帯とする。 

①～③ （略） 

④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯（大

規模半壊世帯） 

⑤ 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯（中規模半壊

世帯） 

２．被災者生活再建支援制度の概要 

(3) 支給対象世帯 

自然災害により、 

①～③ （略） 

④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯（大

規模半壊世帯） 

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-7 

(4) 支給金額 

支給額は、以下の「ア」「イ」の合計額となる。 

ア （略） 

イ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

・住宅を建設又は購入した場合 

上記(3)①～④の世帯  ２００万円 

上記(3)⑤の世帯    １００万円 

・住宅を補修した場合 

上記(3)①～④の世帯  １００万円 

上記(3)⑤の世帯    ５０万円 

・住宅を賃借した場合（公営住宅を除く） 

上記(3)①～④の世帯  ５０万円 

上記(3)⑤の世帯    ２５万円 

※ いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入する場合は合計で２

００万円、いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を補修する場合は合計で

１００万円となる。（中規模半壊世帯は１／２） 

※  世帯人数が１人の場合は、それぞれ３／４の額となる。 

(4) 支給金額 

支給額は、以下の「ア」「イ」の合計額となる。 

ア （略） 

イ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

・住宅を建設又は購入した場合  ２００万円 

・住宅を補修した場合  １００万円 

・住宅を賃借した場合（公営住宅を除く）  ５０万円 

※ いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入する場合は合計で２

００万円、いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を補修する場合は合計で

１００万円となる。 

※  世帯人数が１人の場合は、それぞれ３／４の額となる。 

 

 



[新旧]復旧・復興-3 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-9 

第３節 中小企業の復興支援 

（略） 

なお、市は、府とともに、あらかじめ商工会・商工会議所等と連携体制を構築するなど、災

害発生時に中小企業等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努める。 

実施担当 総務班 

       

第３節 中小企業の復興支援 

（略） 

なお、府及び市町村は、あらかじめ商工会・商工会議所等と連携体制を構築するなど、災害

発生時に中小企業等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努めるものとする。 

実施担当 総務部 

    

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-10 

第４節 農業関係者の復興支援 

（略） 

実施担当 インフラ対策班 

     

第４節 農業関係者の復興支援 

（略） 

実施担当 都市整備部 

      

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-11 

第５節 ライフライン等の復旧 

（略） 

実施担当 水道班、インフラ対策班、防災関係機関 

    

第５節 ライフライン等の復旧 

（略） 

実施担当 水道局、都市整備部、防災関係機関 

     

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-11 

３．電力（関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社） 

（略） 

３．電力（関西電力送配電株式会社） 

（略） 

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-12 

４．ガス（大阪ガス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社） 

(2) 広報 

被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。 

加えて、大阪ガス株式会社及び大阪ガスネットワーク株式会社のホームページ上に供給停

止エリア、復旧状況等を掲載することで幅広い情報伝達に努める。 

４．ガス（大阪ガス株式会社） 

(2) 広報 

被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。

加えて、大阪ガス株式会社のホームページ上に供給停止エリア、復旧状況等掲載することで

幅広い情報伝達に努める。 

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-12 

５．電気通信（西日本電信電話株式会社等、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、ソフトバンク株

式会社、楽天モバイル株式会社） 

（略） 

５．電気通信（西日本電信電話株式会社（大阪支店）、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、ソフ

トバンク株式会社） 

（略） 

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-12 

６．鉄道（西日本旅客鉄道株式会社等、京阪電気鉄道株式会社） 

(1) 復旧計画 

① （略） 

② 復旧にあたり、可能な限り路線別・区間別の復旧予定時期の目安を明示する。 

③ 鉄道事業者は、所要の手続きを行った上で、隣接地等を復旧作業に必要な資材置場や土

石の捨場等として一時的に使用することなどにより、鉄道の迅速な復旧に努める。 

(2) 広報 

被害状況、運行状況、復旧状況等今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。 

加えて、各鉄道事業者のホームページ上等に開通エリア、復旧状況等を掲載することで幅

広い情報伝達に努める。 

６．鉄道（西日本旅客鉄道株式会社（鉄道本部）、日本貨物鉄道株式会社（関西支社）、京阪電

気鉄道株式会社） 

(1) 復旧計画 

① （略） 

② 復旧にあたり、可能な限り路線別・区間別の復旧予定時期の目安を明示する。 

(2) 広報 

被害状況、運行状況、復旧状況等今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。

加えて、各事業者のホームページ上等に開通エリア、復旧状況等掲載することで幅広い情報

伝達に努める。 

 

災害復旧・復興対策

編 第１章 災害復

旧対策 

p.災害復旧-13 

７．道路（近畿地方整備局、府、市） 

(1) 復旧計画 

①～② （略） 

③ 単独復旧が困難な場合、他の道路管理者や協定に基づき他の事業者からの応援を受け

る。 

④ 府は、指定市以外の市町村が管理する指定区間外の国道、府道又は自らが管理する道路

と交通上密接である市町村道について、当該市町村から要請があり、かつ当該市町村の工

事の実施体制等の地域の実情を勘案して、当該市町村に代わって自らが災害復旧等に関す

る工事を行うことが適当であると認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内

で、当該工事を行うことができる権限代行制度により、支援を行う。 

(2) 広報 

被害状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。 

加えて、各ホームページ上に復旧状況等を掲載することで幅広い情報伝達に努める。 

７．道路（近畿地方整備局（大阪国道事務所）、府、市） 

(1) 復旧計画 

①～② （略） 

③ 単独復旧が困難な場合、他の道路管理者や協定に基づき他の事業者からの応援を受け

る。 

(2) 広報 

被害状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。加えて、

国、大阪府及び市のホームページ上に復旧状況等掲載することで幅広い情報伝達に努める。 

 



[新旧]復旧・復興-4 

ページ等 新 旧（令和３年３月修正） 備考 

災害復旧・復興対策

編 第２章 災害復

興対策 

p.災害復旧-14 

第１節 復興に向けた基本的な考え方 

大阪に大規模な災害が発生し、被災した場合には、災害発生後の応急対策、復旧対策の進捗

を踏まえつつ、速やかに、府は、復興に関する基本方針、計画を定め、市は、復興に関する計

画を定め、計画的に復興対策を講じる必要がある。 

第１節 復興に向けた基本的な考え方 

大阪に大規模な災害が発生し、被災した場合には、市は、災害発生後の応急対策、復旧対策

の進捗を踏まえつつ、速やかに復興に関する基本方針、計画を定め、計画的に復興対策を講じ

る必要がある。 

 

災害復旧・復興対策

編 第２章 災害復

興対策 

p.災害復旧-15 

第２節 復興に向けた取組み 

実施担当 本部事務局、建築物対策班、情報総括班 

     

第２節 復興に向けた取組み 

実施担当 企画財政部、危機管理室 

    

 

災害復旧・復興対策

編 第２章 災害復

興対策 

p.災害復旧-15 

４．復興計画の作成 

(5) 市は、住民の生活安全と環境保全に配慮した防災まちづくりを実施するため、住民に対し

て新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、住民側での多種選択肢、

施策情報の提供等を行い、計画作成段階で復興後のあるべき姿勢を明確にして、住民の理解

を求め、将来に悔いのないまちづくりを目指すよう努める。 

４．復興計画の作成 

(5) 市及び府は、住民の生活安全と環境保全に配慮した防災まちづくりを実施するため、住民

に対して新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、住民側での多種

選択肢、施策情報の提供等を行い、計画作成段階で復興後のあるべき姿勢を明確にして、住

民の理解を求め将来に悔いのないまちづくりを目指すよう努める。 
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